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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会の概要 

 

日時 平成２９年１０月１９日（木） 開会 午前１０時 

                散会 午後 ３時２３分 

 平成２９年１０月２６日（木） 開会 午前１０時 ５分 

                散会 午後 ２時５７分 

 平成２９年１０月２７日（金） 開会 午前１０時 １分 

                散会 午後 ３時 ２分 

 平成２９年１０月３０日（月） 開会 午前１０時 

                散会 午後 ３時４３分 

 平成２９年１０月３１日（火） 開会 午前１０時 

                散会 午後 ２時３５分 

 平成２９年１１月 １日（水） 開会 午前１０時 

                散会 午後 ３時２３分 

 平成２９年１１月 ２日（木） 開会 午前１０時 

                散会 午後 ２時５５分 

 平成２９年１１月２４日（金） 開会 午前１０時 １分 

                閉会 午後 ３時４５分 

 

場所 第３委員会室 

 

出席委員 神尾高善委員長 

 岡地優副委員長 

 美田宗亮委員、吉良英敏委員、飯塚俊彦委員、神谷大輔委員、日下部伸三委員、 

 新井豪委員、高橋政雄委員、宮崎栄治郎委員、齊藤正明委員、山根史子委員、 

     田並尚明委員、安藤友貴委員、蒲生徳明委員、大島和浩委員、岡重夫委員、 

     前原かづえ委員 

 

欠席委員 １０月２６日 新井豪委員、山根史子委員 

     １０月２７日 新井豪委員、山根史子委員 

 

説明者 「決算特別委員会における説明者、発言」のとおり 

 

会議に付した事件 

 議案 

議案番号 件              名 

第９０号 平成２８年度埼玉県の一般会計及び特別会計決算の認定について 

第９１号 平成２８年度埼玉県公営企業会計決算の認定について 

 

  



 

- 2 - 

参考 

平成２９年度 決算特別委員会 審査日程 

 

月  日 内    容 

１０月１９日（木）  病院局関係審査 

 企業局関係審査 

 下水道局関係審査 

１０月２６日（木）  総括的事項審査 

 企画財政部（含 出納、監査事務局）関係審査 

１０月２７日（金）  総務部（含 秘書課、人事委員会）関係審査 

 保健医療部関係審査 

１０月３０日（月）  環境部関係審査 

 県民生活部関係審査 

１０月３１日（火）  県土整備部（含 収用委員会）関係審査 

 危機管理防災部関係審査 

１１月 １日（水）  都市整備部関係審査 

 福祉部関係審査 

１１月 ２日（木）  警察本部関係審査 

 農林部関係審査 

１１月２４日（金）  産業労働部（含 労働委員会）関係審査 

 教育局関係審査 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月１９日（木）病院局関係） 

 

【説明者】 

岩中督病院事業管理者、関本建二病院局長、星永進循環器・呼吸器病センター病院長、 

坂本裕彦がんセンター病院長、小川潔小児医療センター病院長、 

長尾眞理子精神医療センター病院長、佐藤正信循環器・呼吸器病センター事務局長、 

山瀬陽一郎がんセンター事務局長、阿部隆小児医療センター事務局長、 

高島秀子精神医療センター事務局長、河原塚聡経営管理課長、松井直行経営管理課技術幹 

 

【発言】 

安藤委員 

 資料１７「県立４病院の院内保育所の状況」を見ると、院内保育所の利用人数がかなり

少ない。予算額に見合っているのか。近くの保育園を探すなどの対応にした方がよいので

はないか。 

 

経営管理課長 

 現在、がんセンター・精神医療センターと小児医療センターで院内保育を実施している。

がんセンター・精神医療センターでは１５名定員で運営しており、利用者は８名である。

小児医療センターの院内保育所は、さいたま赤十字病院と合同で運営しているが、双方２

５名定員となっており、小児医療センター分の利用者数は１６名である。それぞれの保育

所の運営は業者委託しているが、その委託料は定数ではなく利用人数に応じて支払ってい

るため、支出額が過大ということはない。利用者が増加するように受入体制を更に整え、

周知徹底していきたい。 

 

日下部委員 

１ 事業報告書１ページの「ウ 経営状況」の純損失約６５億円について、どのような認

識を持っているのか。 

２ 資料１８「平成１９年度～２８年度（１０年間）の業務・経営状況の推移」の「（１

３）医業利益」を見ると、過去１０年間が全てマイナスである。医業利益のマイナスが

３年続くと、民間病院では民事再生手続を申請することになる。県立病院は、医業利益

が一貫してマイナスであるとともに、平成１９年度ではマイナス約５８億円だったもの

が平成２８年度ではマイナス約１２７億円と約７０億円も減少している。これに対して

どのような認識を持っているのか。 

３ 資料１８の「（１５）一般会計からの運営費繰入金」を見ると、平成１９年度の約６

７億７，０００万円から平成２８年度の約８４億７，０００万円まで毎年のように増え

ている。平成２９年度では約９２億円が見込まれている。外来の患者数、入院の患者数、

病床利用率は、いずれも減少が続いている。経営が改善されていないのではないか。県

立病院は経営改善に努力しているというが、数値を見ると経営改善をされていない。９

月定例会で、岩中病院事業管理者が、独立行政法人化について前向きに検討していくが、

当面、公立病院として経営改善を行い、コスト意識をしっかり持って改善指導していき

たいと述べているが、どうやって経営改善するのか具体策を示してほしい。 

４ 資料１８の「（２）病床利用率」を見ると、循環器・呼吸器病センターの病床利用率

は７２パーセントであり、平成１９年度と比較すると減少している。新病棟オープンの
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影響があったということだが、３４３床のうち毎日９０床以上空いていることになる。

感染症病床と結核病床で５１床も必要なのか。４８床程度を回復期リハビリ病床に転換

したらどうか。回復期リハビリ病床であれば民間病院では病床利用率９５パーセント程

度にはなる。病床を転換した方が、経営的にはいいのではないか。回復期リハビリ病床

なら６０歳以上の医師でも診療が可能で、医師の招へいがしやすくなる。また、急性期

病床を減らせば、医師不足も解消し、救急告示もしやすくなるのではないか。 

５ 資料１８の「（２３）救急応需率」を見ると、がんセンターでは８０パーセント以上、

小児医療センターは９０パーセント、精神医療センターでは９０パーセント以上対応し

てもらっている。循環器・呼吸器病センターだけは７０パーセント程度で推移しており、

年間３００件以上断っていることになる。これで地域医療のニーズに応えていると言え

るのか。９０パーセント以上は受けてもらわないと、きちんと対応しているとは言えな

いのではないか。 

６ 資料１８の「（１２）人件費率」を見ると、精神医療センターの人件費率が１００パ

ーセントを超えている。民間病院では１００パーセントを超えることはありえない。厚

生労働省が出している病院経営管理指標を見ても公立病院は９０パーセントくらいで

ある。１１４パーセントの人件費率は非常に高い。これが１００パーセントを割るよう

にできないか。 

７ 事業報告書１７ページの企業債を見ると、平成２８年度当初未償還残高は約５８９億

円、平成２８年度末未償還残高は約８５７億円と約２６８億円増えている。今後増えて

いくと思われるが、ピークはいつ頃になり、その金額はどれくらいになるのか。 

８ 資料１「平成２８年度埼玉県病院事業損益計算書」の中に減価償却費が計上されてい

るが、この中に企業債の償還費も含まれているのか。 

 

経営管理課長 

１ 純損失約６５億円の主な計上内容は、小児医療センターの新病院移転及び循環器・呼

吸器病センターの新病棟移転経費が特別損失として約１１億円、新病院及び新病棟のオ

ープンに伴う医師・看護師の前倒し採用等による給与費の増加が約２４億円、小児医療

センターは約２．５倍、循環器・呼吸器病センターは約１．５倍に床面積が増えたこと

等に伴う委託料の増加が約８億円となっている。また、新病院及び新病棟に係る入院制

限を行ったことにより、小児医療センターでは１２月分及び１月分で約４億円、循環

器・呼吸器病センターでは３月分の約１億円の収益が減少している。こうした理由によ

り大きな純損失が出た。純損失がなるべく出ないように努力していきたい。 

２ 本来、公営企業については収益によって運営するのが原則である一方、県立病院は高

度・先進・特殊な専門医療を提供するために不採算な医療、不採算な部分が出てきてし

まう。この部分について一般会計から繰入金を頂いているところである。この医業利益

の中の医業収益には繰入金が含まれていないので、どうしてもマイナスになってしまう。

他都道府県の状況を見ると、医業収支比率は平均で約８０パーセントであり、１００パ

ーセントを超えているところはほぼない。しかし、だからといって、埼玉県もこのまま

でよいとは思っていない。医業収支比率を高めるため、経営努力を進めていく。 

３ 改善策として、現在病院局の中で、病院事業管理者をトップとした県立病院改革推進

委員会を設置している。各病院の改善事項をピックアップして毎月、進捗管理を行って

いる。その中で、循環器・呼吸器病センターについては救急告示を行い、救急患者に積

極的に対応していこうと考えている。また、北部地域の医療ニーズ、地域医療構想等を

検討して、循環器部門、呼吸器部門の強化はもとより、例えば消化器部門等地域のニー
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ズについてもフォローできないか、地域の医師会の皆様と検討しているところである。

こうした改善により、患者を増やすことを通して収益を向上していきたいと考えている。

また、がんセンターについては、がんゲノム医療への取組をはじめ、病床利用率が向上

しない一方で待機患者がいるので、新規患者を増やしていくために逆紹介を推進し、新

規患者の枠を広げて患者を増やしていくこと等を検討している。小児医療センターにつ

いては、重症系病床が増えたことで不採算の部分が増えているが、心臓の手術など高度

な手術を行うことを通して収益性を上げていくことを検討していきたい。精神医療セン

ターについても、例えば依存症患者などを更に受け入れていくことを通して収益力を上

げていくことを検討している。 

７ 企業債について、償還額のピークは平成３３年度となる見込みである。償還額は４２

億８，０００万円強である。 

８ 減価償却費と元金償還の関係については、減価償却費イコール元金償還ではないが、

基本的には、元金償還期間と減価償却期間はほぼ一致している。減価償却費は、実際に

は支出しない費用なので内部留保資金がたまる。その内部留保資金を元金償還に充てて

いく。 

 

循環器・呼吸器病センター病院長 

４ 病床利用率が下がっているのは、オープンした新館棟に緩和ケア病床２４床と、結核

病床を減らして感染症病床２１床を新設整備した結果、実質的に一般病床が計４５床増

加したことによる。また、予想に反して新規患者が獲得できていないことによるもので

ある。感染症と結核病床の５１床については、もともと結核病床が５１床あった分を３

０床に減らして、残りの２１床を感染症病床として、新館棟の３つの病棟に７床ずつ配

置したものである。感染症病床は感染症が発生した場合に使用することを目的に設置し

た。感染症が発生していない場合は一般病床としても活用できるものである。回復期リ

ハビリ病床への転換については、地域医療構想の中で北部医療圏の他の医療機関と調整

を図る必要があり、今後の課題であると考えている。救急告示については、熊谷労働基

準監督署から夜間勤務を交代制勤務にするようにとの指導があった。コメディカルでは

１０月１日から交代制勤務が始まっている。しかし、医師については、まだ交代制勤務

に必要な人数を確保できていない。来年の４月をめどに何とか確保するように努力して

いるところである。今後、医師の交代制勤務が可能になったら、救急告示を申請したい。 

５ 救急応需率が他の県立病院よりも低いことについては、もちろん断らないで済むのが

いいと思うが、カテーテル検査をしている最中では断らざるを得ない。また、当センタ

ーは、循環器、呼吸器、脳外科などの専門病院であるため、例えば交通事故等の多発外

傷等の患者の受入れは難しいなど、専門外の患者受入要請は断らざるを得ない。今後、

消化器科の充実などを検討しているので、そのようになれば、応需率を上げることがで

きるものと考えている。循環器系の急患の検査、処置中に更にもう一人患者を受けるこ

とは、後に受けた患者を待たせることになるため厳しい。近隣の深谷赤十字病院及び埼

玉医大総合医療センターと連携しながら対応していきたいと考えている。 

 

精神医療センター病院長 

６ 人件費率が昨年度また少し上がってしまったのは、医業収益は上がったが退職給付費

の増加の影響で給与費も上がったことによるものである。人件費率の改善については、

今後も進めていきたい。具体的には、病床利用率が上がるようトイレや多床病室の改修

を行った。その結果、本年４月１日から昨日までの病床利用率は８０．８パーセントと
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なっている。今後も収益を上げる努力を行っていきたい。しかしながら、精神科はやは

りマンパワーが治療の資源というところも御理解いただきたい。 

 

日下部委員 

１ 周産期や感染症医療等、県立病院が不採算を担っているのは理解しているが、赤字の

うち、不採算部分がどのくらいか把握しているか。 

２ 私がいる病院では、電子カルテを開くと各病棟の病床利用率が見られるようになって

いる。また、病棟に今月の病床利用率を張り出すなど、病院が現在どういう状況か分か

るようになっているが、職員一人一人にコスト意識を持ってもらうのは非常に難しい。

しかしながら、そういうことをやっていかないと病床利用率は上がらない。病院は営利

ではないが慈善事業でもないと思っている。職員一人一人にコスト意識を持ってもらう

方策が必要ではないか。 

 

病院事業管理者 

２ 最近、病床利用率が低迷している循環器・呼吸器病センターは、職員エレベーターを

降りたところに本日の病床利用率を張り出している。経営改善に関しては、特にコスト

意識を全職員に浸透させるのはなかなか難しいが、例えば循環器・呼吸器病センターと

がんセンターにおいて、最近１年間の収入状況から見た現在の病院の課題等がコンサル

タントから中間報告されているので、今月末の当該中間報告の説明会に私も出向き、で

きるだけ多くの職員を集めてコスト意識を持ってもらうような話をしたい。県の職員全

員にコスト意識をしっかりと植え付けることは課題であり、そのための一つの方策とし

て、これから改革推進委員会等で検討していく独立行政法人化や、現在の地方公営企業

法全部適用における可能な限りの改善策などの中でも、きちんと取り組んでいきたい。 

 

経営管理課長 

１ 不採算部門の赤字額については、繰入金の一部が該当し、特殊医療に要する経費、高

度医療に要する経費となるが、額については計算するので少々お待ちいただきたい。 

 

日下部委員 

 独立行政法人化を検討するということなので、その中で不採算額と必要な助成金がどれ

くらいかを出してもらえればよい。（意見） 

 

蒲生委員 

１ 事業報告書３３ページによると、循環器・呼吸器病センターの病床利用率が７２．４

パーセントで前年度比３．４ポイント減少しているが、新館棟の建設による影響は具体

的にどのようなものか。 

２ 事業報告書３６ページにある費用決算額の構成比率は、平成２７年度と比較して医業

収益に対する医業費用の比率が６．１ポイント悪化しているが、その主な理由は何か。 

３ 事業報告書４０ページを見ると、がんセンターの病床利用率が７０．６パーセントと

なっており、前年度と比較して若干低下している。新病院への移転以降、病床利用率が

なかなか上昇しないのはなぜか。 

 

循環器・呼吸器病センター病院長 

１ 新館棟には、手術室５室を新設したが、この際、本館棟にあった４室の手術室の機材
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を外して新館棟に移設した。このため、移転日の２週間くらい前から手術を止める必要

があった。３月から外科系の患者の入院制限を行い、手術をしない状況になっていたの

で、病床利用率にかなり影響が出たものである。また、新館棟へ移転する呼吸器内科の

患者については、できるだけ少ない患者数にして安全に移送したいという考えから、入

院制限を行ったため３月がかなり少なくなった。さらに、なかなか新規患者の獲得がで

きなかったことや平均在院日数が０．３日減少したことにより、病床利用率が約１パー

セント減少する影響が生じた。 

２ 平成２９年３月１９日にオープンした新館棟に緩和ケア病床２４床を新設し、さらに、

集中治療部である呼吸器疾患の重症患者を管理する集中治療室いわゆるＲＣＵ８床を

整備したが、看護師を１年前から採用してトレーニングをしておく必要があり、３６名

の前倒し採用を行った。その人件費の増加が影響し、医業収支比率が６．１ポイント低

下したものである。 

 

がんセンター病院長 

３ 平成２６年度にＤＰＣを導入した。これは、入院患者に適用されるもので、疾患分類

によって入院中はどのような診療をしても包括的に一定額の診療報酬となる制度であ

る。この制度上では、入院期間を短縮すると収益率が上がるインセンティブがあり、全

国的に入院期間が短くなる傾向がある。がんセンターも意図的に短くするまでもなく、

いろいろな医師が既にＤＰＣを前提とした診療の教育を受けているため、同様の傾向と

なっている。これが、病床利用率の低下の一因である。通常は入院期間が短縮された分、

新規患者を入れることで収益率を向上させていくので、その点は病院として問題意識を

持って対応を考えている。今までがんセンターでは、この病院に継続して通いたいとい

う患者の希望に応えてきた。その結果、外来で新規患者を十分に診る時間が不足し、待

機患者がいるのに新規患者枠を広げられていないという状況である。それを改善し、地

域の病院とのつながりも深めていけるよう、外来患者の逆紹介を進めていきたい。また、

病院内の患者フローにおいてボトルネックとなっている部分を見つけ、初診以降も治療

がスムーズに進むように流れを見直しているところである。 

 

蒲生委員 

 地域の病院への逆紹介だが、具体的にいくつかの病院と連携して進めているのか。現状

はどうなっているのか。 

 

がんセンター病院長 

 地域の病院の病床数や外来の機能のこともあり、逆紹介に当たっては打合せが必要であ

る。今までは担当の職員が近隣病院と情報交換を行っていたが、それ以上の交流が必要だ

と思い、現在は病院長や診療科の幹部なども出向いて実際に話合いをしている。このよう

にして、スムーズな患者の逆紹介を目指している。 

 

岡委員 

 平成２８年度の包括外部監査報告書によると給食業務が大きな赤字を出している。その

原因のうち、食材の廃棄、欠食の２点について病院局としてどのように捉えて対策してい

るのか。 
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経営管理課長 

 包括外部監査において、食材の廃棄については、要領等を定めて適切に処理すべきであ

るという意見を頂いた。これまでマニュアル等はなかったが、意見を踏まえて県立病院共

通の基準を作るために、今年の４月から県立病院栄養士協議会で検討を行い、６月に食材

廃棄基準（案）を定めた。９月から試行運用をはじめ、平成２９年１２月から正式に運用

開始ということで対応している。欠食については、退院や外泊における欠食は、患者の都

合も一因であるため、患者から費用を取ってもよいのではないかとの意見を頂いた。医師

が決定・許可した退院時期・外泊期間と異なる退院等により欠食が発生した場合は、患者

に負担してもらうという考え方であるが、すぐに患者負担とするわけにもいかず、病院で

検討しているところである。 

 

大嶋委員 

１ 循環器・呼吸器病センターには院内保育所が設置されていない。職員数も増加してい

るが、実態はどうか。また、どのように状況を把握しているのか。 

２ 以前から医師充足率の低迷が続いているが、改めて労働基準監督署の指摘の経緯と現

状の取組を聞きたい。報道があり地域住民、利用者が不安を覚えている。 

 

循環器・呼吸器病センター病院長 

１ 院内保育所については、看護師、医師から希望はあったが、人数は２、３人であった。

実際に整備すれば利用者はもう少し増えると思う。 

２ 医師の充足率が低いことに関しては、病院局全体で働き掛けているところである。私

や病院事業管理者の出身大学の医局、その他関連医局への働き掛けや、民間の紹介会社

を通じて募集するなどしており、増員はできているが、交代制勤務ができるまでには至

っていない。労働基準監督署の指摘の経緯については、平成６年に小原循環器病センタ

ーとして、療養所から再オープンした時点では宿日直勤務の許可は受けていたが、平成

２５年度に再申請し、現地調査が行われた。そこで、循環器内科などの夜間急患へのカ

テーテル検査は、循環器内科の医師だけでなく、看護師、臨床工学技士、診療放射線技

師なども３、４時間働いていることを説明したところ、宿日直では通常業務をしてはい

けないという理由で許可されなかった。その後、１年以上労働基準監督署と協議をした

が、最終的には、当センターでは宿日直は認められないとの指摘であったため、交代制

勤務を導入せざるを得ない状況になった。コメディカルに関しては、今年度に交代制勤

務が可能な職員の増員ができた。半年間のトレーニング期間後の１０月１日から交代制

勤務を開始している。医師に関しては、まだ人数が足りていないため交代制勤務は開始

できていない。 

 

前原委員 

１ 平成２８年度に医師の充足率が下がった原因と対策について伺う。 

２ 看護師の充足率が平成２６年度から下がり続けているが、看護師の負担軽減策につい

て伺う。 

３ 県立病院では７対１看護基準を満たしているのか。 

４ 循環器・呼吸器病センターは最寄りの駅からバスで３０分かかり、患者の通院も大変

だが、職員の通勤も不便である。利便性の確保についての課題と展望、県への要望はあ

るか。 

５ 小児医療センターは平成２８年１２月２７日に移転したが、平成２８年度は通常業務
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と移転に向けての準備業務、患者の搬送など、計画から実施まで現場は大変な緊張の連

続だったと思う。その教訓と今後に生かす課題についてどのように総括しているか。 

６ 蓮田市にあった小児医療センターについては医療機関の存続を求める声があったが、

移転後の状況について伺う。 

 

経営管理課長 

１ 平成２８年度の充足率が下がったのは、がんセンターと小児医療センターの充足率が

下がったためである。平成２８年度は、がんセンターにおいては診療体制強化のために

常勤４名・非常勤４名の計８名、小児医療センターにおいては新病院での救急体制強化

のため、常勤２２名・非常勤１３名の計３５名の医師の定数を増やした。しかしながら、

定数の増加に医師の確保が追い付かなかったために充足率が下がってしまった。病院局

では、病院事業管理者や病院局長など病院局幹部による大学医局等への個別の働き掛け

や医師の出身大学へ働き掛けのほか、民間の医師紹介業者の活用により医師確保に努め

ている。平成２９年１０月１日時点の充足率は、がんセンターが９５．３パーセント、

小児医療センターが９５．９パーセントとなっており、４病院を合わせた充足率も９０

パーセントを超えている。 

２ 看護師の中には、育児をしながら仕事を続けている職員も少なくない。そこで、勤務

の継続に悩む看護師に対しては、看護師長や看護部長が個別に面談し、勤務を継続する

ための方策を一緒に考える体制を取っている。また、新人看護師の大半は臨床現場で求

められる能力と自己の能力との間に差を感じ、自信を喪失したり、健康上の問題等を理

由に退職することが多い。このため、一人の新人に一人の先輩看護師が付き、おおむね

１年間のマンツーマンでの教育指導や、リアリティショック緩和のためのフォローアッ

プ研修会を年間５回実施することなどにより、看護師が働き続けられる環境整備に努め

ている。平成２９年１０月１日時点の充足率は９８．８パーセントとなっており、引き

続き看護師確保に努力していきたい。 

３ 県立病院では、結核病棟を除き７対１看護を維持している。 

 

循環器・呼吸器病センター病院長 

４ 循環器・呼吸器病センターは、昭和２９年に開設された埼玉県立小原療養所を母体と

して整備した経緯があり、どうしても交通の利便性が悪い場所にある。ＪＲ、東武鉄道、

秩父鉄道の駅からもそれぞれ３０分くらいかかる。ＪＲ熊谷駅、東武線の小川町駅から

は民間のバスが、熊谷駅からは１日４２便、小川町駅は６便走っている。熊谷市にはコ

ミュニティバスがあるが、民間のバスと競合しないように同じ路線は走っていない。深

谷市のコミュニティバスは、秩父鉄道の武川駅からは予約制のバスが利用できるような

ので、患者に周知することによって利用してもらえればと思っている。患者には高齢者

が多く、バスで通院する負担が大きいので、家族が自家用車で送迎することが多い。ま

た、職員についても車通勤者が多いので、更なる駐車場の確保に努めたい。 

 

小児医療センター病院長 

５ 移転準備は、がんセンターの例を参考に平成２７年度から取り組んだ。移転において

は患者の移送だけではなく多くの物品を移送しなければならないため、綿密かつ周到な

準備が必要ということで、平成２７年１０月に引っ越し業者を決定して準備を進めてき

た。院内においては、全体を統括する移転検討委員会を立ち上げ、様々なワーキングチ

ームも立ち上げて多くの職員の参加の下に取り組んだ。今回の移転に際して有効だった
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のは、がんセンターの移転に係る関係書類や兵庫県立こども病院の移転の事例があった

ことである。移転当日、関係する医療機関、警察、消防、医師会など多くの方々の協力

が得られたことも無事に移転をすることができた大きな要因である。今回の移転に係る

書類をしっかりと保存しておくことが必要と考えている。今後は職員一丸となって、課

題となっている経営改善や病院機能の向上に取り組んでいきたい。 

６ 蓮田市、さいたま市岩槻区に医療機能の存続を求める声があったことは承知している。

岩槻診療所では、在宅医療の患者で新病院への通院が困難な１１０人程度の患者につい

て治療を行っている。診療内容は、日常的な医療管理のほか気管切開・人工呼吸器の管

理で、在宅用物品の提供、リハビリや短期入所サービスも行っている。診療日当たりの

平均患者数は、１７．１人、延べ１，２１５人となっている。短期入所については、４

月からの累計で３６８人、１日平均２．６人となっている。平成３０年４月以降は、医

療型障害児入所施設「カリヨンの杜」への移管を予定している。長期入所２８床、短期

入所１２床、療養介護２０床の計６０床規模であり、成人になっても診療の継続が可能

なほか、肺炎などの急性期の治療も行うことができる。重症化した場合は小児医療セン

ターで引き受ける。医療の継続性を確実にするために、小児医療センターから医師１人、

看護師３人を３年間派遣するほか、耳鼻咽喉科、整形外科、外科の医師の外来診療の応

援も考えている。 

 

宮崎委員 

 先ほど、経営管理課長から月に１回改革推進委員会を開いているという話があったが、

メンバーの中に日下部委員のような遠慮なく意見を言ってくれる外部メンバーが入った方

がよいのではないか。改革推進委員会にはどういったメンバーがいるのか。 

 

経営管理課長 

 現在の改革推進委員会のメンバーは内部職員で構成され、病院事業管理者、病院局長、

各病院長が設置時のメンバーであり、ここに各病院の副病院長、看護部長、事務局職員が

加わっている。今のところ、外部の有識者は入っていないが、現在、各病院に入っている

外部コンサルタントの意見も改革推進委員会で取り上げて検討している。 

 

病院事業管理者 

 今、経営管理課長から現状を申し上げたが、以前から、日下部委員より独立行政法人化

に関する検討について御意見を頂いている。来年度から外部有識者を加えた経営改善、独

立行政法人化の在り方、将来構想を含めた検討を行う委員会を定期的に開催していく予定

である。できるだけ早い時期にやらないと赤字体質が改善しないので、来年度中には将来

の方向性については明確にしたい。もう少しお時間を頂きたい。 

 

宮崎委員 

 庁内の同じようなメンバーで議論していたのでは、病院事業管理者のトップダウンで物

事が決まる懸念もある。外部有識者を入れることについて、建設的な答弁を頂いたので早

急に構成していただき、早い時期に開催してほしい。（要望） 

 

田並委員 

 小児医療センターの平成２８年度のＰＩＣＵの稼働率はどうか。 
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小児医療センター病院長 

 直近の病床利用率になるが、ＰＩＣＵが７１．４パーセント、２０床あるハイケアユニ

ットが６０．０パーセントである。ハイケアユニットについては、救急外来で多くの患者

が入院してくるため、一定程度空けておく必要がある。 

 

田並委員 

 ＰＩＣＵ等で勤務する医師の育成で工夫している点はあるか。 

 

小児医療センター病院長 

 現在、集中治療科、外傷診療科、救急診療科に勤務している医師は、様々な施設で経験

を積んだ者が集まっている。中には小児科医ではなく救命救急で成人を診てきたという医

師もいる。若い医師がＰＩＣＵ等の現場を経験するということは大事なことであると考え

ている。当センターには後期研修医が５名いるが、集中治療科も必ず経験してもらう。ま

た、総合診療科の医師もＰＩＣＵ、ＨＣＵを必ず経験してもらう。そうした医師の中から

ＰＩＣＵ等の現場で仕事をしたいと考える者が出てきてくれればと考えている。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月１９日（木）企業局関係） 

 

【説明者】 

立川吉朗公営企業管理者、諏訪修之企業局長、棚沢利郎管理部長、松本稔水道部長、 

中山昌克総務課長、松塚研一財務課長、松山謙一地域整備課長、中島俊明水道企画課長、 

松永和高水道管理課長、岡田和也主席工事検査員 

 

【発言】 

吉良委員 

１ 決算書２７ページの「水道用水供給事業決算報告書」について伺う。特別利益につい

ての説明があったが、東京電力からの損害賠償金は具体的にどのような費用に対する賠

償なのか。 

２ 水道用水供給事業における損害の合計額と東京電力からの賠償金の累計額はいくらか。 

３ 東京電力から賠償されていないものがあるとすれば、それはどのような費用なのか。

また、今後支払われる見通しはあるのか。 

４ 企業局の資金運用について伺う。依然として金利は低金利が続いているが、平成２８

年度の運用実績はどうだったのか。また、運用を行うに当たりどのような工夫をしてい

るのか。 

５ 資料１９「内部留保資金の推移」について、３事業を合計した平成２８年度の内部留

保資金は約８５３億円だが、これをどのように活用しているのか。また、現在の額につ

いてどう考えているのか。 

６ 決算書６５ページからの「地域整備事業報告書」について伺う。埼玉県は災害が少な

く、また、圏央道の県内全線開通などにより、企業立地ニーズが更に高まっている。こ

のチャンスを逃さず、魅力ある産業団地の整備を進めていく必要があると考えるが、こ

れまでの実績を踏まえて今後どのように取り組んでいくのか。 

７ 決算書５ページの「工業用水道事業剰余金処分計算書（案）」について伺う。未処分

利益剰余金のうち、約７億８，８９０万円については、繰越利益剰余金として繰り越す

利益処分案となっている。工業用水道事業は黒字であるが、未処分のまま繰り越すこと

としているのはなぜか。 

８ 決算書３５ページからの「水道用水供給事業報告書」について伺う。４３ページの４

の「（３）その他会計経理に関する重要事項」に記載されている自家用発電設備整備事

業、水道施設耐震化事業、浄水場備蓄施設整備事業などは、水道施設を強靭化する上で

重要な事業として取り組んでいると思うが、水道施設の老朽化対策については、どのよ

うに進めていくのか。 

９ 決算書１ページからの「工業用水道事業決算報告書」の資本的支出については、地方

公営企業法第２６条の規定による繰越額が約７億８，５００万円と記載されているが、

その内容及び理由は何か。 

10 決算書２７ページからの「水道用水供給事業決算報告書」の収益的支出について、地

方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額が約３，８５０万円と記載されている

が、その内容及び理由は何か。 

 

総務課長 

１ 平成２３年３月の東日本大震災における原子力発電所の事故に伴う放射性物質に汚染
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された浄水発生土の処分費や放射線測定費用などである。 

２ 県企業局では、東京電力に対して、平成２３年度から合計３４億７，６１９万３，０

３４円を損害賠償金として交渉している。その７４．４パーセントに当たる２５億８，

４７８万５，５３９円は交渉により合意し支払われたが、残る８億９，１４０万７，４

９５円については交渉を継続中である。 

３ 支払われていない主なものは、１００ベクレル以下の浄水発生土処分費約５億９，８

８７万円などである。原子炉等規制法で安全に再利用できると規定されていることを東

京電力は根拠にしている。これらの賠償交渉については、ほかの都県の交渉も平行線を

たどっており難しい状況であるが、引き続き粘り強く交渉していく。 

 

財務課長 

４ 平成２８年度の預金運用による受取利息は、３事業の合計で約１，６５８万７，００

０円、平均利回りは、０．０１７パーセントであった。また、債券運用による受取利息

は約４９０万８，０００円、平均利回りは０．２４８パーセントであった。運用を行う

に当たっては、まずは複数の金融機関に声を掛け競争性を確保している。さらに、金融

機関に預入期間及び預入額を指定して利率の提案を募集していた方法を見直し、各金融

機関が資金需要に応じた柔軟な提案ができるよう、最長預入期間及び運用上限額のみを

示し、その範囲内で自由に提案できるように改めた。なお、平成２９年度は地方債を２

０億円購入しており、利回りは０．２２５パーセントであることから、年間の受取利息

は約４５０万円となっている。 

５ 内部留保資金は設備投資である建設改良費の財源として有効活用し、各事業の後年度

負担を軽減している。工業用水道事業、水道用水供給事業とも、管路等の設備について

内部留保資金を活用した大規模な更新が控えているため、現状でも十分な額があるとは

考えていない。また、地域整備事業では複数の産業団地の整備が一時期に集中し、投資

資金の回収までに時間がかかるため、タイムラグを埋めるためには手持ちの資金が必要

である。 

７ 工業用水道事業については今後一時的に大きな資金需要が見込まれることから、未処

分のまま繰り越すこととしたいと考えている。 

 

地域整備課長 

６ 本県は雇用の確保が容易で交通アクセスが優れていることから、圏央道沿線を中心に

立地ニーズが高く、企業局も整備を進めてきた。現在、更にニーズが高まっているので、

事業対象地域を南北に広げ、全県を対象に取り組んでいく。魅力ある産業団地の整備の

ためには、第一に、企業ニーズにスピーディーに対応していくことが重要であると考え

ている。具体的な取組として、市町村との協働を更に強化し、事業化調査や決定の期間

を短縮していきたいと考えている。これまでは、事業化に至るまで３年から４年程度必

要としていたが、期間短縮に努め、１年から２年程度で事業化できるようにスピードを

高めていきたい。また、分譲までの期間を短縮するために、早期に立地ニーズを把握し

企業を確保することも重要である。そこで、草加柿木地区産業団地では事前エントリー

制度を活用した早期分譲の取組を展開している。立地を検討している企業に早期に応募

してもらい、企業との意見交換を開始し、産業団地整備の実施設計の参考にしていきた

い。この取組は、立地企業にとっても建築計画を早期に策定できるメリットがある。第

二に、インフラ活用や企業の拡張ニーズにもしっかり対応していくことが重要である。

このようにして産業団地をコンパクトでスピーディーに整備する手法も検討している。 
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水道企画課長 

７ 未処分利益剰余金を繰越利益剰余金として繰り越す利益処分案について補足する。資

金需要増加の具体的な内容として、平成３１年度から大規模な撤去工事を予定しており、

この費用の増加に備えるため、処分せずに繰り越そうとするものである。 

８ 水道用水供給事業については、建設から５０年近く経過している施設もあり、水の安

定供給のためには水道施設を健全に維持することが重要であることから、老朽化対策は

不可欠であると考えている。今後の老朽化施設の更新需要は、法定耐用年数で更新を行

った場合、管路を除き、４０年間で約５，５００億円、年平均にすると約１４０億円と

試算している。費用の最少化を図るため、設備の延命化を行い、法定耐用年数の１.５倍

の年数での更新を行うと、更新費用の約５，５００億円は約４，８００億円まで圧縮で

きると考えている。今後は、将来の水需要の減少に見合った適正な施設規模にダウンサ

イジングを行いつつ、更なる施設の延命化を図り、最適な時期に更新を行うこととし、

更新費用の最少化や更新時期の平準化に努める。既に１５年分の計画を策定しており、

収支への影響に配慮しつつ、計画的に老朽化対策を進めていく。 

 

水道管理課長 

９ 工業用水道事業の繰越額は、主なものとして柿木浄水場の場内配管更新工事で約１億

７，０００万円、耐震補強実施設計業務委託で約８，０００万円、排水処理施設の機械

及び電気設備更新工事で約３億７，０００万円である。場内配管更新工事と耐震補強実

施設計業務委託については、当初は平成２９年度の事業として計画していたが、年度末

の国の経済対策を受けることで、より確実に補助金を確保できることから、国庫補助金

対象事業として急きょ１年前倒しした。そのため、年度末に発注し、契約締結が４月以

降になったことから、年度内施工ができず繰り越したものである。排水処理施設の機械

及び電気設備更新工事については、別途発注した共同溝築造工事において、地盤改良の

ため薬液注入工事を行うことになっていたが、地下水への影響調査を実施する必要が生

じ、地元住民との協議・調整に日数を要したため完成が遅れた。そのため設備工事の機

器搬入時期が先送りになり工期が不足したものである。 

10 水道用水供給事業の繰越額については、新三郷浄水場高度処理施設の生物活性炭吸着

池に係るものである。平成２８年度に全１６池のうち４池の劣化した活性炭の入替工事

を実施した。活性炭を搬出したところ、その下部にある集水装置に損傷箇所が発見され、

その修復工事により工期が約１か月間延びてしまった。そのため年度内完成ができず繰

り越したものである。 

 

吉良委員 

１ 地域整備事業会計について、産業団地は拡張するケースもあるが、計画面積について

の考え方はどうなっているのか。 

２ 造成工事で調整池や公園等の施設を整備しているが、完成した団地内の公園を見ると

遊具や広場など様々である。公園施設整備についての考え方はどうなっているのか。 

 

地域整備課長 

１ 団地の面積については、事業地を決める段階において市町村の意向が重要となる。広

さによって必要な手続が変わってくるため、全ての手続が適切に進むような広さを設定

することが大切である。 

２ 公園等の施設は、完成後に市町村に引き継ぐこととなるため、どのような施設を造る
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のかについては、市町村との設計協議において希望を聴き取り、公園の遊具などの設計

に反映させている。 

 

蒲生委員 

１ 決算書３５ページからの「水道用水供給事業報告書」のうち、３８ページの２の「（２）

改良工事の概況」のカについて伺う。浄水場などの耐震補強工事を実施中であると記載

されているが、現在の浄水場の耐震化状況はどうなっているのか。また、耐震補強工事

の完成はいつになるのか。 

２ 決算書６５ページからの「地域整備事業報告書」について伺う。スピーディーな産業

団地整備が重要なことは分かるが、それとともに重要なのは企業の立地ニーズに合った

産業団地の整備であり、売れ残らないことが大切である。直近の産業団地の分譲状況は

どのようになっているのか。また、現在整備中の草加柿木地区産業団地の引合いはどの

ような状況なのか。 

 

水道管理課長 

１ 管理棟など人が出入りする建築物の耐震化は完了済みである。沈でん池などの水処理

施設については、平成２８年度末では、耐震化が必要となる１１４施設中６７施設、５

９パーセントの耐震化が完了している。平成２９年度末では、８１施設の耐震化が完了

し、耐震化率は７１パーセントとなる見込みである。耐震化の完了は平成３４年度末を

予定しており、着実に工事を進めているところである。 

 

地域整備課長 

２ 直近の分譲団地は、杉戸屏風深輪産業団地である。昨年１０月から１２月にかけて分

譲の受付を行い、１２社から申込みがあった。審査を行い、このうちの８社に全１１区

画を分譲し、この９月に引渡しを完了した。次に分譲する予定の寄居スマートインター

チェンジ西地区産業団地、加須インターチェンジ東地区産業団地についても近々分譲で

きるように整備事業を進めている。草加柿木地区産業団地については、事前エントリー

制度を活用し、意見交換を行う企業を募集中である。現在、５社から応募があり事業に

対する意見交換を進めている。引き続き募集を行っており、数社から問合わせを受けて

いる。これらの企業も加え分譲を進めていきたい。 

 

前原委員 

１ 資料３「解約、新規契約の状況及び廃止負担金の徴収状況」について、工業用水道事

業における平成２９年４月以降の解約事業所数はいくつか。また、工業用水道事業、水

道用水供給事業ともに水需要は減少傾向だが、今後の見通しはどうか。 

２ 資料１１「汚泥の発生状況とその有効利用の実態」及び「放射能対策について」につ

いて伺う。放射能の影響による浄水発生土の保管費用と東京電力の補償との関係はどう

なっているのか。また、吉見浄水場における有償売却の状況はどうなっているのか。 

３ 水道施設の耐震化については平成３４年度の完了を予定して着実に進めているとのこ

とだが、今後、新たな維持管理等に対する財政負担も発生すると思う。あと５年で耐震

化は完了するのか。 

４ 資料２０「企業局の職員数の推移」によると、職員数が全体的に減少している。また、

総務課、地域整備課などで４０代の職員が減少している。人事異動や業務内容の変化な

どで職員数の変動はあり得るが、職員数減少の要因と人材育成の考え方を伺う。 
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５ 資料２１「自然エネルギーへの取組状況について」について伺う。資料にある設備の

稼働効果に基づき、今後別の施設でも自然エネルギー設備の整備を行うのか。 

 

水道企画課長 

１ 今年度に入り、４月１４日に１件の解約があった。しかし、１１月１３日に１件の新

たな契約が見込まれている。水需要の見通しについては、工業用水道事業は、減少の理

由が景気低迷による工場の閉鎖や移転と水の再利用技術の向上や普及であることから、

微減傾向が続くと見込んでいる。水道用水供給事業は、減少の理由が節水意識の向上と

節水機器の普及、入浴をシャワーで済ませることや家庭で食事を作らないことなどの生

活スタイルの変化であることから、微減傾向が続くと見込んでいる。 

 

水道管理課長 

２ 平成２８年度末時点で、約５万３，０００トンの発生土をコンクリート製の専用保管

施設を築造し保管している。保管施設の整備費用は約４億２，０００万円である。吉見

浄水場における浄水発生土の有償売却は、放射性物質濃度が１キログラム当たり１００

ベクレル以下となった平成２７年度から再開し、園芸用土等として平成２７年度は１２

３トン、平成２８年度には８１トンを売却した。 

３ 各浄水場の維持管理や水運用を調整し耐震補強工事を進めているので、計画どおりに

完成すると考えている。 

５ 設備の整備には多大な費用がかかるが、浄水場では大量のエネルギーを使うため、環

境負荷軽減のために行田浄水場、吉見浄水場にメガソーラー規模の太陽光発電設備を整

備した。ほかに設備を設置できる場所は現時点ではないが、環境負荷軽減のため、今後

も検討を行っていく。 

 

総務課長 

４ この１０年間の職員数減少で一番大きな要因は電気事業の廃止である。電気課と発電

総合事務所が廃止となった。現在の企業局の職員構成は３０代後半から４０代前半の世

代が少ない。地域整備事業では産業団地の造成に合わせて職員数が増減する。また、水

道用水供給事業でも浄水場の建設など事業に合わせて職員を採用しているため年代によ

りばらつきが生じている。企業局では、独自に５年間の人材開発計画を策定し、毎年度

作成する研修計画の下、ＯＪＴの実施や局独自の研修に取り組むなど、計画的に人材育

成を行っている。ベテランが退職し、技術継承が大きなテーマとなっているため、技術

継承については、現場研修や工事担当職員研修の実施や、再任用職員を技術継承アドバ

イザーに任命するなどして技術をしっかりと伝えていく取組を行っている。 

 

前原委員 

１ 事業を維持していくためにはそれなりの職員が配置されていなければならない。技術

を継承していくため、具体的には、どのような研修を実施しているのか。 

２ 自然エネルギー設備の整備については今後も検討を行っていくとのことだが、現在の

設備を使って、地域の方々に自然エネルギーへの関心を深めてもらうための取組は行っ

ているのか。行っているのであれば、平成２８年度の実績はどうか。 

３ 放射能の影響による発生土の保管施設の整備費用を示していただいたが、保管費用と

東京電力の補償との関係はどうなっているのか。 
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総務課長 

１ 平成２８年度は専門技術・知識を取得する研修として、水道職員基礎研修や積算事務

研修など１５コースを実施し、延べ３０５人が参加した。また、実際の工事現場での研

修を３回実施し、延べ４３人が参加した。さらに、日頃の研究成果や業務改善事例など

を発表する業務発表会を開催し、１５６人の職員が参加している。こうした取組により、

職場での成果や改善事例などの共有も図っている。一方、各所属内でも研修を実施して

おり、合計で１８９回開催し、延べ５，５６３人の職員が参加した。 

 

水道管理課長 

２ 自然エネルギーをＰＲするために、ホームページに発電実績を掲載している。また、

浄水場では小学４年生の社会科見学や一般の方の見学を受け入れており、必ず太陽光発

電設備の説明を行っている。 

 

総務課長 

３ 発生土保管施設の整備費用等は全て東京電力から補償されている。 

 

大嶋委員 

 資料１７「工業団地の整備状況と分譲状況」について伺う。妻沼西部工業団地には稼動

していない区画があり、雑草が生え管理が不十分である。いつ分譲が決まったのか。また

今後どのように対応するのか。 

 

地域整備課長 

 契約は平成１８年度であり、１０年以上経過するが稼働していない。企業は、経営の中

で最適なときに施設を建てるものであり、３、４年の例はあるが、これだけ長く稼働して

いないのはここだけである。自動車部品製造の企業であり、元請企業の経営状況に左右さ

れ、なかなか着工できないと聞いている。企業局が、契約の中で強制的に稼働の時期を決

めることはできないため、なるべく早い着工をお願いしている。今後も状況確認をし、熊

谷市や産業労働部と連携して良い方向に持っていきたい。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月１９日（木）下水道局関係） 

 

【説明者】 

粟生田邦夫下水道事業管理者、新井伸二下水道局長、柳田英樹下水道管理課長、 

本田康秀参事兼下水道事業課長 

 

【発言】 

安藤委員 

 下水道関係施設の耐震状況について、各水循環センターでは必ず１ルートが確保できる

よう耐震化を進めていると思うが、幾つのルートが確保できているのか。 

 

下水道事業課長 

 資料９「下水道関係施設の耐震状況について」にも記載しているが、水処理施設で耐震

化ができているのは１１系列である。これは、９水循環センターのうち７水循環センター

で、最低１系列を確保するよう耐震化を進めているということである。今後、新河岸川上

流水循環センター、小山川水循環センターでも水処理施設の耐震化を進めることとしてお

り、これらに加え処理場の流入施設や放流施設を含め平成３５年度を目途に耐震化を終わ

らせる。 

 

飯塚委員 

１ 資料１「平成２８年度埼玉県流域下水道事業会計決算の概要」の「２ 収益的収支の

状況」によると、平成２８年度決算では約１９億円もの純利益を計上しているが、一方

で、事業着手から５０年が経過し、施設の老朽化が課題となっている。施設の長寿命化

を図りトータルコストを抑える意味でも、修繕をもっと前倒しして中長期的な視点から

安定的な事業経営をすべきと思うがどうか。 

２ 資料１の「３ 資本的収支の状況」によると、施設等の老朽化対策に係る改築事業に

多くの投資がされている。施設の機能を維持して安定的な下水処理をするには計画的に

改築や更新を実施すべきと考えるが、どのように取り組んでいくのか。 

３ 資料１の「１ 業務概要」を見ると、平成２８年度の年間処理水量は、対前年度比で

１.６パーセント減少したとあるが、その要因は何か。また、今後見込まれる人口減少社

会に伴い、処理水量が更に減少することが懸念されるが、どのように取り組んでいくの

か。 

４ 資料２「平成２８年度埼玉県流域下水道事業会計決算の概況」の５ページにある「（４）

維持管理負担金単価の推移」を見ると、近年、増額の改定が続いているが、その理由は

何か。また、今後もこうした傾向が続くことが見込まれるのか。 

５ 資料２の５ページの「（３）維持管理業務委託の状況」を見ると、８流域のうち６流

域の維持管理を県下水道公社に委託しているが、県と公社の役割分担はどのようになっ

ているのか。また、残りの流域は包括的民間委託としているが、その対象流域とする基

本方針はあるのか。 

６ 資料３「改善又は検討を要する事項とその措置状況」の改善措置状況によると、県内

企業への発注拡大に努めているとあるが、県内企業の受注状況はどうか。 
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下水道管理課長 

１ 最も古い流域では、事業着手から５０年が経過し、施設や設備の修繕は、長寿命化を

図る上で最も重要であると考えている。修繕については、突発的な故障等に対応するた

めの修繕のほかに、施設の耐用年数に応じて、又は定期点検などにより劣化状況を把握

して行う予防的な修繕がある。予防的な修繕は、毎年度必要な予算を確保し、計画的に

実施しているが、平成２８年度においては、原油価格の動向などから電気料が大幅に減

少する見込みであったため、予算を有効活用し、前倒しして約７億円の老朽化対策を行

った。今後とも、変動の激しい電気料等の執行状況を定期的に把握し、必要に応じて、

予防的修繕の前倒しを行うなど、機動的な経営管理に努めていく。 

３ 処理水量の減少は、うるう年の翌年で１日分日数が少ないことや、集中豪雨等による

影響があった平成２７年度と比較すると降雨量が少なかったことなどが原因と考えてい

る。今後見込まれる人口減少や節水機器の普及などによる処理水量の減少に対しては、

下水道接続率の向上を市町に働き掛けていくとともに、関係市町における農業集落排水

を公共下水道へ取り込む広域化の取組を積極的に支援するなどして、処理水量を確保し

ていく。費用面では、計画的な修繕の実施や省エネ機器への転換などによる維持管理コ

ストの削減を進めていく。流域下水道事業は３６５日２４時間、止めることのできない

重要なライフラインである。流域関連市町からの維持管理負担金についても、市町の御

協力を頂き適切に見直しながら、効率的かつ安定的な事業運営に努めていく。 

４ 維持管理負担金の単価については、経済情勢の変化や経営状況に応じて適正な額にな

るよう、各流域別におおむね５年ごとに見直しを行っている。近年では、施設の老朽化

に伴う修繕費の増大や原油価格の動向による電気料の大幅な変動、人手不足を背景とす

る労務費の上昇により、単価の引上げがやむを得ない状況にあった。今後も、維持管理

費が増加していく状況は続いていくものと見込まれるが、農業集落排水を公共下水道へ

取り込む広域化の取組による処理水量の確保や、省エネ機器への転換などによるコスト

削減に取り組みながら、負担金の必要な見直しを行っていく。増額の改定を行う場合に

は、激変緩和措置など段階的な単価の引上げの検討を行うなど、関係市町と協議を重ね、

御理解いただきながら進めていく。 

 

下水道事業課長 

２ 本県の下水道事業は事業着手から５０年が経過しており、施設の老朽化が進んでいる。

中でも、耐用年数を迎えている機械・電気設備については劣化状況などを踏まえ計画的

に改築・更新を行っている。今後は、土木・建築施設が本格的な改築・更新時期に入っ

てくるため、下水道施設全体を対象としてどのような施設を優先して改築するかを、平

成３０年度を目途に全流域を対象にストックマネジメント計画として、策定する予定で

ある。今後は、ストックマネジメント計画に基づいて、優先順位を付けて、限られた財

源と人的資源を活用しながら計画的に執行していきたい。 

５ 流域下水道は極めて重要な社会インフラであり、県のような公的主体が設置し適切に

管理していく必要があると考えている。これらのうち、処理場における下水処理等の維

持管理業務については特に現場に精通した技術力が求められることから、県が下水道公

社を設置して、業務に当たらせている。下水道公社は、民間事業者に対する維持管理業

務の発注、監督や、その基になる点検、修繕、運転管理計画の作成といった業務に当た

っている。包括的民間委託は、処理水の放流水質など一定の水準を確保することを条件

に、ある程度水処理施設等の運転・維持管理を民間事業者に任せるという性能発注をし

ている。県は、各処理場に一人ずつ監視評価員を配置し、実施状況を監視・評価してい
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る。したがって、比較的小規模で分流式の汚水を対象とした処理場を包括的民間委託の

対象とし、現在、荒川上流水循環センター、市野川水循環センター及び新河岸川上流水

循環センターで導入しており、平成２９年度中に小山川水循環センターでも導入する予

定である。 

６ 土木工事及び建築工事は、６６件全てを県内企業に発注した。機械、電気工事につい

ては、個々の設備を組み合わせ、システムとして構築する工事であるため、全国規模の

プラントメーカーを対象とするものがほとんどだが、県内企業が施工可能な部分を分離

して発注したり、県内企業を構成員とする共同企業体での参加を可能にしたり、県内企

業に加点を行う総合評価方式を採用するなどの工夫をしている。これにより機械、電気

工事４２件のうち１７件を県内企業が受注した。件数の割合としては平成２７年度から

若干増加した。 

 

飯塚委員 

 平成２８年度の発注工事の状況に関する資料を要求したい。 

 

委員長 

 ただ今、飯塚委員から資料要求があったが、本委員会として要求することに異議はない

か。 

 

＜ 異議なし ＞ 

 

委員長 

 それでは、執行部は、後ほど資料を提出していただきたい。 

 ほかに発言はあるか。 

 

岡委員 

１ 資料９「下水道関係施設の耐震状況について」を見ると、ポンプ場の揚水施設２２か

所のうち７か所しか耐震化されていない。耐震化率は３２パーセントと非常に低い。費

用もかかると思うが、今後の整備の見通しはどうか。 

２ 下水道局では、民間事業者との災害時における協定の締結やそれに基づく訓練を実施

しているのか。水道では訓練を実施しているのは知っているが、下水道での訓練は見た

ことがないがどうなのか。 

 

下水道事業課長 

１ 先ほど、重要な施設については平成３５年度を目途に耐震化を終わらせると答弁した

が、ポンプ場が地震で被害を受けると市街地で汚水があふれ、県民生活に影響が出るこ

とになるため、ポンプ場の耐震化も重要である。残りの１５施設についても平成３５年

度を目途に優先的に耐震化を進める。 

２ 下水道においても民間事業者と災害時復旧支援の協定を締結し、共同で訓練を実施し

ている。大規模な災害が発生すると、管路を点検し、詰まっていれば応急対策を実施し

なければならず、民間の力を借りなければならない。このため、公益社団法人日本下水

道管路管理業協会と協定を締結した。この協定は今年９月２０日に市町村を含めた形で

結んでおり、県が窓口で支援することとなっている。また、一般社団法人埼玉県建設業

協会と平成２７年に同様の復旧支援協定を結んでいる。協定の実効性を高めるために毎
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年度、民間事業者及び市町村と訓練を実施している。今年度は、現場での訓練を１０月

２６日に実施する予定であり、今日、記者発表した。また、来年１月にはロールプレイ

ング型の訓練を行う予定である。 

 

岡委員 

 下水道ＢＣＰに基づく訓練は実施しているのか。 

 

下水道事業課長 

 下水道ＢＣＰとは、大規模な災害発生時に業務を継続して実施するための計画である。

下水道局の訓練はこのＢＣＰに基づいて行っている。県内の市町も、全て下水道ＢＣＰを

策定しているが、今後とも共同で訓練を行いつつ、その成果を基に定期的にＢＣＰを見直

していく。 

 

蒲生委員 

１ 県の流域下水道事業の健全経営には、市町村の公共下水道事業の継続的な運営が必要

不可欠である。そこで、県は、技術の継承や公共下水道事業の経営状況を踏まえた市町

村支援に積極的に取り組むべきと考えるがどうか。 

２ 最近の新聞報道によると、他国に比べ再生可能エネルギーの普及が遅れているとの報

道がされている。こうした背景を考えると、本県の流域下水道としても積極的に再生可

能エネルギーの活用に取り組むべきと考えるがどうか。 

 

下水道事業課長 

１ 近年の市町村の職員の減少傾向などを踏まえ、市町村支援についてはこれを所掌する

都市整備部に加え、流域下水道事業の運営経験を有する下水道局が一体となって積極的

に取り組むべきと考える。現在、下水道局では事業面とソフト面の両面から、現場の維

持管理を担う下水道公社と一体となって市町村支援を展開しているところである。事業

面では、単独公共下水道で発生する汚泥を流域下水道で受け入れ、処理を行う下水汚泥

の共同処理の取組を進めており、市町・組合の意向を踏まえ、早期実施団体については

平成３０年度から受入れを開始する予定である。また、農業集落排水施設の老朽化に伴

い、公共下水道へ接続して流域下水道で受け入れる広域化の取組も進めている。ソフト

面については、大規模地震発生時などの災害対応に関する支援の要望が多く寄せられて

いることを踏まえ、毎年度、市町・組合と民間企業と合同で災害対応訓練を定期的に行

っている。先月２０日には、下水道局が窓口となり、民間事業者に市町・組合への支援

を一括して要請できるよう支援協定を締結した。また、平素からの維持管理についても、

市町村のニーズを踏まえ下水道公社が設備機器の維持管理業務の技術支援を行うことな

どを検討している。 

２ 本県としても、積極的に再生可能エネルギーの活用に取り組むべきと考えている。具

体的には、下水汚泥からバイオガスを発生させ発電に活用するバイオガス発電事業を、

元荒川水循環センター、中川水循環センターで進めているところである。また、敷地空

間を活用した太陽光発電について、中川水循環センター及び小山川水循環センターで、

昨年の１０月から開始している。今後とも再生可能エネルギーの需要や新技術の開発動

向などを踏まえ、ほかの水循環センターでも積極的に再生可能エネルギーの有効活用の

事業化を検討していきたいと考えている。 
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前原委員 

１ 資料５「流域下水道維持管理負担金単価の推移」によると、各流域で単価や改定年度

が異なっているが、平成２８年度に改定され単価が引き上げられた市野川流域について、

下水道使用料には具体的にどのような影響があったのか。 

２ 自然エネルギーへの取組について、従来の施設見学などのほか、更に県民の関心を高

めるため、社会科見学などの取組が必要だと考えている。平成２８年度の見学者数や日

数、説明員の確保など普及啓発のための取組はどうだったのか。 

３ 耐震化について、平成３５年度までに完了させることは分かったが、計画達成に必要

な課題は何か。 

 

下水道管理課長 

１ 維持管理負担金の単価については、各流域別におおむね５年ごとに見直しを行ってい

る。推計した処理水量や、汚水処理・維持管理に要する経費、さらには経営状況などを

基に見直している。市野川については、昨年度、維持管理負担金の改定を行ったが、関

係する３町では、今回の改定に伴う下水道使用料の改定は行われていない。３町とも平

成２６年４月の消費税率の改定に伴い、平成２６年度に下水道使用料を引き上げている。 

２ 水循環センターの施設見学は、見学者の希望に応じて随時行っている。平成２８年度

の見学者数は３，２６５人であった。学校を訪問する移動下水道教室は、２４校を訪問

し、受講者数は２，４２５人であった。また、「夏休み親子ホタル観賞会」では１，２

６３人、「秋の荒川下水道フェスタ」では５，３２９人の来場者があった。さらに、今

年１月に流域下水道５０周年事業として開催した「マンホールサミット」では、約３，

０００人の来場者を集めた。水循環センターでは県民に分かりやすい説明ができるよう、

施設を管理する公社の職員が随時、対応・説明に当たる体制を取っている。 

 

下水道事業課長 

３ 資料９にある下水道施設を全て耐震化するには、膨大な時間を要する。着実に耐震化

をする必要があるが、その中でも優先順位を付けて実施することが重要である。最低限

の処理ができるようにするため最低１系列の耐震化、緊急輸送道路下の管渠の耐震化、

市街地で汚水があふれないようにするためのポンプ場の耐震化などを優先的に進めてい

る。もう一点の課題は、耐震化には時間がかかるため、実際に施設が被災した際、応急

対策を適切に講じられるようソフト対策を充実させていくことである。 

 

委員長 

 暫時休憩する。 （１５：１５） 

 

（ 休  憩 ） 

 

副委員長 

 ただ今から、委員会を再開する。 （１５：１６） 

 委員長が不在のため、暫時、私が委員長の職務を行う。 

 質疑を続行する。何か発言はあるか。 

 

前原委員 

 昨年の論議の中で、単価の見直しについては値上げだけではなく値下げあるいは現状維
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持もあり得るという回答があったが、その考え方について変わりないかを確認したい。 

 

下水道管理課長 

 変更ない。協議の中で改定幅が大きくなった場合、段階的な措置ということも行ってい

る。 

 

日下部委員 

１ 流域下水道で県内人口の約５４０万人に係る処理をしているとのことだが、埼玉県の

下水道普及率とその全国順位はどうか。また、残りの約１８０万人についてはどのよう

になっているのか。 

２ 県内の合流式と分流式下水道の割合はどうなっているのか。 

 

下水道事業課長 

１ 単独公共下水道を含めた、県内の下水道普及率は平成２８年度末時点で、８０．３パ

ーセント、全国順位で１３位となっている。また、下水道以外の農業集落排水等を含め

た、県内の汚水処理普及率は約９０パーセントとなっている。 

２ 全体の整備面積約７万ヘクタールのうちの約９割の約６万３，０００ヘクタールは分

流式となっており、残りが合流式となっている。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月２６日（木）総括的事項） 

 

【説明者】 

伊東弘道会計管理者、山本好志出納総務課長、鈴木達也会計管理課長 

 

徳重覚財政課長 

 

坂本泰孝参事兼税務課長、若林裕樹個人県民税対策課長 

 

【発言】 

吉良委員 

１ 資料６「平成２８年度埼玉県歳入歳出決算の概要」の２ページの一般会計の収支状況

について、予算現額は平成２７年度から４１億円増えているのに対し、歳入総額は２９

億円、歳出総額は２０億円の減少となっている。予算額が増えたが決算額は減少した理

由は何か。 

２ 資料６の３ページの歳入歳出決算額の推移について、最近の決算額の推移を見ると、

平成２４年度決算から４年連続して増加した後、平成２８年度決算は歳入・歳出ともに

５年ぶりの減少となった。減少になった要因は何か。また、他県の決算額も減少してい

るのか。 

３ 資料６の３ページにある社会保障関連経費について、近年の状況はどうか。 

４ 資料６の８ページの款別歳出について、翌年度繰越額が３４３億円から４５３億円に

１１０億円増加しているが、大幅に増加した理由は何か。 

５ 資料６の１０ページを見ると投資的経費が対前年度比で増加している一方で、１３ペ

ージを見ると臨時財政対策債・減収補塡債を除いた県債残高が減少しているのはなぜか。 

６ 資料６の１２ページの県税収入の構成と推移について、平成２８年度県税の納税率は

前年度に比べプラス０．５ポイントとなり、６年連続アップとのことだが、他県と比べ

るとどうか。 

７ 資料６の１４ページの基金の状況について、財源調整のための４基金の平成２８年度

末残高が前年度比で大幅に減少している理由は何か。 

８ 資料６の１８ページの財産のうち基金について、平成２８年度は日銀が導入したマイ

ナス金利政策の影響を受けて運用利回りは低下したと思うが、運用実績はどうか。 

９ 資料６の１８ページの財産のうち基金について、平成２７年度末には動産が６０件あ

ったが、平成２８年度中に減って年度末にはゼロとなっている。どのような理由で減少

したのか。 

 

会計管理課長 

１ 資料６の８ページを御覧いただきたい。翌年度繰越額が昨年度と比べ１１０億円増加

した一方で、不用額が５０億円減少しているため、予算額とのかい離が生じる。翌年度

繰越額と不用額の合計は平成２８年度が６６１億円、平成２７年度が６０１億円と６０

億円増加している。このため、予算額の４０億円の増加と比較して決算額は２０億円の

減少となっている。 

２ 歳入では、税制改正の影響で国税である地方法人特別税の一部を地方税の法人事業税

に復元した影響などにより、県税が１６６億円増えたものの、地方譲与税が１５６億円
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減少した。また、全国的に円安や原油安の影響により地方消費税が減少した影響で地方

消費税清算金が２３０億円と大きく減少した。歳出では、社会保障経費の増加で民生費

が増加したものの、地方消費税清算金が大きく減少した影響で市町村への交付金も減少

したことなどにより諸支出金が１８６億円減少したことや、大雪被害への助成事業が完

了したことなどにより農林水産業費が８４億円減少したことなどが要因である。他県で

も税制改正の影響や地方消費税関連収入・支出の減など本県と同じような理由で決算額

が減少し、東京都はマイナス２．８パーセント、大阪府はマイナス３．８パーセント、

愛知県はマイナス２．７パーセント、兵庫県はマイナス２．１パーセント、千葉県はマ

イナス３．３パーセントとなっている。 

４ 土木費において、繰越額が平成２８年度は３２９億円、平成２７年度は２７７億円と

約５２億円増加している。これは、国の経済対策に基づき平成２８年度９月補正で約８

７億円を増額補正したことなどにより、年度内に全ての事業執行が完了しなかったため

である。また、教育費においても、繰越額が平成２８年度は２２億円、平成２７年度は

２億円と約２０億円増えている。これは、平成２９年２月補正で国の補正予算に対応し、

県立学校大規模改修費を１７億円増額補正したが、これを繰り越したことが主な要因で

ある。 

８ マイナス金利政策により、預金、債券とも大幅に金利が低下したため運用利回りは平

成２７年度の０．５０パーセントから平成２８年度は０．４４パーセントに低下し、そ

れに伴って運用益も平成２７年度の約４２億４，０００万円から減少し、平成２８年度

は約３９億４，０００万円となった。 

９ 動産は、美術作品取得基金の資金で購入して基金で保有していた美術作品であり、平

成２８年度２月補正で一般会計により基金から全ての美術作品を買い戻したため、年度

末にゼロになった。作品が県の所有であることに変わりなく、所有区分の変更であり、

基金の動産の欄から物品の欄に移動している。また、買戻しに伴い基金の動産は減った

が、基金の現金の欄では買戻し代金分が約１３億９，６００万円増えている。 

 

財政課長 

３ ここ３年間の推移を見ると、平成２６年度が２，５０２億７，８００万円、平成２７

年度が２，９２１億９，０００万円、平成２８年度が３，７６９億３，５００万円とな

っており、年々増加している状況である。例えば、後期高齢者医療では、平成２７年度

が５５８億８，７００万円、平成２８年度が５９６億８，８００万円と大きく増えてい

る。平成２７年度と平成２８年度を比較すると、主な増加要因は、地域医療介護総合確

保基金への積立金が７５億円増加していることや、後期高齢者医療対策事業や介護保険

給付事業に対する県負担金が５９億円増加していることが挙げられる。 

５ 投資的経費は、補助事業が前年度比５８億６，１００万円、９．５パーセントの減と

なった一方で、単独事業では前年度比１２８億５，５００万円、１８．０パーセントの

増となったことにより、トータルで約７０億円増加した。主な増加要因は、埼玉会館の

改修工事で約５０億円、大学附属病院等の整備予定地の購入で約３４億円の県債を発行

したことなどである。そのため、平成２８年度の臨時財政対策債・減収補塡債を除く県

債の発行額は約９７０億円で、前年度に比べ１４５億円増加している状況である。一方、

過去に発行した県債の償還額は１，５２４億円であり、償還額が発行額を上回っている

ため臨時財政対策債・減収補塡債を除いた残高は減少している。 

７ 本県では、２月補正で税収増や執行節減等による財源を活用して基金取崩しを中止す

ることで、前年度並みの残高を維持してきた。しかし、平成２８年度は２月補正におい
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て県税が７年ぶりの減額補正となる一方、歳出において一定の執行節減はあったものの、

保育所等運営費の負担金などの社会保障関連経費で増額補正があるなど、収支が非常に

厳しい状況となった。そのため、当初予算で計上した５８８億円の基金の取崩しを全て

中止することはできず、平成２８年度２月補正では３７１億円の取崩しを中止する補正

を行った。さらに、決算の段階で歳出の節減などにより、最終的に４５７億円の取崩し

を中止することができ、結果として１２８億円の減となった。 

 

参事兼税務課長 

６ 平成２８年度の納税率は９７．４パーセントで、前年度と比較して０．５ポイント上

昇し、税務統計がある昭和２９年度以降最高を記録した。納税率の全国順位が４７位と

なった平成２１年度以降、全国平均との差は平成２３年度に最大で１．８ポイントとな

ったものの、平成２７年度は１．２ポイント、平成２８年度は０．９ポイントと、他県

との差を確実に詰めてきている。なお、平成２８年度に４６位となった県と本県の納税

率の差は０．０５ポイントであり、本県の県税決算額７，７００億円から計算すると、

４億円程度足りなかったという状況である。 

 

吉良委員 

１ 他県が納税率の向上に向けた努力をしている中で、それ以上に本県が独自の取組をし

ていく必要があると思うが、どのように取り組んでいくのか。 

２ 財政調整４基金について今後復元する見込みはあるのか。 

３ 社会保障関連経費は性質別歳出ではどの区分に含まれるのか。 

４ 投資的経費として埼玉会館の改修工事や大学附属病院等整備予定地の購入などを挙げ

ていたが、社会インフラ整備の状況はどうなっているのか。 

 

参事兼税務課長 

１ 新たな取組として、平成２９年度から、自動車税を期限内に納税した方を対象に、協

賛店で割引などのサービスを受けられる「自動車税『納めてプラス！』キャンペーン」

を実施し、滞納の未然防止に努めている。これまでも、納税相談を受ける中で、納税資

力がありながら納付しない方について、差押え等の厳正な滞納処分を行うなどしてきた

が、これからも徴収対策を引き続き徹底していく。また、クレジットカード納税の促進

などにより、納税環境の整備を進め、より納めやすい環境を作っていく。課税面では特

に法人関係の調査を徹底している。未申告・未届法人が中には存在する実態があるため、

そうした法人の調査強化による適正課税を徹底するなど、納税面、課税面であらゆる角

度から税収確保に努めていく。 

 

財政課長 

２ 平成２９年度当初予算では、県の法人２税の減収を見込んでいる。また、本来それを

補塡する地方交付税も国の地方財政対策を踏まえると減少することから、歳入について

は厳しい見込みとなっている。そのため、平成２９年度は平成２８年度を９４億円上回

る６８２億円の基金取崩しを計上しており、年度末残高は１５１億円と非常に厳しい見

込みとなっている。今後の税収の動向や執行節減などの状況によるが、基金を完全に復

元することは非常に厳しい状況である。安定した財政運営を行うには、一定の基金残高

を維持することが重要であり、更なる歳入の確保や歳出の見直しに取り組んでいく。 

３ 事業の内容によって様々な性質に区分されているが、主に扶助費や補助費等に区分し
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ているものが多い。例えば、社会保障関連経費の中で歳出決算額が一番大きい市町村介

護保険財政支援事業費はそのほとんどが補助費等に区分されている。 

４ 道路、河川、農業基盤などの公共事業については、これまでも国の事業量が減少する

ときには県単独事業を増やし、県全体の事業量を確保してきている。平成２８年度の公

共事業の決算額は約７８８億円で、前年度に比べ約１８億円の増となっている。これは、

圏央道の県内区間全線開通などにより国直轄事業負担金が減となった一方で、国の経済

対策に対応した補正予算に伴い国庫補助事業が増加したことなどにより増加した。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書１ページの「１ 県政の目標と主要施策」によると、財政的に厳しい面が

ある中、人口減少や急速な高齢化という課題について、これまで取り組んできた「三大

プロジェクト」に加え、３つの柱に優先的に取り組んできたとある。課題の中でも、急

速に進む高齢化が一番の課題と考えるが、これまでの「２０２５年問題」への取組を総

括したときに、それをどう評価しているのか。また、今後の課題があれば伺いたい。 

２ 資料６の３ページを見ると、歳入決算額が平成２４年度から４年連続で増加した後、

平成２８年度は５年ぶりに減少になっている。一方で、資料６の６ページでは、自主財

源の構成比率が０．３ポイント上昇している。この理由は何か。 

３ 資料６の６ページを見ると、県税のうち地方消費税の収入済額は０．７パーセントの

減少に対し、地方消費税清算金の収入済額は前年度より１０．１パーセントも減少して

いるが、この差はなぜ生じたのか。 

 

財政課長 

１ 平成２８年度予算を組む際に、高齢化に伴う医療・介護需要の増大や生産年齢人口の

減少に伴う活力の低下という「２０２５年問題」への対応をテーマに掲げた。その中で、

「『稼ぐ力』の強化」、「シニア革命」、「『人財』の開発」の３つを柱に、１０年後、

２０年後を見据えた施策を打ってきた。まだ施策を始めた段階であり、どれが効果的か

現時点で評価するのは難しいが、課題を抽出して今後も予算を重点化していくことが重

要だと捉えている。「２０２５年問題」は平成３０年度予算を編成する上でもしっかり

考えていかなければならない課題である。継続的、重点的に予算を充てていきたい。 

 

会計管理課長 

２ 自主財源の増加は、税制改正により国税の地方法人特別税の一部が県税の法人事業税

に復元された影響などが大きな要因である。一方の依存財源は、同様の影響で地方法人

特別譲与税が減少したため、依存財源から自主財源にシフトし、自主財源の比率が上昇

した。 

 

参事兼税務課長 

３ 地方消費税は、国内取引に係る譲渡割と輸入取引に係る貨物割の２種類で構成される。

平成２８年度の全国ベースでの地方消費税収入額は、前年度と比較して約１０パーセン

ト減少したが、その主な要因は円高や原油安の影響で輸入取引額が減少したことにより、

貨物割の収入額が大きく落ち込んだことによるものである。本県では、港湾や空港がな

く輸入取引が少ないため、地方消費税全体に占める貨物割の割合が低く、本県に納付さ

れる地方消費税の収入額は譲渡割が大半であることから、全国ベースの傾向とは一致せ

ず、地方消費税は昨年度と比較して０．７パーセントの減少にとどまっている。一方で、



 

- 28 - 

地方消費税清算金は、全国で納付された地方消費税の収入額を最終消費地に帰属させる

ため、一定の基準の下で各都道府県の間で清算を行っており、他の都道府県から本県が

受け取る収入である。そのため、全国ベースでの地方消費税収入額を算出の基礎として

いることから、貨物割の収入額が落ち込んでいる影響を大きく受け、昨年度と比較して

１０．１パーセントの減少となっている。 

 

蒲生委員 

 「２０２５年問題」への対応については、将来的な方向性を示した上で予算化するとと

もに、１年単位で細かく評価を見ていく必要があると考える。予算編成における知事との

意見交換でも、相当突っ込んだ議論をしていることは分かるが、県民目線で見た際に、効

果が跳ね返ってくるという安心感がないと予算が生きてこない。今後の予算の組み方を今

回の決算からどのように考えるか。 

 

財政課長 

 御指摘のとおり、効果検証はしっかりしていかなければならない。「２０２５年問題」

に対してどれだけの効果が上げられるのかを県民にも分かりやすく説明していくべきとい

うのは正にそのとおりである。平成３０年度予算編成に当たっては、この点を踏まえて、

「２０２５年問題」に向けてしっかりと取り組んでいきたい。 

 

安藤委員 

 資料６の１３ページについて、県債は主にどのようなところから借入れを行っているの

か。 

 

財政課長 

 資金調達には、市場公募債や銀行からの借入れなどの民間資金と、財政融資などの公的

資金の大きく２つがある。平成２８年度の一般会計債は２，２９８億円を発行しているが、

民間資金が１，９４８億円、公的資金は３５０億円となっている。 

 

安藤委員 

 民間から調達する場合の利率はどれくらいか。また、今後の県債の利率の見込みはどう

か。 

 

財政課長 

 平成２８年１月のマイナス金利導入により国債の金利が低下しており、本県債の利率も

過去最低の水準となっている。メインとなる１０年債では、マイナス金利導入前は０．４

１パーセントだったが、平成２８年７月には０．０５パーセントで借り入れることができ

ている。本県の最も長い年限である３０年債でも、平成２８年７月には０．２６パーセン

トで借入れができている。平成２８年度は低い利率で借入れができているが、今後の利率

の見込みとしては、平成２９年度は少し金利が上がっている状況である。それでもマイナ

ス金利導入前ほどは上がっておらず、平成２７年度より低利で借入れができている。借入

れの平均では、平成２９年度の９月末までの金利は０．３８９パーセントであり、平成２

７年度の実績よりも低利である。ただし、今後の金利がどうなるかは見通せないところも

あるので、金利動向や他県の状況をしっかりと注視し、できるだけ有利な調達ができるよ

うにしていきたい。 
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日下部委員 

１ 資料１４「款別歳出状況」によると、本県の平成２８年度の県民１人当たりの民生費

の額は全国４５位、土木費は４６位、警察費は４７位、教育費は４６位と下位である。

埼玉県は人口が多いからだと思ったが、東京都は上位である。埼玉県のほかにも、東京

都の近郊の神奈川県や千葉県は下位だが、理由は何か。 

２ 資料１６「埼玉県の主要財政指標」によると、本県の平成２８年度の財政力指数は５

位と上位にあるが、経常収支比率は４２位、将来負担比率は２５位である。神奈川県や

千葉県もおおむね同じである。一方、東京都は全て１位であり、これだけを見ると、同

じ住民税を払うなら東京近県より東京都に住んだ方が得であるとも思え、東京一極集中

が更に進むと考えている。東京都の独り勝ち状況について、県はどう考えているのか。 

３ 本県の財政力指数は、過去もずっと千葉県よりも下位である。この理由は何か。 

 

財政課長 

１ 御指摘のとおり、人口の影響が大きいと考えている。神奈川県や千葉県といった東京

近郊に限らず、愛知県や大阪府など人口が多いところでは、歳出の効率性が働くという

こともある。これらの県では、県民１人当たりで見ると本県と同様に４０番台になり、

低くなる傾向にある。一方、鳥取県や島根県など人口が少ない県では、県民１人当たり

で見ると高くなる。 

２ 御指摘のとおり、１人当たりの住民税は全国的に大きく変わらない。一方で、東京都

は地方交付税の不交付団体となっているように、法人関係税が多く、税収も非常に潤沢

である。本県としても、税収をしっかりと上げていくことで、東京とのかい離をできる

だけ埋めたいと考えており、稼ぐ力を育てていくための取組が重要だと考えている。 

３ 大きく変わるものではないと思っているが、根本的な違いは分析しきれていない。 

 

日下部委員 

 このままでは東京への一極集中が進んでしまうが、特区などで法人２税を減税してバイ

オや医療関係の企業などを県内に呼び込む手法は使えないのか。 

 

参事兼税務課長 

 特定業種の企業について課税免除や不均一課税ができる制度が地方税法に設けられてい

るため、法人２税の減税を県の判断でできるかできないかで言えば、制度として創設する

ことは可能である。しかし、こういった取扱いをする場合には、租税の基本原則にある公

平の原則を踏まえ、特定の業種に限った取扱いをすることによる他の業種との均衡など、

いろいろな角度から十分検討する必要がある。また、そのような制度の導入に当たっては、

政策目的がどこにあるのかしっかりと検討する必要があると考える。 

 

岡委員 

 県税の徴収努力については理解しており、納税率も毎年上がっている。しかし、法人２

税は前年度から増加しているが、個人県民税や自動車税は減収となっている。納税率全国

最下位から脱するために努力をしているのは分かっているが、個人県民税や自動車税がな

ぜ減収になったのかしっかり分析しなければならない。新しい取組も始めているとは思う

が、個人県民税については、納税率が低い市町村に対してどのように取り組んでいるのか。

また、自動車税については約５億円徴収額が減っているが、例えば所在不明の未納税者が

何人くらいいるのか。そして、それらの人に対してどのような対策をしているのか。 
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参事兼税務課長 

 総括的なところから説明させていただく。前年比でマイナスとなった税目は、個人県民

税と自動車税が主なものである。個人県民税の中には配当割と株式等譲渡所得割というも

のがあり、平成２８年度はこの２つが大きくマイナスとなっている。その原因は、株式等

譲渡所得割については、平成２８年当初から株価が低迷しており、その年の１１月くらい

まで低い状況にあった。そのため、株式の売買によって生じる譲渡所得割が大きく見込み

を下回ってしまった。配当割については、譲渡所得割と配当割との損益通算ができる制度

があり、配当があっても株式で損した分が損益通算により相殺されてしまうため、結果的

に配当割も減収となってしまう。この２つが大きな原因である。自動車税については、若

者の自動車離れなどから過去１５年間、定期課税の台数が減少している。平成２８年度も

前年比で１万２９７台減っていることが自動車税が減少した要因となっている。若者の車

離れが止まったのかどうかは明確に申し上げられないが、平成２９年度の定期課税は久し

ぶりに前年度の台数を上回ったところである。所在不明の自動車税の未納税者数は、デー

タがないためお答えできない。しかし、住所が変更された場合はそれぞれの市町村で１件

１件調査をしている。滞納後、調査した結果、所在不明が確認された場合は最終的に処分

停止をして不納欠損処理をしている。 

 

個人県民税対策課長 

 平成２８年度の個人県民税納税率は９４．２パーセントとなり、前年度から１．１ポイ

ント上昇した。現年課税分の納税率を高めるため、特別徴収の割合を高める取組を平成２

７年度から引き続き行っている。平成２７年度には前年度と比べて納税率を０．４ポイン

トアップさせた。平成２８年度の特別徴収の割合は、平成２６年度と比較すると１０．６

ポイント上がって、８１．６パーセントとなった。納税率が低い市町村への対策としては、

平成２８年度は納税率が低い川口市へ県職員３名をチームで派遣し、市の職員と一緒に高

額事案の滞納整理を行った。また、差押え済み不動産の公売を促進する担当を設け、川口

市のほか草加市や川越市へも職員を派遣した。そのほかにも、県税事務所と個人県民税対

策課の両方で、地方税法第４８条に基づく直接徴収として、課題のある５０市町から６４

３事案を引き受け、滞納整理を行った。 

 

田並委員 

 来年度から国保の制度が変わるが、平成２８年度から対策を始めていたのか。始めてい

たとしたら、どのような対策をしていたのか。 

 

財政課長 

 来年度から広域化が始まるので、国保税の額をどうするかなどの準備を進めているが、

平成２８年度に広域化のための対策を施策として行ったということはない。 

 

齊藤委員 

１ 「２０２５年問題」への対応を優先することは理解できるが、資料６の８ページを見

ると、商工費が対前年度比で１２．６パーセント減少している。稼ぐ分野である商工費

が減少しているのはなぜか。 

２ 職員がどんどん減ってきていることに疑問を感じている。人を育てるには余裕も必要

である。人材育成という部分においてどのような手当てをしているのか。 
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会計管理課長 

１ 商工費が大幅に減った主な要因は、平成２７年度をもって、プレミアム付商品券支援

事業が終了し、その事業費の３２億２，５００万円が減少したためである。 

 

財政課長 

２ 人材育成の観点は、財政部門としてはお答えしづらいが、定数をしっかり見て、人を

付けることになる。 

 

齊藤委員 

 稼ぐ分野である商工費の今後として、どのような支援を考えているか。 

 

財政課長 

 稼ぐ力を強化するプロジェクトをしっかり見ていくが、今の段階で具体的に申し上げる

ことはできない。部局ともよく相談しながら何を目玉としていくか議論していきたい。 

 

前原委員 

１ 平成２８年度は消費税率が引上げとなって２年目の年である。政府は当初景気悪化が

一時的なものと言っていたが、消費は冷え込んだままである。国全体では、勤労者世帯

の実質消費支出は消費税増税前と比べて月２万円以上、年間で２５万円減少するという

数字が出ているが、埼玉県民の勤労者世帯の実質消費支出をどう捉えているのか。若者

の車離れで自動車税が減少したとの話もあったが、購入するお金がないという見方もあ

るのではないか。 

２ 臨時財政対策債は財源不足を埋めるための地方債であるため、赤字地方債とも言われ

ているが、臨時財政対策債の発行枠はきちんと活用されているのか。 

３ 県民１人当たりの民生費、扶助費、警察費、教育費が他県と比べかなり低い。納税率

を向上させるために人的配置をしてきたとのことであるが、本質的には、県民の暮らし

を応援するような人的配置をするべきである。民生費などの県民１人当たりの額が少な

い中で、どのような努力をしたのか。私は、県職員を増員しマンパワーを確保すること

が必要だと思うがどうか。 

４ 農林水産業費の減少は大雪被害に対する助成が終了したためとのことだが、農家の方

には恒常的な支援が必要なのではないか。 

５ 行政報告書９ページの基金の状況について、先ほど一定の基金残高を維持することが

重要だとの発言もあり、また、一定の規模の残高は県のやる気の目安にもなる。本多静

六博士育英基金、文化振興基金、森林整備地域活動支援基金、森林整備加速化・林業再

生基金、特定非営利活動促進基金は、残高が少ない中で、今後どのように事業の充実を

図ろうとしているのか。また、残高がこのような結果になったのはなぜか。 

６ 事務事業の見直しについて、行政報告書１８ページによると、発達障害者就労支援セ

ンター事業は、一定の運営ノウハウが蓄積されたことに伴い委託費が縮減されたとある

が、このような形で県の財政的支援を縮小してよいのか。この判断に至った考え方はど

のようなものか。また、埼玉野菜もりもり大作戦事業は、重点化する地区を見直したと

のことだが、見直したのであればそれに応じた財政支出も必要になると思うが、どのよ

うな状況なのか説明がほしい。また、川の国埼玉地域活動推進費は、県主催のイベント

から市町村主催のイベントへ移行したとのことだが、やるからには財政支援や人の配置

が必要であり、県がきちんとやるべきである。さらに、特別支援学校就学奨励事業の見
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直しについての考え方を聞かせてほしい。 

 

参事兼税務課長 

１ 税務課長の立場としてお答えできる範囲でお答えする。埼玉県民の勤労者世帯の実質

消費支出については把握していないが、消費の源泉である個人所得に対して課税される

個人県民税均等割・所得割の本県の現年課税額は、消費税率引上げ前の平成２５年度以

後、毎年増加しており、本県人口の伸びを上回っている状況である。平成２８年度も前

年度と比較して約７１億円増加しており、納税義務者数も増加している。個人県民税の

課税額が実質消費支出と直接関連するかは分からないが、税収面の実態はこのような状

況となっている。 

 

財政課長 

２ 正確に申し上げると、臨時財政対策債は、財政収支を埋めるための地方交付税につい

て、全国マクロの部分で現金が足りない部分の代替措置である。本県においては、発行

可能額については必要な一般財源を確保するために全て活用している。 

３ 人口が多い自治体は母数が多いため、１人当たりの数値にすると低くなってしまう。

例えば、土木費等については面積当たりなど様々な見方があると考えている。職員数に

ついては、めりはりが必要であるため全てに対し増員はなかなかできないが、例えば学

校の職員や警察官など、必要なところは本県としても増員している。特別支援学校など

にも、必要なところは増員し、可能な限り手当てをしている。 

５ 一定の基金残高を維持することが重要だと御説明したのは、財政調整のための基金で

ある。年度間調整のためには、財政調整のための基金には一定の基金残高が必要だと申

し上げた。特定目的の基金については、基金残高の多寡だけで事業ができているかの評

価はできないと考えている。特に、文化振興や福祉では、それ以外の財源である国庫補

助金や県債も活用して事業量を一定程度確保している。 

６ 事業の見直しとしては、単に削っているだけではなく、実績値に応じて単価なども見

直しているので、一概に全てを切り下げているというわけではない。また、市町村とも

どのように事業を行うのが効果的なのかを議論しながら見直しをしてきている。個別事

業の詳細については各部局に確認していただきたいが、総体的には役割分担や市町村と

の議論を行い、事務事業の見直しを図っている。 

 

会計管理課長 

４ 大雪被害の助成終了により約７８億円の減少、農業大学校の移転終了により約７億円

の減少となっている。施策等については、部局別審査において確認していただきたい。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月２６日（木）企画財政部（含 出納、監査事務局）関係） 

 

【説明者】 

砂川裕紀企画財政部長、堀光敦史企画財政部副部長、小野寺亘改革政策局長、 

山崎明弘地域政策局長、山口均参与、竹島晃参事兼交通政策課長、加藤繁企画総務課長、 

堀口幸生計画調整課長、徳重覚財政課長、小松原誠改革推進課長、 

横田淳一情報システム課長、福田哲也地域政策課長、石井貴司市町村課長、 

鈴木柳蔵土地水政策課長 

 

伊東弘道会計管理者、山本好志出納総務課長、鈴木達也会計管理課長 

 

上原満監査事務局長、小林貞雄監査事務局副事務局長兼監査第一課長、 

磯田忠夫監査第二課長 

 

【発言】 

吉良委員 

１ 行政報告書２１ページの「（１）総合計画の推進」の中で、「埼玉県５か年計画－希

望・活躍・うるおいの埼玉－」を策定したとある。一昨年度には「埼玉県まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定しているが、２つの総合計画をどのように連動させている

のか。 

２ 行政報告書２１ページの県民満足度調査の結果における満足度５３．７パーセントと

いう数値をどのように受け止めているか。 

３ 行政報告書２１ページの「（２）国の施策に対する提案・要望」については、どのよ

うな要望活動をしているのか。 

４ 行政報告書２３ページの「（２）市町村への権限移譲」について、事務を移譲するこ

とによる分権推進交付金が約６億６，３９９万円とある。市町村数で割ると１自治体当

たり数百万程度になると思うが、市町村に対し、実際に事務処理に必要な財源は保障さ

れているのか。 

５ 行政報告書２４ページの「４ 行政改革の推進」について、企業との包括的連携協定

を３年間で７社と締結したとある。他県でインパクトのある産官連携があるが、平成２

８年度の本県の実績はどうか。 

６ 行政報告書２７ページの「（２）情報システムの運用管理及び再編の検討」の中で、

３つのクラウドに順次移行することで費用縮減と運用の効率化を図ったとあるが、具体

的にどのくらいの成果があったのか。 

７ 行政報告書２９ページの「（９）電子申請システムの運用」については、新システム

が稼働すると聞いているが、特徴は何か。また、平成２８年度の実績である２３万件と

いう利用件数についてどのように捉えているのか。 

８ 行政報告書３０ページの「（１０）情報セキュリティ対策の推進」の中で、県と市町

村のインターネット接続口を集約・一元化して通信監視を強化する情報セキュリティク

ラウドを構築したとあるが、どのような点で県と市町村のセキュリティが強化されたの

か。 

９ 行政報告書３２ページ（２）の「ア 財政運営の支援」の総合コンサルティング事業

について、具体的にはどのような支援をしたのか。 
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10 行政報告書３８ページ（１）の「オ 駅ホームの転落防止対策」について、ホームド

アの現在の整備状況はどうなっているのか。また、ソフト対策とのバランスもあると思

うが、今後どこまでハード面の整備を進めていくのか。 

11 行政報告書３９ページ（４）の「ウ バス利用の需要喚起」について、どのような考

え方で取り組んでいるのか。 

12 行政報告書３１ページ（１）の「ア 地域の未来を考える政策プロジェクト会議の開

催」について、平成２８年度は同会議を４５回開催し、これまでに１００回を超える開

催回数となっているが、その中で見えてきた成果と反省点を伺う。 

 

計画調整課長 

１ ５か年計画は県政の最上位計画であり、まち・ひと・しごと創生総合戦略は下位計画

の位置付けとなる。総合戦略は５か年計画に１年先行して策定され、人口減少・超高齢

化に対するソフト面の対策を中心に議会でも長時間御議論いただいた。その成果をでき

る限り反映させるため、総合戦略の基本目標の指標を全て５か年計画に継承している。 

２ 満足度は何パーセント以上であれば良好といった基準がないため、計画初年度からど

れだけ改善したかという伸びに着目して評価を行っている。計画初年度の５１．９パー

セントから平成２８年度は５３．７パーセントまで約２ポイント改善したが、この数値

は過去１０年間で最も高い数値であり、県の取組が県民に理解され、評価されてきてい

るものと受け止めている。県の施策に対する満足度を調査している他県の例がなく比較

はできないが、生活に対する満足度を調査している近県の例では、東京都が５３．７パ

ーセント、神奈川県が５７．５パーセントとなっており、本県の世論調査も５２．８パ

ーセントと、おおむね５０パーセント台となっている。 

 

企画総務課長 

３ 県政の課題で国の協力が必要なものについて、国の予算編成スケジュールを勘案し定

例の提案・要望を実施している。平成２８年度は、前期は６月に、後期は１０月に行っ

た。昨年の要望項目は１７７件で、本県選出の国会議員の方々に協力をお願いするとと

もに、関係府省を訪問し、要望活動を行った。また、定例の要望活動のほかに警察官の

増員などについて各部局が必要に応じ緊急要望を計６件実施した。 

 

地域政策課長 

４ 事務処理に関する経費は、埼玉県分権推進交付金により必要な財政措置を行っている。

交付金の算定に当たっては、移譲事務ごとに人件費や事務量を勘案して市町村に配分し

ている。平成２９年２月に行った市町村へのアンケートでは、約９０パーセントの市町

村から適切又は大きな問題はないと回答いただいているが、計算方式や配分などの内容

を３年ごとに大きく見直している。 

12 会議での議論を通じ市町村や地域の共通する現状や課題が見えてきた。そうした地域

課題を解決するために、県と市町村が連携して彩の未来地域連携事業を実施している。

この事業により、各市町村単独では困難な案件に対し、広域的かつ同じ方向性の取組を

可能とするなど成果があった。会議を構成するメンバーが市町村職員のみである場合や

金融機関職員を加えている場合など様々であるが、より幅広い意見を取り入れるために

今後メンバー構成など工夫を凝らしていく。 
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改革推進課長 

５ 平成２８年度については、日本生命保険相互会社、株式会社西武ライオンズ、東京海

上日動火災保険株式会社の３社と包括的連携協定を結んでいる。主な連携事業としては、

日本生命とは、同社の主な取引先の大企業等と県内の中小企業のビジネスマッチングイ

ベントをさいたまスーパーアリーナで開催した。約１，２００社が参加し商談も２，８

００件ほどあったと聞いている。西武ライオンズとは、プロ野球球団主催として全国初

となる「ライオンズカップ車椅子ソフトボール大会」を大宮第二公園で開催した。 

 

情報システム課長 

６ 平成２２年度から、給与管理システムなど大型電子計算機システムのダウンサイジン

グを行い、その後統合サーバーへシステムを移行した。その結果、最終的に年間２億１，

７００万円の機器賃借料の削減を図ることができた。また、庁内で職員が利用する中小

規模のシステムについても、平成２３年度に庁内クラウドを構築して集約し、年間２，

３００万円の賃借料を削減した。さらに、インターネットを活用した県民の方向けのシ

ステムについても、平成２５年度に構築した庁外クラウドに集約し、現在のところ年間

５００万円の賃借料を削減した。これらの３つのクラウドにより削減した賃借料は、合

わせて年間２億４，５００万円である。費用削減効果以外にも、それまで庁内各課にあ

ったサーバーの運用を情報システム課に一元化したことで、業務の効率化を図ることが

できたという効果もあった。 

７ 利用する住民にとっては、画面の切替えが少なくスクロールだけで入力可能なシンプ

ルで分かりやすい操作性であることや、スマートフォンでも使いやすくなっている点が

特徴である。また、電子申請手続を作成する職員にとっては、プログラムの専門的な知

識がなくてもエクセルで作成できる特徴がある。２３万件の利用件数については、目標

を既に達成している数字である。 

８ 自治体情報セキュリティクラウドは、頻発・高度化するサイバー攻撃から県民の重要

情報を守るため、県と市町村が共同で高度な情報セキュリティ対策を行うものである。

具体的には、県と６３市町村のインターネット接続口を集約・一元化し、外部からの不

正アクセスを検知・防御する機器等を設置し、あわせて、情報システムへのセキュリテ

ィ脅威の監視や分析などを行う専門組織である「セキュリティ・オペレーション・セン

ター」により、２４時間３６５日集中監視を行う仕組みである。同クラウドの導入によ

り、県と市町村全体のセキュリティレベルの強化を図った。県内市町村からは、同クラ

ウドの導入により、セキュリティレベルが上がったとの声を受けている。 

 

市町村課長 

９ 各市町村の各種財政指標の経年比較や人口規模等が類似の団体との比較を行った財政

分析について、各市町村に示した上で、今後の課題や注意点を助言している。これ以外

でも、近年の大きな課題である公共施設アセットマネジメントの推進について、有利な

地方債の活用方法や、市民意見を計画に反映させる手法に係る先進事例の紹介等の助言

を行った。 

 

参事兼交通政策課長 

10 ホームドアは平成２８年度末時点において、埼玉高速鉄道などの１０駅に設置済みで

あるが、今年度に入ってＪＲ京浜東北線のさいたま新都心駅、浦和駅の２駅に設置され、

現在１２駅となっている。駅ホームの安全対策の考え方としては、昨年１２月に国が公
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表した「『駅ホームにおける安全性向上のための検討会』中間とりまとめ」において、

ハード面の整備とともにソフト対策を進めることとされており、鉄道事業者は、この取

りまとめに基づいて、ホームドアの整備などを進めている。今後のホームドアの整備に

ついては、県としても、今年度創設した補助制度を活用して鉄道事業者の整備を促進し

ていく。ソフト対策としては、声掛けの方法をまとめたハンドブックを作成している。

また、今年度から、このハンドブックを活用して、市町村、鉄道事業者と連携して「駅

ホーム声かけサポート講習会」を開催しており、今後もこのような取組を続けていきた

い。 

11 バス利用の需要喚起の取組は、少子高齢化が進み、移動手段のない高齢者の増加が見

込まれる中、路線バスの利用者減などにより減便され利便性が低下するといった悪循環

を転換し、高齢者等の潜在的な需要を掘り起こすための利便性向上や利用者増につなが

る取組を支援し、その普及を図るものである。具体的な増便や増収につながる取組とは、

既存のバス路線に病院などの医療施設や福祉施設等を経由する路線を追加するなどの

変更を行うものである。平成２８年度においては、入間市内、小川町内、そして久喜市

と加須市を結ぶ路線の３路線で実施している。事業の効果については、例えば小川町の

路線では事業実施後の利用者数は前年と比較して１月当たり約１，６００人増加してい

る。また、その他の路線についても利用者数が増加しているという報告を受けている。 

 

吉良委員 

１ 満足度調査について、伸びに着目しているということだが、具体的に数値の低い項目

や伸びの低い項目は何か。また、低い項目についてどのような対策を実施しているのか。 

２ 電子申請システムの利用件数について、２３万件というのは多いと感じないが、どの

ような見解か。 

 

計画調整課長 

１ 最も数値が低かった項目は「誰もが力を発揮しいきいきと活躍する」で、具体的には

若者、女性、障害者などの就業支援の分野である。対策として、女性や若者など専門の

キャリアセンターを設置し、キャリアカウンセリングから職業紹介までハローワークと

連携して切れ目ない支援を行った。満足度は４３．７パーセントと低いものの、５年前

からの伸びは全項目中最大となっている。現在の満足度では課題はまだ多いと考えてお

り、今後も引き続き努力していきたい。最も伸びが低いのは「埼玉の魅力を創造し発信

する」であり、県の魅力のＰＲに関する項目である。この項目は初年度の数値が６０パ

ーセントを超えており高く、その後伸び悩んでいるものだが、今後オリンピックやパラ

リンピック、ラグビーワールドカップなど内外から注目される機会も控えており、これ

らを契機に更なる向上を図りたい。 

 

情報システム課長 

２ ２３万件という利用件数は、目標を達成しているものであり、今後の具体的な目標を

この場で申し上げることは難しいが、今後、新電子申請システムについて、利便性が向

上することを彩の国だよりやホームページ等を通じてＰＲしていきたい。また、県内市

町村のうち４団体が未参加であるため、働き掛けを行い、更に利用数を伸ばしていきた

い。 
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蒲生委員 

１ 行政報告書２１ページの県民満足度調査に関し、県政サポーターアンケートと施策関

係者調査の２種類の調査を実施しているが、それはなぜか。また、サポーターは毎年入

れ替わるのか。あわせて、関係者調査について、対象者数は毎年変化するのか。また、

その数は、県全体のサンプル数として足りているのか。 

２ 行政報告書２１ページの「（２）国の施策に対する提案・要望」の実現状況として、

「概ね実現した」、「一部実現した」が４９.７パーセント、「実現に向けた動きがあ

る」、「実現していない」が５０.３パーセントとある。これは全体の数字と思うが、

県が重要項目と定めているものの実現状況はどうなっているのか。また、近年の実現状

況はどうか。 

３ 市町村への権限移譲がたくさん行われることは、県と市町村の仕事を分けて取り組む

点で良いことだと思うが、市の職員からは、業務量の増加による多忙や人数配置の問題

などがあり大変だという声を聴いている。このような問題に対する県と市町村の連携や

対策、対応について伺う。 

４ 行政報告書２８ページの「（６）県庁ＬＡＮの整備（電子県庁の基盤整備）」による

と、セキュリティ強化等を行ったとあるが、県庁ＬＡＮにおいてセキュリティに関する

事故は発生しているのか。 

５ 行政報告書２５ページの「（４）官民連携の推進」にあるように、本県から職員が企

業に派遣されて仕事をし、そこで学んだことを県で生かす制度がある。こうした制度を

更に活用すべきと考えるが、実際に派遣された職員が、学んだことをどう生かしている

のか。また、官民連携の推進にどのような役割を果たしているのか。 

 

計画調整課長 

１ ２つの調査では県政サポーターアンケートがメインであるが、分野によっては「分か

らない」という回答が多くなるため、補完的に関係団体へのアンケート調査を実施して

いる。県政サポーター制度は県民生活部の所管になるが、１６歳以上でインターネット

を利用できる方がサポーターとして登録され、本人が辞退した場合や、１年以上活動実

績がない場合を除き継続されると聞いている。毎年同じような条件で調査を行う必要が

あるため、調査対象者数は毎年同程度としている。調査に必要なサンプル数は、母集団

の大きさと誤差をどれだけ許容できるかで決まるため、何人以上が適当という一律の基

準はないが、１０万人以上の意識調査であれば、一般的に１，５００人程度とされてい

る。県の満足度調査は精度を高めるため、もう少しサンプルを厚めに取っている。 

 

企画総務課長 

２ 国の施策に対する提案・要望のうち、「２０２５年問題への挑戦」、「首都圏の発展」、

「災害に強い県づくり」、「地方自治の確立」を重要政策とし、５４事項を位置付けた。

その実現状況は６４.８パーセントであり、全体と比較すると高くなっている。全体の

実現状況は、昨年が５０パーセント、一昨年も５０パーセント前後であり、近年余り変

化していない状況である。 

 

地域政策課長 

３ 県では移譲の対象となる全ての事務について、事務の内容や予想される事務量をまと

めた調書を作成しており、この調書に基づき、市町村では３年間にわたる権限移譲計画

を作成している。さらに、毎年７月から８月にかけて各市町村と個別に面接を行い、移
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譲について確認し合っている。移譲事務については、あくまでも市町村が受けたいとい

うものを対象としている。移譲後もスムーズに受け入れられるよう、事務処理マニュア

ルや事務処理要領などを市町村に渡しているほか、担当課での説明会や研修会などを開

催しており、円滑に事務が進んでいくように努めている。 

 

情報システム課長 

４ 県庁ＬＡＮでは、不正侵入検知防御装置により、常時ネットワークを監視しており、

不正侵入を検知した場合は、ブロックする仕組みとなっている。自治体情報セキュリテ

ィクラウドの導入により、更にセキュリティが強化された。職員用パソコン等は、ウィ

ルス対策を行っている。ヒューマンエラーによるＵＳＢメモリの紛失事故が平成２８年

度に４件発生しているが、セキュリティ事故は発生していない。 

 

改革推進課長 

５ 民間派遣に行った職員は、派遣先で学んだことをなるべく生かせる所属所に総務部が

配置していると認識している。例えばＩＴ関係であれば、シンクタンクで最先端のＩＴ

プロジェクトに参画した者は、情報システム課へ配置している。当課においても、行政

改革担当７名のうち５名は何らかの形で民間にいた者である。例えば、資生堂や博報堂、

日本政策投資銀行などにいた者であり、彼らが行財政改革や官民連携の業務に従事し、

そういった情報を私たちも参考にしている。また、人脈も築かれており、すぐに関係者

に連絡ができるなど、人間関係も役に立っている。 

 

蒲生委員 

 県政サポーターの対象者は、年代や地域について網羅されているのか。また、質問や評

価の仕方にも工夫の余地があると思うが、考えを伺う。 

 

計画調整課長 

 県民満足度調査は、県政サポーターの中から県内在住など一定の条件で対象者を抽出し、

年代や地域のバランスに配慮はしているものの、必ずしも現状では十分でないと考えてい

る。このため、新たな５か年計画の満足度調査では、性別、年齢などの属性や地域バラン

スを考慮してサンプルを抽出するほか、広報を工夫して県の取組に対する十分な情報提供

をした上で判断してもらえるよう改善したいと考えている。 

 

安藤委員 

 行政報告書２７ページの「（２）情報システムの運用管理及び再編の検討」で、平成２

８年度に埼玉県情報システム統合基盤の運用を開始して２６システムを移行したとあるが、

１か所にシステムを集めた場合、災害対策上のリスクが高まるおそれがあるのではないか。

この点について、どのように配慮しているのか。 

 

情報システム課長 

 集約先となる統合基盤については、セキュリティと災害時の業務継続性に最大限配慮し

ている。具体的な点としては、耐震性が高く、建物への出入りを厳しく管理しているデー

タセンターでの稼働を条件とすることや、非常用電源設備、外部からの不正アクセスを防

御する装置の設置、２４時間３６５日のシステム監視などが挙げられる。これらにより、

統合基盤のセキュリティや災害対策については、移行前の環境に比べ更に強化されている
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状況である。 

 

日下部委員 

１ 行政報告書３５ページの「（６）国土調査の推進」に地籍調査事業を実施したとある

が、所有者不明土地についても調査しているのか。 

２ 行政報告書３９ページの「（４）地域公共交通の維持・活性化」に関して、バス路線

の維持及びバス利用の需要喚起のそれぞれの補助金額は幾らか。 

３ 資料１１「埼玉県内の市町村の主要財政指標」によると、財政力指数が非常に弱い市

町村、例えば小鹿野町や東秩父村は自主財源比率も低い。夕張市のようになることはな

いと思うが、こうした財政が非常に弱い団体に対して県としてどう対応していくのか。 

 

土地水政策課長 

１ 地籍調査は土地の一筆ごとの面積や所有者を調査するものである。 

 

参事兼交通政策課長 

２ バス路線維持対策費は、平成２８年度に秩父地域などの８市町村２事業者の２２路線

に対して８，９５１万３，０００円の補助を行っている。バス利用の需要喚起の補助に

ついては、平成２８年度から実施しているが、実際の運行開始が年度後半となったため

４７４万６，０００円である。 

 

市町村課長 

３ 夕張市の将来負担比率は早期健全化基準の３５０パーセントを超えているが、小鹿野

町、東秩父村は財政力指数が低いものの、将来負担比率や実質公債費比率等の指標につ

いては夕張市のような状況にはない。ただし、財政運営の状況によって公債費の負担が

増えてくると夕張市のような非常事態につながることがあることから、総合コンサルテ

ィング事業等で財政状況の分析を行い、適切な財政運営ができるように助言を行ってい

く。 

 

日下部委員 

 所有者不明土地の問題について、まとまった事業として何かやっていないのか。 

 

土地水政策課長 

 まとまった事業としては行っていない。 

 

日下部委員 

 外国資本による水源地の買収の問題もある。企画財政部で何か対応すべきではないか。 

 

土地水政策課長 

 水源地の買収について、県では届出制度を設けるなどして情報を収集している。また、

外国資本による買収が行われないよう、県が水源地を買い取る市町に対して補助を行う制

度もある。所有者不明土地問題について、国では現行法での対応などを取りまとめたマニ

ュアルであるガイドラインを作成し市町村などに周知している。県では、ガイドラインの

周知や対応事例等の共有のため、平成２９年９月に国の担当者や専門家を講師として呼び、

市町村担当者などを対象とした研修会を開催した。 
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前原委員 

１ 平成２８年度の八ッ場ダム建設事業、霞ヶ浦導水事業及び思川開発事業の３事業の負

担金の支出額は幾らか。また、事業の状況報告について伺いたい。 

２ 思川開発事業について、平成２８年度から利水者負担の分割支払が開始されているが、

具体的には幾らになるのか。 

３ マイナンバーカードの交付、登録の状況について伺いたい。また、これまでマイナン

バー制度導入に向けてかかった費用は幾らであり、今後の国からの財政的な支援などの

見通しはどうなっているか。さらに、行政報告書３０ページにある総合運用テストでは

何を行ったのか。あわせて、出前講座について、実際された方法と、その中で出た意見

について伺いたい。 

４ 資料１７「地域別のバス路線の廃止状況（平成２４～２８年度）」によると、平成２

８年度にさいたま市のバス路線が廃止になっているが、その理由は何か。 

５ 行政報告書４１ページの「（３）基地対策の推進」について、平成２８年度に実施し

た基地対策に関する国への要望の結果はどうか。また、基地対策強化のために担当部署

の設置を提案しているが、平成２８年度の取組はどうか。さらに、「埼玉の基地・基地

跡地」としてかつて発行していた冊子について、情報発信が重要ということで復刊をお

願いしているが、平成２８年度はどのような取組がなされたのか。 

 

土地水政策課長 

１ 建設事業に係る平成２８年度の県支出額は、合わせて約４７億８，０００万円である。

内訳は、八ッ場ダム建設事業が約４２億７，０００万円、思川開発事業が約５億１，０

００万円、霞ヶ浦導水事業は県負担無しである。事業の進捗状況については、国等の協

議会において説明を受けており、八ッ場ダム建設事業は今年３月末の進捗率は約８０パ

ーセントである。ダム本体のコンクリート打設工事を行っており、平成３１年度末に完

成予定となっている。霞ヶ浦導水事業は、今年３月末の進捗率は約８０パーセントであ

る。完成予定は平成３５年度末となっている。思川開発事業は、今年３月末現在の進捗

率は約４８パーセントである。平成３６年度末の完成予定となっている。 

２ 平成２８年度の利水者負担は企業局の水道用水供給事業会計での決算となるが、約４

億９，０００万円である。 

 

情報システム課長 

３ マイナンバーカードの交付状況は、平成２９年９月末現在で７２万６，３２７枚であ

る。交付イコール登録となるので、登録件数も同数となる。マイナンバー制度導入のた

めにかかった費用は、システム構築などの初期費用として約３億８，０００万円、今後

運用に向けた維持費として年間約３，２００万円程度になると試算している。国からの

財政支援については、今後の制度改変の規模によって変わってくると予想されるが、現

時点では詳しい情報はない。総合運用テストとは、国、県、市町村との情報連携が正し

く行えるか、接続確認等を行うものである。出前講座は県民生活部で実施している事業

で、申し込んでいただいた団体等に出向いて実施するものである。その中で出た意見と

しては、「マイナンバーカードを作った方がよいのか」といった基本的なことや、「利

用の際に気をつけるべきことは何か」といったものがある。 

 

参事兼交通政策課長 

４ バス事業者から、著しく利用者が減少したことにより廃止の申出があったためである。 
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企画総務課長 

５ 県内の基地関係１４市町で構成する「埼玉県基地対策協議会」と、米軍基地が所在す

る全国の１５都道府県で構成する「渉外関係主要都道府県知事連絡協議会」を通じ、国

へ要望を行った。埼玉県基地対策協議会では、「航空機の安全飛行」、「航空機騒音の

軽減」、「住宅に対する防音工事の拡充」などについて要望した。国からは「航空機事

故の再発防止に全力を尽くし安全飛行の徹底に努める」、「入間基地においてやむを得

ず夜間飛行を行う際にはできる限り事前に周辺自治体等へ情報提供を行う」、「住宅防

音工事の助成拡大については全国の住宅防音事業の実施状況を踏まえ今後検討してい

く」旨の回答があった。渉外関係主要都道府県知事連絡協議会では、「米軍基地の整理・

縮小及び早期返還」、「日米地位協定の改定」などを要望した。あわせて、「米軍構成

員による事件・事故の再発防止に向けた実効性のある取組」、「米軍属の範囲の明確化

に向けた両国間の早急な協議」などを求めた。平成２９年１月に日米地位協定上の軍属

の範囲を明確にする補足協定が締結されたことは一歩前進と捉えている。渉外関係主要

都道府県知事連絡協議会の１５都道府県のうち、基地対策課を設けているのは全国の米

軍基地の４分の３が所在する沖縄県、米軍厚木基地と原子力空母の母港である米軍横須

賀基地が所在する神奈川県の２県である。このほか、基地対策に関する組織としては、

東京都の基地対策部基地対策担当、山梨県の北富士演習場対策課、山口県の岩国基地対

策室がある。埼玉県では、企画総務課内に広域調整・基地対策担当を置き、埼玉県基地

対策協議会等において関係自治体と連携し、基地対策に関する要望や情報収集・発信を

行っている。本県における基地対策行政は、現在の組織で適切に対応していきたいと考

えている。「埼玉の基地・基地跡地」は、埼玉県基地対策協議会が米軍基地や自衛隊基

地の概要を取りまとめた冊子であり、直近では平成１３年３月の発刊である。その経費

は構成団体の負担金で賄ったが、現在協議会では構成団体から負担金等を徴収しておら

ず、冊子の発行は行っていない。県から構成市町の意向を確認したところ、冊子の復刊

を求める意見はなかった。今後も、協議会の構成市町の意見を伺いながら検討したい。

なお、情報提供や周知については、県ホームページに県の基地対策のページを設けてい

る。北関東防衛局、入間基地、朝霞駐屯地へのリンクや基地対策協議会のページも設け、

要望書などを閲覧できるようにしている。 

 

前原委員 

１ 国への要望書は毎年若干文言が変わるだけで、進展していないように見える。事故の

再発防止を求めているようだが、実際には事故が起きている。要望を出したら終わりで

はなく、その後、事件や事故が起きた場合には申入れをしているのか。平成２８年度の

状況を確認したい。 

２ マイナンバーカードの交付枚数は、人口比ではどの程度なのか。 

３ 日高市と毛呂山町においてもバス路線が廃止されているが、廃止されると地元の利用

者が困ることとなる。今後、免許返納者が増える中で、地域の足を確保することは大切

だと思うが、バス路線をどのように維持していくのか。 

 

企画総務課長 

１ 昨年１２月に事故が起きたときには緊急要望として安全について再度申入れを行った。

人命に関わる可能性もあるため、引き続き、適宜適切に対応をしていきたい。 
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情報システム課長 

２ マイナンバーカードの交付率は、平成２９年９月末現在において、県内で人口比９．

９パーセントとなる。 

 

参事兼交通政策課長 

３ バス事業者からバス路線廃止の申出があった場合、国、県、市町村、バス事業者で構

成する埼玉県生活交通確保対策地域協議会の中で当該路線について検討する。市町村が

地元において説明し理解されたところで廃止を決定している。今後、高齢者が増加して

いくため、バス路線の維持対策事業のみならずバス需要創出モデル事業などを活用しな

がら、バス利用の促進に努めていきたい。 

 

大嶋委員 

１ 定数管理に関して、平成２７年度からスポーツ振興課を教育局から移管したが、改め

てその目的、主眼と、２年目となったことを踏まえた成果を伺う。 

２ 羽田空港への鉄道アクセスについて、企業誘致や観光振興の面で重要と考えるが、県

として国や鉄道事業者に要望を行っているか。 

３ 秩父鉄道について、利用者を増やす取組やまちづくりや観光と連携した取組を実施し

ているか。 

４ 踏切事故がなくならないが、踏切の安全対策として何か行っているか。 

 

改革推進課長 

１ オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップの開催準備とともに、県全

体のスポーツ振興と一体となった組織体制とすることが移管の目的である。現在、順調

に進んでおり、関係課の連携も適切に機能していると認識している。 

 

参事兼交通政策課長 

２ 羽田空港への鉄道アクセスについては、県として国や鉄道事業者に要望は行っていな

い。交通政策審議会答申には羽田空港へのアクセスの重要性が盛り込まれているので、

参考にして取り組んでいきたい。 

３ 秩父鉄道の利用者を増やす取組等については、平成２８年度は、元気アップ協働事業

として鉄道事業者や地元市町村などと連携して取組を進めた。また、今月、県、鉄道事

業者、市町村で構成する鉄道沿線活性化連絡会議を開催し、鉄道の利用促進について意

見交換を行った。 

４ 踏切の安全対策については、県土整備部の所管であり、回答は差し控える。 

 

大嶋委員 

 秩父鉄道への安全対策の支援について説明してほしい。 

 

参事兼交通政策課長 

 継電連動装置というポイント切替えなどの保安設備の更新に対して、県と地元市町で補

助を行っている。また、重軌条化としてレールを重いものに更新する事業に対しても補助

している。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月２７日（金）総務部（含 秘書課、人事委員会）関係） 

 

【説明者】 

高柳三郎総務部長、上木雄二税務局長、高橋謙総務部副部長、和栗肇契約局長、 

坂本泰孝参事兼税務課長、表久仁和人事課長、宍戸佳子職員健康支援課長、 

若林裕樹個人県民税対策課長、廣川達郎学事課長、澁澤陽平管財課長、伊田恒弘入札課長、 

山崎高章文書課長、佐々木亨行政監察幹、大久保修次県営競技事務所長、 

川崎弘貴統計課長、山崎さおり総務事務センター所長、黒坂和実入札審査課長、 

見留満裕技術評価幹 

 

縄田敬子秘書課長 

 

石橋正二郎人事委員会事務局長、野口典孝人事委員会事務局副事務局長兼総務給与課長、 

藤岡麻里任用審査課長 

 

【発言】 

美田委員 

１ 行政報告書４７ページの「（１）職員の採用」について、年金の支給開始年齢が引き

上げられることに伴い、再任用職員は今後、増加傾向になると思われる。昨年度の再任

用職員は４２７人とされているが、実際にはどのような傾向にあるのか。今後の見込み

も含めて伺う。また、再任用職員をどのように配置し、活用しているのか。 

２ 行政報告書４７ページの「（４）服務制度の改正等」について、介護休暇の取得期限

を廃止したとあるが、無制限に取得できるということか。そうであれば、その職員が行

う業務の職責との関係についてはどのように考えているのか。また、働き方改革が求め

られている中で、世論との整合性をどのように考えているのか。 

３ 正規職員と非常勤職員における育児休業の取得状況はどのようになっているか。 

４ 行政報告書５３ページの私立学校（幼稚園）耐震改修事業費補助金について、私立幼

稚園の耐震化率は、平成２７年度当初の８０．６パーセントから平成２８年度当初の８

５．６パーセントに向上している。しかし、幼稚園児は自力で避難できないという意味

でも、耐震化率を１００パーセントにすることが急務だと思う。現在の耐震化の進捗状

況と、今後どのように進めていくのかを伺う。 

５ 行政報告書５５ページの「（２）公有財産の管理・処分・調査」によると、未利用地

の処分が７件となっているが、具体的にどういった土地を処分したのか。また、資料２

９「未利用財産一覧」によると、未利用地は３９件、約７０．２ヘクタールとなってい

るが、売却が進まない理由は何か。 

６ 行政報告書５９ページの「（３）統計情報の利用促進」について、社会の情報基盤と

して統計への期待が高まっているが、統計データを活用しやすくするためにどのような

取組をしているか。 

７ 行政報告書６０ページの（２）の「ア 建設工事等入札参加資格」について、平成２

９年度、平成３０年度の建設工事に係る入札参加資格の審査に当たり、どのような視点

で評価したのか。 

８ 入札に当たり、県内企業の育成への配慮はしているのか。 

９ 行政報告書６０ページの（２）の「ア 建設工事等入札参加資格」の表の区分「設計・
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調査・測量」について、県外業者の登録者数が１，０３７で県内業者より多いが、県内

業者の登録者数が増えていない理由は何か。 

 

人事課長 

１ 本県では、再任用制度を平成１４年度に導入し、制度開始当初の２７人から増加を続

け、昨年度の職員数は４２７人である。現時点での推計では、おおむねこの水準で推移

していくものと見込んでいる。再任用職員の配置、活用については、再任用職員がこれ

まで培ってきた技術や知識を最大限活用していくことを主眼に、県民相談業務や出納審

査業務、納税業務など、経験が生かされる配置に努めている。また、職員応募による登

用など、意欲の向上にも努めており、引き続き、この方向で取り組んでいく。 

２ 介護休暇の取得期限の廃止は、介護休暇を取得した初日から１年以内に取得が可能で

あるという期間を撤廃したもので、実際に職員が休みを取ることができる期間は最大６

月で変わっていない。このため、制度改正前と職責に与える影響が大きく変わるもので

はないと考えている。 

３ 平成２８年度の育児休業の取得率は、正規職員で男性が１３．４パーセント、女性が

９８．６パーセントである。非常勤職員は、平成２８年度の取得者数が１人で、非常に

少ない状況である。 

 

学事課長 

４ 私立幼稚園については、平成２８年度に３０棟ほど耐震化が進み、平成２９年度当初

で耐震化率は８８．３パーセントとなった。御指摘のとおり、いまだ７０園１１２棟が

未耐震で残っており、これらの耐震化について、鋭意進めている。残っている園の状況

を確認すると、やはり資金面の問題を抱えているところが多く、これから耐震化率を上

昇させることは簡単ではない。このため、今年度、耐震化促進特別融資を新設し、低金

利で融資ができる仕組みを整備した。また、今年度から耐震化の見通しが立っていない

全ての園への訪問を開始した。私学の独自性には十分配慮しながら、どのように資金を

調達していくかという経営面の相談にも乗るなど、マンパワーを活用し、園が耐震化で

きるよう地道に取り組んでいる。１日も早く園の耐震化が完了するよう、今後も推進し

ていく。 

 

管財課長 

５ 処分した未利用地７件の内訳は、総合リハビリテーションセンターなどの旧公舎の処

分が４件で、売却額が１億１，７５９万円、旧熊谷保健所寄居分室など旧庁舎の処分が

２件で、売却額が約４，５３２万円、旧川口中青木教職員住宅の処分が１件で、売却額

が１億２，７４５万円である。未利用地の売却が進まないことについては、様々な理由

が考えられるが、主に２点あると考えている。１点目は、地元市町村に公的な利用希望

があっても、地元市町村の財政的理由や建物撤去の要望があるなど、売却時期や条件を

調整する必要が生じる土地があることが挙げられる。具体的には、資料２９「未利用財

産一覧（平成２９年３月３１日現在）」にある旧総合教育センターについては、防災公

園用地としてさいたま市から買取り希望があるが、財政的な理由により早期の売却が困

難となっている。２点目は、市街化調整区域内にあり法令等により利用が著しく制限さ

れる土地や古い建物が残っている土地など、一般的に処分が困難な土地があることが挙

げられる。具体的には、市街化調整区域内の土地としては、旧毛呂山高校、旧騎西高校

などがある。また、古い建物が残っている土地としては、旧富士見青年の家があるが、
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今年度、教育局において建物解体撤去の予算を計上して、売却に向けて取り組んでいる。 

 

統計課長 

６ 大きく分けて２点ある。１点目は、２０１３年に日本経済団体連合会が公表した、公

共データの産業利用による調査結果において、公開するデータ形式は再利用や加工が容

易なエクセル形式やＣＳＶ形式を求める声が多いことを踏まえ、平成２８年度末で県が

公開している１６５統計のうち、５７パーセントとなる９４統計をエクセル形式で公開

している。統計課では２７統計を公開しており、全てエクセル形式である。残りの統計

についてもエクセル形式での公開を求めており、引き続き再利用や加工が容易な形式で

の公開を働き掛けていく。２点目は、統計データを活用しやすくするために、国勢調査

や産業連関表などのデータを加工し、簡単な操作で分析ができる統計ツールを作成して

いる。現在、９種類公開している。人口分析関連が５種類、経済分析関連が３種類、地

理情報分析関連が１種類である。今年の４月から９月までのダウンロード件数は７，２

６１件、うち人口分析関連が５，３５５件、経済分析関連が１，１３０件となっている。

今後も、統計データが活用しやすくなるよう努める。 

 

入札審査課長 

７ 審査のポイントは、高い技術力を有するとともに、社会・地域への貢献や担い手の就

労環境改善に努力している企業をより高く評価する点である。具体的には、例えば、技

術力に関して、工事成績の評価点の配点を増やすことで、工事の適正な施工と品質の確

保に対する評価をより高めた。地域貢献に関しては、建設機械の保有の評価点の配点を

増やすことで、災害時の安心・安全への取組に対する評価をより高めた。担い手の就労

環境改善に関しては、女性の活躍推進に対する取組に積極的な企業を新たに評価の対象

とした。平成２９年度、平成３０年度の資格審査では、こうした技術力、地域貢献、就

労環境改善にポイントを置いて評価を行った。 

８ 入札参加資格の審査に当たっては、県内優良企業の育成という観点から、県内企業に

対しては、県独自の評価項目による審査点数を加点し、評価を行っている。資格審査は、

経営事項審査という建設業法で定める全国共通の審査点を評価の基本としているが、県

内企業に対しては、この経営事項審査点にプラスして、技術力や地域貢献度の高さなど、

地域の実情を踏まえた県独自の評価項目による審査点を加えて評価している。さきに答

弁した評価の視点も、この県独自の評価項目に基づくもので、県内優良企業の育成を意

図したものである。 

９ 御指摘のとおり、設計・調査・測量業務では、県内業者より県外業者の方が多い状況

にあり、その割合は近年、おおむね県内４０パーセント、県外６０パーセントとなって

いる。中でも、特にこの傾向が強いのが建設コンサルタント業務であり、その割合は、

おおむね県内３０パーセント、県外７０パーセントとなっている。この業務は、企画・

計画・設計・構造計算など、調査した事項を事務所に持ち帰って設計・計算・資料作成

等の作業をするというもので、現場・地元で行う作業が多くない業務である。このため、

業者としては、あえて埼玉県内に主たる営業所を置く必要はない、つまり県内業者とし

て登録される必要性が低いということになる。このため、県外事業者の方が多くなって

いると考えている。なお、平成２８年度の設計・調査・測量業務全体の入札参加の状況

を見ると、県内業者が６６パーセント、県外業者が３４パーセントと、県内業者の参加

の方が多い状況となっている。同じく、平成２８年度の契約状況をみると、県内業者が

７２パーセント、県外業者が２８パーセントと、県内業者の契約の方が多い状況となっ
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ている。こうした状況から、県外業者は参加登録はしておくが、実際の入札参加は多く

ないと考えている。県としては、今後とも、県内企業でできる業務は、原則、県内企業

に発注するという方針で進めていく。 

 

美田委員 

 建設機械の保有を評価しているとのことだが、建設機械の保有だけでなく、災害時など

に実際に対応するということで評価をするという理解でよいか。 

 

入札審査課長 

 建設機械については、保有していることを評価している。実際の活動については、災害

防止活動などの実績を別の項目で評価している。このため、保有して、さらに活動もして

いれば評価される仕組みにしている。 

 

田並委員 

１ 行政報告書５６ページの「（４）庁舎等の営繕及び改修」について、設備関係の工事

における県内企業の受注割合はどのくらいか。 

２ 行政報告書６１ページの「（５）大規模建設工事等の入札」について、大規模建設工

事における分離・分割発注の割合はどのくらいか。 

 

管財課長 

１ 建築、電気工事も含めてお答えする。平成２８年度に管財課が発注した１件２５０万

円以上の工事については、建築関係、設備関係、電気関係の合計で５２件である。この

うち、本店又は主たる営業所が県内にある、いわゆる県内企業の受注状況は、発注件数

ベースでは５２件のうち４６件で８８．５パーセント、発注額ベースでは約１９億円の

うち約１４億円で７２．１パーセントである。発注額ベースで低くなるのは、平成２８

年度に特殊な工事で４億５，３６０万円と金額の大きい第二庁舎エレベーター設備更新

工事があったためで、これを除くと金額ベースで９４．０パーセントとなる。 

 

入札課長 

２ 県では、県内企業でできる工事は、原則県内企業へ発注するという考え方の下、進め

ている。また、県内企業の受注機会の確保・増大を図るため、競争性の確保や効率性な

ども考えながら、できる限り分離・分割発注に努めている。大規模建設工事についても、

各発注部局で既に分離・分割したものが当課に入札依頼される。その中で、工事名等か

ら分離・分割していると考えられるものは、大規模工事全体１３８件のうち８７件で、

６３パーセントになる。そのほかの案件については、分離・分割を検討したものの、大

規模案件として依頼があったものである。 

 

吉良委員 

１ 行政報告書４７ページの「（１）職員の採用」について、県庁全職員と採用者それぞ

れの男女比はどうなっているのか。 

２ 行政報告書４８ページの（８）の「ア 集合研修」について、研修修了者が全５７コ

ース、６，１１７人とあるが、そのうち女性のためのステップアップ研修の参加人数、

育児休業復帰支援研修の参加人数と男女比はどうなっているのか。 

３ 行政報告書５１ページ及び５２ページを見ると、県内の私立学校数７２０校に対し、
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私立学校運営費補助金の交付学校数は６１３校となっている。１割から２割程度の学校

が運営費補助金を受けていないが、その理由は何か。 

４ 父母負担軽減事業補助金と高等学校等就学支援金について、受給の基準はどうなって

いるのか。また、高等学校等支援金の額について、公立学校との公平性の観点からどの

ように考えるのか。 

５ 行政報告書６０ページの（１）の「ウ 総合評価審査小委員会の運営」について、価

格以外の技術提案等も総合的に評価するとあるが、価格、技術以外にどのような点を評

価しているのか。また、小委員会について、構成するメンバーと３３回開いた理由を伺

う。 

 

人事課長 

１ 全職員については、平成２９年４月１日現在で女性の割合が３９．３パーセントであ

り、年々増えている。採用者については、平成２９年４月１日採用で様々な職種を含め

て３９．９パーセントが女性である。 

２ 女性職員のためのステップアップ研修は主査級と主幹級を合わせて４５人が参加して

いる。あわせて、その上司に対する研修も行っており、５３人が参加している。育児休

業復帰者については先輩職員の体験談などを聞く研修に４０人が参加している。育児休

業復帰支援研修の受講者は全員女性で、男性職員は休業の期間が短いため希望がない状

況である。 

 

学事課長 

３ 運営費補助金を受けていない学校は、主に専修学校と各種学校である。学校法人立の

学校を交付対象としているため、専修学校の交付率は約４７パーセント、各種学校の交

付率は約１３パーセントとなっている。幼稚園は約９５パーセントで、ほかの学種は１

００パーセントの交付になっている。 

４ 就学支援金の支援を受けている方の割合は、全日制高校では生徒数の約６６パーセン

トである。これは、全国一律の制度で、年収約９１０万円未満の世帯に限っており、こ

れ以上の年収の世帯は対象にはならない。同様に、奨学のための給付金の支給割合は、

全体の７．１パーセント程度となっている。この給付金は、市町村民税所得割額非課税

世帯と生活保護世帯という低所得世帯に限った支援になっているため、支給割合が低く

なっている。公私格差については、公立高校と私立高校で納付金の差が約６７万円ある。

この差を埋めるため、本県では年収約６０９万円未満世帯に対して授業料実質無償化の

予算があるが、引き続き更なる充実に向けて検討していきたい。 

 

入札課長 

５ 総合評価方式は、価格と価格以外の要素を総合的に評価するものであり、評価点が最

も高いところが落札する方式である。工事内容や現場の条件によって、課題を踏まえて

行うので全部同じということはないが、一般的に価格以外の要素としては、企業の技術

能力として、工事成績、施工実績、優秀工事表彰などがある。また、安全性として、地

域住民への配慮、騒音等の環境への配慮があり、地域貢献として、災害防止活動の実績

や県内下請の利用といった点もある。総合評価審査小委員会のメンバーについては、外

部から日本下水道事業団の技術職と国土交通省の技術職、加えて県職員の合計７名で構

成している。開催回数については、各部局からの依頼を受けて小委員会を開催するが、

依頼があれば速やかに、ある程度まとめながら開催したところ、このような結果となっ
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た。 

 

吉良委員 

 総合評価審査小委員会のメンバーについて、日本下水道事業団と国土交通省、県職員の

７名以外に学識経験者がいるのか。 

 

技術評価幹 

 日本下水道事業団と国土交通省の技術職を学識経験者としている。それに県職員を加え

て運営している。 

 

安藤委員 

１ 行政報告書１３ページの（３）の「イ 平成２８年度の取組」に、適正な課税を推進

するための調査に取り組んだとあるが、どのような調査を行ったのか。また、取組の結

果、どのような効果があったのか。 

２ 行政報告書４７ページの「（３）人事異動」について、女性の登用を進めるためには、

どのようなことが重要で、どのような取組を行っているのか。 

 

参事兼税務課長 

１ 県では、適正な課税と公平な徴収を確保する観点から、各種課税調査に徹底して取り

組んでいる。中でも力を入れている調査に未届法人調査がある。この調査は、県内に事

務所・事業所を設置して事業活動をしているにもかかわらず、県に設立等報告書を提出

しない、いわゆる未届法人について調査し、適正な課税を行うものである。特に平成２

８年度は、未届法人ローラー作戦と銘打ち、従来から行ってきた求人広告等の調査に加

え、ＮＴＴタウンページや医薬品業などの許認可の情報を活用して調査を実施した。こ

の結果、事務所・事業所として認定できた約２５０社から約９，０００万円の申告納付

をしていただいた。そのほか、未申告法人に対する調査や不動産取得税に係る大規模新

築家屋の調査などを行っており、これらの取組により平成２８年度は総額で約２０億４，

０００万円の課税を行った。今後もこうした取組を進め、適正な課税と公平な徴収を徹

底するとともに、新たな手法等を駆使しながら税収確保に努めていく。 

 

人事課長 

２ 女性職員の意欲と能力を向上させることが非常に重要であると考える。そのために困

難度の高い業務を経験させたり、適正な人事配置を行ったりすることが必要であると考

えている。取組としては、女性職員のためのステップアップ研修を実施したり、女性は

ロールモデルを非常に重要視していることから、管理職登用の具体的なモデルを示し、

先輩から直接話を聞くような機会を設けるなどして意欲の向上を図っている。また、個

別の悩みに応じるためにキャリアカウンセリングの体制も整えている。人事配置上も、

困難な業務を経験させる、全庁的な視野を養うといった趣旨で財政課や人事課にも多く

の女性職員を配置し、能力の向上に努めている。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書４７ページの「（４）服務制度の改正等」について、新設した介護時間の

利用人数はどうか。また、現場の声はどうか。 

２ 資料２１「病気休暇、育児休業、出産休暇及び介護休暇の取得数」にある病気休暇の
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取得数について、精神疾患の割合が高いが、具体的にどのような対応を行っているのか。 

３ 行政報告書４８ページの（８）の「イ 派遣研修」について、派遣研修でＪＴＢに行

った職員と話をしたところ、大変勉強になって新たな視点が生まれたと聞いた。具体的

に派遣から戻ってきて、どのように県の仕事にフィードバックしているのか。具体的な

効果があったのか。効果があったのであれば、枠を広げてもよいと考えるがいかがか。 

 

人事課長 

１ 介護時間は平成２９年１月に導入したもので、平成２８年度の利用者は１人である。

平成２９年度には３人になった。介護を行っている職員については、年次休暇や短期介

護休暇などの有給休暇があるほか、介護しやすいよう人事上の配慮も行うなどして対応

している。現場からは、制度があって助かっているという声は聞かれるが、引き続き意

見収集に努めていく。 

２ 病気休暇のうち精神疾患については、なかなか減っていかないのが現状である。もし、

精神疾患になった場合には、人事課と各部局の職員担当が、復帰への支援として、ドク

ターの意見を聴きながら個別に対応している。また、早期発見も大切であることから、

早期に症状が出てきた場合にチームを組んで、個別に対策を取っている。例えば、対象

職員の時間外勤務を減らしたり、グループ全体で負担軽減できるようにしたりするほか、

職員が相談できる体制を整えている。今後も、早期発見、早期対応に尽力していく。 

３ 民間企業で得てきたことを県政に反映しやすいような人事配置に努めている。ＪＴＢ

から帰任した職員は、国際大会の運営や外国人目線での地域活性化事業の経験を生かす

ため、関連業務を所管する課に配置し、経験を直接活用している。また、地域経済を活

性化させるための企業育成手法を学んだ職員は、シニア活躍推進課においてシニアの雇

用制度や働き方の見直しに取り組んでいる。直接でなくても、民間のマインドなどを生

かしやすい配置の努力をしている。枠の増加については、本県は全国的に見ても多く派

遣しており、引き続き積極的に考えていきたいが、県庁の組織内で欠員を出してまで派

遣することには課題があると考えている。 

 

蒲生委員 

１ 精神疾患の病気休暇について、精神疾患の職員が多く生まれてくる環境になっている

ということを考えるべきではないか。どんな職場でも、どんな職業でも起こり得るかも

しれないが、その辺りを根本的に見直すべきと感じるがいかがか。 

２ 民間派遣から戻った後、どのような形で対応しているのか、もう少し分かりやすい資

料を要求したい。戻ってきて報告をして、そのまま終わっているとの話も聞こえてきて

いるが、しっかりと適材適所に配置するよう対応していると考えてよいのか。 

 

人事課長 

１ 精神疾患の原因は様々で特定できず、対策が難しいところはあるが、仕事を原因とす

る疾患は少しでも減らしたいと考えている。働き方改革が求められている中、時間外勤

務を減らす、休暇取得を促進する、相談体制を整えるなどに意を用いて取り組みたい。 

２ 今年４月に帰任した職員は、例えば埼玉りそな銀行に派遣されていた職員は産業労働

部のシニア活躍推進課、ＪＴＢに派遣されていた職員は障害者福祉推進課、キヤノンに

派遣されていた職員は改革推進課に配属している。できるだけ派遣の経験を活用できる

ところに配置している。 

 



 

- 50 - 

委員長 

 蒲生委員から、派遣研修の成果と派遣後の配置先についての資料要求があったが、本委

員会として要求することに異議ないか。 

 

＜ 異議なし ＞ 

 

委員長 

 異議なしと認め、そのように決定した。執行部においては速やかに提出願う。なお、資

料については、提出があり次第、控室に配布しておく。 

 

蒲生委員 

 派遣されていた職員から経験が生かされていないと感じるという話を聞いたことがある

が、そうではなく、しっかり配置しているということでよいか。 

 

人事課長 

 人事配置の中で、職員個人の思いと、私どもの考える配置が一部一致していないという

ことがひょっとするとあったのかもしれない。私どもとしては派遣での経験を生かすこと

に加え、県での将来の人材育成についても考慮して人事配置を行っている。 

 

日下部委員 

１ 資料１５「平成２８年度低入札価格調査結果について」について、２２番の県土整備

部発注の造園工事では、３者が入札率６０パーセント台の入札をしていて、入札率８６．

７パーセントの者と契約している。造園工事なので、一番安い者でいいのではないかと

考えるが、なぜ、２８０万円も高い者と契約したのか。５１番、５２番、５３番、６０

番及び６６番について、入札率に差がない。工事の品質、労働条件はほとんど変わらな

いと思うが、なぜ、高い者と契約しているのか。また、９８番について、３者は６０パ

ーセント台で応札しているので１億円以下で契約できたのではないか。それを４，５０

０万円も高い者と契約している理由について伺う。 

２ 資料２４「入札方式の種別件数」について、平成２８年度は熊谷ラグビー場の改修に

関する公募型プロポーザル方式の契約があったが、その入札種別について伺う。 

３ 資料２６「企業別建設工事発注件数と請負金額の推移」について、過去５年間の状況

があるが、スーパーゼネコンのうち、表中の清水建設、大成建設以外の鹿島建設、竹中

工務店、大林組の応札状況を伺う。 

４ 清水建設と県との関係は県議会の一般質問で確認しているが、小児医療センターの建

設工事について契約してから増額補正分の追加工事があったと思う。この場合、増額補

正分の追加工事を含めると他者の応札額を超えてしまうので、一度契約してから増額補

正すると、入札の公平、公正性を損なうと思う。また、熊谷ラグビー場の建設工事にお

いても、予定していた追加工事を止めていると思う。このように、平成２８年度におい

て、一度契約してから追加工事により契約を変更した事例はあるか。 

 

入札課長 

１ ダンピング防止の観点などから、労務費等にしわ寄せがいかないように低入札価格調

査制度を設けている。この制度では、調査基準価格を設けて入札がこの価格よりも低い

場合は調査を実施し、工事の履行が可能か確認をした上で契約をしている。さらに、調



 

- 51 - 

査基準価格よりも低い金額で失格基準価格を設けており、これを下回った場合は、その

時点で失格としている。御指摘の案件については、個別の理由は分からないが、価格で

失格になる場合や、品質確保の観点から調査基準価格以下で契約を結ぶときは、配置す

る技術者を追加することなどを契約の条件としていることから、この条件を満足できな

いという理由で失格となる場合がある。これらの条件を満たすことのできない、低い価

格で入札した者が失格となり、高い者と契約したためである。 

２ 熊谷ラグビー場は、プロポーザル方式により契約者を決め、その後、随意契約をして

いる。 

３ 応札状況については、調べていない。 

４ 調べないと分からない。 

 

日下部委員 

１ 低入札について、５１番、５２番、５３番、６０番、６６番は、ほとんど価格差がな

いのに、なぜ高い者と契約するのか。 

２ 竹中工務店、鹿島建設、大林組の過去５年間の応札状況について伺う。 

 

入札課長 

１ これらの案件は総合評価方式で入札をしている。この入札では、価格と価格以外の要

素をそれぞれ評価し、その評価点の合計が高いところと契約を結ぶので、技術点で価格

点を逆転することもある。 

２ 大林組等のスーパーゼネコンの過去５年間の応札状況については、調べていない。 

 

日下部委員 

 ５１番、５２番で入札している守屋八潮建設株式会社については、５１番は契約してい

るが、５２番では失格となっている。同じ会社でなぜ一方は契約し、他方は失格になるの

か。 

 

入札課長 

 この表は、落札率で単純に並べているだけで、発注時期や工事内容が異なり、また農林

部、県土整備部と発注部所も異なるので、関連はないと考えている。 

 

前原委員 

１ 資料１８「退職（予定）者数」にある退職者数について、死亡退職は何人で、年齢は

どうなっているのか。また、普通退職の定義は何か。体力的に余裕があるうちに辞めた

いという声も聞いており、退職者の実態を確認したい。 

２ 行政報告書４７ページの「（４）服務制度の改正等」について、介護休暇の取得者数

は、資料２１によると、平成２８年度は平成２７年度と比較して男性は２分の１、女性

は３倍となっている。個々に介護の状況は変わるので、一概に数字だけで判断できるも

のではないが、この取得状況は実態に合っているのか。また、介護時間の取得は１人と

いうことだが、この資料では介護休暇の取得が８人となっており違っているがどういう

ことか。さらに、介護に関する制度で、現場からは助かったという声があるということ

だったが、もっと意見を吸い上げる必要があるのではないか。 

３ 資料２１にある病気休暇の取得数について、平成２８年度の精神疾患は平成２７年度

より３人増えているが、精神疾患が出ている職場や職種について分析しているのか。 
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４ 行政報告書５７ページの「（５）県有施設における地球温暖化対策の推進」について、

空調設備改修の実績において二酸化炭素削減量と光熱水費等削減額が比例していない

が、理由は何か。また、この実績を今後にどう生かすのか。 

５ 行政報告書５８ページの（２）の「イ 経済分析事業」について、分析と公表までの

期間が長いが、実態に合う調査結果の活用となっているのか。埼玉県県民経済計算２０

１４が、２年後の平成２８年１２月に公表され、平成２６年度埼玉の市町村民経済計算

は３年後に公表されている。平成２７年埼玉県産業連関表は、平成３２年３月公表予定

となっているが、時代の変化のスピードをどのように反映しているか。また、埼玉県県

民経済計算２０１４はどのように活用したのか。 

６ 資料１２「私学助成について」の５ページの「私立高校生徒１人当たり学校教育経費」

について、例年、全国の数値と比べて低いが、平成２６年度に比べて平成２７年度はそ

の差が縮まっている。この背景にあるのはどういうことか。また、平成２８年度の数値

が出ていないのはなぜか。 

７ 行政報告書５４ページの「（４）私立学校の認可」の表によると、幼稚園が１１園廃

止されているが、この背景にあるのはどういうことか。 

８ 行政報告書１４ページの「（４）収益事業の概況」について、ミッドナイト競輪の売

上げが好調であったとの記載があるが、ミッドナイト競輪は平成２８年度の新規事業で

ある。売上げが好調かどうかは、前年度の数字がないのだから比較できないと思うが、

何をもってそう表現するのか。 

 

人事課長 

１ 昨年度の死亡退職者は２人で、年齢は５２歳と５５歳である。定年退職や勧奨退職以

外を普通退職としており、理由として多いのは転職である。 

２ １人というのは介護時間を取得した人数である。介護休暇の取得数は、資料のとおり

である。新たに制度を導入してもすぐに取得人数が増えるという状況ではない。現場か

らの声については、先ほどの答弁のとおり、助かったという声があるということについ

ては把握している。 

３ 精神疾患の人数は、常に入れ替わりがあり、単純に３人増えたということではなく、

集計すると３人増えたということである。分析は難しいが、時間外勤務が多い所属に精

神疾患の職員が多いということではない。強いて言うと、男女差はなく、若い層に多い

とのデータはある。一般職員から主査級までの割合が高いので、特に若手職員により目

配せをする必要があると認識している。 

 

管財課長 

４ 同じ電力量であっても、熱源が何かによって二酸化炭素排出量は異なる。熱源が電気

の場合と比べて、灯油や重油は二酸化炭素排出量が多くなる。光熱水費等削減額が同じ

ような上尾地方庁舎と熊谷県土整備事務所の空調設備改修を例に説明すると、上尾地方

庁舎では、従前の熱源が灯油であったものを電気に替えたことから二酸化炭素の削減効

果が大きく出た。一方、熊谷県土整備事務所では、従前も改修後も熱源が電気であった

ため、二酸化炭素削減量は上尾地方庁舎に比べ大きくない。次に、今後どう生かすかと

いうことであるが、二酸化炭素削減の観点から空調等については電気に切り替えていく

ことが必要であると考えている。今後のエコオフィス化改修工事に当たっては、空調の

熱源を灯油から電気又はガスヒートポンプに切り替えていく。そうすることによって地

球温暖化対策の推進に寄与していきたい。 
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統計課長 

５ 県民経済計算や鉱工業指数などの統計は、基となる各種の基礎統計の集計や確認を国

が行っており、最終的に国がエラー修正や異常値の補正を行い、統計データを確定して

いる。確定したデータを国からもらい、都道府県が持っている各ファイルやフォーマッ

トに入力した上で推計し、その推計結果を検証・分析した後に公表するため、一定の期

間を要する。例えば、県民経済計算の場合では、対象年度終了から９か月後に公表され

る国民経済計算や翌々年度に公表される工業統計調査などのデータを基礎としている。

また推計システムは、約１，３００のファイルにデータ入力して計算するなど膨大であ

り、推計結果を検証・分析するには、おおむね１年程度を必要する。そのため、翌々年

度以降に公表している。この公表時期は、本県だけではなく、他の４６都道府県も同様

である。なお、埼玉県は平成２６年度の県民経済計算を平成２８年１２月に公表してい

るが、４７都道府県中１３番目の公開だった。時代の変化の流れをどのように反映して

いるのかについては、例えば産業連関表は、経済波及効果分析に必要な統計で作成に５

年かかるが、分析をする時点よりも過去の統計である点を補うため、物価調整を毎年行

うことで、分析時点での経済波及効果が計算できるよう更新している。埼玉県県民経済

計算２０１４の活用については、例えば、平成２８年度に策定された埼玉県５か年計画

において、本県経済の動向を示す指標として、県内総生産や経済成長率を掲載するなど

の利用がある。 

  

学事課長 

６ この資料は日本私立学校振興・共済事業団のデータに基づいており、直近で平成２７

年度が最新のものである。平成２８年度のデータは例年どおりであれば平成３０年１月

に公表される予定になっている。全国調査で詳細な分析は難しいが、傾向として本県は

１校当たりの生徒数が多く、いわゆる経営上のスケールメリットが生じるので全国の数

値よりは毎年低い数値が出ている。平成２６年度から平成２７年度の変化については、

本県では教育研究経費が伸びていることと、全国では他の都道府県における諸々の要因

によって、結果的にその差が縮まったものである。 

７ ピーク時の昭和５７年度と比べると幼稚園数は約８０パーセントと低減傾向にあるが、

報告した１１園については、幼保連携型認定こども園に移行したため、幼稚園の廃止手

続を行った。 

 

県営競技事務所長 

８ ミッドナイト競輪は昨年度から新規で実施したため、前年度と比較はできないが、次

の２点の理由から売上げが好調であると考えている。１点目は、ミッドナイト競輪は昼

間の２開催を振り替えて実施しているが、昼間の開催の売上げを試算すると、３．６億

円であるのに対し、ミッドナイト競輪の実績は１８．４億円で１４．８億円の売上げ増

となっている。２点目は、ミッドナイト競輪は平成２２年度から実施されているが、当

初は全国平均で１日当たり０．８１億円であったものが、昨年度には１．３２億円まで

増加してきている。さらに、本県は１．５３億円と全国平均を超える売上げであった。

以上のことから、売上げは好調であると評価した。 

 

前原委員 

１ 資料１７「時間外勤務手当の支給実態」について、支給が最も多い職員の時間数６０

２時間というのは、年間ということでよいか。 
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２ 介護休暇が無給ということについてどう考えているのか。 

３ 行政報告書５７ページの「（５）県有施設における地球温暖化対策の推進」について、

埼玉学園の改修内容はどのようなものか。 

４ 私立高校の授業料が高くて途中で辞めてしまう子供がいるという話を聞いているが、

私立高校における中途退学者の数を把握していれば教えてほしい。 

 

人事課長 

１ 平成２８年度１年間の累計である。 

２ 給与の原則としてノーワークノーペイという考え方があるので無給としている。御

理解いただきたい。 

 

管財課長 

３ 埼玉学園では、空調設備改修により熱源を灯油から電気にしており、二酸化炭素の削

減に効果があった。 

 

学事課長 

４ 私立高校の中途退学者数は、平成２８年４月１日現在４７９名で、率にすると０．８

３パーセントである。ただし、経済的要因による退学者は０人であると学校から報告を

受けている。 

 

前原委員 

 どのような理由で辞めているのか。 

 

学事課長 

 学校生活・学業不適応が３０パーセント程度、進路変更が５０パーセント程度で、この

２つが主な理由である。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月２７日（金）保健医療部関係） 

 

【説明者】 

本多麻夫保健医療部長、三田一夫保健医療部参与、奥山秀保健医療部副部長、 

北島通次保健医療部副部長、牧光治地域包括ケア局長、松澤潤食品安全局長、 

三須康男保健医療政策課長、田中良明保健医療政策課感染症対策幹兼幸手保健所長、 

井部徹国保医療課長、唐橋竜一医療整備課長、番場宏医療人材課長、 

清水雅之健康長寿課長、芦村達哉疾病対策課長、市川克己生活衛生課長、 

西川裕二食品安全課長、天下井昭薬務課長 

 

【発言】 

安藤委員 

１ 行政報告書１８３ページの（１）の「イ 救急医療の体制整備」に記載されている大

人の救急電話の＃７０００及び小児救急電話相談の＃８０００のそれぞれの件数のう

ち、緊急を要しなかった割合はどのくらいか。 

２ 行政報告書１９０ページの（９）の「ウ 不妊治療費の助成」を見ると、男性不妊治

療に対する助成の件数は５４件と少ない。私は、平成２８年度の予算特別委員会でその

ことについて質問しているが、いまだに少ないままである。啓発していくという話もあ

ったが、件数が増えていないのは周知が足りないのか、周知しているが難しいのか。 

 

医療整備課長 

１ 全相談のうち、緊急を要しなかった、つまり当日の受診を要しなかった割合は、大人

で約７割、小児で約８割である。 

 

健康長寿課長 

２ 男性は不妊治療に対して抵抗感があると考えられる。不妊の原因の５割が男性にも起

因するという事実もまだ十分に知られていないというのも原因と考えられる。県では、

普及啓発冊子「願うときに『こうのとり』は来ますか？」を作成し成人式や市役所で配

布している。また、平成２８年度からは男性不妊治療経験者のダイアモンド☆ユカイさ

んに埼玉県こうのとり大使に就任していただくなど、芸能人を活用して積極的に周知を

図っている。 

 

安藤委員 

 不妊治療の啓発をしているということであったが、市役所や病院関係にも周知をした結

果だったのか。 

 

健康長寿課長 

 ポスターや冊子については、病院も含めて周知をお願いしているが、まだまだ足りない

ところもあるので、引き続き、病院や市役所等含めて周知を図っていく。 

 

田並委員 

１ 行政報告書１７４ページの「５ 生涯を通じた健康の確保」のがん検診について聞き

たい。医療費抑制のためにも予防は重要である。その一方で、受診率の目標値を５０パ
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ーセントとした理由は何か。目標値はもっと上げた方がよいのではないか。 

２ 埼玉県総合医局機構が創設されてから、北部や利根、秩父地域などの医師不足地域に

ついて、どの診療科にどの程度の医師が配置されたのか。 

３ 歳入歳出決算事項別明細書説明調書２３７ページの救急医療対策費約１８億円につい

ては、県内全ての救急医療機関を対象に補助しているのか。 

４ 行政報告書１８３ページの（１）の「イ 救急医療の体制整備」に記載のある搬送困

難事案受入医療機関支援事業のような事業により、救急搬送の受入拒否は少なくなって

いるのか。また、課題はあるのか。 

 

疾病対策課長 

１ 目標値の５０パーセントは、国のがん対策基本計画と同じ率である。国の計画では、

年齢調整死亡率を２０パーセント下げることを全体目標として掲げている。具体的には、

喫煙率の１２パーセントまでの減少、全国どこでも標準的な治療が受けられるようにす

るがん医療の均てん化、さらに、がん検診受診率５０パーセントに取り組むことで達成

できるとされている。検診が必要な方には１００パーセント受診していただけるよう啓

発に努めたい。 

 

医療人材課長 

２ 北部地域では年間１０名前後の医師が派遣されている。例えば深谷赤十字病院へは、

自治医科大学さいたま医療センターから循環器科に１名、埼玉医科大学総合医療センタ

ー等から救急に３名、埼玉医科大学の地域枠卒業生が臨床研修医として１名、熊谷総合

病院へは脳神経外科に１名、非常勤であるが小児科に１名などである。利根地域では、

済生会栗橋病院に整形外科医などが５名、土屋小児病院に小児科医が２名、秩父地域に

は自治医科大学卒業の医師が秩父市立病院や小鹿野中央病院などに１０名配置となっ

ている。また、秩父地域唯一の分娩医療機関の維持のため、埼玉医科大学病院から週１

回、埼玉医科大学総合医療センターから週２回派遣していただいている。 

 

医療整備課長 

３ 県内８か所の救命救急センターへの運営費補助や、夜間や休日の小児二次救急輪番体

制を担当している２９病院への補助、重症患者が２回以上受入れを断られた際に原則と

して受け入れる搬送困難事案受入医療機関への補助であり、全ての救急医療機関を対象

にしているわけではない。 

４ 重症の受入照会４回以上の割合は、救急医療情報システム導入前の平成２５年の９．

４パーセントと比較して平成２８年は４．１パーセントとなっており、約６割削減され

ている。ただし、全国と比較するとまだまだ改善を要するため、今後は搬送困難になり

やすい精神身体合併症患者等の受入体制を強化するなど、更に削減を図る。 

 

田並委員 

１ 医師確保の効果により、北部地域において不足している診療科に医師が行き渡ってい

るという認識でよいのか。なお、ただ今答弁いただいた数字について、後ほど資料でい

ただきたい。 

２ 小児二次救急輪番の当番日でも受入れを断られることがあると聞いている。実態を把

握しているのか。受入れを断った場合でも運営費を補助しているのか。 
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委員長 

 ただいま田並委員から資料要求があったが、決算特別委員会として資料要求することで

よろしいか。 

 

＜ 異議なし ＞ 

 

委員長 

 それでは、決算特別委員会としての資料要求とする。後ほど提出願う。 

 

医療人材課長 

１ 申し上げたのは、病院側の求めに応えることができた医師の派遣数である。小児科等

の診療科によってはまだ不足しているという声もよく聞く。今後は、奨学金貸与者の活

用などによっても対応していきたい。 

 

医療整備課長  

２ 小児二次救急輪番の当番日でも処置中などにより受入れを断られる場合がある。その

場合でも補助金の減額は行っていない。小児二次輪番病院には引き続き積極的な受入れ

をお願いしていく。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書１７３ページの「３ 医師・看護師確保対策の推進」の表を見ると、５か

年計画の目標である人口１０万人当たり医師数の全国最下位脱出について、平成２８年

度も達成できていない。地域医療の安心・安全などを踏まえ、今後、どのように達成を

目指していくのか。 

２ 小児救急電話相談＃８０００について、時間延長や回線増設などにより充実させてい

るようだが、＃７１１９への移行は順調なのか。 

３ 行政報告書１８４ページの（１）の「エ 災害に対応できる医療体制の整備」による

と、平成２８年度は新規に災害拠点病院を１病院指定して１８病院になったとあるが、

耐震化の状況はどうなっているのか。 

４ 行政報告書１９４ページの「（２）殺処分数の削減」にある「収容動物の致死処分数」

のグラフを見ると、平成２８年度の致死処分数は１，１７０頭であり、埼玉県５か年計

画の目標である平成２８年度１，０００頭未満を達成できていない。今後、致死処分数

の削減を加速させていかなければ、なかなか目標達成には至らないと考えるが、どのよ

うに取り組んでいくのか。 

 

医療人材課長 

１ 本県は現在も人口が増えている中、他県は減少傾向にあること、医師確保の取組につ

いては、本県同様に他県も大学を中心に行っており、本県だけが抜きんでるのは難しい

こと、大学病院志向が高まっていることなど、目標達成上不利な状況である。しかしな

がら、人口が多いということは症例が豊富という魅力があること、普通は１県１大学の

ところ本県は複数の大学があり、多様な基幹病院とともに総合医局機構で医師確保を推

進していることなどをアピールしていきたい。また、大学病院でなければ受けられない

ような研修や訓練を行うことができる地域医療教育センターの活用や、埼玉県で専門医

の資格を取得できるキャリアパスの作成などにより、埼玉県に来た医師がそのまま県内
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に定着するように、埼玉県の病院で働き続けることの魅力を高めていく。こうした一連

の取組を通じ、最下位脱出にチャレンジしていきたい。 

 

医療整備課長 

２ 平成２９年１０月の＃７１１９導入及び２４時間化後、小児救急電話相談＃８０００

については、つながりやすい状況になっている。平成２８年度は１日当たり１９４件の

相談を受けていたが、２４時間化してからは１日当たり３４６件と大幅に増えている。

また、回線数増加の効果について、これまでも２４時間対応していた日曜、祝日で比較

すると、平成２８年は１日当たり３９２件の相談を受けていたが、平成２９年１０月か

らは１日当たり５４０件と約１．４倍に増えており、つながりやすくなっているものと

考えている。 

３ １８ある災害拠点病院のうち、耐震化済みの病院は１７である。残り１病院は防衛医

大病院であるが、平成３１年３月までに工事完了見込みである。 

 

生活衛生課長 

４ 犬猫の致死処分数については、全体的に減少の傾向にあるが、減少の割合が少なくな

ってきている現状がある。これは、生まれたばかりの子猫など譲渡することが難しい動

物が収容されるケースが多くなってきているためと考える。特に多いのは、野良猫が産

む子猫である。これに対しては、野良猫の繁殖抑制を行っていく必要があると考える。

そのため県では、平成２４年度から地域猫活動推進事業を実施しているが、これに加え

て平成２９年度からは、野良猫の不妊・去勢手術への助成に特化した市町村補助事業や

彩の国動物愛護推進員が実施する野良猫の繁殖抑制活動への補助事業を開始した。この

野良猫の繁殖抑制の推進と、収容された動物の譲渡拡大事業を併せて行っていくことで、

今後の致死処分数の削減を加速させていく。 

 

蒲生委員 

 行政報告書１８７ページの「（３）糖尿病の重症化予防対策の推進」について、埼玉県

の糖尿病重症化予防事業は、全国をリードするモデル的な事業として注目されており、重

要である。この事業の実施主体は市町村であるが、市町村とはうまく連携が取れているの

か。また、どのような効果が現れているのか。 

 

健康長寿課長 

 糖尿病重症化予防事業は、埼玉県医師会、埼玉糖尿病対策推進会議及び本県との三者連

携で重症化予防プログラムを策定している。ハイリスク者の抽出基準などを定め、受診勧

奨や保健指導を行っている。平成２８年度は、４０市町が埼玉県国民健康保険団体連合会

と共同事業を行っている。事業効果としては、受診勧奨をして受診に結び付いた人が勧奨

しなかった場合の予測と比べて２．２倍となった。保健指導については、参加者のヘモグ

ロビンＡ１ｃが７．１パーセントから６．９パーセントへ０．２ポイント改善されるなど

の効果があった。 

 

岡委員 

１ 小児二次救急輪番をしている病院では、常勤医師の定数が不足していて、夜間や休日

の体制が、厳しい状況になってはいないのか。 

２ 行政報告書１９６ページの「（２）薬物乱用対策の推進」によると、県内の危険ドラ
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ッグ販売店舗及びインターネット販売サイトはゼロになったとのことだが、周辺都県の

状況はどうなっているのか。周辺都県で危険ドラッグを購入して県内に持ち込まれたら

意味がなくなるのではないか。 

 

医療整備課長 

１ 病院に常勤医師の定数といったものはないが、小児科医不足により夜間や休日の当番

日を非常勤の医師に担ってもらう病院も多くある。県としては、運営費補助金として人

件費の助成をしている。 

 

医療人材課長 

１ 県では小児二次救急における人材確保の支援策として、医師を派遣する大学病院や病

院に協力する地元の開業医に対して補助金を交付している。 

 

薬務課長 

２ 平成２６年７月に政府が決定した「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」や

平成２６年１１月に成立した改正医薬品医療機器等法に基づき、継続的な取締りに取り

組んだ結果、平成２６年３月時点で全国に２１５店舗存在した危険ドラッグ販売店は、

平成２７年７月にゼロとなった。危険ドラッグ販売サイトについては、プロバイダ等に

対して削除要請し、平成２６年１２月から本年８月末までの間に国内外３０３サイトの

うち、２４７サイトが閉鎖又は販売停止している。よって、６０余りのサイトが残って

いる状況だが全て国外のサイトである。 

 

岡委員 

 昨年度、小児科医の退職により医師不足に陥った病院はあるのか。 

 

医療人材課長 

 昨年度はそうした情報は入っていない。一昨年、利根地区の輪番を担う土屋小児病院で

退職者が相次ぎ、自助努力と県立小児医療センターから当直医を１名派遣することで輪番

から外れることを回避できた。 

 

日下部委員 

１ 田並委員の質問への答弁について、医師の派遣については全て埼玉県総合医局機構に

よる取組のものなのか。 

２ 行政報告書１８０ページの（２）の「イ 離職防止、職場復帰の支援」によると、看

護職員の離職防止と復職支援のため、病院内保育所の運営費を助成しているが、総額で

幾ら交付しているのか。 

３ 行政報告書１８１ページの（１）の「イ 救急医療の体制整備」に記載のある救命救

急センター運営費補助金の平成２８年度の実績はどのくらいなのか。また、その内訳を

後で資料提供してほしい。 

４ 行政報告書１８５ページの（１）の「カ 地域医療構想の実現に向けた回復期病床の

整備」によると、９病院に助成し１６７床の転換を行ったとあるが、助成総額は幾らか。

また、その内訳を後で資料提供してほしい。 

５ 行政報告書１７９ページの「（４）難病対策の推進」について、指定難病等に対する

医療助成費は、政令指定都市のさいたま市を含むのか。また、資料２４「難病対策につ
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いて」によると医療費助成費の総額が６５億７，７２７万１，０００円であるが、財源

は国なのか県なのか。 

６ 行政報告書１７８ページの（３）の「ア 乳幼児の医療費助成」について、この制度

の対象にさいたま市は入っていないのか。 

７ 埼玉県の１歳未満の乳児の医療費と１歳から就学前まで幼児の医療費について、資料

要求しようとしたがデータがないとのことだった。乳幼児の医療費がどの程度かかって

いるのか分からないにもかかわらず、医療費助成制度を実施するのはどうなのか。レセ

プトの電算化を推進している厚生労働省はデータを持っているはずなので、こうした乳

児医療費と幼児医療費のデータを請求することはできないのか。 

８ 行政報告書１８７ページの「（３）糖尿病の重症化予防対策の推進」について、糖尿

病重症化予防事業では、特定健診のデータとレセプトデータを活用しているとのことだ

が、レセプトデータはどこから入手しているのか。また、血液透析になる患者は糖尿病

が一番多いが、この透析の医療費が幾らかかっているかのデータもないとのことであっ

た。それでは重症化予防対策の効果がどれくらいなのか分からないことになる。このレ

セプトデータも厚生労働省は持っているはずであるが、請求することはできないのか。 

９ 行政報告書１８８ページの（７）の「ウ 地域がん登録事業の実施」について、地域

がん登録は東京都内に通院している患者の情報は含まれない。がんの罹患状況を把握す

るならレセプトデータを用いればよいのではないか。 

10 行政報告書１８４ページの（１）の「オ 在宅医療体制の整備」について、多くの人

は自宅で死にたいと思っているが、資料１１「埼玉県の死亡数」によると８割の人が病

院で亡くなっている。自宅で死にたいとの希望に対する平成２８年度の取組状況はどう

か。また、事業費は幾らか。 

11 資料１３「埼玉県の後期高齢者の医療費」によると、後期高齢者医療費が伸びている。

平成２７年度を見ると、埼玉県の総医療費に占める割合は３０．２５パーセントだが、

若い県なのでこれでも４７位である。一方、１位の高知県は４４．７３パーセントであ

り、医療費の半分近くが後期高齢者医療に使われている。医療費を使うならば、若い人

に使うべきである。平成２８年度は、後期高齢者医療費削減のためにどのような取組を

行ったのか。 

12 行政報告書１７６ページの２の「（１）国民健康保険制度運営安定化の推進」につい

て伺う。資料１２「埼玉県の医療費」の４ページに、肝炎治療薬ハーボニーの１錠８万

円や抗がん剤オプジーボの１瓶７３万円との薬価が記載されている。これだけ高額な薬

価を設定されると、幾ら現場が安定化に努力しても焼け石に水である。日本の医療の問

題点として、医療材料やペースメーカーなどの価格がアメリカやイギリスに比べて３倍

から５倍と非常に高い一方、医師の技術料は３分の１から５分の１しかないということ

がある。オプジーボの薬価については、イギリスでは１４万円、アメリカでは３０万円

である。なぜ日本では７３万円もするのか把握しているか。 

 

医療人材課長 

１ そのとおりである。県が主体的に対応したものであるが、派遣元の医療機関である埼

玉医大などは医局機構の構成員であり、機構として取り組んだ成果ともいえる。 

２ ２億７，９４４万８，０００円である。 

 

医療整備課長 

３ 平成２８年度の実績は、４億６，１５４万９，０００円である。内訳は別途提供する。 
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４ 総額で１億３，９８６万１，０００円を助成した。内訳は別途提供する。 

10 看取りも含めた在宅医療の推進については、平成２８年度中に２９の郡市医師会に在

宅医療連携拠点を設置し、拠点のコーディネーターが看取りも含めた医療や介護の相談

などに応じている。事業費は３億９，８８５万４，１６２円である。 

 

疾病対策課長 

５ 難病対策の医療費助成費については、さいたま市分を含んでいる。県全体で一つの事

業としている。また、扶助費の国庫負担の割合は、２分の１である。 

９ 御指摘のとおり地域がん登録では、提出が任意であり、８割程度の把握割合と推定さ

れる。平成２８年１月からは全国がん登録が開始され、医療機関の提出が義務化されて

おり、今後把握が進むものと思われる。 

 

国保医療課長 

６ 乳幼児医療は自己負担分の一部を助成する事業である。さいたま市は平成１８年度に

対象外とした。 

11 医療費適正化の取組を推進するため、平成２９年度に後期高齢者医療広域連合が保健

師１名を配置した。従来から生活習慣病重症化予防などに市町村とともに取り組み、医

療費の抑制に努めている。 

12 国保の医療費については、平成２７年度に大きく増加しているが、高額な薬剤が出た

ことの影響を受けたと認識している。薬価に関することであるため、国でしっかり議論

していただく問題と考えている。 

 

保健医療政策課長 

７，８ 提供できるデータがなく申し訳ない。レセプトデータは公開されているものでは

なく、基本的には医療費適正化計画の策定のためにデータベース化して利用されている

ものである。データの匿名化処理は行われているが、自由に使えるものではないため、

限界があることを御理解いただきたい。今後、必要な施策を進める上で国に要望して活

用すべきという点については重要であると考えているので検討していきたい。 

 

健康長寿課長 

８ この事業は、埼玉県国民健康保険団体連合会との共同事業で実施しており、参加者の

レセプトデータは埼玉県国民健康保険団体連合会から入手している。 

 

日下部委員 

１ 先ほど答弁のあった糖尿病重症化予防事業のレセプトデータ活用については、社会保

険加入者のデータは入っていないのか。 

２ 高額薬剤であるオプジーボの薬価については、高すぎるという現場の声が最後は首相

官邸まで伝わり、７３万円から現在は半額になった。それならば最初から半額にできた

のではないのか。イギリスでは１４万円、アメリカでは３０万円のものが、なぜ日本で

は７３万円になるのかを伺いたい。 

３ 終末期医療について、以前、７０歳以上の高齢者の重症脳卒中の事例を約２００例調

べたところ、摂食、排せつなど自立回復した者は一人もおらず、半年後には６割以上が

亡くなっていた。重症脳卒中の後期高齢者に対する医療は意味があるのか考えてしまう

こともある。こうしたことを踏まえ、後期高齢者の気管切開や胃ろう増設等の実施数な
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どのデータを要求したいと考えていたが、持っていないとのことだった。施策に必要な

データを持っていないと医療政策を打っていけない。厚生労働省の持っているデータを

開示してもらう必要があると考えるがどうか。 

 

健康長寿課長 

１ この事業は、まずは国保加入者を対象として行っているため、社会保険加入者のデー

タは入っていない。 

 

薬務課長 

２ 薬価については、国において薬の効果の新規性、製薬メーカーの開発費及び対象患者

数等を考慮して決定されている。オプジーボについては、最初に皮膚がんの一種である

悪性黒色腫の治療薬として承認されたことにより対象患者が少なかったため、開発費を

回収できるよう高額な薬価となったものである。現在は、効能・効果が大幅に増加した

ため、半額になったものである。一番高い医薬品の例としては、スピランザで１瓶９３

２万円である。スピランザは脊髄性筋萎縮症治療薬で対象患者が乳児であり、患者数も

国内で約１２０人と少ないことから、開発費を回収できるよう高額に設定されたもので

ある。 

 

保健医療政策課長  

３ レセプトをデータベース化したナショナルデータベースについては、用途が限定され

ており、国の行政機関、都道府県、大学などが利用申請を行い、審査機関による審査を

経る必要があるため、データの提供までかなり時間がかかる。委員御指摘のとおり、デ

ータを使用した政策の分析は大変重要なことであると考えているので、今後必要なデー

タがあれば、個別に国に相談・要望していきたい。 

 

保健医療部長 

 示唆に富んだ御質問で、刺激を頂いた。保健医療政策課長の答弁にもあったが、要望し

ていくべき点はあると思う。よく精査する必要があるので検討したい。背景となる考え方

を述べさせていただくと、実態を把握する上で、全数調査がなじむのか、無作為で行うサ

ンプル調査の方がなじむのかという精度の問題がある。がん登録では法制化に向けて必要

な仕組みができた。これまでがんで亡くなった方のデータはあったが、がんに罹患したと

きの届出制度は特になかったため、どのがんに罹患した人が何人いるかというナショナル

データはなかった。これをレセプトデータベースで把握できるかというと、レセプトはあ

くまで診療報酬を請求するための記録であるので、ＣＴを撮った際に脳腫瘍の疑い、とい

う診断名が付けばそれも反映されてしまうなど、どの程度正確かという問題がある。政策

医療や疾病対策を考える上では、全数調査であれば地域がん登録のようなきちんとした枠

組みが必要で、届出率や東京都の医療機関で受診した分の集計なども考慮する必要がある。

こうしたことも含めてどのように活用可能かという問題をクリアしないと、なかなかレセ

プトデータを信頼して加工できない。 

 また、レセプトデータの利用にはプライバシーの問題があることや、データが複数の保

険者から提供され、データベースとして成り立っていることから、その活用には国がかな

り厳しい制限を設けている。国に対してはどのような要望が必要なのか、内部で検討して

いきたい。レセプトデータをどのように活用してどのように分析するかということは、国

保では埼玉県が単独で行える可能性はあるが、医療保険全体で横断的に分析する場合は、
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国を介さないとデータが得られないので、このことを今後どのように考えていくべきなの

か、まずは研究していきたい。 

 

大嶋委員 

１ 行政報告書１８１ページの（１）の「イ 救急医療の体制整備」について、群馬県と

の救急医療情報システム連携はどうなっているのか。また、その効果はどうか。 

２ 歳入歳出決算事項別明細書説明調書２３７ページ及び２３８ページに周産期医療体制

整備費の支出済額と不用額を生じた理由の記載があるが、不用額はどの程度なのか。ま

た、医療機関への補助実績が見込みを下回ったとあるが、具体的にはどのようなことな

のか。 

 

医療整備課長 

１ 県北地域では群馬県の医療機関に救急搬送されることが多く、特に児玉郡市では救急

搬送の約４割が群馬県の医療機関である。そのため、群馬県とは平成２６年４月から救

急医療情報システムのシステム連携をしており、相互に医療機関の受入可否情報が閲覧

できるようになっている。これにより円滑な救急搬送ができており、平成２８年度は埼

玉県から群馬県への救急搬送が３，１９１件、群馬県から埼玉県への救急搬送が４５８

件となっている。 

２ 周産期医療体制整備費の不用額は７，２２２万１，０００円である。黒字経営の周産

期医療施設３施設や、ＮＩＣＵが休止中の周産期医療施設は補助対象外となることなど

から、不用額が生じたものである。 

 

大嶋委員 

 周産期医療について、今後どのように対応していくのか。 

 

医療整備課長 

 全国的に医師の確保が困難な中で、救命措置が必要な妊産婦の受入体制を整備する母体

救命コントロールセンター運営事業の実施や、高度な医療が必要な妊婦や新生児の搬送体

制を整備する母体・新生児搬送コーディネーター事業の実施など、ハイリスク出産への対

応を進めてきた。また、本県のＮＩＣＵ数は１４９床で、国の整備目標である出生数１万

人当たり２５床から３０床という必要数は満たしたが、３０床には届いていない。今後、

ＮＩＣＵが新たに２９床整備される予定であり、出生数１万人当たり３０床も達成する見

込みである。 

 

飯塚委員 

１ 群馬県と相互利用している救急医療情報システムの情報の中身はどういったものなの

か。 

２ ドクターヘリの群馬県との連携について、群馬県のドクターヘリが埼玉県に出動した

実績はどうなっているのか。 

 

医療整備課長 

１ 医療機関が毎日、朝、夕の２回、診療科目や心筋梗塞、脳卒中等の対応可能な症状ご

とに救急患者の受入可否情報を登録し、救急隊はリアルタイムで検索できるシステムで

ある。 
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２ 平成２７年度は１０件、２８年度は１９件、平成２９年度はこれまでに８件で、相互

連携を始めてからの合計は３７件である。 

 

前原委員 

１ 乳幼児医療の対象年齢拡大について、昨年度の決算特別委員会では、１人当たり医療

費が中学生約９万円、小学生約１１万円、未就学児約２１万円と分析しており、一番医

療費のかかる就学前に助成しているという答弁だった。時代とともに乳幼児を取り巻く

環境も変化し、引上げ要求もある。対象年齢を引き上げた際の影響額の試算はあるのか。 

２ 行政報告書１７８ページの（３）の「イ 重度心身障害者の医療費助成」について、

６５歳以上で新規に重度心身障害者になった者を対象外にしているが、平成２８年度の

対象外となった人数とその影響額を伺う。 

３ 指定難病関係の申請手続について、難病患者の方に話を伺うと、申請受付期間が限定

されていることや、保健所など申請受付業務を取り扱う機関が減少したことで、難病と

いう条件を抱えながら申請手続を行うのが難しいという声が聴かれる。資料２４「難病

対策について」の４ページを見ると、平成２８年度の新規申請者数が８，８８８人、そ

のうち認定者数が６，７２６人になっている。認定されなかった人が２，１６２人いる

ことになるが、その理由は何か。また、継続申請者数が４万５，４８８人、認定者数が

４万５，０９９人になっている。いままで継続されていたにもかかわらず認定されなか

った理由は何か。あわせて、平成２８年度の継続申請受付窓口の実施機関数も確認した

い。 

４ 行政報告書１９７ページの「（２）薬物乱用対策の推進」にある薬物相談件数の推移

のグラフを見ると、平成２６年度をピークに相談件数が減少しているが、その理由は何

か。 

５ 資料１２「埼玉県の医療費」２ページの「県民一人当たり医療費」によると、全国平

均が約３３万円、高知県が約４４万円となっている。その一方で、埼玉県は約２９万円

であり、大きな差がある。この医療費の差について、どのように考えているのか。 

６ 資料１４「埼玉県の特定健診と特定保健指導」によると、特定保健指導の実施率が低

いが、どのような理由によるものなのか。 

 

国保医療課長 

１ 乳幼児医療費助成事業は、子育て家庭の経済的な負担を軽減するために昭和４８年か

ら実施しており、最初は０歳児のみが対象であった。その後県は、対象年齢を拡大し、

小学校就学前までになっている。この助成金については、例えば国保なら３割といった

一部負担金があるが、その負担金に市町村が助成をした場合、その半額を県が補助する

制度になっている。このため、ほとんどの市町村が現在、１５歳までを対象にしている。

対象年齢引上げの影響については、平成２８年度決算額が２６億９，０００万円のとこ

ろ、市町村への補助を小学校卒業までにすると５１億８，０００万円で１．９倍、中学

校卒業までにすると５８億５，０００万円で２．２倍になると試算している。 

２ 重度心身障害者医療費助成事業の県補助額は、平成２０年度から平成２５年度までの

５年間で６４億円から７８億円と２２パーセント増加し、制度を見直す必要があったこ

とから、６５歳以上で新たに手帳を取得した方を対象外とした。６５歳以上新規障害者

を対象外とした理由として、一つは、生まれつき、あるいは若くして障害者となった方

と比べて、それまでの間、資産形成ができる環境にあったなど、生活の実態が違うと考

えられることがある。もう一つは、障害認定を受けることで後期高齢者医療制度へ加入
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することができ、医療費の自己負担割合も３割から１割に軽減され、月額の高額療養費

の自己負担限度額も低く抑えられることがあった。より支援が必要な方を、しっかり支

えるために、このような見直しを行ったものである。一方で、精神障害者１級の方を対

象に加えた。対象外となった６５歳以上新規障害者の平成２８年度の人数は５，５４１

人で、影響額は約１億４，０００万円の減と試算している。 

 

疾病対策課長 

３ 平成２７年１月から新たに難病法が施行され、今まで要綱事業であったものが法律に

よる事業となり、助成対象の難病が５６疾病から３３０疾病に拡大された。難病法では、

拡大に合わせ重症度基準が加わり、病状の程度が重い方又は軽くても高額な医療費がか

かる方について、医療費助成の対象とするかしないかを決めることになった。ただし、

継続の方については、経過措置があり必ずしも法律が適用されるものではない。その中

で、新規の方については、臨床調査個人票という診断書に記載されている内容では症状

の程度が不確定なものがあり、認定できなかった場合がある。なお、症状の程度の不確

定をもって即不認定にはせず、患者に診断書を戻して主治医に確認してもらうなど丁寧

な手続を取っている。また、継続の方の認定ができなかった理由は、診断書内容に疑義

があり同様に患者に戻したところ、再提出がなかったことによる場合が多い。平成２８

年度における継続申請受付の実施機関は、１３保健所と政令市・中核市の３保健所、計

１６機関である。ただし、保健所再編以前に保健所があった地域については、受付期間

内に保健センターなどを借りて、９市町で出張受付を実施した。継続申請は、保険の種

類によって受付期間を変えている。しかし、これは受付の推奨期間であり、推奨期間後

の受付はしないということではなく、認定期間の切れる９月３０日までの受付も認めら

れる。ただし、受給者証の発行については、保険者等に照会する必要があるため、すぐ

に発行することはできない状況にある。 

 

薬務課長 

４ 危険ドラッグに関する相談が減少し、その影響が大きいと思われる。内容別では、入

院医療に関することや依存症に関する相談が多く、入院医療については平成２６年度の

５５２件に対して平成２８年度が１１７件、依存症については平成２６年度の４７６件

に対して平成２８年度が３１９件と減少している。啓発により周知が進んでいると考え

ている。今後は、大麻が増加する傾向が見受けられるので、十分に対応していきたい。 

 

保健医療政策課長 

５ この資料は、厚生労働省が発表している国民医療費に基づいて作成している。医療費

については、一般的には高齢化の問題や病床の数が関連している。１人当たり医療費が

最も高くなっている高知県については、１人当たり病床数が最も多い県でもあると聞い

ている。また、全体の医療費に占める入院の医療費の割合が、高知県では４６パーセン

トに対して、埼玉県では３４パーセントとなることなどもあり、１人当たりで計算する

と、医療費にこうした差が生じるものと考える。 

 

健康長寿課長 

６ 実施率が低いのは人口が多い都道府県であり、大都市圏に共通した特徴といえる。大

都市圏では、現役世代の人口が多いため、仕事などにより特定保健指導を受ける時間が

取りにくいといった理由が考えられる。さらに、本県では、毎日１００万人近くの県民
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が東京都内に通勤しており、都内にある健保組合等の保険者に加入している県民が多い。

これらの保険者は都内の医療機関と特定健診・特定保健指導の契約をすることが多いた

め、配偶者などの被扶養者は、県内の医療機関において受診しづらい環境にあるといっ

たことも理由として挙げられる。また、特定保健指導については、初回面接、動機付け

支援又は積極的支援６か月以後の実績評価が実施されて、初めて実施率にカウントされ

るという制度的なハードルもある。国では、平成３０年度から、実績評価の時期の運用

を弾力化することとしている。今後とも、実施率が向上するよう保険者とともに努めて

いきたい。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月３０日（月）環境部関係） 

 

【説明者】 

宍戸信敏環境部長、森美秀環境部副部長、永島裕久環境部副部長、 

矢島謙司環境政策課長、石塚智弘温暖化対策課長、高柳正行エコタウン環境課長、 

石鍋恵子大気環境課長、田中淑子水環境課長、酒井辰夫産業廃棄物指導課長、 

安藤宏資源循環推進課長、梅本祐子みどり自然課長 

 

【発言】 

美田委員 

１ 行政報告書１２０ページの「（６）放射性物質等への対応」について、東京電力への損

害賠償請求額に係るこれまでの入金額は幾らか。 

２ 行政報告書１２２ページの（１０）の「エ 中小規模事業所の省エネルギー対策の推

進」によると、中小規模事業所が行うＣＯ２排出削減に資する設備導入に対して助成を

したとのことだが、どのような設備が対象になっているのか。また、この事業でどのく

らいのＣＯ２排出削減の効果があったのか。 

３ 行政報告書１３０ページの（８）の「ア 共助による川の再生」について、川の国応

援団の登録団体の５年間の推移はどうなっているのか。 

４ 行政報告書１３２ページの（８）の「エ 綾瀬川・中川水質改善事業」によると、水

質改善が進んでいるということだが、資料１７「河川の水質について」を見ると、私の

地元の中川は、平成２８年度データのとおりほかの河川に比べてもかなり水質が悪い。

どのような対策を行っているのか。 

５ 行政報告書１３１ページの（８）の「イ 浄化槽整備促進」について、生活排水処理

率を１００パーセントにする目標に対し、どのように達成を図るのか。 

６ 行政報告書１３６ページの（３）の「ウ 産業廃棄物処理業等許可件数」によると、

許可件数は平成２５年度までは２，７００件前後であったが、平成２６年度以降は３，

０００件以上に増えている。この理由は何か。 

７ 行政報告書１３６ページの「（５）広域処理対策」によると、環境整備センター埋立事

業について、広域的な廃棄物の埋立処分を実施しているとある。資料２１「産業廃棄物

処理業者数の推移、産業廃棄物処理場の状況」には、環境整備センターの残余容量の表

があるが、埋立て可能年数はおよそ残り何年と見込んでいるのか。 

８ 資料３１「県内の自然エネルギーの活用状況について」によると、メガソーラーの県

内認定件数１７２件に対して稼働件数は１１３件と５９件の差がある。どのような状況

なのか。 

９ 歳入歳出決算事項別明細書説明調書１３９ページの「総務費負担金」に被災地派遣職

員給与費等負担金とあるが、どこに何人の職員を派遣したのか。また、派遣先の業務内

容はどのようなものか。 

10 歳入歳出決算事項別明細書説明調書１５１ページ記載のエコタウン環境課分の収入

未済を生じた理由について、当該債権はどのような補助金の返還金なのか。また、今

後どのように求償を行っていくのか。 

11 歳入歳出決算事項別明細書説明調書１５２ページ記載の産業廃棄物指導課分の収入未

済を生じた理由について、行政代執行費用が回収困難とあるが、今後どのように求償を

行っていくのか。 
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環境政策課長 

１ 平成２９年３月３１日現在で、企業局の水道関係の会計、下水道局の下水道関係の会

計、知事部局及び教育局の一般会計を合わせた埼玉県全体の入金額は４４億１，７０５

万７，２７５円となっている。 

９ 平成２８年４月１日から１年間、福島県生活環境部除染対策課に化学職の職員１名を

派遣した。負担金はその職員の給与等に関する金額が福島県から納付されたものである。

福島県除染対策課での業務であるが、福島県内において管内の市町村に対する汚染され

た土砂等の仮置場の維持管理についての指導や、土砂の積込場の設置等の調整、除染に

関わる手法についての国との調整などに従事していた。 

 

温暖化対策課長 

２ ＣＯ２排出削減に資する設備導入に対する助成は、効率化のための照明の水銀灯から

ＬＥＤ照明への更新や、ボイラーの燃料転換である。例として、重油からＣＯ２排出量

のより少ない都市ガスへ変更することや、省エネ効率が良くなる機種への空調設備の更

新が対象となっている。また、この事業のＣＯ２排出削減の効果については、事業開始

の平成２２年度から平成２８年度までの合計で約３万６，０００トンのＣＯ２排出量が

削減されている。この約３万６，０００トンを世帯数に置き換えると、約１万４，００

０世帯が年間に排出するＣＯ２の量に相当する。県内の市町村では、三芳町や宮代町の

全体の世帯数に匹敵し、いずれかの町の１年間の全世帯が排出するＣＯ２を削減したこ

とになる。 

 

水環境課長 

３ 平成２４年度末が５０４団体、平成２５年度末が５４８団体、平成２６年度末が５８

６団体、平成２７年度末が６００団体、平成２８年度末が６０９団体である。 

４ 平成２８年度の中川の水質測定値には、支川の測定値も含まれている。取組としては、

生活排水対策が重要であると考えているが、主なものとして、下水道への接続促進、単

独処理浄化槽やくみ取り便槽の合併処理浄化槽への転換がある。そのほか、台所で油を

流さないようにする啓発や、水質が悪くなる冬場の対策として冬水通水の要望も行って

いる。 

５ 生活排水処理率１００パーセントの達成については、下水道の整備や合併処理浄化槽

への転換が重要である。合併処理浄化槽への転換については、補助を行っているところ

であるが、個人負担が生じることから進まない面がある。市町村と連携しつつ、広報等

周知に力を入れて転換が進むよう努力していく。 

 

産業廃棄物指導課長 

６ 収集運搬業の許可件数が増加したことによる。廃棄物処理法が改正され、建設廃棄

物の排出事業者が工事を行った下請業者から元請業者に変更された。これにより下請

業者が元請業者の委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合、収集運搬業の許可が必要

となり許可件数が増加した。 

11 これは、平成１８年に県が硫酸ピッチを行政代執行した際の費用である。行政代執行

費用の求償相手である株式会社は休眠状態であり、代表取締役は支払能力が乏しいため

少額しか納付されていない。そこで、本人に係る銀行預金を調査したところ、多数の預

金通帳が見つかり、平成２７年度、平成２８年度に合計約４０万円を回収しているが、

今後も、会社及び本人の資産調査、課税状況調査、法人税申告書等の調査を強化し、差
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押え等の強制徴収を行い債権保全に努めていく。 

 

資源循環推進課長 

７ 環境整備センターの残余容量が約１２０万立方メートル、現在の年間埋立て容量が約

４万２，０００立方メートルであるため、計算上は約３０年の埋立てができることとな

る。ただし、実際の埋立てには地元の了解を得なくてはいけない。平成２７年１１月に

寄居町、同年１２月に小川町と締結した公害防止協定により、平成４３年３月３１日ま

での埋立てが認められているため、あと１４年間の埋立てが可能である。 

 

エコタウン環境課長 

８ 国の認定を受けたが未稼働である。未稼働の中には、転売目的で認定を取得したもの、

太陽光パネル等の資材価格が下落するのを待っているものなども含まれていると考え

ている。今年４月の法改正により、電気事業者との接続契約がなければ認定が下りなく

なり、また過去に認定を受けたものでも接続契約がなければ失効する仕組みができたこ

とから、今後はこの差が解消されるものと考えている。 

10 燃料電池自動車の普及を促進するため、燃料電池自動車を導入した県内の法人や個

人に対して交付した補助金である。昨年度に補助を受けた法人から売却の申請がなさ

れ、交付額の一部返還を条件に期限を定めて承認したが、事業不振により未納付とな

った。債務者からは、納付誓約書と分割納付の計画書が提出されており、今後は、計

画に基づき納付するよう指導していく。 

 

美田委員 

１ メガソーラーの未稼働の案件について、その土地は現状どうなっているのか。荒れ地

などにはなってはいないのか。 

２ 行政代執行費用の回収に向け資産調査を強化していくとのことだが、代表者の収入等

の状況によっては不納欠損になってしまい、結果として回収は不可能になるのではない

か。 

 

エコタウン環境課長 

１ 一般的には、電気事業者との接続契約が終わるまでは開発されることはないと考えて

いる。 

 

産業廃棄物指導課長 

２ 平成２７年度の調査では、銀行口座に定期的に入金があった。代表者に資産がある可

能性を否定できないため、引き続き調査を行っていく。 

 

安藤委員 

１ 行政報告書１３５ページの（３）の「ア 廃棄物不法投棄対策」について、不法投棄

の原状回復指導を行い回復させた件数及び警察と連携した件数はそれぞれ何件か。 

２ 行政報告書１３７ページの（５）の「エ 首都圏廃棄物の広域的な取組」について、

再資源化のために各事業者が努力していると思うが、受入れが認められないという話を

聞いている。受入量の緩和等の要望はないか。 
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産業廃棄物指導課長 

１ ３，０００立方メートルを超える大規模な不法投棄については統計を取っているが、

小規模な不法投棄のうち原状回復されたものの数値は把握していない。また、各案件で

警察と連携した件数についても数値化はしていないが、当課では２名の県警本部職員を

出向で受け入れ、各環境管理事務所には６名の警察ＯＢを非常勤職員として受け入れる

ことで、警察との連携を図っている。 

２ 他県からの建設系廃棄物の受入れについては事前協議を実施しているが、受入れ要望

等の意見は特に出ていない。 

 

吉良委員 

１ 太陽光パネルの普及が順調に進んでいる一方で、田畑あるいは住宅の目の前一面に太

陽光パネルが設置されるなど、新たな景観問題が発生している。この問題に対して、県

はどのように取り組んでいるのか。 

２ 行政報告書１２６ページの（１）の「カ 大気汚染緊急時対策」によると、光化学

スモッグ注意報の発令日数について、平成２８年度は１日と少なかったが、減った理

由は何か。また、近県と比較してどうか。 

３ 行政報告書１２７ページの（１）の「ク 自動車公害監察事業」によると、ビデオ

カメラを２０か所に設置し、１万４，１８１台の調査を行ったとあるが、ビデオで何

が分かるのか。また、改善指導の実績及び効果はどうか。事後確認も重要と考えるが

どのように行っているのか。 

４ 行政報告書１３１ページの（８）の「イ 浄化槽整備促進」によると、生活排水処理

率を１００パーセントとすることを目標とする「埼玉県生活排水処理施設整備構想」を

改定したとあるが、どのように改定したのか。また、約４億円の補助を実施しているが、

取組の進捗状況はどうか。目標・計画どおりに進んでいるのか。 

 

エコタウン環境課長 

１ 太陽光発電設備に関しては、周辺環境への影響や安全面での問題などが指摘されてい

る。そこで、昨年１２月に市町村が太陽光発電設備設置ガイドラインを策定する際のモ

デルを作成し、市町村に配付した。このモデルでは、安全対策、周辺環境への配慮、市

町村長に対する計画書の提出、住民説明会の開催等の規定を盛り込んでいる。それに加

えて、環境管理事務所やエコタウン環境課の職員が現地パトロールを行っている。違法

性の高いものを発見した場合は、国に対して通報するなどしている。 

 

大気環境課長 

２ 平成２８年は、梅雨が長引いた影響や台風、秋雨前線の発達などにより、曇りや雨の

日が多くオキシダント濃度が高くなりにくかったためである。東京都が５日、神奈川県

が６日、千葉県が２日と関東地方の他都県においても、例年より少ない発令日数であっ

た。 

３ 幹線道路にビデオカメラを設置して、撮影したナンバープレートから県条例基準未

対応車を特定している。その上で、所有者に対して規制を守っているかどうかの照会

及び指導を行っている。近県からの流入車両が多い状況である。平成２８年度は、ビ

デオ調査の結果、３１６台に対して改善指導を行った。具体的な確認方法だが、県外

車については現地確認まで行うのは困難なため、事業者から運行計画書や運行管理簿

を提出してもらい、県内を走行しないことの確認を行っている。ディーゼル微粒子捕
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集フィルター、いわゆるＤＰＦを装着した場合については、購入証明書を提出しても

らい確認している。 

 

水環境課長 

４ 整備構想の改定点については、平成３７年度の人口が大幅に減少するとの推計から緩

やかな減少にとどまるとの推計に修正したこと、生活排水処理施設を早期に概成させる

ための取組として浄化槽の整備などの本県の取組を明示したこと、施設の適正な維持管

理及び事業経営の健全化の推進について明示したことの３点である。取組の進捗状況に

ついては、平成２８年度の転換実績は１，１５１基である。県内の浄化槽整備区域には

平成２８年度末で約１０万基弱の単独処理浄化槽が存在し、そのうちの約２万基を平成

３７年度までに転換する必要があると推計している。この実績では足りないことから、

更に転換が進むよう努力していく。 

 

新井委員 

行政報告書１３７ページの「（６）土砂対策」を見ると、平成２８年度の堆積の許可件

数は４５件である。また、資料２３「県内で３，０００平方メートル以上の土砂堆積の場

所と数」を見ると、届出分を含め合計６６件である。私の地元の秩父市田村では、田嶋興

業という業者が無許可で県基準をはるかに超える堆積を行っており、秩父環境管理事務所

に対応いただいている。基準値超過や無許可堆積などについて、条例に基づいて指導・命

令などを行った案件はあるのか。 

 

産業廃棄物指導課長 

無許可堆積については、平成２８年度に東松山環境管理事務所で措置命令を１件行って

いる。条例の規制では、基本的に土砂の堆積の高さは２メートルまでであるが、山間部で

は傾斜地などもあり、多少高いものがある現状である。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書１３２ページの（９）の「イ 異常水質事故対策」について、ここ数年の

件数の推移と特徴はどのようになっているのか。また、どのように対応しているのか。 

２ 行政報告書１３５ページの（３）の「ア 廃棄物不法投棄対策」について、廃棄物の

不法投棄をした会社自体がなくなり、不法投棄された土地所有者が困っているとの話を

聞く。最後は、土地所有者が原状回復をしなくてはいけない状況になる。捜査官などに

より不法投棄をした者を追跡していることは知っているが、そうした対処の一方で、困

っている土地所有者への対応も必要と考える。どのような対応をしているのか。 

３ 行政報告書１３７ページの「（７）ＰＣＢ廃棄物処理の推進」について、県保有ＰＣＢ

廃棄物の保管量は何台か。また、県保有ＰＣＢ廃棄物は、いつまでに処分しなければな

らないのか。 

４ 県内事業所が保管する高濃度ＰＣＢ廃棄物を処理できる施設はどこか。また、各事業

所が処理を行うに当たり、補助制度はあるのか。 

５ 行政報告書１４１ページの（８）の「イ みどりの園庭・校庭促進事業」について、

平成２８年度に制度を広げて推進しているとのことだが、実際に草加市でも芝生化をし

ている小学校がある。芝生化後のメンテナンスについては、保護者や地域で行っている

が、協力者が少なくて大変である。芝は摩耗しても生えるというが、対応しきれていな

いのが現状である。今後のメンテナンスをどのように支援していくのか。 
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水環境課長 

１ ここ５年間はおおむね２１０件から２４０件で推移している。そのうち、油の流出が

５割程度、魚のへい死が２割程度、着色水・濁水の流出が２割程度となっている。対応

は、異常水質事故発生時における危機管理マニュアルに基づいて行っており、河川管理

者や利水の関係者と情報共有及び連携をしながら対応している。その際は、環境管理事

務所が原因調査や原因者への指導、県土整備事務所などの河川管理者がオイルフェンス

の設置や死んだ魚の回収などを行い、被害の拡大を防いでいる。 

 

産業廃棄物指導課長 

２ ３，０００立方メートル以上の廃棄物の山は、平成９年の法律改正時から統計を取り

始めている。過去に積まれた山は、不法投棄をした者の多くが逮捕され、高齢化により

死亡しており解決が難しくなっている。最近は、山が小さいうちに発見して、行為者や

廃棄物を排出した事業者が判明したものは、事業者責任を追及するなどして数件解決し

ている。 

３ 県では、本庁舎及び地域機関等の２２８施設で、ＰＣＢの含まれる変圧器やコンデ

ンサーなどを約１，０００台、蛍光灯安定器等を約３万台保有している。処理の期限

については、国が策定したＰＣＢ廃棄物処理基本計画において、高濃度ＰＣＢ廃棄物

については平成３５年度末まで、低濃度ＰＣＢ廃棄物については平成３８年度末まで

に処分すると決められている。なお、県が保有するＰＣＢ廃棄物については、県保有

ＰＣＢ含有機器処理計画に基づき、平成３４年度末までに処理を完了する予定である。 

４ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分施設は、環境省が特別に設立した株式会社ＪＥＳＣＯの

みとなっている。県内事業所が保管する高濃度ＰＣＢ廃棄物であるコンデンサー・変

圧器は東京都江東区にあるＪＥＳＣＯ東京事業所で、安定器は北海道室蘭市にある同

北海道事業所で、平成２８年度から計画的に処理を進めている。中小企業と個人に対

しては、処理費の補助制度があり、中小企業は費用の７０パーセント、個人は費用の

９５パーセントが助成される。助成のため、ＰＣＢ廃棄物処理基金が設けられており、

国等が総額で５６０億円拠出し、そのうち県は積立額として１５億２，６５８万円を

拠出している。 

 

みどり自然課長 

５ 芝生の維持管理に関する取組は、平成２８年度から新規整備を対象に維持管理の補助

制度を新たに創設した。また、平成２９年度からは、平成２７年度以前の県補助を受け

て行った芝生化についても、維持管理補助の対象とした。このほかにも、生育不良の園

庭・校庭については、県内で１０人いる埼玉県みどりのアドバイザーの派遣や、講習会

を開催するなどして、維持管理の支援に努めていく。 

 

蒲生委員 

１ 産業廃棄物の不法投棄については数件解決したとの説明であったが、瑕疵がないにも

かかわらず土地に廃棄物を捨てられた土地所有者は、撤去に時間がかかって困り果てて

いる。土地所有者だけでは解決は困難であり、放置しておくわけにはいかない。土地所

有者に苦労をかけずに撤去できる対策を何か講じられないのか。 

２ ＰＣＢ廃棄物の処理施設は全国的に数が少ないのか。計画よりもう少し処理を早め

られないのか。 
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産業廃棄物指導課長 

１ 不法投棄で困っている土地所有者がいることは、県としてもしっかり受け止めていく。

土地所有者に全く瑕疵がない事案については、行為者や排出事業者が判明している場合

はそれらの者に撤去をさせているが、行為者が分からない事案については、県、環境産

業振興協会、市町村で作ったけやき積立金を活用して共同撤去するなどの対応を行って

いきたい。 

２ 高濃度ＰＣＢ廃棄物を処理するＪＥＳＣＯの施設は全国に５か所あり、施設ごとに

対象地域を分けて計画的に処理している。そのため、期限までに計画的に処理が完了

する予定となっている。低濃度ＰＣＢ廃棄物については、国が認定した施設で処理す

ることとなっており、現在全国で三十数か所ある。県内にはこの施設はないが、近県

では群馬県や千葉県に施設がある。 

 

大嶋委員 

１ 行政報告書１２２ページの（１０）の「オ ヒートアイランド対策の推進」によると、

住宅街モデルを整備したとあるが、平成２８年度のヒートアイランド対策の取組を教え

てほしい。 

２ 行政報告書１４０ページの（３）の「ア 希少野生生物保護の推進」について、平成

２８年２月にムサシトミヨの生息数が激減しているとの新聞報道があったが、その後、

生息数回復に向け、どのような取組を実施したのか。 

 

温暖化対策課長 

１ ヒートアイランド現象は、土だった場所が開発によりコンクリート化、アスファルト

化され蓄熱し、都市が暑くなることが大きな要因の一つである。コンクリートやアスフ

ァルトをはがすことは難しいので、身近な緑を増やしていくことや校庭・園庭の芝生化

などに取り組んでいる。熊谷スポーツ文化公園をモデルとして、並木や森づくりを行い、

緑を増やすことで、暑さ対策とヒートアイランド対策の双方を進める事業を行っている。

また、エアコンや自動車からの人工排熱もヒートアイランドの大きな要因となるため、

事業所や家庭のエアコンの高効率化や燃費の良い次世代自動車への買換えを進めてい

る。 

 

みどり自然課長 

２ 平成２８年度の取組として、熊谷市ムサシトミヨ保護センターの屋内水槽で約３，０

００匹を飼育して保護・増殖した結果、約１万４，０００匹を取り上げている。また、

ここから熊谷市の小中学校や日本動物園水族館協会に加入する水族館等へ分譲した個

体を繁殖させている。さらに、ムサシトミヨの外敵となるアメリカザリガニ等の水生生

物の駆除も継続して行っている。 

 

大嶋委員 

１ 県独自のヒートアイランドの分析を行っているか。 

２ ムサシトミヨの保護・増殖について、保護センターにおいても原因不明の減少があっ

たと聞いているが、課題はなかったのか。 

 

温暖化対策課長 

１ 気象庁とは別に、県の環境科学国際センターにおいても県内にいくつか定点を設けて
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気温計測を行っている。しかし、その計測を使ってヒートアイランドの分析はしていな

い。ただし、例えば、男性の日傘の啓発の取組など、個々の事業については環境科学国

際センターにおいてその効果を検証している。 

 

みどり自然課長 

２ 保護センター１か所のみでの保護・増殖ではリスクがあることから、リスク分散のた

め、ムサシトミヨ保護センターから親候補魚３０匹程度をさいたま水族館へ分譲し、飼

育を実施する予定である。 

 

日下部委員 

１ 行政報告書１２２ページの（１０）の「オ ヒートアイランド対策の推進」によると、

ヒートアイランド対策の住宅街モデル事業で１件助成したとあるが、事業者名と金額を

教えて欲しい。 

２ 行政報告書１２３ページの（１０）の「キ 住宅の低炭素化の促進」について、住

宅用省エネ設備の導入補助の総額は幾らか。また、削減されたＣＯ２は何トンか。 

３ 行政報告書１２３ページの「（１１）埼玉エコタウンプロジェクトの推進」については、

平成２４年度から実施しているものであるが、合計で幾ら費用がかかっているか。また、

この事業の費用対効果は何をもって確認しているのか。 

４ 行政報告書１３２ページの（８）の「ウ 水質監視事業」にあるＢＯＤ環境基準達成

率の推移及びアユがすめる水質の河川の割合の推移のグラフを見ると、平成２８年度の

ＢＯＤ環境基準達成率が上がった一方で、アユがすめる水質の河川の割合は下がってい

るが、これはなぜか。 

 

温暖化対策課長 

１ 対象地域は白岡市内に整備した住宅街で、事業者は株式会社中央住宅、いわゆるポラ

スである。交付確定額は２，２７１万６，０００円である。 

 

エコタウン環境課長 

２ 個別の件数はエネファーム３６８件、太陽熱２件、蓄電池４１６件、電気自動車等

から住宅に電力を供給する装置、いわゆるＶ２Ｈ１件、総額５，３５８万１，０００

円余りである。削減したＣＯ２については、代表的な補助対象設備であるエネファーム

では、３６８件で年間４７８トンと推計している。 

３ 埼玉エコタウンプロジェクトは平成２４年度から平成２６年度までに実施したもので

ある。その補助対象戸数は本庄市・東松山市を合わせて３８７戸、総事業費は３億６，

６１８万９，０００円である。費用対効果については、実測値に基づいて算定すること

で把握した。算定方法については、太陽光発電で生み出したエネルギーと省エネ改修で

生み出したエネルギーを電力使用量に換算し、金額を算出した。 

 

水環境課長 

４ ＢＯＤ環境基準は、河川ごとに基準値が定められている。例えば、荒川の上流部では

１リットル当たり１ミリグラム以下、下流の笹目橋部では１リットル当たり５ミリグラ

ム以下となっており、これにより達成を判断する。一方で、アユがすめる水質の河川の

割合は、年度平均値が１リットル当たり３ミリグラム以下という一律の基準で評価をし

ている。なお、平成２８年度にアユがすめる水質の河川の割合が８２パーセントに下が
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ったことについては、冬に雨が少なく冬場の水質が悪化したことによると考えている。

特に県南部の河川で達成ができなかった。 

 

宮崎委員 

１ 行政報告書１３８ページの（２）の「オ 鳥獣の保護管理」について、カワウによる

川魚等の被害が大きくなっているが、関東カワウ広域管理指針に基づく一斉調査とは何

か。また、調査結果や他県と連携した対策の方向性はどうか。 

２ イノシシやニホンジカによる農作物・人的被害が発生しているが、それらの生息数を

把握しているか。県境を越えて移動しているので把握は難しいとは思うが、適正な生息

数とのバランスを踏まえたこれまでの捕獲等の対策の成果、推移はどうなっているか。 

３ 行政報告書１３９ページの（２）の「カ 狩猟免許試験、適性検査・講習等の実施」

及び「キ 『森の番人』の育成」について、ハンター育成・確保の取組を伺いたい。 

 

みどり自然課長 

１ 県は関東カワウ広域管理指針に基づき埼玉県カワウ対策計画を作成し、生息数調査を

１０か所で実施している。１，６０５羽が生息しており、生息数を管理するため、コロ

ニーを森林公園１か所に限定する対策を取っている。また、短期的施策としてカワウが

降りられないようにするためテグスやビニールひも張りなどを行うこととしている。長

期的施策では、笹伏せなどを行いカワウが川の中の魚を捕食しにくい環境を整えること

としている。 

２ ニホンジカの生息数については約１万頭と推定している。ニホンジカは毎年２０パー

セント増えるとされているため、毎年約３，０００頭を捕獲することにより現在の半数

程度に減らすことを目標としている。平成２８年度は、狩猟、有害鳥獣捕獲及び県主体

の管理捕獲の３つの手法で３，００２頭を捕獲している。今後も年間３，０００頭以上

を捕獲していく。イノシシの生息数については、調査する方法が全国的にも確立してお

らず、埼玉県でも調査・推定はできていない。対策としては、イノシシについても狩猟

と有害鳥獣捕獲があるが、農林業被害が大きいので有害鳥獣捕獲を促進するような仕組

みを作っている。平成２８年度は、狩猟と有害鳥獣捕獲で１，９１３頭を捕獲している。 

３ 狩猟者を増やすため、狩猟免許試験の事前講習会を無料で年６回行っている。正しい

知識を身に付けてもらうと同時に、合格率の向上を図っている。試験そのものは土日を

含めて年４回実施している。また、わな免許取得後３年以内の方を対象とするペーパー

ハンター研修を行い、これまで狩猟に出ることのなかった人が、狩猟に出るよう促して

いる。 

 

宮崎委員 

今後もニホンジカ等の必要な捕獲を実行できる体制を維持するために、高齢化対策とし

て若い狩猟者を育成するなど将来を見通した取組があれば伺いたい。 

 

みどり自然課長 

 狩猟者は約３分の２が６０歳以上の高齢者であるが、先ほど説明した講習会や研修会な

どの取組により、試験受験者には若い人が増えている。平成２８年度の狩猟試験実施時の

アンケートでは、２０歳台から４０歳台の人が約６０パーセントを占めている。引き続き

現在の取組を行っていく。また、ニホンジカの年間３，０００頭捕獲については、狩猟や

有害鳥獣捕獲と合わせ、専門の狩猟事業者に委託して県の管理捕獲を行い、通常の狩猟者



 

- 76 - 

では困難な高標高地域での捕獲を行っているが、今後もこうした取組で目標捕獲数を達成

するよう努めていく。 

 

前原委員 

１ 行政報告書１３０ページの「（６）騒音・振動・悪臭防止対策」及び資料２９「航空自

衛隊入間基地及びアメリカ空軍横田飛行場周辺の騒音調査結果」について、平成２８年

度の測定結果をどのように分析するのか。特に、前年度より騒音発生回数が増加してい

る入間基地北側の柏原小学校、横田基地北側の金子小学校及び飯能南高校の３測定地点

についてどのように分析するのか。 

２ 県内では、自衛隊機、米軍機が約３０市町村の上空を飛行している。このため、両基

地周辺に県が１２か所設置している航空機騒音常時観測地点を増やすべきと考えるが、

どのように考えるか。 

３ 行政報告書１３０ページの「（８）ふるさとの川再生戦略の推進」によると、川の国応

援団の登録団体が６０９団体に対し、資機材提供や貸出しの支援件数は１７０件である。

この差は何か。 

４ 川の再生交流会の参加者が４００人、地元団体が企画運営して開催する川の再生地域

交流会の参加者が１４０人とあるが、これらの交流会で出された意見を伺いたい。また、

意見に対する県の対応はどうか。 

５ 大谷川源流の会が、クリーン大作戦や魚類調査などを行っている。こうした団体の活

動を把握しているのか。また、どう評価しているのか。 

６ 資料３３「有害鳥獣対策について」について、以前、神川町でイノシシによる人身被

害があったが、そのような被害は昨年度あったのか。また、野生鳥獣による人身被害に

対する補償の仕組みはあるのか。 

７ 行政報告書１４３ページの「（１０）くぬぎ山地区の自然再生」について、活動のため

の経費の一部を助成したとあるが十分なのか。また、高齢化してなかなかボランティア

活動も難しくなっていると聞いているが、県はどのように把握しているのか。 

８ 行政報告書１４３ページの「（１２）緑のトラスト運動の推進等」について、トラスト

保全第１４号地として「藤久保の平地林」が決定されたが、平成２８年度の自然環境調

査の結果はどうだったのか。また、トラスト保全地を決定するに当たって、地権者の意

見は聞いたのか。さらに、今後の維持管理は県が募集するボランティアが行うようだが、

現在この地で活動している「みよしグリーンサポート隊」の活動は、これまでどおり行

えるのか。 

 

水環境課長 

１ 騒音の発生状況は例年どおりと考える。入間基地北側では、それまでの観測点であっ

た柏原幼稚園の閉鎖に伴い、平成２７年６月に観測点を柏原小学校に移設した。このた

め、平成２７年度の柏原小学校における測定は、通常より２か月半短くなり、平成２８

年度の騒音発生回数が増加したように見えるものである。次に、横田基地北側の金子小

学校及び飯能南高校では、平成２７年度に両測定地点とも鳥害・落雷による欠測が生じ

たため、平成２８年度が増加したように見えるものである。こうした事情を鑑みると、

騒音レベルは、長期的にはおおむね低下傾向、騒音発生回数も減少傾向にあると考える。 

２ 現行の１２か所の測定箇所は、入間基地及び横田基地の航空機の飛行経路下に設置し

ており、航空機の騒音測定地点の数は十分と考えている。今後も騒音測定の継続に努め、

その結果を踏まえた適切な要望をしていきたい。 
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３ 支援件数が１７０件と少なかったのは、８月は悪天候でイベントの中止があったため

である。平成２９年度は、８月末で２３０件を超えている。また、支援においては、ラ

イフジャケットの貸出しや水質調査キットの提供を行っているが、こうした物資を全て

の団体が利用しているわけではないので、団体数と支援件数には差が生じる。 

４ 平成２８年度の川の再生交流会では、各団体の取組内容のポスターが掲示されている

にもかかわらず、ポスター内容の発表の時間がなかったという意見があった。このため、

平成２９年度はポスターセッションの時間を取り、各団体が取組内容を説明できるよう

にする。また、川の再生地域交流会では、流域別の協議会がほしいとの意見があったの

で、平成２８年度の川の再生交流会の分科会は流域ごとに行った。 

５ 大谷川源流の会は川の国応援団に登録されていない。登録団体には、活動状況の報告

を依頼し、地域単位でまとめ、情報交流に役立つようにしている。 

 

みどり自然課長 

６ 平成２８年度は、イノシシによる人身被害は発生していない。環境省では野生鳥獣は

無主物であるとしており、無主物による被害に対し行政が直接補償する制度は全国でも

ない。 

７ くぬぎ山地区では、ボランティア団体４団体が活動しており、その保全活動費を補助

している。申請額に基づいた額を補助しており、十分な額だと考えている。また、高齢

化などの懸念については、活動団体の方と意見交換しながら引き続き把握していきたい。 

８ 自然環境調査の結果、キンランなどの希少植物を確認している。これらの希少種を残

す形で散策路などの整備をしていく予定である。また、トラスト保全地の決定は、各市

町村に照会した結果を基に決定している。その際、地元市町村が地権者に意向を確認し

ているが、何か問題があるとの報告は上がってきていない。１４号地を維持管理するの

は、さいたま緑のトラスト協会が中心となるが、実際に保全活動を行うボランティアに

ついては、今後説明会を行う予定である。みよしグリーンサポート隊についても、この

説明会に来てもらうことになっており、引き続き県のボランティアとして活動していた

だく予定である。 

 

前原委員 

藤久保の平地林について、貴重な自然を残す形で歩道などを整備していくとのことだっ

たが、住民説明会などで意見聴取しているのか。また、今後も実施してほしいがどうか。 

 

みどり自然課長 

１４号地の用地取得や整備工事などについては、三芳町と協力して行っている。現在活

動しているボランティアの皆様に引き続き県のボランティアとして活動してもらう中で、

意見を聴きながら進めていきたい。 

 

高橋委員 

 行政報告書１４５ページの「（１４）都市の緑化対策」によると、屋上、壁面、駐車場

の緑化を推進しているとのことだが、今、壁面緑化は技術も進んでおり、芸術的なものが

できるようになった。県でも特に進めていくべきと考えるが、平成２８年度の補助で支援

したところはあるのか。また、市町村ではどうか。 
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みどり自然課長 

 平成２８年度については、民間施設での壁面緑化への補助はなかったが、市町村に対し

２件の補助を行った。また、これまでに優良な壁面緑化を行った施設については、ほかの

事業所に優良事例として紹介している。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月３０日（月）県民生活部関係） 

 

【説明者】 

稲葉尚子県民生活部長、杉野勝也県民生活部副部長、中川典之県民生活部副部長、 

山野均スポーツ局長、細野正広聴広報課長、影沢政司共助社会づくり課長、 

木村勇人権推進課長、秋葉直明県政情報センター所長、横内ゆり文化振興課長、 

島田邦弘国際課長、岩崎寿美子青少年課長、依田英樹スポーツ振興課長、 

都丸久ラグビーワールドカップ２０１９大会課長、 

斎藤勇一オリンピック・パラリンピック課長、堀光美知子男女共同参画課長、 

田中誠消費生活課長、風上正樹防犯・交通安全課長 

 

【発言】 

新井委員 

１ 本県の都道府県の魅力度ランキングは、昨年の３９位から今年は４４位に低下する残

念な結果になった。本県の魅力発信に係る広報を、どのような心掛けで行っているのか。 

２ 行政報告書７６ページの「（６）アクティブシニアの社会参加支援」の事業について、

具体的にどのようなことを行ったのか。また、平成２９年度は、どのような取組を実施

しているのか。 

３ 行政報告書７６ページの（１）の「ア 人権啓発事業」によると、人権施策の推進の

人権週間イベント「ヒューマンスクウェア」を開催したとあるが、内容と成果について

伺いたい。 

４ 行政報告書７７ページの（１）の「イ 情報公開審査会への諮問」について、情報公

開審査会とはどのような機関なのか。また、どのような役割を果たしているのか。 

５ 行政報告書７８ページの（１）の「ア 埼玉県文化振興基金の充実及び活用」につい

て、県民にしっかりと活用してもらうために、どのような工夫をしているのか。 

６ 行政報告書８１ページの（２）の「エ 埼玉・アジアプロジェクト推進事業」のうち、

「埼玉・セブものづくり人材育成事業」の詳細について教えてほしい。 

７ 行政報告書８４ページの「（６）青少年非行防止対策の推進」について、青少年の非

行の現状と東松山市における事件後にどのような取組を実施したか伺う。  

８ 行政報告書８７ページの（１）の「キ 競技力の向上」のうち、埼玉県ジュニアアス

リート発掘育成事業については、どのような育成プログラムを行ったのか。また、今年

度はどのように取り組んでいるのか。 

９ 彩の国プラチナキッズの認定について、実際に競技力の向上につながっているのか。 

10 ラグビーワールドカップ２０１９の開催準備のうち、行政報告書８９ページの（２）

の「イ イベントへの出展等によるＰＲ活動」ではどのような成果があったのか。また、

結果を踏まえ今年度はどのように取り組んでいるのか。 

11 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会について、行政報告書９１ペー

ジの「（３）キャンプ誘致」は具体的にどのような取組を行ったのか。寄居町のことも

含めて成果を教えてほしい。 

12 行政報告書９３ページの（４）の「オ ＤＶ被害母子への心のケアと自立支援」につ

いて、子供はどのような状況なのか。また、心理教育プログラムを実施したとあるが、

内容と効果を伺う。 

13 行政報告書９５ページの「（４）相談・苦情処理体制の充実」の表を見ると、平成２
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８年度の消費生活に関する相談・苦情受付件数は１万４，３９７件となっているが、ど

のような対応を行ったのか。 

14 行政報告書９９ページの「（２）事業者等との連携による防犯活動の推進」について、

事業者と防犯協定を再締結したという新聞報道があったが、どのような締結内容か教え

てほしい。 

 

広聴広報課長 

１ 魅力度ランキングの結果については、謙虚に受け止めたい。県民は属性やライフスタ

イルによって、主として利用するメディアが異なっている。そのため、本県は、一つの

メディアだけではなく、広報紙、テレビ、ラジオ、ホームページ、ＳＮＳ、スマホアプ

リなど各種メディアを複合的に組み合わせた広報を行っている。一方で、様々なアイデ

アによる広報も必要と考えており、例えば、漫画で埼玉県の魅力を知ってもらう取組と

して、「埼玉県のひみつ」を発行し、県内各小学校の３年生から５年生のクラスに配布

した。また、官民連携の取組として運営している「彩の国さいたま魅力づくり推進協議

会」において、宣伝冊子である「埼玉ブレイク」を年３回、各３万部発行している。こ

のほか、いわゆるインフルエンサーである「特命観光大使」及び「埼玉応援団」の活用

により、本県の魅力をＰＲしている。こうした工夫が、今後、埼玉県の魅力を内外に広

く知ってもらう方法ではないかと考えている。 

 

共助社会づくり課長 

２ 市町村への補助事業では、７市町に補助を行った。実績の例としては、蕨市はＮＰＯ

活動を実践している清水国明氏の講演会を開催し、約６００人が参加した。その後の市

民活動団体の体験会には６５人が参加し、うち３２人が活動を始めた。また、東松山市

は就労の分野でシニア向け就職説明会を行い、出席者１１３人うち１３人の就労につな

げた。さらに、シニアボランティア養成事業では、読み聞かせや緑のサポーターなどテ

ーマ別の講座などを３３回開催し、１，９１２人が参加した。平成２９年度は、それら

の事業を継続するとともに、地域活動に興味のない層に対する広報戦略として「地域デ

ビュー楽しみ隊」を結成した。総監督に市村正親氏、隊長に林家たい平氏を起用し、公

募などで県民から選ばれた総勢３０人の隊員たちが、各地域で興味に応じて地域活動を

実践し、その楽しさや地域デビューのノウハウを発信しているところである。こうした、

地域デビューのきっかけづくりの場の提供と広報発信事業の両輪により、シニアの地域

デビューを推進していく。 

 

人権推進課長 

３ 「ヒューマンスクウェア」は、幅広い県民の方に参加していただき、同和問題をはじ

めとした人権問題に対する理解を深め、人権意識の高揚を図る目的で開催している。大

型商業施設のオープンスペースに特設ステージを設け、著名人による人権に関するトー

クショーを行うとともに、その周辺に人権啓発パネルやポスターなどを展示し、人権問

題を構えず身近に考えてもらえるよう工夫した。昨年度の参加者数は７００人である。

参加者アンケートの結果によると、ターゲットとしていた４０歳以下の子育て世代や若

年層の割合が、参加者全体の約７割を占めていた。また、９割以上の方が「人権問題に

ついて関心や理解が深まった」と回答していた。この結果から、若年層の方に、人権に

ついて考えるきっかけを提供できたのではないかと思っている。 
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県政情報センター所長 

４ 情報公開審査会は、情報公開条例に基づく機関である。公文書開示請求を受けた実施

機関は、一部不開示を含めた不開示決定を行うことがある。こうした不開示決定等の処

分を行った実施機関が、開示請求者から不服申立てを受けた際に、情報公開審査会に諮

問を行う。情報公開審査会は、第三者的立場から当該決定の妥当性について調査審議を

行い、その結果を答申書としてまとめ、実施機関に答申している。なお、審査会委員に

は、優れた識見を持ち、公正な判断ができる者として、大学教授・准教授と弁護士を選

任している。 

 

文化振興課長 

５ 文化振興基金事業の中心は、３つの助成メニューによる、県民の文化活動への多様・

多面的なサポートである。メニューは、アマチュア文化団体が日頃の文化活動の成果を

発表するときに会場費等の経費を助成する「成果発表サポート」、伝統芸能の保存団体

の舞の衣装やお面などの用具購入や修理を助成する「伝統芸能サポート」、子供や若者

が文化事業に触れる機会を提供する「子ども若者未来サポート」である。こうした助成

制度が効果的に活用されるためには、県民に広く知ってもらうことが非常に大切である。

そのため、市町村や文化団体連合会所属文化団体、無形民俗文化財の保存団体にチラシ

などを配布し、丁寧に対応しながら、制度の周知を図っている。また、「アーティスト・

ボランティア・コンサート」では、音楽ボランティアの方が、病気などでコンサートに

出掛けられない方がいる社会施設や病院に直接出向いて、生の演奏を聴いてもらってい

る。さらに、県民に良質な文化を提供する事業として、「県民の日コンサート」、「童

謡コンサート」、地域の伝統芸能を観ていただく「伝統芸能フェスティバル」も行って

いる。今後も県民の声を聴きながら、文化活動の充実を図っていきたい。 

 

国際課長 

６ フィリピンには約１億人の人口がいるが、他のアセアン諸国と比較して製造業の発展

が遅れており、製造業を支える人材の育成が課題である。一方で同国は、英語の通じる

人材が多く、人口構成も若いため、県内企業の今後の投資先として注目されている。そ

こで、ＪＩＣＡの資金を活用し、フィリピンの工科系大学で日本企業の経営改善手法や、

ものづくりの理念、現場の哲学などのノウハウを伝えているものである。 

 

青少年課長 

７ 平成２８年中に検挙あるいは深夜はいかい等の不良行為で補導された少年数は減少し

ているものの、昨年８月には東松山市内で痛ましい事件が発生するなど、青少年非行の

現状は厳しい状況にあると認識している。課題は２つあり、１つ目は、不良行為の６割

を占める深夜はいかいの防止である。深夜はいかいは、事件・事故に巻き込まれるおそ

れや、非行につながるおそれがあることから、対策は重要である。そこで、今年度から、

地域住民と連携し、東松山市など１２市町において、少年に積極的な声掛けを行う非行

防止夜間パトロールを実施している。２つ目は、刑法犯少年のうち、検挙される再犯者

の割合が４２．４パーセントと高いことである。少年の再犯を防止するため、今年度か

ら、企業や団体等の協力を得て、清掃などのボランティア活動、就労体験、学び直し支

援の機会を提供する事業を実施している。信頼できる大人との出会いを通じて、自分の

将来に対する気付きを与え、社会とのつながりを自覚させるなど、非行少年等の立ち直

りを支援していく。こうした取組により、東松山市内における事件のようなことを二度
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と繰り返さないよう、非行防止対策を推進していく。 

 

スポーツ振興課長 

８ 埼玉県ジュニアアスリート発掘育成事業は、４つのプログラムから成り立っている。

１つ目は能力開発、２つ目は競技体験、３つ目はスポーツ医・科学プログラム、４つ目

は保護者サポートである。特に能力開発については、身体能力の開発を目的としたプロ

グラム及び競技における技能の指導を中心としている。競技体験については、経験する

ことの少ない競技の体験をしてもらい、新たな可能性を発見することを目的としている。

今年度も、これまでと同様のプログラムを実施しており、子供の頃に将来のモデルとな

るような一流の選手に触れ合うことが重要であるとの考えから、重量挙げ種目でリオ五

輪銅メダリストである三宅宏実選手を招き、直接触れ合いながら競技体験をしてもらう

などの取組を行った。 

９ 身体特性などを踏まえて、近代三種、トライアスロン、スケルトン、フェンシングと

いった、通常の小中学生では触れることの少ない競技の選手が発掘されてきている。例

えば、スケルトンではユースオリンピックに出場したり、フェンシングも国際大会に出

場するなど、新たな人材が育っている。 

 

ラグビーワールドカップ２０１９大会課長 

10 平成２８年度は、スポーツ関連イベントや数万人規模の集客イベントなどの２２か所

で、ラグビーワールドカップのＰＲ映像の放映や啓発品の配布を行った。これにより、

ラグビーに関心の低い子供、女性、ファミリー層に広くＰＲができたと考えている。今

年度は、全県的に周知するため、県内のバス会社に２，０００枚、県内のタクシー業者

に５，０００枚のＰＲステッカーを配布した。さらに、ラグビー振興議員連盟を通じて、

一般車用のＰＲステッカーを配布した。また、日本代表戦のパブリックビューイングに

ついては、昨年度は熊谷のみで行っていたが、今年度は越谷レイクタウンやさいたま新

都心のコクーンなどで開催する。今後の取組としては、ラッピングバスを県内で運行し、

広くＰＲしたいと考えている。 

 

オリンピック・パラリンピック課長 

11 本県は、交通網が発達しており、優れたスポーツ施設も多く立地しているなど、キャ

ンプに適した条件がそろっている。こうした強みをアピールするために、平成２９年２

月に中南米、８月にアセアンの大使を招待して、県内の施設を御覧いただいた。また、

知事をはじめ誘致を希望する市長、町長によるトップセールスを行ったところである。

さらに、各国オリンピック委員会が集まる国際大会でのＰＲなど、あらゆる機会を捉え

て誘致活動を行ってきた。その成果として、これまで２２か国が県内を視察し、事前キ

ャンプの決定につながったのが、ブータン、オランダ、ブラジル、イタリア、ミャンマ

ーの５か国である。このほか、交渉過程の国も幾つかある。一つでも多くのキャンプが

実現するよう、今後も取り組んでいく。 

 

男女共同参画課長 

12 ＤＶは配偶者間での暴力であるが、子供も身体的虐待や心理的虐待を受けている場合

がある。また、直接的な虐待がなくとも、ＤＶを目撃したことで心に深い傷を負う、い

わゆる面前ＤＶによる影響がある。子供が心身に影響を受けた結果として、自分の感情

が分からなくなる、暴力で物事を解決しようとするなどの状況が見られる。そこで、県



 

- 83 - 

では、母子が別々のグループで暴力について学ぶ心理教育プログラムを実施している。

子供については、人形劇や遊びを通じて、対等なコミュニケ―ションの取り方や、自分

の感情をコントロールすることなどを学ぶ。その結果、受講した子供には、学校で落ち

着いてきた、自分の気持ちを言葉で表せるようになった、暴力を振るうのを我慢できる

ようになったなどの効果が見られる。 

 

消費生活課長 

13 １万４，３９７件のうち、問合せ等の１，０７５件を除いた相談件数は、１万３，３

２２件である。そのうち、多くの相談者は、県が助言することによって自主的な解決を

図ることが多く、その件数は、８，６５３件であった。また、相談者と事業者との情報

の質・量及び交渉力の格差から必要と判断した場合には、県が事業者との間であっせん

を行っており、その件数は１，６５２件であった。なお、あっせんのうち、解決したも

のが１，４５１件、不調だったものが２０１件であった。その他、専門機関を紹介した

り、一般的な情報提供を行うこともあり、その件数は合計で３，０１７件であった。 

 

防犯・交通安全課長 

14 県内で活動する団体・企業、県、県警察とで「防犯のまちづくりに関する協定」を平

成１６年に締結し、防犯活動に御協力いただいてきた。締結から１２年が経過し、団体・

企業の役員及び職員が入れ替わっていること、一部では協定自体の形骸化が危惧された

ことから、今回再締結を実施した。従前の協定では、防犯のまちづくりの推進のための

広報啓発活動への協力、犯罪や不審者を見掛けた際の警察への通報、子供・高齢者等の

要保護者を発見した際の警察や関係機関への通報、子供や病人など要保護者の安全確保

のために事務所をセーフティステーションとするなどの活動を実施していた。新たな協

定では、防犯のまちづくり宣言書を各企業に提出してもらう取組を加えた。例えば、銀

行には振り込め詐欺の撲滅のための積極的な声掛けなどを宣言いただき、重点的な取組

内容を明確にした。そのほかには、これまで、安全・安心のまちづくりに関する内容で

あった防犯ステッカーをリニューアルし、車両用は「犯罪警戒１１０番通報実施中」、

事務所用は「こども１１０番の家」と具体的な内容にして、誰にでも分かりやすいもの

とした。 

 

新井委員 

 「埼玉・セブものづくり人材育成事業」について、県の費用負担はどうなっているのか。

また、県は事業にどのように関わっているのか。 

 

国際課長 

 事業は３年を１期とし、ＪＩＣＡから６，０００万円の資金を得て実施している。県は

事務局として、県内大学や県内企業の有識者を講師として現地に派遣し、講義を実施して

いる。また、講義を受けた中で優秀な現地学生を県に受け入れ、ものづくり現場を体験し

てもらう実践的研修も実施している。 

 

田並委員 

１ 行政報告書７６ページの（１）の「イ 同和問題の解決」について、県内、特に県北

の市町村で温度差があると感じられてならない。県内全市町村の協力を得られているの

か。 
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２ 行政報告書８８ページの（１）の「イ 部会の設置、開催」について、ラグビーワー

ルドカップの輸送交通部会、施設整備部会では、どのような調査・審議がなされ、どの

ように反映されているのか。 

３ 行政報告書８９ページの（２）の「ウ 埼玉ラグビーアンバサダーによる広報活動」

について、どのような効果があり、今後に生かされていくのか。 

 

人権推進課長 

１ 平成２４年３月に改定した埼玉県人権施策推進指針には、市町村と連携・協力して、

効果的な啓発活動に取り組むよう定められている。そのため、年度当初には市町村と県

の連携を図るための連絡会議を開催して、県の取組や市町村への支援などの説明及び県

事業への協力要請を行っている。各市町村においては、人権に関わる広報や研修会等を

開催し、人権啓発活動を実施している。各市町村は、県の指針に基づいて啓発事業を実

施しており、市町村の協力は得られていると考えている。 

 

ラグビーワールドカップ２０１９大会課長 

２ 輸送交通部会は、平成２８年度に３回開催し、輸送計画の策定スケジュール、計画の

素案の作成、パークアンドライドの試行、警察との連携による国道１７号バイパスの信

号調整などを部会で検討し、実施した。それらを踏まえ、今年度は、観客輸送の基本計

画を策定したいと考えている。施設整備部会についても３回開催し、ラグビー場改修の

概要とともに、暑さ対策も検討した。その結果、公園内の並木道を整備することとし、

今年度予算措置の上、整備に着手したところである。また、今年度は、おもてなしエリ

アの運営基本計画を策定する予定である。 

３ 埼玉ラグビーアンバサダーであるが、３人とも元日本代表選手で情報発信力があり、

専門的な解説もできることから、いろいろなイベント会場で活躍いただいている。中で

も、平成２９年５月１０日に熊谷市役所で行われた予選プール組分け抽選会のパブリッ

クビューイングでは、専門的な解説を頂いたところである。民間企業にも紹介し、埼玉

縣信用金庫のさいしんビジネスフェアでは、堀越氏にトークショーをしていただいた。

また、来る１１月２日には、試合日程発表会のパブリックビューイングがあり、堀越氏

に専門的な解説をしていただく予定である。 

 

田並委員 

 人権施策の推進について再質問する。県北の深谷市、本庄市、上里町については、同和

問題の解決に向けた取組がちょっと遅れていると感じている。国の予算措置がない中で、

県が各市町に指示を行うのは困難だとは思うが、埼玉県人権施策推進指針には、市町村と

連携を取ってしっかりやっていくと明記されている。県からやるべきことを指示できない

ものなのか。 

 

人権推進課長 

 深谷市や児玉郡市の市町が、平成２３年度に同和行政の今後の方針について表明してい

ることは承知している。主な変更内容は、同和問題に関する民間運動団体との話合いや、

運動団体主催の研修会への参加などの対応を一切行わない等と伺っている。その後、県と

しては、この表明した市町に対し、今後とも同和問題を人権問題の一つと捉え、教育及び

啓発活動は継続していくことを確認している。なお、毎年度、この地域の市町における啓

発事業の実施状況を確認しているが、人権問題に関する講演会、セミナー、人権に関する
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研修会などは、毎年度開催されている。また、平成２８年１２月に制定された部落差別解

消推進法の「地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ

た施策を講ずるよう努めるものとする」との規定から、どのように施策を進めるかは市町

村の判断によるものと考えている。県から市町村への指示はできないことを御理解いただ

きたい。 

 

安藤委員 

１ 行政報告書８３ページの（４）の「イ 『埼玉発世界行き』奨学金の支給」について、

奨学生の進路を具体的に教えてほしい。 

２ 行政報告書９２ページの（２）の「ウ 様々な課題を抱えた女性のチャレンジ支援」

で就職した人数や事例があれば教えてほしい。また、産業労働部とどのように連携して

いるのか。 

３ 行政報告書９３ページの「（５）婦人保護事業の実施」について、婦人相談センター

の一時保護に当たり、男子高校生の場合の対応は、どのようになっているのか。また、

そうした相談はあったか。あった場合はどのように対応したのか。 

 

国際課長 

１ 国際的な機関の国連大学サステイナビリティ高等研究所やアジア開発銀行研究所に勤

務しているほか、海外で働いている人もおり、ハーバード大学医学部附属マサチューセ

ッツ総合病院やゴールドマン・サックスなどのグローバルな企業にも勤務している。県

内就職率は１２パーセントであったが、調査をした平成２７年度当時はまだ留学中の学

生も多かった。今後調査をして奨学生の進路を把握していきたい。 

 

男女共同参画課長 

２ この事業は、経済的に困難を抱えている女性や若年女性無業者で、心に不安を抱えて

いる方や精神的にサポートが必要な方を対象にしている。すぐに就職活動できる状況に

ない方が多いため、就職人数は把握していない。事業を通じて、就職活動ができるよう

になった方は、同じＷｉｔｈ Ｙｏｕ さいたまの施設内にある、産業労働部の女性キ

ャリアセンターにつなぎ、就職支援を行っているところである。 

３ 男子高校生は婦人相談センターに入所はできないが、相談は受けている。一時保護が

必要な場合は、婦人相談センターが一時保護業務を委託している民間シェルターに保護

することで、子供が男子高校生の場合も家族と別れずに過ごせるように自立支援を行っ

ている。 

 

安藤委員 

 婦人相談センターに相談した際、子供が男子高校生であると伝えただけで、対応が困難

と言われて断られた事例がある。民間シェルターなど次のステップは何も示されなかった。

断るのは簡単である。本当に困っている人たちをどう助けるかという、次のステップを真

剣に考えることを徹底してもらいたいが、どう考えるか。 

 

男女共同参画課長 

 そのような事例があったことについて申し訳なく思う。担当者によって対応が異なるこ

とがないよう、相談員、市町村、警察などＤＶ被害者支援に携わる関係者への研修で徹底

していきたい。被害者に寄り添った支援を行っていきたい。 
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山根委員 

１ 行政報告書６９ページの（１）の「イ 県政サポーター」について、登録者数は何人

か。 

２ ４０代のサポーターが多いと昨年度の決算特別委員会で聞いたが、直近の状況ではど

うか。 

３ 平成２８年度は２１回アンケートを実施したとのことだが、回答率はどうだったか。 

４ １年間アンケートへの回答がない方には、本人の意向を確認した上で辞めていただい

ていると昨年度の決算特別委員会で聞いたが、何人を入れ替えたのか。 

５ 資料２３「ＬＧＢＴに関する啓発について」によると、平成２８年度は、ＬＧＢＴの

内容を含む講習、研修を１５１回開催しているとある。対象者の中には市町村職員も含

まれているようであるが、どのくらい参加したのか。また、市町村別では県内の何割程

度が網羅されているのか。さらに、どのような内容の研修が行われたのか。 

 

広聴広報課長 

１ 平成２８年度末で３，５２３人である。 

２ ４０代が最も多く、次いで５０代、６０代となっている。 

３ 平成２８年度の平均回答率は、７３．７パーセントである。 

４ 約１３０人である。 

 

人権推進課長 

５ 市町村別の参加人数の内訳については、後ほど個別に提出する。研修は、３つの大き

な柱で実施している。１つ目は、職場や地域の指導者への啓発としてＬＧＢＴ等を取り

上げた人権啓発研修、２つ目は、市町村や企業が開催する研修を支援する目的で人権啓

発講師を派遣して行う講師派遣研修、３つ目は、平成２８年度から新たに啓発事業とし

て開催している、性的少数者についての基礎的知識に関する県民向けの講座である。各

研修・講座の内容は、性的少数者への偏見や差別の払拭を図るものである。 

 

山根委員 

１ 県政サポーターは４０代が多いとのことだが、アンケートのテーマによっては年代的

にそぐわなかったり、回答結果に偏りも出るのではないかと思う。昨年度の決算特別委

員会では、４０代、５０代、３０代の順に多いとの説明だったが、今回は、４０代、５

０代、６０代の順に多いとの説明であり、高齢化が進んでいる。若い世代への適度な入

替えを図る工夫を行っているのか。 

２ 私が、市町村のＬＧＢＴについての取組を調査するために、幾つかの市町村を訪問し

たところ、対応の水準に差を感じた。これでは実際に当事者が相談をしたとき、適切に

対応できるのか疑問である。研修事業によって、市町村職員はどの程度理解し、知識が

深まったと考えられるか伺いたい。 

 

広聴広報課長 

１ 県政サポーターは協力していただける方によって成り立っているので、入替えのため

に辞めさせることはできない。若い世代のサポーターを増やすことによって、世代の偏

りをなくしていくべきだと考える。特に、２０代や１０代の県政サポーターが少ない状

況であるため、県内の大学、短期大学に県政サポーター制度の周知について協力をお願

いしている。県と包括連携協定を締結している５大学には、特に積極的に協力を要請し
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ている。また、若い世代の利用の多い県の公式ツイッターやフェイスブックを活用して、

周知を図っている。 

 

人権推進課長 

２ これまで、一般行政職員や相談員への研修を実施し、ある程度の知識は得られたと考

えている。しかしながら、啓発も研修もまだ不足していると考えている。そこで、今年

度は、スキルアップ事業として、県と市町村の相談員等向けの合同研修会を１０月から

開催している。この研修のアンケート結果を見ると、「理解をしていないことが差別に

つながっているので正しい情報を伝えたい」という意見がある一方、「同性愛も性同一

性障害も同じイメージ」という意見もあった。正しい情報の普及啓発がまだまだ必要と

考えている。 

 

岡委員 

 行政報告書６６ページの「８ 青少年の健全育成」について、ネットアドバイザーの平

成２７年度及び平成２８年度の人数、派遣回数及び派遣先を伺いたい。 

 

青少年課長 

 ネットアドバイザーの人数については、平成２７年度が７１名、平成２８年度が６４名

となっている。派遣回数については、平成２７年度が３２４回、平成２８年度が３４３回

となっており、主に小中学校を中心に派遣した。 

 

岡委員 

 スマートフォン所持率の変化や被害者の増加などに対応するため、ネットアドバイザー

のスキルアップが必要と考えるが、どのような支援をしているのか。 

 

青少年課長 

 スマートフォンはインターネットに容易にアクセスできるため、ＳＮＳでのいじめ、写

真等の投稿によるトラブル、有害情報にアクセスして犯罪被害に巻き込まれるなど、課題

が多岐にわたっている。ネットアドバイザーの方には、新たな情報が入るたびに情報提供

を行い、また、研修会を開催して認識を深めていただいている。こうした取組により、新

たな事例やデータ等を示しながら効果的な講義ができるように支援している。 

 

岡委員 

 ネットアドバイザーには、自分の子供がインターネットで非常に苦しんだ経験のある若

い母親が少なくない。ほかの子供たちが同様に苦しむことがないよう取り組んでいる人た

ちに、更にやる気を出してもらうためには、ネットアドバイザー制度のＰＲを強化する必

要があると考えるが、どうか。 

 

青少年課長 

 ネットアドバイザー制度の周知については、これまでは小中学校を中心に実施していた

が、ネット問題の課題として低年齢化が挙げられることから、平成２８年度の途中から、

幼稚園、保育園、子育て支援センター等の若い保護者が集まる場所でも周知を始めた。幼

稚園及び保育園へのネットアドバイザーの派遣件数は、平成２８年度は２件であったが、

今年度は現在１１件であり、内容も好評を得ている。今後もネットアドバイザー制度の周
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知に力を入れていく。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書７５ページの（２）の「ケ クラウドファンディング」によると、平成２

８年度のクラウドファンディング実施プロジェクトの実績は５件であるが、どのような

取組を支援したのか。また、寄附文化の醸成の取組を全国へ発信したとあるが、それ以

外に寄附文化の醸成の取組はあるのか。あわせて、クラウドファンディングについては、

共助社会づくり以外の分野での取組もあるのか。 

２ ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０オリンピック・パラリンピックに

ついて、行政報告書８８ページの「（２）大会に向けた気運醸成・広報」及び９０ペー

ジの「（２）大会に向けた気運醸成・広報」の取組は、それぞれ具体的にどのような成

果があったのか。また、５か年計画の中で、それぞれの大会が県内で開催されることを

認知している県民の割合が１００パーセントとなるよう目標値を設定しているが、認知

度を上げるためにどのような取組を行っているのか。 

３ 行政報告書９４ページの（３）の「ア 不当な取引行為を行う事業者の指導」につい

て、行政処分の内容と具体的な事例を伺う。 

４ ７件の行政処分について、この件数は全国的に見て多いのか少ないのか。また、うち

１件は事業者名が非公表となっているが、その理由は何か。 

５ 行政報告書９８ページの（３）の「ア 高齢者への交通安全教育の推進」について、

県内では、交通事故に占める高齢者事故の割合が高い状況にある。高齢運転者の交通事

故を減少させるために、更なる取組が必要と考えるが、どう取り組んでいくのか。 

６ 行政報告書９９ページの「（１）自主防犯活動団体『わがまち防犯隊』の育成・充実」

について、わがまち防犯隊の代表者等を対象としたレベルアップセミナーの実施回数、

その内容、実施による効果や変化について伺う。 

 

共助社会づくり課長 

１ クラウドファンディング実施プロジェクトは、平成２６年度からスタートし、平成２

８年度までに１０件実施された。平成２８年度の５件のうち、主なものを２つ紹介する

と、１つ目は、空き家を再生し多世代交流のコミュニティスペースとして活用するプロ

ジェクトで、目標金額６０万円に対して６４万円の寄附が集まった。２つ目は、埼玉の

農産物などの食を通じて埼玉の魅力を発信するために、定期的に農産物などを直送する

「ポタジェ 食べる通信」を創刊するもので、目標金額５０万円に対して６０万９，０

００円の寄附が集まった。また、寄附文化の醸成については、クラウドファンディング

のプロジェクトなどをフェイスブックで発信するほか、市町村や企業が実施するイベン

ト等において、ＮＰＯ基金への寄附を呼び掛ける募金箱の設置や、チラシの配布などを

行っている。なお、共助社会づくり以外の分野でのクラウドファンディングの活用につ

いては、産業労働部でクラウドファンディングに関する企業向けセミナーを開催してい

ると聞いている。 

 

ラグビーワールドカップ２０１９大会課長 

２ 気運醸成の取組であるが、県内外の２２か所でＰＲブースを出展し、３年前イベント

ではトークショーやトップリーグ選手によるラグビー教室などを行い、およそ８，００

０人の来場者を集めた。そのほか、熊谷ラグビー場改修を記念したイベントを２回開催

し、両日とも１，１００人を超える来場があった。次に、認知度１００パーセントを目
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指した取組であるが、今年度は彩の国だよりに隔月でＰＲ記事を掲載するとともに、市

町村広報紙でイベント告知を行っている。また、１０月からＳＮＳを活用し、フェイス

ブック、ツイッター、インスタグラムで情報発信を行っている。今後、熊谷開催をＰＲ

する動画を作成するなど、大会開催の気運を県全体で高められるよう努力していきたい。 

 

オリンピック・パラリンピック課長 

２ 平成２８年度には、体験キャラバンを４つの小学校で行った。オリンピック・パラリ

ンピックが開催されることを小学生に実感してもらえたという、手応えを大きく感じた

ところである。この４校のほかにイベントでも体験会を行い、４年前イベントなども含

めた平成２８年度の体験者数は１，８００人以上であった。今年度は、体験関連イベン

トを拡大するとともに、更に競技体験を通じて気運が高まるようにしていきたい。あわ

せて、イベントにブースを出展してのＰＲ活動にも力を入れており、特に、口コミでの

周知に協力いただく「ＳＡＩＴＡＭＡ ＰＲＩＤＥ アンバサダー」の認定に力を入れ

ている。平成２８年度は、約７，６００人をアンバサダーに認定し、今日現在までに合

計４万人を突破した。また、認知度向上のための具体的な取組としては、シンボルイベ

ントの開催がある。今年７月には、オリンピック３年前記念イベントを開催した。この

際は、オリンピックフラッグやパラリンピックフラッグの埼玉県への到着を歓迎するセ

レモニーを行い、約２，３００人の来場者を集めた。８月には、パラリンピック３年前

イベントを開催した。先週の１０月２８日には、オリンピック１，０００日前イベント

を開催した。その際に除幕式を行った巨大なカウントダウンボードを、さいたま新都心

駅前に設置した。これは、多くの人が写真を撮影してＳＮＳなどに掲載することで、認

知度が向上することを期待した取組の一つである。 

 

消費生活課長 

３ 処分の内容は、指示処分と業務停止処分の２つがある。指示処分は必要な措置を取る

べきことを指示すること、業務停止処分は１年を限度として業務を停止することである。

具体例として、寝具の訪問販売事業者が、大手寝具店であるかのように告げて訪問し、

消費者の了解を得ずに勝手に家に上がり込み、断っているにもかかわらず、使用してい

る布団を運び出し商品を勝手に寝室に敷くなど、強引に勧誘した事例があった。この事

業者には、業務停止９か月の行政処分を行ったところである。 

４ 平成２８年度は、全国の都道府県で３４件の行政処分がなされている。本県の７件は、

第１位の東京都の１１件に次いで全国第２位となっている。非公表の事例は、床下修繕

の業者に関するものであり、指示処分であった。立入検査を実施したところ、契約書の

記載不備について既に自主的に一部改善を図っているとともに、重篤な違反行為が見ら

れなかったことから、公表基準と照らし合わせて非公表とした。 

 

防犯・交通安全課長 

５ 県では、高齢運転者による交通事故の減少を図るため、平成２８年度から「埼玉発・

高齢者安全運転推進プロジェクト」事業を実施している。県内各地で実施している講習

会では、高齢運転者にタブレット端末等の測定機能を用いて認知機能や身体機能の低下

を実感してもらい、そのことが運転に及ぼす影響について周知している。講師は、県の

非常勤職員として採用した警察官ＯＢの運転免許技能試験官の経験者が専従している。

また、運転免許の自主返納をはじめとした高齢運転者の総合的な交通事故防止対策を検

討するため、平成２９年１月３０日に県や県警察の関係部局を構成員とする「高齢運転
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者交通事故防止対策検討会議」を設置したところである。この検討会議においては、有

識者から意見を伺いながら、今後の対策を検討しているところである。 

６ 平成２８年度は５回実施し、１，１６８団体の１，７９０人が受講している。年間５

地区、５年間で約６，０００団体が２回受講できるよう計画的に実施している。内容は、

警察から地域の犯罪情報提供、地元のわがまち防犯隊による活動事例の発表、県警察の

防犯専門グループの「ひまわり」による講習を実施している。効果としては、地元で具

体的に何が起こっているかよく分かったという意見を頂いており、また、モチベーショ

ンの維持向上が図られていると認識している。 

 

蒲生委員 

１ 悪質業者に対する本県の行政処分件数は全国第２位ということだが、処分することで

どのような効果が表れているのか。 

２ 行政報告書９４ページの（３）の「ウ 前払式特定取引業者の指導」について、９業

者のうちの４業者に対して立入検査を実施したとあるが、その検査結果はどうであった

のか。 

 

消費生活課長 

１ 処分を行うことにより、消費者の注意が喚起され被害を防止する効果があるとともに、

処分件数が多い本県の取組は、悪質事業者に対して、県内における悪質行為を抑止する

効果があると考えている。 

２ 立入検査の結果、解約手続について指摘を行った。主な指摘事項は、相続人が解約手

続を行う場合は、取引契約約款に基づき、相続人であることを証する書類等を提出させ、

名義変更届を経た上で行うこと、解約に際しては、約款の計算方法に基づいて返金する

ことなどである。 

 

宮崎委員 

 行政報告書８６ページの（１）の「エ スポーツ・レクリエーション大会の開催」によ

ると、埼玉国際サッカーフェスティバル２０１７については、海外２チーム、国内含めて

１６チームで試合を行い４，０００人が来場したとある。以前は、埼玉国際ジュニアサッ

カー大会という名称で行っており、海外から多くのチームを呼ぶなど、大会にふさわしい

チーム数で大いに盛り上がっていた。今回、縮小して開催することになったのはなぜか。

縮小した目的や成果について教えてほしい。 

 

スポーツ振興課長 

 従来は、小学生を対象に、国際交流、国際親善を目的とした大会であった。昨年度から

は、高校生を中心に、海外の有力チームを招いて競技力向上を目的とした大会にしたもの

である。確かに、海外からは２チームの参加であり、国際サッカーフェスティバルという

には少し足りないのではないか、といった御意見も頂戴している。今年度については、２

チームから４チームに拡大する方向で、様々な海外の有力チームと交渉中である。 

 

宮崎委員 

 埼玉県はサッカーが盛んな県であり、サッカー立県を大きく打ち出しているのに、この

大会の意味付けがよく分からず、非常に疑問であった。今後、大会の在り方をよく検討の

上、より良いものにしてほしい。サッカー振興議員連盟で、開会式などの行事に参加した
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者の大方の意見であったことをお伝えしておく。（要望） 

 

大嶋委員 

１ 熊谷スポーツ文化公園は、ラグビーやＪリーグの試合が開催されるときは、駐車場の

不足により周辺が大渋滞している。ラグビーワールドカップ２０１９大会の開催時は、

ピストン輸送などの交通・輸送対策を行うと思うが、そうした交通環境の整備・充実に

ついては、スポーツ振興の観点から、大会後のふだんの利用や通常のスポーツ観戦など

の利便性向上も見据えて実施すべきではないか。どのように取り組んでいるのか教えて

ほしい。 

２ 文化芸術振興については、県民生活部と教育局の２部局が担当しているが、役割分担

や助成金の対象の違いなどについて教えてほしい。 

 

ラグビーワールドカップ２０１９大会課長 

１ 平成２８年度は、熊谷スポーツ文化公園でラグビートップリーグ２試合のほか、Ｊリ

ーグの試合も行われたが、交通・輸送問題は同公園の大きな課題と認識している。ラグ

ビーワールドカップ２０１９大会の開催時は、大会関係者以外の車両は入場を規制し、

バス輸送が基本となると考えている。通常の大人数が集まる大会では、終了後に駐車場

の混雑や周辺の渋滞が解消するまで２時間くらいかかっている。こうした実態を踏まえ、

ラグビーワールドカップ２０１９大会では、最寄駅からのシャトルバスや首都圏からの

事前予約制のツアーバスの運行なども、今後、県警と調整の上、検討していきたいと考

えている。 

 

文化振興課長 

２ 文化振興課では、文化振興基金を活用した自主的な文化活動の支援、埼玉会館や彩の

国さいたま芸術劇場演劇で行うような芸術性の高い埼玉独自の文化の創造・発信などを

中心に取り組んでいる。また、教育局の生涯学習文化財課では、社会教育法等に位置付

けられた博物館、美術館等の運営、国・県指定の文化財の保護・活用などの取組を行っ

ている。伝統芸能分野に対する補助金は両課ともあるが、文化振興課では主にソフト的

な取組に補助を行い、教育局では、ハードも含めた国・県指定文化財の保存継承の取組、

修復を中心に補助を行っている。今後、分かりやすい周知を心掛けていきたい。 

 

前原委員 

１ 資料１１「平和資料館の運営について」によると、リニューアル後の来館者が増加し

ている。学校単位の来館者数を見ると、西部教育事務所管内が５９校と多いが、これは

アクセスの便利さからだと考えられる。学校単位での来館方法は、バス利用が中心だと

思うが、ほかの来館方法はどんなものがあるか。 

２ 平和資料館の出前講座の実施状況はどうか。 

３ 資料１１の４ページによると、テーマ展を年３回開催しているが、どう総括している

のか。 

４ 資料１１の５ページによると、ギャラリー展を年５回開催しているが、うち２回は共

催である。共催の良かった点と悪かった点は何か。また、こうした企画はどのように決

定しているのか。 

５ 資料１１の６ページに来館者アンケート結果の主な内容が記載されているが、こうし

た声にどう応えていくのか。また、洋式トイレの数を増やしてほしいというハード面の
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要望についてはどう応えていくのか。 

６ 資料１７「文化振興基金を活用した事業内容と予算執行状況」の文化振興基金による

３つの助成事業については、伝統芸能の後継者育成、地域の伝統の継承・振興などの成

果を期待している。３つの助成事業それぞれについて、今後の課題を伺う。 

７ 資料１７によると、「伝統芸能フェスティバル」は、１２月という大変せわしない時

期に開催されている。この取組を更に発展充実させるために、開催時期も含め、課題を

どう考えているのか。 

８ 資料２３「ＬＧＢＴに関する啓発について」の性的少数者に関する講習・研修につい

て、一般県民などの参加者の感想と、実施の成果はどうなっているのか。 

９ 県職員向けの性的少数者に関する研修には、部局に関係なく、全ての県職員が参加す

べきではないか。 

10 性的少数者から相談窓口に寄せられた相談内容の傾向について伺いたい。 

 

広聴広報課長 

１ 学校単位の来館方法については、基本的にはバスであるが、近隣の場合、徒歩もある。 

２ 「ピースキャラバン」として出前授業を実施している。平成２８年度の実績は、７８

回実施して、６，８２０人の参加であった。県としては、各学校に積極的に来館してほ

しいが、課外授業の減少や市町村の保有する大型バス台数の削減により、来館による利

用は減少傾向にある。このことから、代替策としてこちらから出向く「ピースキャラバ

ン」を実施している。 

３ テーマ展については、毎年必ず実施するものとして「収集資料展」がある。平成２８

年度は、平成２７年度に寄贈された収集資料２００点以上の中から主なものを抽出して

展示しており、好評を得ている。そのほか、「戦時下の子供たち」、「暮らしと世相－

戦時下の家族の風景－」を開催した。 

４ 平成２８年度は、「拉致問題啓発展」を埼玉県福祉部社会福祉課と、「北方領土パネ

ル展」を北方領土返還要求運動埼玉県民会議と共催した。良かった点は、平和資料館で

日本が抱える重要な課題を扱うことができたことである。悪かった点は、特にないと考

える。企画については、平和資料館に駐在する職員が情報収集を行って立案し、本庁と

協議の上、決定している。 

５ 来館者アンケートへの対応だが、平和資料館では戦争体験証言者ビデオを収録してお

り、現在２７０本程度を所有している。多くの人に閲覧してもらうため、学校などへの

貸出しを開始した。さらに、展望塔を目的に来館する人もいることから、展望塔でのイ

ベントを充実した。展示が少ないという意見に対しては、テーマ展、ギャラリー展の充

実等を検討していきたい。また、平和資料館のトイレは、洋式４基、和式６基となって

いる。トイレの洋式化は、平成２９年６月定例会の総務県民生活委員会でも要望されて

いる。可能な限り早期に洋式化できるよう、管財課と調整中である。 

 

文化振興課長 

６ ３つの助成事業の対象となる活動は、基本的に県民の自主的な活動である。いずれも

継続には、金銭的なサポートが重要であると痛感している。特に、伝統芸能サポートや

子ども若者未来サポートは大切である。各団体の皆さんは、穴の開いた太鼓や衣装など

を使いながら、一所懸命に練習している。こうした団体の意見を聴いて、これまで２回

までだった助成回数を５回まで増やしたところである。また、周知が非常に大事である

ことから、今年度は重点的に取り組んだところ、かなりの応募があった。オリンピック・
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パラリンピックに向けて、県民の文化の盛り上がりを、こうした助成制度でも支えてい

きたい。 

７ 「伝統芸能フェスティバル」は、確かに大変せわしない時期に実施するという面もあ

る。しかしながら、伝統芸能の本番が秋の奉納や秋祭りの時期に行われる団体も多く、

本番に向け練習した成果を披露するにも１２月がちょうどいいという状況になってお

り、団体と相談しながら時期を決定している。また、この催しは県民の人気も高く、毎

年入場は抽選という状況になっている。今年は、これまでの彩の国さいたま芸術劇場か

ら埼玉会館に会場を変え、席数を約２倍にし、更に発展・充実させていきたい。また、

アンケートなどから県民の興味のある芸能文化を取り上げて、広めていきたい。 

 

人権推進課長 

８ 性的少数者の人権問題については、人権に関する研修の中で新たな人権課題として取

り上げているほか、講演会の開催や学習機会の提供など様々な機会を通じて、性的少数

者の方々への差別を許さない啓発活動に努めている。参加者の感想については、「当事

者をロールプレイで演じてみて、カミングアウトされた人の気持ちがよく分かった」、

「ＬＧＢＴの方は決して珍しい人たちではない。多くの人たちが理解することが社会的

に求められていると思う」などがあった。成果については、合計で約１万４，０００人

に参加いただいた。また、県主催の人権研修会や県民講座でのアンケートでは、９割以

上の方から「よく理解できた」と回答を頂いた。 

９ 県職員向けの研修は、広域連合の自治人材開発センターが行っており、新規採用職員

や昇任した主査級の職員が受けることになっている。職員研修には様々なものがあるが、

平成２６年度から性的少数者に関する人権について取り組み始めたところである。なお、

新規採用職員や昇任した主査級の職員以外の職員については、業務などの必要に応じて

県の人権研修会に参加しているが、今後も庁内各課に対して研修会に参加するよう働き

掛けていく。 

10 県民からの相談は、男女共同参画推進センター、精神保健福祉センター、総合教育セ

ンターにおいて、様々な相談の一つとして対応している。男女共同参画推進センターで

は平成２８年８月から性的少数者に関する相談について集計を開始し、平成２９年３月

までの８か月で９件の相談があったと聞いている。傾向としては、性同一性障害の方の

悩みが多いと聞いている。 

 

前原委員 

１ ピースキャラバンとテーマ展の担当職員数は２人と記憶しているが、どのように運営

しているのか。 

２ 行政報告書９３ページの「（３）男女共同参画推進センター（Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ さ

いたま）の運営」によると、男女共同参画推進センターの貸出施設の利用率は、７７．

０パーセントとあるが、これは低いのか高いのか。 

 

広聴広報課長 

１ 職員は４人おり、うち２人が学芸員、２人が教員籍である。ピースキャラバンは教員

籍の職員が担当しており、学芸員は展示、資料の収集・調査等を担当している。 

 

男女共同参画課長 

２ セミナー室１から４、準備室などについて、１日の中で利用があったのは７７．０パ
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ーセントである。ここ数年横ばいか、下がっている状況である。もっと利用率が上がる

ように、利用者へのアンケート調査や広報に力を入れていきたい。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月３１日（火）県土整備部（含 収用委員会）関係） 

 

【説明者】 

西成秀幸県土整備部長、須藤喜弘県土整備部副部長、中村一之県土整備部副部長、 

加藤智博参事兼河川砂防課長、相沢正実県土整備政策課長、磯田和彦建設管理課長、 

西岡利浩用地課長、福島英雄道路政策課長、金子勉道路街路課長、大山裕道路環境課長、 

秋山栄一水辺再生課長 

 

西村実収用委員会事務局長 

 

【発言】 

神谷委員 

１ 行政報告書２６３ページの「１ 道路・街路事業の推進」によると、平成２８年度ま

での５か年計画における指標である「インターチェンジから２０分以内に到達すること

ができる地域の県土の面積に対する割合」について、平成２８年度末時点の目標値が達

成できていない。その理由を伺う。 

２ 行政報告書２６５ページの「（１）道路・橋りょうの整備」によると、これまで、交

通渋滞の解消や道路の安全性の確保のため、環状道路やバイパスなどの幹線道路ネット

ワーク整備を進めているが、その成果を伺う。 

３ 行政報告書２６７ページの（４）の「ウ 橋りょうの維持補修」について、橋りょう

の老朽化の現状はどうなっているのか。また、長寿命化についての方針と成果を伺う。 

４ 行政報告書２７１ページの「（９）主な政策指標の進捗状況」によると、時間雨量５

０ミリメートル程度の降雨に対応した河川改修を進めた結果、氾濫しない河川の延長割

合は、平成２８年度末現在で６０．９パーセントまで上昇したとある。この河川整備の

考え方を伺う。また、整備結果をどう評価しているのか。 

５ 行政報告書２７２ページの「３ 川の再生の推進」によると、「川の国埼玉はつらつ

プロジェクト」に着手し、市町村から提案を受けて２８か所を採択している。そのうち

先行着手した５か所について、選んだ経緯と進捗状況を伺う。 

６ 行政報告書２６８ページの（４）の「オ 自転車通行空間の整備」について、どのよ

うな観点で整備を進めたのか。また、成果はどうか。 

７ 事項別明細書説明調書３４８ページの「歳出」の翌年度繰越額を見ると、繰越明許費

で約２７２億円、事故繰越しで約５億円の合計２７７億円程度を繰り越しているが、前

年度と比較するとどのような状況なのか。また、繰越額の縮減を図るべきと考えるが、

縮減に向けた取組を伺う。 

 

道路政策課長 

１ 目標を達成できなかった理由は、用地買収の難航などにより事業進捗に遅れが生じた

ためである。 

 

道路街路課長 

２ 幹線道路ネットワークの整備については、早期整備に向けて全体の３分の１の事業箇

所に３分の２の予算を重点的に配分するなど、選択と集中を進めてきた。平成２４年度

から平成２８年度までの５年間では、４５路線６０か所の合計４３キロメートルの整備
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を完了することができた。この結果、最新の統計値である平成２７年４月１日現在の国

道・県道の改良率は、８７．９パーセントとなっている。また、事業成果の例を挙げる

と、国道１２５号の行田大橋の前後５キロメートル区間を４車線化したことで、朝のピ

ーク時の通過時間が１１分から７分に短縮された。 

 

道路環境課長 

３ 県が管理する橋りょうは、平成２８年４月現在２，７７５橋ある。そのうち、建設後

５０年を経過する橋りょうの割合は、現在の約４割から、約２０年後には約８割まで増

加する。今後一斉に老朽化の時期を迎えることとなり、維持管理・更新費の増加が見込

まれる。橋りょうの長寿命化を図るため、平成２１年度に長寿命化修繕計画を策定し、

定期的に点検を行い損傷が発見された場合にその都度修繕を行う事後的な対応から、計

画的かつ予防的な対応に方針を転換した。平成２６年度には、第２期長寿命化修繕計画

を策定し、１４１橋を修繕対象に定めた。そのうち、平成２８年度までに９３橋の修繕

が完了している。今後も橋りょう保全計画に基づいた計画的な修繕を行い、全体的な長

寿命化を図るとともに、維持管理・修繕費の抑制に努める。 

６ 県内での自転車事故は、歩行者との接触事故の件数が１０年前に比べて約１．７倍に

なるなど増加している。そのため、通勤・通学者の多い駅周辺の道路や、郊外で自動車

の速度が速く自転車が車道を走行するのは危険な道路などへの、自転車専用レーンの整

備に取り組んでいる。平成２８年度は、春日部市内のさいたま春日部線や上尾市内の川

越上尾線などに自転車専用レーンの整備を行った。 

 

参事兼河川砂防課長 

４ 県では、河川整備計画に基づき、河道の拡幅や調節池、排水機場などの整備を進めて

きた。県全体における直近３０年間のデータを分析すると、平成１９年からの１０年間

の浸水被害家屋棟数は、昭和６２年からの１０年間と比較して約２３パーセントまで減

少している。例えば、県東部の中川・綾瀬川流域において、平成２７年関東・東北豪雨

の総雨量は昭和６１年の台風１１号の約１．５倍であったが、浸水被害家屋棟数は約５

分の１まで減少している。このようなデータから、これまでの河川整備は、浸水被害の

軽減にしっかりと寄与してきたと評価している。一方で、近年は局地的な大雨や台風の

大型化等による豪雨が頻発し、河川からのいっ水、市街地内水による浸水被害が発生し

ている。今後も、これまで取り組んできた総合的な治水対策をしっかり推進する。また、

近年発生した水害の再度災害の防止に向けた緊急的な整備を行うとともに、内水被害を

軽減するための対策を行っていく。さらに、施設を整備しても、防ぎきれない洪水は必

ず発生するとの認識の下、被害を最小限に抑える、いわゆる減災対策としてのソフト対

策についても強化していく。 

 

水辺再生課長 

５ 本事業は、地域住民、関係団体、市町村と県で組織する協議会を発足して、川の利活

用や整備内容、維持管理などを検討し、市町村の地域振興の取組と連携しながら水辺空

間を整備するものである。先行着手箇所は、既に他の取組により利活用の検討が進んで

いたり、協議会の母体となるものを立ち上げているなど、速やかに協議会を開催できる

ところを選定した。５か所とも、平成２８年度中に協議会を開催して検討を行い、測量

設計業務に着手している。うち横瀬町の横瀬川については、協議会での検討がまとまり、

整備工事を発注したところである。平成２９年度中に完成し、平成３０年度以降に町が
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案内板や標識の整備などを行い、事業完了となる見込みである。 

 

県土整備政策課長 

７ 平成２８年度の繰越額は、平成２７年度と比較して５３億円増加している。増加の理

由は、国の経済対策に対応して編成した９月補正予算の規模が平成２７年度より大きか

ったこと、平成２８年８月の台風９号の災害に係る緊急案件に対応したため、通常案件

の発注が遅れたことなどである。繰越額を縮減するためには、年間を通じて計画的かつ

迅速に公共事業を執行することが大切であると考える。特に、年度当初の発注量を確保

することが重要である。そのため、各発注機関が発注計画を公表し、業者が受注計画を

立てられるようにすること、また、第一四半期に発注する工事を一定量設定し、前年度

中に発注準備を終えておくなどの取組を行っている。平成２９年度は、４月に発注し、

１２月までに完了させる工事を一定量設定したところである。これらの取組により、工

事の適正な工期での年度内完了を図り、繰越額の縮減に努める。 

 

神谷委員 

１ 資料２８「ゲリラ豪雨の発生状況とその対策について」を見ると、平成２８年度は内

水被害を軽減するためのソフト対策事業に取り組んでいるとあるが、もう少し具体的に

伺いたい。 

２ 川の国埼玉はつらつプロジェクトについて、先行着手箇所以外の進捗状況はどうなっ

ているのか。 

 

参事兼河川砂防課長 

１ 近年、局所的な大雨が頻発し、都市部において浸水被害が増加している。このような

浸水被害は、市町村が管理している下水道の雨水処理能力を、降雨量が一時的に超える

ために発生しているものと考えている。一方で、県が管理している河川については、河

川にもよるが、一般的に大雨が降った後、しばらく時間が経過してから水位が上昇する

特性がある。そこで、短時間の局所的な大雨の際は、時間が経過して河川の水位が上昇

する前に、下水道のポンプ排水量を増量することで雨水を速やかに河川へ排水し、内水

被害の軽減を図るものである。 

 

水辺再生課長 

２ 先行着手箇所以外の箇所については、平成２９年度に大部分の箇所が協議会を立ち上

げ、測量設計業務に着手している。検討内容がまとまった箇所から、順次、工事に着手

していく予定である。 

 

安藤委員 

１ 行政報告書２７１ページの「（９）主な政策指標の進捗状況」について、時間雨量５

０ミリメートル以上の豪雨があったときのことは、どのように考えているのか。 

２ 資料３３「県土整備部発注公共工事 不調・不落について」を見ると、公共工事の不

調・不落については、平成２５年度及び平成２６年度は大きく増加し、平成２７年度で

落ち着き、平成２８年度は再度増加している。その原因は何か。 

３ 工事発注の平準化の状況について、平成２７年度と比較してどのようになったのか伺

いたい。特に、春先の発注時期と１２月までの施工の状況を伺いたい。 
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参事兼河川砂防課長 

１ 県では、時間雨量５０ミリメートル程度の降雨を安全に流下させることを目標として、

河川整備を行っている。直近３０年間のデータを分析すると、平成１９年からの１０年

間は、浸水被害の家屋棟数が過去の期間よりも大きく減少している。これは、県が重ね

てきた治水対策の成果であると考えており、引き続き、現計画に基づく河川整備を着実

に進めていくことが必要だと考えている。一方で、昨今は、時間雨量５０ミリメートル

以上の雨の観測回数が増えてきている。施設では守りきれない大洪水は必ず発生すると

の考えの下、いろいろな対策を講じていかなければならないと考えている。県としては、

全ての対応を施設整備だけに頼ることなく、洪水情報の発信などソフト対策と一体とし

て取組を進めていく必要があると考えている。 

 

県土整備政策課長 

２ 平成２５年度に不調・不落が増えた理由は、公共工事の拡大に伴い、資機材や技術者

が不足したためである。特に、年度後半の繁忙期に発注が集中したことにより、利益率

の低い工事が敬遠されたことも大きな原因と考えている。県土整備部では、年間の発注

計画を公表するとともに、施工時期の平準化に取り組んでいる。また、労務単価の引上

げや利益率の改善を行うとともに、競争性が十分に確保された入札においては、一者入

札も認めることとしている。これらの取組により、不調・不落の割合は以前の水準に戻

ってきている。平成２８年度に前年度より２０件以上増えた原因を特定するのは難しい

が、台風９号災害に係る河川工事案件において、不調・不落が増加したことが挙げられ

る。 

３ 平準化については、年度当初の発注を増加させるため、前年度中に発注準備を終えて

おく取組を平成２７年度から始めている。第一四半期の発注率については、平成２６年

度の１５パーセントから、平成２８年度は３５．６パーセントまで増加している。 

 

安藤委員 

 時間雨量５０ミリメートル程度ではなく、それ以上の降雨、例えば７０ミリメートル、

８０ミリメートル、１００ミリメートルになったときに、どの川が氾濫するのかを把握し

ているのか。 

 

参事兼河川砂防課長 

 県としては、時間雨量５０ミリメートル程度の降雨に対応できることを目標にした河川

整備を進めているところである。その目標以上の降雨があった場合、時と場所によっては、

氾濫するおそれがあると考えられる。ただ、それが具体的にどこであるかは、把握してい

ない。 

 

吉良委員 

１ 行政報告書２６８ページの（４）の「エ 電線類の地中化」について、平成２８年度

の電線類の地中化の整備実績と事業費を伺う。また、電線類の地中化の全体計画と整備

の進捗状況はどうなっているのか。 

２ 行政報告書２６７ページの「（３）交通安全施設の整備」について、平成２６年度か

ら平成２８年度までの３年間で４０か所の交差点を整備する「安心・スムーズ交差点４

０プラン」は達成されたのか。また、今後はどう取り組んでいくのか。 

３ 「川の国埼玉はつらつプロジェクト」について、そもそも市町村から対象箇所の提案
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は幾つあったのか。また、採択基準について伺う。 

４ 行政報告書２７６ページの（５）の「ウ 総合評価方式の実施」によると、総合評価

方式を実施するガイドライン等の改定を行ったとあるが、どのような改定を行ったのか。

また、平成２８年度は３３２件の工事を総合評価方式により実施しているが、この方式

そのものをどう評価しているのか。 

 

道路環境課長 

１ 平成２８年度の電線類の地中化の実績は、整備延長９３６メートルである。また、事

業費は２億９，９００万円である。全体計画の進捗については、計画延長約５００キロ

メートルのうち約３４０キロメートルが整備されており、進捗率は６８．１パーセント

である。 

２ 「安心・スムーズ交差点４０プラン」では、平成２７年度までに１９か所、平成２８

年度は２１か所の交差点整備を行った。このプランでの整備効果は調査中であるが、参

考までに、平成２３年度から平成２５年度までの「交差点安心・安全３９プラン」では、

最大渋滞長が約６割、交通事故件数が約３割減少するなどの効果が見られた。今後につ

いても、引き続き、交差点整備を重要な事項と位置付けて取り組んでいく。 

 

水辺再生課長 

３ 一級河川では２４市町２７か所、農業用水では１０市町９か所の合計３６か所の提案

があった。川の再生については、「川の再生１００プラン」から「川のまるごと再生プ

ロジェクト」、「川の国埼玉はつらつプロジェクト」と、事業内容を改善しながら進め

てきたところであり、採択要件も併せて改善してきている。具体的な採択要件は、一級

河川であること、市町村自ら実施する取組を含むこと、市町村と地域住民が連携した取

組を含むこと、地域が主体となって川の維持管理活動を行うことであり、ここまでは「川

のまるごと再生プロジェクト」と同じである。さらに、「川の国埼玉はつらつプロジェ

クト」では、市町村が水辺を利活用することによって観光振興や地域活性化につなげる

取組が、総合振興計画、地方創生総合戦略、観光振興計画などに位置付けられているこ

とを採択要件に加えた。なお、都市部の人口集中地区いわゆるＤＩＤにおいては、日常

的な利活用を促進する取組であることなどを採択要件にしている。 

 

建設管理課長 

４ 平成２８年度から、新たな取組として、建設業界が抱える担い手の確保・育成や工事

品質の確保など特定の課題解決に特化して評価項目をパッケージ化した総合評価方式

の試行に着手するため、ガイドラインを改定したものである。また、平成２８年度の総

合評価方式で実施した工事の成績評定は、総合評価方式以外で実施した工事より約３点

高くなっており、品質の向上等が図られているものと考えている。 

 

山根委員 

１ 行政報告書２６３ページの「総括」によると、インターチェンジへのアクセス道路整

備、幹線道路ネットワークの整備等を実施したとある。利便性の向上に伴い交通量の増

加が見込まれるが、住民の安全を確保するための周辺道路整備の状況はどうか。 

２ 行政報告書２６３ページの「２ 河川・砂防事業の推進」に記載のある時間雨量５０

ミリメートル程度の降雨に対応できる河川改修については、該当する河川に接続する河

川の状況、流量のバランス、ポンプ排水による放流量なども勘案された設計となってい
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るのか。 

３ 行政報告書２６６ページの（２）の「イ 社会資本整備総合交付金（街路）事業」に

ついて、都市計画道路川越北環状線の平成２８年度及び今後の整備内容を伺う。 

４ 行政報告書２７０ページの「（６）水防情報システムの整備」について伺う。このシ

ステムは、どのような情報を提供するものなのか。また、情報収集はどのように行って

いるのか。さらに、老朽化したシステムの更新を進めているとのことだが、平成２８年

度以降、残る更新対象箇所は幾つあるのか。 

 

道路街路課長 

１ 県では、これまで、圏央道開通を見越して、桶川加納インターチェンジへアクセスす

る川越栗橋線の４車線化など、インターチェンジへのアクセス道路を整備してきた。平

成２７年度に圏央道が県内で全線開通したことに伴い、平成２８年度からは、企業の進

出などを更に促進させる道路整備を始めた。この整備に当たっては、職員が実際に企業

や開発デベロッパー等を訪問して、埼玉県に新規に進出する場合に重視する周辺道路の

条件について聴き取りを行った。その中では、候補地とインターチェンジとの間は渋滞

が少なく所要時間が予想しやすいことが望ましいとの意見や、アクセス道路の開通時期

が公表されれば、その周辺地域での立地を検討する可能性があるとの意見があった。こ

のため、インターチェンジ周辺で企業が立地する可能性がある地域付近の５路線５か所

を選定し、開通目標年度を公表の上、道路整備を進めている。 

３ 平成２８年度は、川越北環状線の橋りょうの桁の製作発注及び橋脚１基の下部工の工

事を実施した。今後は、残りの桁の架設や、取付道路及び橋面の舗装工事などを進めて

いく。 

 

参事兼河川砂防課長 

２ 県では、河川整備計画において、時間雨量５０ミリメートル程度の降雨による洪水を

安全に流下させることを目標としている。河川整備計画は、河川及びその河川に接続す

る支川の水量、雨水、下水道放流量等も勘案した上で、立案している。 

４ 水防情報システムは、河川に設置されている水位計と雨量計の観測データを送信する

機器と、送信したデータを集約・管理する機器で構築されている。平成２８年度までに、

３県土整備事務所が所管する観測データを送信する機器のほか、データを集約・管理す

る機器の更新を行っている。また、システムの更新に伴い、河川監視カメラを２０か所

設置するとともに、水位、雨量、カメラ画像のデータをホームページで公開したり、水

位が基準値に達した場合、メールで自動配信する機能を追加している。平成２９年度は、

残る県土整備事務所の観測データを送信する機器の更新を行って、システム更新を完了

し、システムを本格稼働したい。 

 

山根委員 

１ インターチェンジへのアクセス道路の整備により企業立地が進めば、交通量も多くな

るため、周辺住民の交通安全の確保も必要と思われるが、どのように対応するのか。 

２ 河川整備計画は、ポンプ排水の放流量についても勘案されているのか。 

３ 水防情報システムについては、監視カメラの画像も自動的に送られるということなの

で、期待している。 
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道路街路課長 

１ アクセス道路は、４車線等の広幅員道路であり、歩道も整備されているので安全性は

高い。一方、周辺道路の安全対策については、企業立地後の交通状況を見た上で検討し

たい。 

 

参事兼河川砂防課長 

２ 県では、時間雨量５０ミリメートル程度の降雨を完全に流下させることを目標に河川

の整備計画を立案しているが、その計画では、ポンプからの排水も含めて、合流する支

川、下水道等の流量を勘案している。 

３ 水防情報システムにおいて、メールで自動配信されるのは水位や気象情報であり、カ

メラの画像は自動配信できない。なお、携帯電話等でホームページ等にアクセスすれば、

カメラの画像が見えるようにシステム更新を行っている。 

 

田並委員 

１ 行政報告書２６９ページの「（４）河川の維持修繕」について伺う。県内河川で土砂

の堆積が散見されるが、どのような状況なのか。 

２ 平成２８年度中に、あと１００メートル河川改修の工事をしていれば、ある家は今年

の台風で浸水被害に遭わずに済んだ。このような案件がたくさんあると思う。そういっ

た現状をよく見た上で、県民の安全・安心に関わる場合は、多少県債などが増えても一

度に工事を進める予算の組み方はできないのか。なお、その家に対する県職員の対応は

すばらしく、一所懸命にやっており、住民は感謝していたことを付け加えさせていただ

く。 

水辺再生課長 

１ 河川は自然の公物であり、上流から流出した土砂は、川の勾配が緩やかになったとこ

ろや、蛇行した川の内カーブなどに堆積する。そうした土砂の堆積は、県内各地の河川

で確認されている。その一方で、洪水などで削られて河床が低下しているところもある。

堆積の甚だしい箇所については、県土整備事務所の職員のパトロールなどにより状況を

把握している。 

 

参事兼河川砂防課長 

２ 河川事業に限らず公共事業については、現場である地元や施設の状況等をよく見た上

で、それぞれの箇所でスケジュールを立てて、早期に効果が生じるように予算を確保し

ながら進めている。今後も引き続き現場の状況をしっかりと確認しながら、早期に効果

が生じるように努力していく。 

 

田並委員 

 行政報告書２６９ページの「（４）河川の維持修繕」によると、県管理河川についてし

ゅんせつしたとあるが、どのような箇所をしゅんせつしたのか。 

 

水辺再生課長 

 土砂が堆積すると川の断面が不足し、水の流れを阻害することになる。対策として、平

成２８年度から河川の維持修繕を充実させている。しゅんせつ対象とする箇所は、堆積土

砂が多く、流れを阻害しており、かつ周辺に家屋が集中している箇所、過去に浸水の被害

があった箇所などである。 
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田並委員 

 国管理の区間と県管理の区間が混在している河川もあるが、国と県はどのように連携し

ているのか。 

 

水辺再生課長 

 国と県がそれぞれの所轄する区間を適切に管理している。また、情報交換を行いながら

連携している。例えば、国直轄ダムの堆砂を、河床低下対策のために県管理の川に流すな

どである。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書２６７ページの「（３）交通安全施設の整備」によると、通学路における

グリーンベルトを整備したとあるが、その整備方針や効果について伺う。 

２ 行政報告書２７３ページの「４ 土木施設の災害復旧」を見ると、平成２８年度の土

木施設の被災箇所数は、前年度の３か所から５８か所に非常に増えている。昨年８月に

発生した台風９号の影響により多くの土木施設が被災したと考えるが、過去の被災箇所

数に比べて、平成２８年度の５８か所はどの程度の多さなのか。 

３ 行政報告書２７５ページの「（２）地域建設業の振興」によると、建設業の担い手の

確保・育成を図るため、「埼玉県建設産業担い手確保・育成ネットワーク」が実施する

研修の経費の一部を補助しているが、経費全体に対する補助額の割合と、どのような効

果があったのかを伺う。また、このほかに担い手不足対策として、どのような取組を行

っているのかを伺う。 

 

道路環境課長 

１ 小学校の通学路の全てについて、歩道又はグリーンベルトのいずれかの整備を行うこ

とを目標として取り組んできたが、平成２８年度末までに約１００キロメートルのグリ

ーンベルトを整備し、目標を達成した。整備の効果については、上尾市の県道上野さい

たま線で調査した結果、自動車と歩行者との距離が２０センチメートル拡大し、自動車

速度が時速約２．６キロメートル低減したことを確認した。 

 

参事兼河川砂防課長 

２ １０年前の平成１９年９月に発生した台風９号では県内で５５か所の被災箇所があっ

たが、それ以降の１０年間では昨年８月の台風９号で被災した５８か所が一番多い。 

 

建設管理課長 

３ 平成２８年度の補助金額は３，４７６万８，０００円であり、職場定着や資格取得な

どの研修費用の３分の２を補助している。資格取得研修では１，０７２人が受講し、こ

のうち５７２人が資格を取得しており、受講者の半数以上が合格している。個別の資格

試験の状況を見ても平均合格率を上回っているものが多く、一つの成果である。なお、

担い手不足対策として、若年者の入職促進と職場定着を図るためには、賃金や休日など

の労働環境を改善する必要があり、設計労務単価の引上げや適正な工期設定、社会保険

の加入指導などに取り組んできた。また、平成２８年度は、近年、問題になっている重

層的な下請構造の改善に向けた取組を行っている。 
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蒲生委員 

 新たな道路整備などにより、日々道路環境が変化していることから、グリーンベルトを

整備した道路においても交通量が増え、危険度が上がることが考えられる。そのため、整

備完了した箇所についても、全県的に点検などを実施するとともに、地元の声も聴き、状

況に変化があればすぐに対応するようにしてほしいが、どうか。 

 

道路環境課長 

 全ての県道に歩道を整備するのが理想だが、費用も時間もかかる。グリーンベルトの整

備は、歩道を整備するまでに少しでも安全を確保するための緊急対策という位置付けであ

る。グリーンベルト整備済みの箇所については、現在、定期的に、学校、ＰＴＡ、警察、

地元市町村などによる点検で危険箇所を洗い出している。必要な対策を行い、安全を確保

していきたい。 

 

大嶋委員 

１ 資料１７「歩道・自転車歩行者道の整備キロ数の推移」の２ページに記載されている

自転車通行環境の整備状況について、安全性向上などの成果をどう考えているのか伺う。 

２ 資料２６「通学路の安全確保対策について（県管理道路）」を見ると、通学路安全総

点検に基づく平成２８年度安全対策実施済箇所数が１０か所と少ないが、その理由を伺

う。 

３ 事項別明細書説明調書３７９ページに、川のまるごと再生プロジェクト推進費につい

て記載されているが、平成２８年度に取り組んだ８か所の整備の成果を伺う。 

 

道路環境課長 

１ 平成２９年度は交通事故が増えていることなどから、自転車通行帯の整備は、まだま

だ不十分と認識している。今後も、整備可能な箇所については、積極的に整備を進めて

いきたいと考えている。 

２ 平成２８年度は、通学路安全総点検に基づく対策を行う期間の最終年度であったこと

から、実施した箇所数が少なくなったものである。平成２９年度からは、新たな総点検

の結果に基づいて、対策に向けた取組を始めたところである。今後も市町村及び警察と

連携しつつ、安全確保対策を進めていきたい。 

 

水辺再生課長 

３ ８か所の整備は全て完了している。平成２７年度の県政世論調査では、７３．９パー

セントの方から川の再生の取組について、「よい」という評価を得ている。また、河川

空間の利用について県民の期待も大きいことから、「川の国埼玉はつらつプロジェクト」

として引き続き実施している。 

 

大嶋委員 

 自転車通行空間の整備による安全性の向上はどうか。具体的なデータについて伺いたい。 

 

道路環境課長 

 自転車通行帯を整備して自動車と通行帯を分離した整備箇所において、自転車が関係す

る事故の件数は、整備前の９９件から、整備後は７０件と約３割減少している。 

 



 

- 104 - 

前原委員 

１ 行政報告書１８ページの「３ 事務事業の見直しの実施」によると、「川の国埼玉地

域活動推進費」が縮減されている。これは市町村への財政支援の縮減ではないのか。 

２ 昨年８月の台風９号によって、県西部地域を中心に床上・床下浸水１，７００軒を超

える被害があった。その被害の特徴と対応について伺いたい。 

３ 毎回雨水が畑にたまり、作物を植えられない状態の土地がある。しかし、そこが行政

境界のために、責任の所在がはっきりせず、長年対策が講じられていないと聞く。行政

境界の被害発生をどう把握しているのか。また、県は今までどのような対策をしてきた

のか。 

４ 富士見市にある保育園は、砂川堀雨水幹線があふれて、４時間にわたって孤立した。

避難勧告や避難指示が全くなかったという事態も発生したが、砂川堀の管理体制の見直

しや、新河岸川への放水量を増やすことなど、どのような対策を取ってきたのか。 

５ 大型スーパーが建設されるなど、開発に伴って新たな被害が発生しているところがあ

るが、県の認識を伺いたい。 

６ 交差点整備について、歩行者の安全確保の視点での効果を伺いたい。また、事業を進

めるに当たり苦労されている点も伺いたい。 

７ 行政報告書２６７ページの（４）の「ア 舗装道の維持補修」について、平成２８年

度の補修の達成状況を伺いたい。 

 

水辺再生課長 

１ 川の国埼玉地域活動推進費は、川の魅力発信や地域活動を促進するための事業費であ

る。これまで県主催の大規模なイベントの開催と、市町村主催のイベントの支援の２本

柱で取り組んできた。川の再生に関する県民評価も高く、市町村においても川の再生事

業を主体的に進めるという状況になってきていることから、県主催のイベントを見直し、

市町村支援に特化したため縮減となったものである。市町村への支援を削減するもので

はない。 

 

参事兼河川砂防課長 

２ 昨年の台風９号は、３時間雨量１５０ミリメートルから２００ミリメートルという集

中豪雨により、県南西部１０河川において河川から水があふれるいっ水被害が発生する

という特徴があった。その対策として、県南西部を流れている東川について、日比田調

節池の掘削工事を加速させ、洪水調節容量を増大させるとともに、暫定的に流入させる

ための工事を行っている。また、不老川については、平成２９年度から６年間で集中的

に各種河川の拡幅等の整備を行う。引き続き、今後の浸水被害の軽減に向けて、効率的・

効果的な治水対策を進めていく。 

３ 浸水被害の家屋数については、各市町村で把握している。県は河川管理者として、ま

ずは河川施設、護岸等が被災した場合に、復旧のための対応を進めている。 

４ 砂川堀雨水幹線は下水道管理者が管理をしており、河川管理者としては管理体制を承

知していないのでお答えできない。なお、新河岸川への放流量等については、下水道管

理者と連携して検討を進めている。 

５ 県では、浸水被害の軽減を目的として、１ヘクタール以上の開発行為及び湛水区域の

盛土行為に対し、雨水流出抑制施設の必要対策量を確保することを「埼玉県雨水流出抑

制施設の設置等に関する条例」で定めている。これに基づいて、適切に指導をしている。 
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道路環境課長 

６ 歩行者を含めた事故は、交差点整備により約３割減少している。また、交差点改良に

合わせて幅の広い歩道も整備しており、歩行者の安全確保にも寄与している。なお、事

業を進めるに当たって、苦労している点は用地の取得である。特に、大きな建物移転や、

工場などの営業補償が必要な場合、補償額の合意を得るまでの交渉が非常に大変である。 

７ 舗装は年々傷んでくることから、定期的に調査を行い、損傷の著しい箇所から計画的

に必要に応じて修繕を実施している。また、日々の道路パトロールを行い、応急的な補

修が必要な箇所についても対応を実施している。 

 

前原委員 

１ 補修が進まない箇所もあると聞いているが、舗装が傷んでいる箇所の情報をどのよう

に収集しているのか伺いたい。 

２ 台風９号による被災について、避難所の設置、応急仮設住宅の設置、炊き出し、飲料

水供給、生活必需品供給などの支援を行ったのか。 

３ 開発業者に対しては、「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」により指導

しているとのことだが、その施設から水が逆流して住宅が被害を受けたところがある。

県はどのように支援と指導をしていくのか伺いたい。 

４ 「川の国埼玉地域活動推進費」について、今後も市町村に対する必要な財政支援を行

うということか。 

 

道路環境課長 

１ 県土整備事務所に情報が寄せられた箇所については、スピーディーに対応を行ってい

ると考えている。また、国、県、市町村が管理する全ての道路についての情報を一括し

て受け付ける「道の相談室」という窓口があり、２４時間体制で対応している。このよ

うな窓口を利用していただけるようＰＲも行っていきたい。 

 

参事兼河川砂防課長 

２ 避難所等開設状況などの支援については、当部は所掌していない。 

３ 県では、一定程度の開発行為に関しては、開発者が雨水流出抑制施設の必要対策量を

確保する必要があることを条例で定め、その範囲で指導を行っている。計画を超える降

雨の場合に指導を行うことは考えていない。対応は地域の市町村が主体になるが、県と

しては、できることがあればやっていきたいと考えている。 

 

水辺再生課長 

４ 縮減となった理由は、これまで県主催の大規模なイベントと、市町村主催のイベント

の支援の２本柱でやってきたものを、県主催イベントを削減して市町村主催イベントの

支援にシフトしたことによるものである。県主催のイベントとしては、近年のものでは

都幾川の川の魅力実感イベント、忍川美化活動ウォーク、黒目川の魅力実感イベント、

元小山川美化活動ウォークなどを行ってきた。こうしたイベントに代わり、市町村主催

のイベントが川の魅力実感や地域活動の定着に向けたイベントとなるよう、県として会

場の整地などの支援を実施していきたい。 

 

前原委員 

 日比田調節池は、景観を保全したまま整備されているのか。突然工事が始まったが、地
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元の方々への説明はどうなっているのか。 

 

参事兼河川砂防課長 

 工事は、地域の方々を対象にした地元説明会等を行った上で進めており、御意見があれ

ばその中で対応している。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１０月３１日（火）危機管理防災部関係） 

 

【説明者】 

槍田義之危機管理防災部長、木崎秀夫危機管理防災部副部長、目良聡危機管理課長、 

市川善一消防防災課長、齋藤忠俊化学保安課長、普家俊哉危機管理課危機対策幹 

 

【発言】 

飯塚委員 

１ 行政報告書１０３ページの「（２）減災に向けた自助と共助の推進」について、県と

市町村の役割分担はどうなっているのか。また、「自主防災組織リーダー養成講座」を

実施したとあるが、どのような内容なのか。さらに、リーダーを養成した結果、自主防

災組織がどのような成果を出したのか検証をしているのか。 

２ 行政報告書１０７ページの（１）の「ア トップフォーラムの開催」について伺う。

市町村長は、災害時に指揮を執るなど非常に重要な役割を担っているが、多忙なことか

ら教育訓練の場への参加の機会は限られている。トップフォーラムへの市町村長本人の

出席率はどれくらいだったのか。また、トップフォーラムは、密度の高い効果的な内容

にすることが重要だが、今後の取組の方向性についてはどう考えているのか。 

３ 行政報告書１０８ページの「（２）大規模災害等に対する初動体制の確保」について

伺う。県民の安全を守るためには、避難勧告、避難指示の発令を担う市町村の初動体制

確保も重要であるが、市町村に対してどのような支援を行っているのか。 

４ 行政報告書１１２ページの「（５）埼玉県特別機動援助隊合同訓練の実施」について、

災害現場での消防と医療の連携は重要であり、更に取り組んでいくべきである。本庄市

で実施した特別機動援助隊合同訓練以外には、どのような取組を行ったのか。 

５ 行政報告書１１３ページの「（６）消防団の活性化」を見ると、近年の消防団員数の

推移はほぼ横ばいであるが、地域の防災を担っている消防団には、更なる増員が必要で

ある。消防団への加入促進については、大規模商業施設でのイベントなどの機会にＰＲ

するほかに、どのような取組を行っているのか。また、女性消防団員の割合が年々増加

しているが、具体的にどのような活動をしているのか。 

６ 行政報告書１１６ページの「（６）『いつでも、どこでも炊出訓練応援隊』事業」の

「炊出訓練応援隊の活動実績の推移」のグラフを見ると、平成２８年度は応援隊の登録

団体数が減っており、応援隊の活動規模が縮小した印象を受けるが、実際の応援回数は

どうなっているのか。また、応援隊の利用拡大のためにどのような取組を行っているの

か。 

 

危機管理課長 

１ 基本的には、住民に近い市町村が主体となって、自主防災組織の設立と育成を担って

ほしいと考えている。県は、資機材整備の助成、講師の派遣、教材の提供により市町村

を支援する。また、自主防災組織リーダー養成講座では、自主防災組織の役割など基本

的な事項をはじめ、ハザードマップを使用して災害時の対応を話し合う災害図上訓練や、

止血や骨折時の固定を行う救護訓練などを行っている。さらに、平成２９年度から毎年

度、自主防災組織の活動実態調査を行うこととした。調査結果を分析した結果、活動し

ていないと答えた団体の割合が、前回の平成２６年度調査の１８パーセントから、今回

の調査では９パーセントに半減しており、リーダー養成により一定の成果が出てきてい
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ると考えている。しかし、積極的に活動している組織はまだ十分とはいえない状況にあ

るため、引き続きしっかりと支援していく。 

２ トップフォーラムについては、平成２８年度は５０市町村が参加し、そのうち市町村

長本人の出席は２３人であった。平成２９年度は、市町村長本人の出席は微増の２５人

であり、まだ少ない状況である。今後は、早期の日程確保や地域振興センターを通じた

働き掛けにより、市町村長本人の出席が増加するように努めたい。なお、今年度のトッ

プフォーラムは、総務省職員によるサイバーセキュリティの講話と、水害で被災した兵

庫県豊岡市長による講話の２本立てとした。特に、被災自治体の市長による真に迫った

講話には、非常に参考になったとの高い評価が寄せられた。これからも、時期にかなっ

たトピックの選定や、被災自治体の長の生の声を聴く機会を設けるなど、フォーラムを

魅力的な内容にするように努め、市町村長本人の出席数が増えるようにしていきたい。 

 

消防防災課長 

３ 平時には、避難勧告等の判断伝達マニュアル、避難所運営ガイドライン、タイムライ

ンなどの例を示し、作成を促進する支援を行っている。災害時には、警報などの発令が

あった場合、初動体制を立ち上げているかどうかについて、市町村に電話等で状況を確

認している。また、河川の洪水予報などを基に、流域市町村に対して、避難勧告の発令

についての助言などを行っている。甚大な被害がある場合は、市町村情報連絡員として

県職員を派遣し、情報収集などの支援を行っている。 

４ 合同訓練に向けて、消防本部の機動救助隊、県の防災航空隊及び埼玉ＤＭＡＴの３つ

の組織の連携が大事であることから、基礎研修を実施している。この研修は、三者が互

いに講師役となって教え合うもので、理解と連携を深めている。さらに、三者が共に参

加する応用研修を実施しており、平成２８年度は、鉄道災害を想定した図上訓練等を行

った。また、定期的に運営検討委員会などの会議を実施し、三者の連携強化を図ってい

る。 

５ 全国で消防団員数が減少傾向にある中、埼玉県は横ばいの状況を維持している。これ

まで、特に女性消防団員を増やすことに力を入れており、１１月１日の「埼玉県女性消

防団員の日」を中心に県下一斉ＰＲを行い、加入促進を図っている。あわせて、大学な

どの学生の加入促進にも力を入れており、卒業後も幅広い防災活動の担い手として活動

してもらうことを期待している。具体的には、市町村に対して「学生消防団活動認証制

度」の導入を働き掛けている。この制度は、学生が消防団活動に取り組んでいることの

証明書を、就職活動の際に活用してもらうものであり、制度の周知を経済団体にも働き

掛けている。さらに、県職員が市町村職員とともに大学を訪問して、直接働き掛けてい

る。なお、女性消防団員は、平時は普及啓発活動や広報活動を行っている。具体的には、

ＡＥＤの講習や高齢者宅への訪問、イベントでの防災啓発劇などを行っている。また、

大規模災害時には、女性ならではの視点から避難者支援活動を行うことなどを期待して

いる。 

 

化学保安課長 

６ 平成２８年度の応援回数は増加している。これは、平成２８年熊本地震の影響により、

自治会などの防災意識が高まったためであると考えている。なお、東日本大震災後の平

成２３年度に応援回数が初めて３桁になり、その後、増加傾向から減少傾向に転じて、

再び増加したという推移である。また、応援隊利用拡大の取組としては、市町村広報紙

やＮＡＣＫ５による広報を行っているほか、新しい炊き出しレシピの作成やチラシの刷
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新、ホームページへの炊出訓練の様子の掲載などを行い、利用の機運を高めていく。 

 

飯塚委員 

１ ３年前の大雪の際に、ある町は事前に図上訓練を行い、重機の場所や操作できる作業

員等を把握していたことから、降雪後、非常に円滑な対応ができたと聞いている。県は、

市町村の図上訓練を支援するマニュアルを作成しているのか。 

２ 埼玉県特別機動援助隊合同訓練の実施については、地元の医師会や看護学校に周知し

ていたのか。 

 

危機管理課長 

１ 県は、自主防災組織リーダー養成講座の受講者に標準指導要領を提供している。それ

に基づき、それぞれの地域及び自主防災組織では、実際のハザードマップを活用した実

践的な図上訓練を実施している。 

 

消防防災課長 

２ 地元の看護学校については、声を掛けて訓練に参加してもらった。医師会には直接声

は掛けていない。今後必要があれば、連携を取っていくことを検討したい。 

 

安藤委員 

１ 資料１８「平成２８年埼玉県の救急搬送状況について」について伺う。平成２８年の

現場到着所要時間と受入先決定までの所要時間は、全国ではそれぞれ何位なのか。 

２ 救急医療情報システムに接続したタブレット端末の導入や、保健医療部との連携によ

り、現場滞在時間などは短縮したのか。 

 

消防防災課長 

１ 現場到着所要時間は全国２４位である。また、受入先決定までの所要時間において、

現場滞在時間が３０分以上となった割合は全国４７位であり、最も時間がかかっている。 

２ 現場滞在時間が３０分以上となった割合は、平成２６年は１５．６パーセント、平成

２７年は１５．０パーセント、平成２８年は１２．８パーセントと、全国最下位ではあ

るが改善してきている。更に改善を進めるとともに、全国最下位を脱するように取り組

んでいく。 

 

安藤委員 

 救急医療情報システムに接続したタブレット端末の活用などは、現場活動の時間短縮に

効果はあったのか。 

 

消防防災課長 

 効果はあった。 

 

田並委員 

１ 行政報告書１０３ページの「（２）減災に向けた自助と共助の推進」によると、自主

防災組織の資機材整備に取り組む市町村に対して補助を行ったとある。自主防災組織に

よって資機材の充実の状況にばらつきがあると思うが、この補助は、自主防災組織が資

機材を購入する際に補助金を交付する制度なのか。 



 

- 110 - 

２ 資機材の購入に当たり、自主防災組織に対して被災地での教訓を生かしたアドバイス

は行っているのか。 

 

危機管理課長 

１ 基本的には、自主防災組織が資機材を購入し、それに対して市町村が補助した場合、

市町村の負担額の２分の１を県が助成している。 

２ 個別の自主防災組織に資機材購入のアドバイスは行っていないが、自主防災組織リー

ダー向けに、マンションの防災対策や女性視点の防災対策などの教材を提供しており、

資機材購入の参考にしてもらっている。 

 

山根委員 

 行政報告書１０７ページの「（１）危機管理体制の強化」の「ア トップフォーラムの

開催」については、県内の市町村長が一堂に会する大変貴重な機会であるため、充実した

内容であってほしいと思う。例えば、県内にも越谷市など水害や竜巻等の被災自治体があ

るが、意見交換では、県内の被災自治体から課題等を報告してもらうなどの取組は行って

いるのか。 

 

危機管理課長 

 意見交換は、主に講師の話を踏まえた内容を中心に行っているが、各市町村長もそれぞ

れの市町村内での被災体験に即して、活発に意見を述べている。 

 

吉良委員 

１ 行政報告書１０７ページの「（１）危機管理体制の強化」によると、市町村職員向け

の研修会は、県・市町村職員危機管理指導者養成研修だけのようであるが、市町村の危

機管理体制の強化は十分なのか。 

２ 行政報告書１０８ページの「（３）防災ヘリコプターの運航」について、防災ヘリコ

プターの災害出動回数は６９回とあるが、保有機数は何機なのか。 

３ 行政報告書１１１ページの「（４）消防広域化の推進」によると、県内の消防本部を

７つのブロックにまとめることを目指して、各消防本部への働き掛け、ヒアリングの実

施、勉強会の開催及び報告書の作成などの様々な取組を行っているが、広域化が進まな

いのはなぜか。平成２８年度の取組の成果については、どのように検証しているのか。 

 

危機管理課長 

１ 県・市町村職員危機管理指導者養成研修には、１回目１７６人、２回目１３５人が出

席している。市町村によっては危機管理の専任の部署もなく、専任者もいないところも

あり、全ての市町村に行き届いているとは言い切れないが、この研修を市町村職員の危

機管理能力の向上に寄与するものにしていきたい。 

 

消防防災課長 

２ ３機保有している。 

３ 一般的に課題となっているのは、消防本部がほかの地区に移る市町村は、危機管理の

中枢機能が地元からなくなる不安があること、これまで消防の予算額を低く抑えてきた

市町村は、負担額が増加する可能性があること、広域化には通信や指令の統合が必要と

なるため、新たな財政負担が生じることである。例えば、昨年度、坂戸・鶴ヶ島消防組
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合と西入間広域消防組合が勉強会を実施したところ、給与体系や処遇、現在２交代制と

３交代制とで異なっている勤務体制をそろえる必要があること、財政負担の問題などが

課題として挙げられた。 

 

吉良委員 

１ 市町村の危機管理体制の強化が不十分だと、今後、オリンピック・パラリンピックで

テロが発生した場合などに、県への情報伝達の遅れが発生することが考えられる。県自

体の危機管理体制の強化は進んでいるが、現場レベルである市町村は、十分な対応がで

きるのか。 

２ 防災ヘリは３機で６９回出動している一方、ドクターヘリは１機で約３８０回出動し

ている。防災ヘリの６９回のうち１７回が救急での出動とのことだが、ドクターヘリと

は、救急出動において連携しているのか。 

３ 平成２８年度の消防の広域化の進捗状況はどうか。 

 

危機管理課長 

１ 県・市町村職員危機管理指導者養成研修のほかに、市町村が参加するものとして、国

民保護の図上訓練がある。年２回の開催を通じて顔の見える関係を構築し、情報伝達が

円滑に行われるように努めている。 

 

消防防災課長 

２ 防災ヘリは、６９回の出動以外にも各種訓練への参加で４４９回出動しており、相当

数の活動を行っている。また、防災ヘリがドクターヘリを補完する仕組みはあるが、平

成２８年度は出動実績がなかった。 

３ 勉強会の開催などを行い、報告書の作成などは行ったが、広域化は進んでいない。 

 

新井委員 

 資料２４「県有建築物の耐震対策の進捗状況」を見ると、平成２８年度の「全棟数」は

２，１７５棟とある。これらは、例えば階数や延床面積などの一定の基準を超える建築物

のみを計上しているのか、それとも全ての建築物を計上しているのか。また、棟数に学校

の建築物は含まれているのか。 

 

危機管理課長 

 非常に小さい建築物、例えば１階建てで２００平方メートル以下のものは除外している。

また、学校については、避難収容施設である建築物のみを計上しており、実習棟のような

建築物は除外している。 

 

新井委員 

 除外している建築物は、県有建築物ではないということか。 

 

危機管理課長 

 県有建築物であるが、公表の対象とはなっていない。 

 

新井委員 

 資料２４だけを見た場合、全ての県有建築物を計上しているように見える。ただし書が
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必要ではないか。 

 

危機管理課長 

 そのとおりである。今後は改めたい。 

 

岡委員 

 行政報告書１０３ページの「（２）減災に向けた自助と共助の推進」を見ると、自主防

災組織の組織率は、県全体で平成２７年度末現在８８．８パーセントとあるが、市町村ご

との組織率では、５０パーセント未満の市町村と１００パーセントの市町村はそれぞれ幾

つあるのか。 

 

危機管理課長 

 組織率５０パーセント未満は小鹿野町と神川町の２町である。組織率１００パーセント

の市町村は２１ある。 

 

岡委員 

 平成２７年度当初と平成２８年度当初の組織率について、小鹿野町は約２１パーセント、

神川町は約１７パーセントのまま、ほとんど変わっていない。県としてその理由をどう考

えているのか。 

 

危機管理課長 

 自主防災組織とともに共助を担う消防団の団員数は、人口１，０００人当たりの県平均

が約２人のところ、小鹿野町は４７人、神川町は１８人と極めて高い。２町については、

消防団員数の充実が一因であると考えられる。しかし、県全体では、自主防災組織の組織

率が低い市町村は消防団員数が多いとは限らないので、まずは共助の空白地帯をなくすよ

う取り組む。 

 

岡委員 

 訓練された消防団員が自主防災組織の役割も果たすのではなく、一般住民が防災意識を

高めるために自主防災組織を作ることが本来の在り方である。自主防災組織の組織率を上

げるよう、県は市町村を指導すべき立場にあると考えるがどうか。 

 

危機管理課長 

 自主防災組織は重要であり、県の５か年計画でも、県全体での組織率を９６パーセント

に向上させることを目標としている。県内全域に自主防災組織が広がるよう努めていく。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書１０３ページの「（２）減災に向けた自助と共助の推進」によると、「イ

ツモ防災講座」講師養成研修を実施しているが、受講者の内訳はどうなっているのか。

また、受講者は、県民への防災に関する啓発をどのように行っているのか。 

２ 行政報告書１０７ページの「（１）危機管理防災体制の強化」の「エ 危機管理マニ

ュアルの検証・見直し」について、マニュアルには検証すべき多くの項目がある中、見

直しをする項目をどのような基準で選定したのか。また、実際に検証・見直しを行った

主な内容について伺う。 
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３ 行政報告書１０９ページの「（５）災害オペレーション支援システムの管理・運用」

について、災害が起き、停電した場合にはシステムのバックアップ電源で対応可能と思

うが、システムに障害が発生して使用不能になった場合は、どう対応するのか。 

４ 行政報告書１１０ページの（１）の「イ 救急救命士養成教育訓練等の実施状況」を

見ると、救急救命士の延べ教育人員は４３１人とあるが、救急救命士の消防隊への配備

状況と、全国順位はどうなっているのか。また、一刻も早く全ての消防隊に救急救命士

を配備することが望ましいが、県はどのように考えているのか。 

５ 行政報告書１１２ページの「（５）埼玉県特別機動援助隊合同訓練の実施」について、

埼玉県特別機動援助隊は、平成２８年度に三芳町のアスクルの倉庫火災に際して出動し

ているが、どのような活動状況だったのか。 

６ 行政報告書１１３ページの「（１）火薬類取締法指導」について伺う。県内の火薬類

の使用量は、他県に比べて多いのか少ないのか。 

７ 世界的にテロ等が危惧されている中で、火薬類の盗難防止対策は万全なのか。テロ等

を念頭に置いた場合、県としてどのような対策を講じているのか。 

 

危機管理課長 

１ 受講者１４３人の内訳は、市町村職員４９人、消防本部職員２４人、消防団員１４人、

自主防災組織リーダー養成指導員４０人、その他防災学習センター職員などが１６人で

ある。平成２９年度は、受講者の少ない町村の職員や、女性消防団員に研修の受講を呼

び掛けた。また、受講者は、防災啓発の講師となって町内会や自主防災組織で講座を開

いたり、ショッピングセンターやイベント会場などでワークショップを開催し、家具の

固定や水・食料の備蓄などの自助の取組を県民に促している。平成２８年度は、講座や

ワークショップに合計約２万３，０００人の参加があった。 

２ 危機管理に関するマニュアルは所属ごとに作成しており、地域機関も含めた県全体で

は３８８本ある。当該マニュアルは、危機管理指針に基づき、各部局で毎年度見直しを

行うこととされており、昨年度は１７０本が見直された。また、主な見直しの事例は、

総務事務センターにおいて、「システム障害マニュアル」の障害時の情報伝達ルートの

更新を行ったことや、パスポートセンターにおいて、「コンピューターの誤作動及び大

規模停電によるパスポート作成不能への対応マニュアル」を、旅券作成不能時対応模擬

訓練の結果等に基づき、全面的に見直しを行ったことなどである。 

 

消防防災課長 

３ 危機管理防災センターが被災した場合でも、インターネットが使用できる状況であれ

ば、災害オペレーション支援システムを利用することは可能である。なお、インターネ

ットが使用不能になるなどシステムが利用できない場合には、地上系や衛星系の防災行

政無線を使用して連絡手段を確保するなどの対応を行う。 

４ 平成２９年４月１日現在、救急隊に所属する救急救命士は１，２１８人である。また、

救急救命士がいる救急隊数は、２１６隊中２１３隊であり、その比率は９８．６パーセ

ントである。全国平均は８９．３パーセントであり、埼玉県は全国６位である。また、

救急隊員に占める救急救命士の割合は全国３位であり、順調に育成・配置が進んでいる。

県としては、救急救命士が救急隊にいる比率が１００パーセントになるように取り組ん

でいく。 

５ 重機を使用し、消火活動の支障となる物を除去した活動や、特殊車両を使用した照明

により、夜間の消火活動を支援した活動などがあった。また、消火活動には多くの人手
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が必要であるが、マンパワーの提供においても貢献した。 

 

化学保安課長 

６ 県内では、武甲山を中心に爆薬等の火薬類が大量に消費されている。火薬類の年間使

用量は約１，１００トンである。この量は全国使用量の１．６パーセント程度であるが、

関東地方の１都６県では、栃木県に次いで２番目に使用量が多い。 

７ 火薬類の盗難防止については、毎年度、火薬庫の全棟について立入検査を行い、二重

扉による施錠や、警報装置の設置などの基準が遵守されていることを確認している。ま

た、製造所や火薬庫などの事業所情報について県警と情報共有を図っているほか、今年

度から、製造所や火薬庫などへの合同立入検査を実施している。 

 

日下部委員 

１ 資料１８「平成２８年埼玉県の救急搬送状況について」によると、救急車の出動件数

が増加するとともに、現場到着所要時間も年々伸びている。現場を見ていると、軽症な

のに救急車を呼ぶ人の数は減っていない。主要先進国の中で、救急車の出動要請をして

も無料なのは日本だけであり、１、０００円でもいいから有料化すべきである。救急車

の適正利用の確保が必要であるが、平成２８年度に取り組んだ内容と、その所要額につ

いて伺う。 

２ 行政報告書１１０ページの「（３）メディカルコントロール体制の整備」によると、

埼玉県メディカルコントロール協議会を開催し、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関

する基準」の改正を協議したとのことだが、改正点は何か。 

３ 行政報告書１０９ページの「４ 国民保護計画の推進」を見ると、大規模テロの発生

を想定した実働訓練と、化学剤が散布されたと想定した図上訓練を実施したとある。我

が国に対して核ミサイルが発射されたことを想定した訓練も必要と考えるが、平成２８

年度に実施しているのか。 

４ ヨーロッパ諸国では、自宅用核シェルターが普及している。先日の北朝鮮からのミサ

イル発射の際には、核シェルターがないことから、Ｊアラートが出てもどうしたらいい

か分からずに右往左往する人も多かった。核シェルターの普及率について、諸外国や我

が国の状況を把握しているのか。また、核兵器を使用された場合などを想定した危機管

理について、平成２８年度の取組を伺う。 

 

消防防災課長 

１ 有料化については様々な議論があると認識している。平成２８年度の救急車の適正利

用を図る取組としては、保健医療部とともに、救急電話相談事案の周知や転院搬送の適

正化などを行った。なお、危機管理防災部としての平成２８年度の予算はゼロであった。 

２ 転院搬送に係る基準を追加する改正を行った。転院搬送は、緊急性があること、高度

医療が必要であること、医療機関で転院先の選定をすること、搬送に当たって医師や看

護師が同乗する必要があることなどを踏まえて、基準を見直した。 

 

危機管理課長 

３ 平成２８年度は、核ミサイルを想定した訓練を実施していないが、県・市町村職員危

機管理指導者養成研修において、核関連に対する陸上自衛隊の対処活動についての講義

を行っている。なお、核ミサイルの問題は、平成２９年度に入ってから事態が深刻化し

ているため、Ｊアラート機器の整備・点検の徹底を市町村に依頼するとともに、避難行



 

- 115 - 

動について県民への周知に努めている。 

４ 核シェルターの諸外国での普及率については把握をしていない。 

 

日下部委員 

 救急車の適正利用を啓発するための配布物作成などは、どの部局が主体となって行って

いるのか。 

 

消防防災課長 

 保健医療部が主体で行っている。 

 

大嶋委員 

１ 歳入歳出決算事項別明細書説明調書の１２９ページを見ると、継続費逓次繰越として

県庁舎非常用都市ガス発電機等整備事業費が計上されているが、これは何か。 

２ 危機管理防災関連におけるＳＮＳの活用について、平成２８年度の状況を伺う。 

 

危機管理課長 

１ 県庁舎非常用都市ガス発電機等整備事業は、平成２６年度からの３か年の継続費によ

る事業であったが、平成２９年度まで整備期間を延長することとし、平成２９年２月定

例会において補正予算の議決を経たものである。翌年度繰越額の４７３万１，０２５円

は、当初見積額と実際の契約金額の差額について、逓次繰越を行ったものである。 

 

消防防災課長 

２ ＳＮＳによる情報の発信については、「ポケットブックまいたま」で実施している。

ＳＮＳについては、様々な情報発信手段がある中で、どのように有効活用していくのか

を今後の研究課題としたい。 

 

大嶋委員 

 「ポケットブックまいたま」の登録者数は増加しているのか。 

 

消防防災課長 

 増加数は不明であるが、現時点の登録者数は４万２，２２４人である。 

 

前原委員 

１ 資料１７「東日本大震災への対応について」によると、平成２８年度の職員の派遣は、

岩手県に１１人、宮城県に１５人、福島県に１３人の計３９人となっている。派遣した

職員からの現況報告は、どのように受けているのか。また、報告の内容はどのようなも

のか。 

２ 東日本大震災の被災地の状況の変化を、どのように把握しているか。また、必要な支

援策の検討状況はどうか。 

３ 資料１７の２ページの「民間賃貸住宅借り上げ制度の実施状況」を見ると、借り上げ

戸数が減ってきているが、その理由は何か。また、受入者の年齢や家族構成などの状況

をどのように把握しているのか。 

４ 資料１８「平成２８年埼玉県の救急搬送状況について」について、現場到着所要時間

が２０分以上である２，７４２件のうち、最長の所要時間はどれくらいか。また、その
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理由をどう認識しているのか。 

５ 救急患者の受入先決定までの所要時間が長くなる理由を分析しているのか。 

６ 医療機関への受入れ問合せの最多回数は１９回であるが、その理由を分析しているの

か。 

７ 資料２０「平成２８年度 住民の防災訓練等の参加状況」によると、住民の防災訓練

への参加率が高い市町村と低い市町村があるが、住民の意識や諸条件にはそれぞれどの

ような特徴があるのか。 

 

危機管理課長 

１ 毎月、勤務状況や健康状況等を文書で報告してもらうとともに、おおむね四半期ごと

に帰庁してもらい、直接、最近の業務内容や日常生活などについて報告を受けている。

その際は、顔色を見るなど心身に問題がないか様子を確認している。何か困ったことが

あれば相談を受け、必要に応じて派遣先に申入れを行っている。 

２ 被災地の状況については、この夏、知事とともに福島県と岩手県を訪問したが、復興

事業が盛んに行われている状況であり、人的支援がまだ必要なことを実感した。その一

方で、震災からの年月の経過に伴い、東北３県からの応援要請数は徐々に減少の傾向に

ある。本県の職員の状況を勘案しながら、必要な派遣は継続していきたいと考えている。 

 

消防防災課長 

３ 基本的に被災３県が国へ協議し、応急仮設住宅の供与延長について、毎年度決定して

いる。供与が終了した避難者は、応急仮設住宅から退去している。なお、年度途中にお

いても、転居や転出に伴い応急仮設住宅から退去している避難者がいる。年齢や家族構

成は、入居時に県住宅課で把握している。また、市町村においても把握していると聞い

ている。 

４ 最長の事例は、３時間５０分かかっている。山中から通報があり、天候が悪くヘリが

出動できなかったため、救助隊とともに山中を歩いて現場に向かったことで時間がかか

った。結果的には、軽傷で不搬送であった。一般的には、携帯電話からの通報で電波が

届きにくく、指令台での聞き取りに時間がかかったり、救急隊出動の際に現場の特定な

どで時間がかかったりしている。 

５ 現場滞在においては、救急隊が気道確保やアドレナリン注入などを含む現場での処置

を行うことや、傷病者の症状、かかりつけ医、家族の連絡先などの聞き取りなどで時間

がかかっている。 

６ 照会回数１９回の事例は、１１か月の幼児が、兄の乗る自転車に手を挟んで指を切断

した事例である。幼児であることや、切断した指を再接着できる医療機関を探したこと

による。一般的には、時間帯などで専門医が不在であることや、患者が精神障害などで

収容をちゅうちょされることなどが考えられる。 

７ 日高市の参加率が３６．４５パーセントと高くなっているが、これは、全地区の自治

会長等が、防災訓練当日の朝に各家庭を訪問して安否確認を行っているためである。入

間市では、全ての自主防災組織が積極的に訓練に参加している。住民をうまく巻き込ん

で実施している自治体は、参加率が高くなる傾向にある。富士見市、長瀞町などは参加

率が低くなっているが、自主防災組織が独自で行っている防災訓練を把握できていない

という面もある。今後も、多くの住民が防災訓練に参加する状況になるよう、市町村に

働き掛けていきたい。 
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前原委員 

１ 派遣職員に聞き取りを行い、必要に応じて派遣先の被災県に申入れをしているとのこ

とだが、申入れの具体的な内容はどのようなものか。 

２ 被災県の職員と、県内にある生活再建支援拠点との連携はどうなっているのか。 

３ 救急現場で緊張を強いられながら、短時間で様々な状況を確認して最適な医療機関を

探さなければならない救急隊は苦労している。救急隊の職員は足りているのか。 

４ 消防の広域化が進んでいないとの話があったが、広域化が進まないことで救急活動が

阻害されているのではないか。 

 

危機管理課長 

１ 特に時間外勤務が多い職員について、派遣先に業務執行体制の見直し等に関する申入

れを行った。 

 

消防防災課長 

２ 福島県の職員が、埼玉県の危機管理防災センターへ週に数日駐在し、避難者に関する

連絡調整を行っている。福島県が埼玉県内に設置している支援センターとも連携して、

避難者への相談や対応を行っている。 

３ 消防職員の充足率１００パーセントを目指して引き続き取り組んでいく。 

４ 県内では消防本部相互の応援体制があり、補完し合って業務を行っていることから、

広域化が進んでいないことで救急活動が阻害されているとは考えていない。広域化につ

いては引き続き推進していく。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１１月１日（水）都市整備部関係） 

 

【説明者】 

野川達哉都市整備部長、武藤彰都市整備部副部長、五味昭一都市整備部副部長、 

末柄勝朗都市整備政策課長、吉岡博之都市計画課長、川辺隆浩市街地整備課長、 

落合誠田園都市づくり課長、北田健夫公園スタジアム課長、白石明建築安全課長、 

柳沢孝之住宅課長、楢原徹営繕課長、田中裕二設備課長 

 

【発言】 

高橋委員 

１ 行政報告書２８１ページの（１）の「オ 良好な景観形成の推進」によると、埼玉県

景観条例及び埼玉県景観計画に基づき、良好な景観の形成に努めたとある。一定規模以

上の建築物等が対象であるが、イメージが湧いてこない。平成２８年度は、具体的にど

のように取り組んだのか。 

２ 行政報告書２９０ページの（１０）の「ウ 応急危険度判定体制の整備」について、

本当に応急危険度判定士が必要と考えているのか。また、平成２８年度に実施した応急

危険度判定士を養成するための講習会の受講者について、民間と行政の割合はどうなっ

ているか。 

３ 行政報告書２９６ページの「（１３）中古住宅流通・住み替え促進事業」について伺う。

かつての日本では、建築資材としての再利用も含めて中古住宅は大いに流通していた。

しかし、戦後は粗製乱造の住宅が増え、住宅難、建築資材難の時代を経て、やっと最近

になって良質な住宅が建設されてきた状況である。県は、平成２８年度において、中古

住宅の流通促進には現時点及び今後も良質な住宅の供給が必要なことを踏まえ、この事

業に取り組んできたのか。 

 

田園都市づくり課長 

１ 平成２８年度は、県、地元市、ＮＰＯが共同で開催した「歴史のみち景観モデル地区」

における景観まち歩きの取組を行った。６地区において、計１９３名の県民に参加いた

だき、地区のＰＲだけでなく、景観上の課題の抽出や地域の景観意識の醸成などにつな

げ、良好な景観の保全と創出に努めた。また、良好な景観の形成には、地域の特性を生

かしたきめ細かな方策が有効であり、市町村が中心的な役割を担うことが望ましいとの

観点から、市町村に対する支援を行った。具体的には、景観行政団体施策研究会を開催

し、駅前広場などを題材にして、景観上の課題の抽出や対応策の検討などの研究を、市

町村とともに行った。 

 

建築安全課長 

２ 被災した建物の余震等による２次災害を防止するため、応急危険度判定を円滑にでき

る体制を整備することは、大変重要であると考えている。応急危険度判定士の数につい

ては、首都直下地震により県が甚大な被害を受け、大規模な判定活動が必要となる場合

の地震被害想定調査を基に算定し、６，８００人が必要であるという目標を立てている。

また、判定士の内訳は、民間が約７割、行政が約３割である。 
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住宅課長 

３ 県民が安心して良質な中古住宅を購入できるようにするため、県と住宅関連事業者で

構成する埼玉県住まいづくり協議会とともに、安心中古住宅登録制度を平成２８年１１

月に創設した。具体的には、耐震性能、瑕疵担保保険への加入、アフターメンテナンス

体制などの基準を、協議会が審査して登録するものである。また、住み替えを促進する

ために、一般社団法人移住・住みかえ支援機構が実施しているマイホーム借上げ制度に

おいても、住宅の耐震性能などの基準がある。これらの取組の周知を図り、良質な住宅

が中古住宅として普及するように取り組んでいきたい。 

 

高橋委員 

１ 景観意識の向上など、大きな視点での取組も重要だが、一方で、個々の建物の緑化な

どの対応も重要である。先日の環境部の審査において、壁面や屋上の緑化などについて

質問したところ、平成２８年度の取組はないとのことであった。都市整備部では何か取

組はあったのか。 

２ 中古住宅の流通に当たり、品質を確保するためには、宅地建物取引士や建築士などの

専門家が関わっていくべきと考えるが、平成２８年度の取組はどうであったのか。 

３ 応急危険度判定士について、東日本大震災などでは民間の判定士に特に依頼がなかっ

たと認識しており、行政職員だけで十分に足りているように感じている。もし、不足し

ているのであれば、平成２８年度は、民間の判定士の活用について取り組んだのか。 

 

田園都市づくり課長 

１ 良好な景観における緑等の配慮については、景観法の届出制度がある。届出の審査に

当たっては、明るく派手な色彩を使用しないようにという視点で規制誘導を図っている。

また、緑地等については、県の景観計画にも、周辺の緑との調和を図る配慮を求める事

項があるので、引き続き、取り組んでいく。 

 

住宅課長 

２ 安心中古住宅登録制度やマイホーム借上げ制度では、住宅の耐震性能を確認すること

が条件であり、建築士の確認を経た上で、審査している。引き続き、住まいづくり協議

会などと連携して、制度を周知し、建築士の協力が得られるよう努めていく。 

 

建築安全課長 

３ 首都直下地震のような大地震が起こった場合に必要な約６，８００人という人数は、

行政職員だけでは確保できないので、民間の協力が必要であると考えている。また、実

際の判定活動を円滑に行うには、地域の実情に詳しい判定士の協力が必要であり、この

点でも民間の判定士に期待している。なお、平成２８年度は、民間の判定士も対象とし

た養成講習会、模擬訓練や連絡体制の訓練などの取組を実施した。 

 

山根委員 

１ 行政報告書２８５ページの（３）の「ア 住宅密集地の改善促進」によると、平成２

８年度は、先導地区３市３地区で改善方策を検討したとのことだが、それらの地区を選

定した理由を教えて欲しい。また、改善が必要な住宅密集地はどれくらいあるのか。 

２ 行政報告書２８７ページの（６）の「イ 有料施設の利用者数及び稼働率」によると、

川越公園について、プール利用者数はしらこばと公園に次いで２位だが、テニスコート



 

- 120 - 

の稼働率は、同じ人口規模の所沢市にある所沢航空記念公園よりも低い。テニスコート

の稼働率が低い課題をどう捉えているのか。また、どう改善するのか。 

３ 行政報告書２９５ページの「（８）子育て世代・多子世帯向け住宅支援事業」について、

子育て応援住宅認定戸数が減少している理由は何か。周知の不足や、認定条件が厳しい

ことなどが原因なのか。 

 

市街地整備課長 

１ 先導地区の選定については、住宅密集地がある市町であり、かつ、平成２９年度から

改善事業に取り組める地区ということを条件とし、埼玉県住宅密集地改善連絡会議で募

集を行った。その結果、川口市、草加市及び上尾市の３市３地区から取り組めるとの回

答があり、先導地区として選定したものである。また、アンケート調査の結果、３２市

町から、改善が必要な住宅密集地があるとの回答があった。 

 

公園スタジアム課長 

２ 川越公園は、ハードコートが２４面あるが、夏季プールの営業時期は４面のみにする

という変則的な運営をしているため、稼働率が下がっている。また、川越公園と所沢航

空記念公園を駅からの距離で比較すると、川越公園の方が少々不便であることも、稼働

率に影響していると考えている。県としては、川越公園のテニスコートは、かなり利用

されていると認識しているが、指定管理者と相談しながら、稼働率の向上に努めたい。 

 

住宅課長 

３ 認定実績の大多数を占めるマンションは、平成２６年４月の消費税増税前の駆け込み

需要の反動により、平成２５年度以降の着工数が減少している。それが認定戸数の減少

の大きな原因と捉えているが、平成２８年度のマンション着工数には復調の兆しがある

ことから、今後は増加が見込めると考えている。この制度は、認定住宅を利用している

住宅メーカーからの評判は良好であり、県民からの認定物件の問合せも多いため、引き

続き、埼玉県住まいづくり協議会などと連携して制度の普及に努めていく。 

 

山根委員 

１ ３２市町に改善が必要な住宅密集地があるとのことだが、首都直下地震がいつ発生す

るか分からない中で、先導地区以外の市町においても、平成２８年度に改善対策を計画

したのか。また、改善が完了するのはいつになるのか。 

２ 子育て応援住宅の分譲住宅については、認定件数が２３戸と少なく、県が行う事業の

規模としてふさわしいのか疑問がある。課題と改善策を伺う。 

 

市街地整備課長 

１ ３２市町の全てが改善に取り組んでいる状況ではない。今回指定した先導地区の取組

状況について、今後、住宅密集地改善連絡会議を通じて、有効な取組やすぐに取り組め

る事例などの情報を提供し、住宅密集地の改善につなげていきたい。 

 

住宅課長 

２ 分譲住宅の数が少ないのは、子育てしやすいハードや立地条件の基準に加え、管理運

営上の工夫が必要なことや、団地戸数５戸以上が必要という認定基準が厳しいためであ

ると考えている。今後、関係事業者の意見を聴きながら制度の改善に努め、普及を促進
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していきたい。 

 

田並委員 

 行政報告書２８５ページの（４）の「ア 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場の改修」に

よると、平成２８年度からスタンド改修工事に着手しているが、改修設計に選手や関係団

体等からの意見をどのように反映しているのか。また、改修工事には、県内業者が下請け

や孫請けに入っているのか。 

 

公園スタジアム課長 

 改修設計に当たっては、ラグビー協会やワールドカップ組織委員会等の関係機関との意

見交換を行っている。基本設計の段階から可能な限り要望を設計に反映しており、例えば、

これまでベンチシートであった座席を全て個席にするほか、観戦しやすいスタンドとする

ために観客席の勾配を大きくしている。また、下請け業者は約１００社あり、そのうち約

３割が県内業者となっている。そのほか、既存スタンドの改修工事についても、建築や電

気工事などを県内６社に発注している。 

 

田並委員 

 埼玉スタジアム２００２は、スポンサーに配慮して、テレビ放映の際にコマーシャルを

しっかり流せるタイムスケジュールになるよう、選手の動線などを非常に考慮した設計に

なっている。熊谷スポーツ文化公園ラグビー場の改修設計では、そのような配慮がなされ

ているのか。 

 

公園スタジアム課長 

 ラグビー場の設計段階でスポンサーが直接入っているわけではないが、大会を運営する

組織委員会が、スポンサーや選手の動線等に配慮した運営計画を検討しており、県とも協

議している。埼玉スタジアム２００２においては、大規模な試合の運営を重ねながら改善

を図ってきたため、熊谷スポーツ文化公園ラグビー場においても、運営しながら改善を図

っていきたい。 

 

神谷委員 

１ 行政報告書２７９ページの「１ 計画的な都市づくりの推進」の表によると、埼玉県

５か年計画の「新たに整備された産業基盤の面積」の目標値２８０ヘクタールに対して、

実績値が３３３ヘクタールとなっているが、産業基盤づくりのために、県は具体的に何

を行ってきたのか。 

２ 行政報告書２８１ページの（１）の「ア 都市計画の定期見直し」によると、社会情

勢の変化に対応するため、都市計画の見直しに関する手続を行ったとのことだが、どの

ような方針で進めたのか。また、進捗状況はどうか。 

３ 行政報告書２８１ページの（１）の「エ 物流効率化の推進」によると、コンテナラ

ウンドユースの事例把握、課題の洗い出しや効果検証を目的とする社会実験を実施した

とのことだが、どのような効果があったのか。また、課題は何か。 

４ 行政報告書２８２ページの（２）の「ア 新たな産業基盤づくりの支援」によると、

平成２８年度は、産業誘導地区を１地区選定して支援したとのことだが、具体的にどこ

を支援したのか。また、現況はどうなっているのか。 

５ 行政報告書２８５ページの（３）の「イ 大規模地震時の災害拠点病院の機能確保」
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によると、平成２８年度は、災害拠点病院周辺２地区において調査を行い、機能確保策

を検討したとのことだが、機能確保策とは具体的にどういうものか。 

 

田園都市づくり課長 

１ 県では、平成１８年度に田園都市産業ゾーン基本方針を定めて以来、市町村の産業基

盤づくりへの支援を行っている。具体的には、市町村が計画した候補地区について、区

域設定や事業手法の検討、地区の課題の抽出と整理を行い、市町村が作成する関係機関

との調整用資料について助言などを行うとともに、県自らも関係機関との調整を行い、

市町村による産業基盤づくりがスピーディに進むよう支援を行った。 

４ 平成２８年度は、草加市の柿木地区を産業誘導地区に選定し支援を行った。現在、市

街化区域編入に向けた都市計画の手続が進められており、平成３０年度から平成３１年

度にかけて造成工事を行う予定である。 

 

都市計画課長 

２ 都市計画の見直しは、国勢調査や法定の都市計画基礎調査に基づき、おおむね５年ご

とに行っており、昭和４５年の当初線引き以降、今回で７回目の見直しとなる。見直し

に当たっては、人口減少・超高齢化社会の同時進行といった社会情勢の変化を見据え、

大きなテーマとしてはコンパクトなまちづくりを進めていくということ、活力を高める

という意味では、産業拠点づくりを進めるということを重視する方針で進めてきた。進

捗状況については、政令市のさいたま市を除き、県が所管する３９都市計画区域におい

て、都市計画の目標などを定めた都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直し手

続が完了した。あわせて、産業基盤整備のための工業系の市街化区域の編入についても、

定期見直しとして平成２８年度に全て完了した。 

３ コンテナラウンドユースは、輸入企業が使った輸入コンテナを荷卸した後、空の状態

のコンテナをそのまま港へ返却するのではなく、内陸で輸出企業に転用することにより、

空コンテナの輸送を減らし、効率化を図る取組である。社会実験については、平成２６

年度から平成２８年度にわたり、多社異業種で構成する推進協議会のメンバーを中心に

実際にラウンドユースの取組を行い、効果などを把握した。３，１９６件の実績があっ

たが、期待される効果として、コンテナの空輸送が減ることで輸送距離を約３２パーセ

ント削減、港での荷待ちが減ることで輸送時間を約３９パーセント削減、輸送コストを

約２１パーセント削減するなどの試算をしている。課題としては、県内の輸出入の取扱

量は輸出１に対し輸入２．２とバランスの隔たりがあるため、ラウンドユースを進める

には県外企業との組合せなど、マッチングについての検討が必要であることが挙げられ

る。 

 

市街地整備課長 

５ 大規模地震時に災害拠点病院の周辺で火災が発生すると、延焼等により病院機能が十

分に確保できない。そこで災害拠点病院の周辺での延焼を防止するために準防火地域に

指定することや、通電による火災の発生を防止するために感震ブレーカーを配布するこ

とを検討した。 

 

吉良委員 

１ 行政報告書２８６ページの「（５）公園の整備」について、平成２８年度は、公園を整

備する際に地域のニーズをどのように把握したのか。 
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２ 行政報告書２９５ページの「（８）子育て世代・多子世帯向け住宅支援事業」について、

平成２８年度に実施した、子育てに配慮したソフト事業とは何か。 

３ 行政報告書２９６ページの「（１２）若年世帯向け子育て支援住宅供給事業」について、

対象となる低所得の若年世帯の需要をどう捉えているのか。また、入居要件はどのよう

なものか。 

４ 行政報告書２９６ページの「（１３）中古住宅流通・住み替え促進事業」によると、安

心中古住宅登録制度を創設したとあるが、平成２８年度の登録件数は何件か。 

 

公園スタジアム課長 

１ 公園の整備は、公園密度の低い東部地域について重点的に実施している。そのうち、

まつぶし緑の丘公園の例では、地元自治体であり指定管理者でもある松伏町や公園で活

動している地元ボランティアから意見を聴取したり、指定管理者が行っている公園利用

者への定期的なアンケートなどによりニーズを把握し、整備に反映している。 

 

住宅課長 

２ 子育てに配慮したソフト事業の例としては、子育て応援住宅の認定要件でもあるが、

マンションの管理組合が実施する保育施設への送迎サービスの提供などが挙げられる。 

３ 借家居住の若年世帯のうち、低所得で住宅に困窮する県内の世帯は約６，０００世帯

と推計している。また、入居要件は、夫婦いずれも３４歳以下であることとなっている。 

４ 登録件数は３件である。 

 

吉良委員 

１ 若年世帯向け子育て支援住宅の応募の状況はどうか。 

２ 安心中古住宅登録制度の登録件数ついて、目標件数を設定しているのか。 

 

住宅課長 

１ 平成２８年度に供給した４０８戸については、平成２９年１０月末時点で２５５戸の

入居にとどまっている。引き続き、周知に努めていく。 

２ 具体的な目標件数の設定はしていないが、空き家率は上昇傾向にあるので、なるべく

多く登録してもらえるよう、埼玉県住まいづくり協議会と連携して周知に取り組んでい

く。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書２７９ページの「１ 計画的な都市づくりの推進」の表によると、埼玉県

５か年計画の指標の「内水ハザードマップ作成市町数」は、目標値３６市町に対して、

実績値３５市町となっているが、目標に達しなかった理由は何か。また、目標値を達成

するために、どのように取り組んでいくのか。 

２ 行政報告書２９１ページの（１１）の「イ 緊急輸送道路閉塞建築物の耐震化促進」

のグラフについて、民間建築物の耐震化の促進が必要な建築物の数と、耐震化の進捗状

況はどうなっているか。また、平成２８年度に件数が急激に減った理由は何か。 

３ 行政報告書２９５ページの「（８）子育て世代・多子世帯向け住宅支援事業」によると、

中古住宅の取得及びリフォームに対して３７２件の補助を実施したとあるが、補助の内

容は具体的にどのようなものか。また、この事業の成果として、多子世帯の住環境はど

れくらい向上したのか。 
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都市計画課長 

１ 内水ハザードマップ作成市町数の目標値３６市町は、過去に内水による床上浸水被害

があった市町であり、急ぎ作成する必要があると考え、目標に掲げたものである。未策

定の１町については、浸水被害の原因は水路の狭い箇所であったが、水路の改修を行っ

た結果、浸水被害が解消されたため、内水ハザードマップを作成しない方針としたもの

である。 

 

建築安全課長 

２ グラフは、多数の者が利用する建築物と緊急輸送道路閉塞建築物の耐震化について、

補助を行った件数を示している。多数の者が利用する建築物の対象は、全県で約１５，

０００棟ある。進捗状況については、埼玉県建築物耐震改修促進計画において、平成２

７年度の耐震化率の目標が９０パーセントであったところ、実績は９１パーセントであ

った。平成２８年度に件数が減少した理由は、平成２５年度の耐震改修促進法改正によ

り義務化された、主に５，０００平方メートル以上の大規模な建築物の耐震診断が、平

成２７年度でおおむね終了したためである。 

 

住宅課長 

３ この補助は、多子世帯の住環境の向上を支援するため、一定以上の面積を有する中古

住宅の取得や、リフォームを行った場合に必要な諸経費の一部を補助するものである。

補助額は、中古住宅の取得と併せてリフォームを実施する場合は最大５０万円、中古住

宅の取得のみの場合は最大４０万円、リフォームのみの場合は最大５万円である。補助

件数の内訳は、中古住宅の取得が１１１件、リフォームが２６１件である。事業の成果

としては、中古住宅を取得する以前の住宅では、４ＬＤＫ以上の間取りの割合は１６パ

ーセントであったが、補助を受けて取得した住宅では、４ＬＤＫ以上の割合が９３パー

セントと約６倍になっている。また、補助金を受けた方へのアンケートでは、約８割が

家が広くなることを住宅を取得した理由としていることから、この事業が多子世帯の住

環境向上に一定程度寄与していると考えている。 

 

日下部委員 

１ 行政報告書２９３ページの（２）の「エ 家賃の滞納者及び高額所得者対策」の「県

営住宅家賃収納率の推移」のグラフによれば、平成２８年度の県営住宅の家賃収納率は

９９．０２パーセントであるが、都道府県営住宅の全国平均収納率はどれくらいか。ま

た、埼玉県の全国順位は何位なのか。 

２ 資料１３「公営住宅について」１４ページの「県営住宅の空室戸数と率」によると、

埼玉県の空き室率は平成２９年４月１日現在で８．２パーセントとなっているが、都道

府県営住宅の全国平均では何位なのか。 

 

住宅課長 

１ 都道府県営住宅の家賃収納率の全国平均は９４．３８パーセントであり、埼玉県は全

国１位となっている。 

２ 現時点では把握していないため、後ほど提出させていただく。 

 

日下部委員 

 では、後で提出してほしい。 
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委員長 

 資料の提出は、日下部委員にのみ行えばよい。 

 

大嶋委員 

１ 行政報告書２８１ページの（１）の「オ 良好な景観形成の推進」によると、良好な

景観の形成に取り組んだとのことだが、平成２８年度の成果はどうか。 

２ 熊谷スポーツ文化公園の周辺では、渋滞が大変増えており、周辺のあぜ道に駐車して

いるなどの苦情を耳にする。渋滞対策にどのように取り組んでいるのか。 

 

田園都市づくり課長 

１ 景観まち歩きを６地区で実施し、１９３名の方が参加した。アンケートでは７～８割

の方が、説明の仕方が分かりやすい、まち歩きに満足したなどと回答しており、一定の

成果があったものと認識している。 

 

公園スタジアム課長 

２ 熊谷スポーツ文化公園には、臨時も含めると約２，８００台の駐車スペースがあるが、

大きなイベントが開催される際には、公園内の駐車場が空いているにもかかわらず、イ

ベント会場の周辺に駐車されることがある。そこで、公園の指定管理者やイベントの主

催者が巡回したり、あぜ道に駐車できないようにカラーコーンを置いたりする対策を取

っている。なお、イベントに慣れていない主催者が実施する場合にそうした駐車が起こ

りやすいので、指定管理者や主催者と協力して、運営面でカバーしていきたい。 

 

大嶋委員 

 景観まち歩きについて、平成２８年度は、地元市町村や県の他部局とどのように連携を

図ったのか。 

 

田園都市づくり課長 

 景観まち歩きは、県、地元市が連携して取り組んでおり、逐一、市に対して情報提供し

ている。また、県土整備部とも連携しており、例えば、妻沼地区にある県道羽生妻沼線で

は、景観に配慮した歩行空間の整備を行い、平成２８年度までに道路の北側に約４７０メ

ートルの歩行空間が創出できた。 

 

前原委員 

１ 行政報告書２８１ページの（１）の「ア 都市計画の定期見直し」について伺う。昭

和４５年の当初線引き以降、台風などにより市街地での浸水被害が発生している。この

ような所になぜ住宅が建つのかという声がある。浸水被害の状況を踏まえ、都市計画の

見直しは適切に行われてきたのか。 

２ 行政報告書２９４ページの（４）の「イ 住環境整備総合支援事業」について、埼玉

県住環境整備推進協議会の構成メンバーと、平成２８年度の先進地区の視察研修先及び

住環境改善の研究成果を伺う。 

３ 行政報告書２９５ページの「（６）住宅政策総合推進事業」について、埼玉県住まいづ

くり協議会主催事業の埼玉県環境住宅賞とはどのようなものか。また、住生活月間シン

ポジウムとはどのようなものか。 

４ 行政報告書２９５ページの「（１０）共助による高齢化団地活性化モデル事業」につい
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て、上尾シラコバト住宅において県が行った取組とその目的はどのようなものか。また、

ハードだけ整備しても、ソフトの面で関わる人がいないと事業目的が達成されないと考

えるが、県としてどのような工夫をしたのか。 

５ 行政報告書２９５ページの「（１１）老朽化マンション管理適正化支援先導事業」につ

いて、１１８団地の実態調査を行い、うち４団地に支援を行った理由を伺う。また、４

団地への支援だけでよいのか。 

６ 高齢化が進む県営住宅において、エレベーターの設置が必要な戸数はどれくらいか。

また、平成２８年度の設置状況はどうか。 

７ 県営住宅の敷地の有効活用について、平成２８年度はどのように取り組んだのか。 

 

都市計画課長 

１ 当初線引きでは、既に市街地として形成されている、いわゆる既成市街地や、人口の

増加及び産業の発展等に対応するため、計画的に新たに整備する区域を市街化区域に設

定した。既成市街地では、道路や公園、下水道などの公共施設整備を集中的に効率よく

実施してきた。計画的に新たな市街地を整備する区域では、その段階で公共施設整備の

水準を上げて実施してきた。浸水被害対策は、河川整備に加え、市町村による下水道整

備などを行っている。定期見直しでは、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針につ

いて、都市計画を進めていく上での目標を定めている。例えば、浸水被害のおそれがあ

る区域については、新たな宅地化を抑制する方針を定め、集中豪雨などの災害に対応し

た防災強化のため、下水道の雨水整備を促進する方針を定めるなどしている。今後も、

施設整備を積極的に進めていくことで、浸水被害の対応に努めていく。 

 

市街地整備課長 

２ 構成メンバーは、県、２７市町と独立行政法人都市再生機構である。平成２８年度は、

空き家を活用した住環境改善事例についての視察及び研修を大田区で行った。また、行

政界をまたがるリスクと住環境改善に関する研究を行い、報告書として取りまとめた。 

 

住宅課長 

３ 埼玉県環境住宅賞は、環境に優しく、居住性に優れた住宅を表彰するもので、平成２

８年度は９２点の応募があった。また、住生活月間シンポジウムは、毎年１０月の住生

活月間に良好な住宅を普及させるための講習会を実施するものであり、平成２８年度は

２０３人の参加があった。 

４ 県営住宅では高齢化が問題となっており、若年子育て世帯との交流が不足している現

状がある。そこで高齢化率の高い上尾シラコバト団地をモデルとして、若年子育て世帯

向けにコミュニティスペースを提供し、団地の活性化を図った。料理教室やヨガ教室、

工芸教室、パソコン教室を開設し、週４日程度活動している。この取組について、ほか

の県営住宅に普及させられるか検証するため、モデル的に実施している。 

５ 老朽化マンション管理適正化支援先導事業については、管理不全マンションの適正化

の成功事例を作り上げて、県内全体に広めていく目的で実施した。平成２８年度は、上

尾市と川口市の協力を得て、４団地を対象に決定した。 

６ 平成２８年度は、３団地にエレベーターを設置した。 

７ 平成２８年度は、大宮植竹団地において、保育所や特別養護老人ホームなどを開設す

る民間事業者の選定を行い、平成２９年４月に事業者を決定した。 
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前原委員 

１ 行政界をまたがるリスクと住環境改善に関する研究についての報告書を見せてほしい。

また、報告書の要点を伺う。 

２ 埼玉県環境住宅賞の応募作品については、展示して広く周知し、考えるきっかけにし

てもらうなどの活用はしたのか。 

３ 平成２８年度に、老朽化マンション管理適正化支援先導事業を４団地で実施した結果

を踏まえ、課題と県の施策の方向性を伺う。 

４ 高齢化が進んだ県営住宅において、子育て世帯向けの集いを実施し、住民同士のコミ

ュニケーションを図ると言うが、地域住民との交流はあるのか。 

５ 県営住宅のエレベーター設置について、平成２８年度は、社会資本整備総合交付金が

どのくらい活用されたのか。また、次年度の目標はどのように設定しているのか。 

 

市街地整備課長 

１ 報告書は委員会の後に提示することでよいか。 

 

委員長 

 それでよい。 

 

市街地整備課長 

１ 報告書は、県内の各市町村ごとの避難計画や被害想定だけでは補いきれない広域的に

発生するリスクを検証し、そのリスクを解決するための課題を整理の上、課題を阻害す

る要因と解決するための方策を取りまとめたものである。 

 

住宅課長 

２ １０月の住生活月間シンポジウムの会場で入選作品などを展示し、良好な住宅の普及

に努めた。 

３ 居住者の高齢化、建物の老朽化に加え、管理組合の機能の低下が大きな課題であるこ

とが分かった。平成２９年度は、この課題解決のためのリーフレットを作成して、全管

理組合に配布した。 

４ 団地外の住民と団地内の住民同士が交流し、高齢化が進んだ団地のコミュニティの醸

成につながる取組として実施している。 

５ 交付金の金額については、確認して報告したい。 

 

委員長 

 金額については、後ほど前原委員に報告すること。 

 

前原委員 

１ 行政報告書２９５ページの「（１０）共助による高齢化団地活性化モデル事業」につい

ては、高齢化が進んでいる県営住宅のコミュニティを活性化させるためと記載がある一

方、子育て世帯向けの集いの場として利用開始したとも記載があり、分かりにくい表現

である。事業の目的を発信するにふさわしい表現にしてほしい。（要望） 

２ 分譲マンションの実態調査は、平成２８年度に行ったのか。 
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住宅課長 

１ 事業目的に沿った表現にするよう努めていきたい。 

２ 管理不全マンションを適正化する成功事例を作るために、９市と連携し、平成２６年

度から平成２８年度にわたり、３６３団地、合計３万９，２０８戸を対象に実態調査を

実施した。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１１月１日（水）福祉部関係） 

 

【説明者】 

田島浩福祉部長、知久清志福祉部副部長、牧光治地域包括ケア局長、 

小池要子少子化対策局長、真砂和敏福祉政策課長、加藤誠社会福祉課長、 

金子直史地域包括ケア課長、谷澤正行高齢者福祉課長、根岸章王障害者福祉推進課長、 

和泉芳広障害者支援課長、関口修宏福祉監査課長、高島章好少子政策課長、 

西村朗こども安全課長 

 

【発言】 

安藤委員 

１ 行政報告書１４７ページの「７ 障害者が健やかで安心して暮らせる自立生活の推進」

によると、障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、生活の拠点となる住ま

いの場や、自立を促す日中の活動の場の整備や運営を支援したとあるが、どのような支

援を行ったのか。 

２ 行政報告書１５２ページの（２）の「エ 家庭保育室の運営助成」によると、家庭保

育室６８か所に助成したとあるが、申請は何件あったのか。また、不可とした案件はあ

ったのか。 

３ 行政報告書１６２ページの（９）の「ウ 介護を支える人材の育成」について、主任

介護支援専門員の養成数を伺う。 

４ 行政報告書１６６ページの（３）の「ウ グループホーム事業の充実」について、平

成２８年度は、県営住宅を活用したグループホームを３か所始めたはずだが、どのよう

に評価しているのか。また、利用者などからの苦情はないのか。 

５ 行政報告書１７２ページの「（１）福祉・介護人材の養成」によると、平成２８年度

の介護福祉士修学資金貸与人数が１０９人とあるが、目標は何人だったのか。また、目

標に対して実績をどのように考えているのか。 

 

障害者支援課長 

１ 住まいの場の整備については、施設整備費で補助を行った。運営については、法定の

自立支援給付費により補助を行った。 

４ 入間市、所沢市、熊谷市の３市において、県営住宅の空き住戸を活用したグループホ

ームをモデル的に開始した。利用者からは、グループホームの利用により生活リズムが

整ったことや、近所の自治会の活動に参加する機会もあり、大変満足しているとの声を

聴いている。また、これらのグループホームの開設に伴い、世話人を募集したところ、

地域の高齢者から応募があった。地域の障害者福祉の理解が進んでいると考える。なお、

これらのグループホームに関する苦情は聞いてない。 

 

少子政策課長 

２ ６８か所から申請があり、全てに対して助成を行った。政令市及び中核市を除き、県

内に家庭保育室は７８か所あるが、認可化移行が予定されている１０保育室については、

国庫補助金を活用していることや、対象となる０歳児から２歳児がいないなどの理由に

より、そもそも申請がなかった。 

 



 

- 130 - 

高齢者福祉課長 

３ 平成２８年度は１８２人を養成している。また、１８９件の相談を受け付けている。 

 

社会福祉課長 

５ 過去の実績では、介護福祉士養成施設入学者の約３割が貸付けを利用しており、直近

の入学者数が約４００人であったことから、その３割に当たる１２０人を目標人数とし

た。平成２８年度については、入学者数は３６５人であり、ちょうど３割に当たる１０

９人に貸付けを行った。 

 

安藤委員 

 グループホームの整備に当たって、一番の問題は候補となる土地がないことであり、親

の会は懸命に土地を探している。県が単に補助を実施するだけでは、整備は進まない。以

前は、県が自ら地域を回って説明し、整備を進めていた。整備目標を定めた上で、県自ら

取り組んでほしい。考えを伺う。 

 

障害者支援課長 

 グループホームの整備は順調に進んでいるが、都市部では土地が不足しているという課

題を認識している。県の職員がグループホームの整備が進んでいない市町村などを訪問し、

公用地を活用した整備を提案するなど、今後も努力していく。 

 

安藤委員 

 現在、整備が進んでいるのは、親の会が努力しているからである。県はグループホーム

の計画が提出されるのを待っているだけではないのか。親の会に任せず、県が前面に出て

グループホームの整備に当たるべきではないか。 

 

障害者支援課長 

 グループホームの整備に当たり、最近では、用地に関して宅建業協会へ協力を要請した。

今年度は、不動産活用の観点から、グループホームに利用することを金融機関に働き掛け

るなどの取組を行っていきたい。 

 

田並委員 

１ 行政報告書１５０ページの「（３）低所得者福祉の向上」について、生活福祉資金制

度の具体的な内容と貸付方法の仕組みはどうなっているのか。また、平成２８年度に貸

付けを行った４８６件のうち、自立できた世帯はどれくらいあるのか。 

２ 行政報告１５６ページの「（２）児童養護施設等における養護の充実」によると、希

望の家事業において生活相談を実施するとあるが、相談のあった人数と主な相談内容を

伺う。また、事業を継続する上での課題をどのように考えているのか。 

３ 行政報告書１５９ページの「（４）介護基盤の着実な整備」について、平成２８年度

の特別養護老人ホームの整備方針は、主にユニット型の整備を進めるとしていたのか。

また、従来型の整備についてはどうであったのか。 

 

社会福祉課長 

１ 生活福祉資金制度は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等に対して一時的に必要

であると見込まれる費用を貸し付けるものである。具体的には、住宅改修等の費用、高
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校・大学・専門学校就学等の費用、失業による生活の立て直しのための費用の貸付けな

どがある。資金貸付の仕組みは、利用する資金の種類によっても異なっている。一般的

には、市町村社会福祉協議会への貸付けの相談、申込みの後、当該申込みは、民生委員

の意見を添えて県社会福祉協議会に報告され、弁護士や不動産鑑定士などで構成される

生活福祉資金の貸付審査委員会の審査において、必要性や返済計画等が認められれば、

貸付けが決定される。また、利用者のうち自立を果たした割合については、本制度が住

宅改修など一時的に必要となる資金を貸し付けることで、世帯の安定した生活と自立を

支援するものであることから、貸付けが行われた時点で目的が果たされたと考えている。

なお、失業等により生活の立て直しが必要な世帯への貸付けを行う総合支援資金の利用

者については、平成２８年度に貸付決定のあった２６世帯のうち、１７世帯が就職によ

り貸付けを終了していることから、約７割弱が経済的に自立したと考えている。 

 

こども安全課長 

２ 希望の家は、児童養護施設の退所児童で大学等に進学した者に住居を提供し、生活相

談を実施するものであり、支援員が毎月１回利用者の面談を行っている。また、支援員

は週に２回訪問し、在室の利用者には声掛けしており、平成２８年度は利用者７名全員

から相談を受けている。相談内容について、最も多いのは、親や兄弟との距離感や関わ

り方など家族に関することである。また、行政などの支援制度、国民健康保険や年金加

入の手続、学業に関すること、アルバイトのことなど様々な相談があった。なお、事業

の課題は、希望の家事業は３年目であるが、毎年、利用者が増えており、今後も利用者

が増えることが見込まれるため、より多くの希望者に対応できるよう居室を確保してい

くことである。 

 

高齢者福祉課長 

３ 特別養護老人ホームの整備については、基本的には３年ごとに策定する高齢者支援計

画に基づいて進めている。国は、都道府県に示した指針の中で、特別養護老人ホームの

入所定員の合計数に占めるユニット型施設の割合について、７０パーセントとすること

を目標として定めるように努めることとしている。しかし、県としては、毎年度定める

施設の整備方針において、ユニット型の整備を基本としながら、利用者や市町村等の意

向など、地域における実情を十分踏まえた上で、広域型については必要に応じてユニッ

ト型と従来型の併設整備を認めている。また、地域密着型については必要に応じて従来

型の整備を認めている。 

 

田並委員 

 主に従来型の利用が多い低所得者に対応した整備はできたのか。 

 

高齢者福祉課長 

 平成２８年度に完成した特別養護老人ホームのうち、従来型は３施設１５４人分であっ

た。 

 

山根委員 

１ 資料１８「児童相談所の業務について」１ページの児童相談所の相談件数の推移を見

ると、平成２７年度は越谷・所沢・川越の順、平成２８年度は越谷・所沢・熊谷・川越

の順に件数が多くなっている。これに対し、２ページの児童相談所職員の推移を見ると、
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平成２８年度の職員総数は、越谷６９人、所沢６０人、川越４０人、熊谷３５人となっ

ており、大きな差がある。児童福祉司と児童心理司の職員数には余り差がないが、その

他の職員数で大きく差がついている。各所の職員数については、妥当と考えているのか。

また、その他の職員は、どのような業務を行っているのか。さらに、どういった基準で

職員が配置されているのか。 

２ 行政報告書１５７ページの（２）の「イ ひとり親家庭福祉推進事業の実施」につい

て、平成２８年度における相対的貧困の状態にあるひとり親家庭の世帯数はどれくらい

か。 

３ 就労相談を受けたひとり親のうち、就職に結び付いた人数はどれくらいか。 

４ ひとり親家庭福祉推進事業についての過去５年分の予算額はどれくらいか。 

５ 行政報告書１６８ページの（３）の「タ 在宅超重症心身障害児の家族に対するレス

パイトケア事業の実施」について、ショートステイとデイサービスの事業所数を伺う。

また、所在する市町村のバランスは取れているのか。あわせて、事業の実施に当たって

は、市町村担当者と意見交換をするなど連携が必要だと思うが、どのように行っている

のか。 

 

こども安全課長 

１ 児童福祉司と児童心理司以外の職員として、一時保護所が設置されている中央・所沢・

越谷・南の児童相談所には、一時保護所の児童の指導を行う児童指導員や保育士が配置

されていることから、職員数が多くなっている。なお、一時保護所の無い児童相談所も

含め、総務担当の職員も配置されている。また、児童福祉司の配置基準については、昨

年度の児童福祉法の改正により、人口４万人に対して１人の配置とすることと虐待通告

件数により加算されることが定められている。児童心理司の配置については、児童福祉

司のおおむね２分の１を基準としている。児童指導員の配置については、児童養護施設

の配置基準に準じると定められている。 

 

少子政策課長 

２ 平成２７年度の本県のひとり親世帯の世帯数は、母又は父と２０歳未満の子のみの世

帯で４万７６６世帯である。また、相対的貧困率は、可処分所得の中央値の半分に満た

ない方の割合である。県としては、平成２７年度に相対的貧困に該当する、同年度の所

得が１２２万円以下のひとり親世帯数を把握していない。全国的には、子供がいる現役

世帯で大人が１人の場合の相対的貧困率は５０．８パーセントであることから、本県で

も、半分程度のひとり親世帯が相対的貧困の状態にあると考えている。ひとり親家庭へ

の支援については、就労支援、経済的支援や生活支援など様々なメニューがある。 

３ 就労支援としては、平成２６年７月から福祉事務所に就労支援専門員を３人配置し、

就労相談などに対応している。就労支援専門員が対応した相談者のうち、平成２６年度

の就職者数は９人であったが、平成２８年度は６６人となっている。件数はまだ小さい

が、増加傾向にある。また、就職した６６人のうち、半分近い３０人が正社員として就

職している。今後も就労支援専門員を中心に、就労支援の充実に努めていく。 

４ ひとり親家庭福祉推進事業費の予算額については、手元に５年分の資料がないため直

近で申し上げると、平成２７年度が９，２５４万４，０００円、平成２８年度が１２億

７６２万円である。平成２８年度が増えた理由は、新たに貸付事業を開始したためであ

る。 
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障害者支援課長 

５ ショートステイは、１１か所が川口市、戸田市、久喜市、さいたま市、川越市、毛呂

山町、松伏町、熊谷市、嵐山町、寄居町にある。デイサービスは、７か所が川口市、毛

呂山町、熊谷市、飯能市、久喜市、所沢市、行田市にある。市町村との連携については、

市町村担当者会議を年度初めと年度末に開催しているほか、電話等でも適宜、担当者と

意見交換等を行っている。 

 

山根委員 

１ 子供が一時保護された場合、児童相談所と親が面談を繰り返した上で、家庭引取りに

する等の対応を判断することになると思う。しかし、担当者によっては全く面談に応じ

てくれず、年度が変わり、別の担当者になったら面談が行われたという相談が、私の下

に多数寄せられている。担当者によって対応が変わることはあってはならないが、どの

ように考えているのか。また、職員の人事異動の頻度はどうなっているのか。さらに、

児童相談所の相談対応や一時保護業務の現場をチェックする機関はないのか。 

２ ひとり親家庭への就労支援について、平成２６年７月から福祉事務所に就労支援専門

員を３人配置して以降、就職者数が増えたことを踏まえ、今後はどのような取組を行っ

ていくのか。 

 

こども安全課長 

１ 基本的には、児童相談所の担当者によって保護者への対応が変わることはない。児童

の処遇については、児童相談所の処遇会議により、組織として十分に検討の上、対応方

針を決定している。虐待を受けた児童については、保護者と面会しない方が良い場合も

あるので、担当者の恣意ではなく、児童相談所の方針に基づいて対応している。また、

児童相談所職員の人事異動はおおむね３年から５年で実施されている。一時保護所では、

１人の児童に対して児童指導員のほか、ケースワーカーや心理担当職員など複数の担当

者が行動観察や面接で関わっており、１人の職員が単独で判断しているのではなく、複

数の目でチェックされている。 

 

少子政策課長 

２ 平成２７年度の平均年間所得を見ると、全世帯の平均５４６万円に対して、母子世帯

は平均２７０万円と極めて低い水準にある。したがって、経済的支援が大きなウェイト

を占めるが、やはり自立に向けた就労支援が重要と認識している。正社員として就職す

るには資格がある方が有利である。特に、現在、准看護師や看護師の資格取得ニーズが

高く、中には、准看護師の資格を取った後、正看護師を目指して更に勉強している方も

いる。そこで、准看護師、正看護師、歯科衛生士など就職に結び付きやすい資格の取得

を勧めたり、実際に資格取得を目指す方への支援を行っている。自立には安定した就労

が必要不可欠であるため、資格取得支援など就労支援の充実に努めていく。 

 

山根委員 

 児童相談所の担当者によって対応が変わることはないという答弁だが、私の下には、担

当者によって対応が変わるという多数の相談が寄せられている。外部機関が業務をチェッ

クする仕組みが必要ではないか。 

 

 



 

- 134 - 

こども安全課長 

 先ほどお答えした内容は、児童相談所の運用としては、組織的に処遇を決定し、対応し

ているということである。具体的に、委員御指摘のような事例があれば、各児童相談所に

状況を確認していきたい。チェック機能については、国が一時保護所の第三者評価を導入

しようという動きがある。まだ制度化はされていないが、第三者評価の受審費用について

の補助制度は創設されたので、こうした制度の導入についても検討していきたい。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書１４７ページの「６ 高齢者が安心して暮らせる社会づくりの推進」によ

ると、２４時間定期巡回・随時対応サービスを提供している市町村は平成２８年度末で

４０市町であり、全県での提供にはまだ２３市町村が残っている。この状況をどう考え

ているか。また、このサービスの機能や効果はどのようなものか。 

２ 行政報告書１５８ページの（２）の「ア 生活支援体制整備の支援」について、生活

支援コーディネーターは何人配置されているのか。また、コーディネーターからは、生

活支援体制の整備にどのように取り組めばいいのかという声を聴いている。コーディネ

ーターに対する支援が必要と考えるが、どのように対応していくのか。 

３ 行政報告書１６１ページの（６）の「ア 認知症ケアの支援」について伺う。私が相

談を受けた事例では、認知症高齢者が出掛けた先で３回窃盗を繰り返し、警察に拘留さ

れている。今後、全国的に認知症高齢者が増加する状況であり、様々なことが起こり得

るが、認知症サポート医や認知症サポーターの養成の効果はどのようなものか。 

 

地域包括ケア課長 

１ ２４時間定期巡回・随時対応サービスの提供については、全国的に進みが遅い中、平

成２８年度末で４０市町がサービス提供を行っている本県の進捗状況は、全国的には上

位である。このサービスには、看護師の確保が必要であるが、国の定める診療報酬が低

いことなどから確保は難航している。こうした中、現時点では４６市町において提供さ

れており、今年度中には５０市町程度まで整備される予定である。サービスの機能とし

ては、１日に複数回、高齢者を訪問するため、例えば、服薬を適切に行えるなどの効果

が上がっている。 

２ 生活支援コーディネーターは１８１人が配置され、そのほとんどが地域包括支援セン

ターや市町村社会福祉協議会に配置されている。コーディネーターは、高齢者の日常生

活の支援としての掃除や調理などについて、ボランティアが行える体制を整備するもの

である。おおむね中学校単位での配置を目指し、きめ細かく対応していく。 

３ 認知症高齢者の万引きなどの問題は認識している。認知症サポート医は医療的ケアが

中心となるため、やはり、地域で認知症高齢者を優しく受け入れることが大切だと考え

る。このための仕組みとして、要援護高齢者等支援ネットワークが県や市町村にある。

ネットワークの構成員には、新聞の配達やガスの検針を行う会社、コンビニ、スーパー

など小売業も含まれており、仕事をしながら、援護を必要とする高齢者を見掛けたとき

に、地域包括支援センターへ連絡するなどの対応をしていただいている。ネットワーク

が充実すれば、認知症の方だと気付いた店員に適切に対応してもらえるようになる。地

域における、より良いネットワークを充実させていきたい。 

 

蒲生委員 

 先ほどの山根委員の質問とこども安全課長の答弁に関連して伺う。児童相談所の職員は、
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基本的に業務の研修を受け、マニュアルに従って対応していることから、職員によって対

応の差はないという前提での答弁であった。しかし、私も、担当者によって対応が違うと

相談されたことがある。本庁の主管課としても、現場の職員の声と、議員が聴いている保

護者の声のそれぞれを聴かないと、対応の差の有無を判断できないはずである。児童相談

所の職員は、通告を受け２４時間体制で対応することもあれば、集中的に忙しい時期にな

る場合もある。結果、精神的に張り詰めたり、体調が悪化するなどの理由により、対応が

悪くなる場合もあり得るが、そういう場合でも、本当に苦しんでいる人の声は受け止めな

ければならない。職員の対応が変わったことで心が傷ついた人たちがいるのだから、その

気持ちをくみ取り、意見を聴く体制の強化を図ってほしい。改めて、どう考えているのか

伺う。 

 

こども安全課長 

 児童相談所職員の意見をしっかりと聴きながら、また、実際の保護者の声も踏まえなが

ら、適切に対応していきたい。 

 

吉良委員 

１ 行政報告書１５１ページの「（２）仕事と生活の両立ができる環境づくり」によると、

保育所等の整備促進、運営及び延長保育への助成などを行っている。例えば、保育所を

作れば作るほど、低年齢児を預ける人が増え、需要喚起になるのではないか。今年度は、

子育て応援行動計画の中間年であるが、支援の在り方についてどのように考えているか。 

２ 行政報告書１５７ページの「（１）母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度の運営」によ

ると、母子福祉資金は貸付件数９７０件、貸付額６億３，２５７万２，９０２円であり、

１件当たり６５万円と大きな額になる。平成２８年度の返済の状況を伺う。 

３ 行政報告書１６２ページの「（９）介護人材確保対策の推進」について、介護人材の

確保は重要な課題であるが、平成２８年度においては、確保が難しい理由をどう考えて

いるのか。また、離職した介護職員の人数はどれくらいなのか。 

４ 行政報告書１６５ページの（２）の「コ 発達障害者支援体制の整備」について、発

達支援マネージャー及び発達支援サポーターは、これまでに何人を養成したのか。 

 

少子政策課長 

１ 保育所の整備に関しては、これまでにも需要喚起になるとの指摘はあった。一方で、

人口減少社会においては、働き手の確保、特に女性の就業者の確保が課題となっている。

国も、女性の就業率が現在の約７０パーセントから８０パーセントまで上がっても対応

できる保育の受け皿の整備を、平成３４年度末までに実施する目標を掲げている。女性

も男性も活躍できる社会環境を整備することが求められており、受皿の確保は必要であ

る。子育て応援行動計画は、平成２７年度から平成３１年度までの計画であり、今年度

は、中間年になっている。保育の受け皿の整備については、平成２８年度末時点で９９

パーセントの達成率であり、平成３１年度の目標値に対して高い水準で整備が進んでい

る。一方、地域社会において子育てができる環境を整備し、子育てをする方の孤立を防

ぐことも重要である。地域子育て支援センターの整備は、平成２８年度末時点で５５３

か所となり、平成３１年度の目標値の９８パーセントまで達成している状況である。今

後は、保育所受入枠の整備を柱にするとともに、地域で子育てができる環境も整備して

いきたい。 
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少子政策課長 

２ 平成２８年度の償還率は６０．５パーセントであった。５年前の平成２４年度は５４

パーセントなので、着実に返済されている状況である。 

 

障害者福祉推進課長 

４ 発達支援マネージャーは、平成２８年度に１４７人を養成し、これまでの累計は９１

５人となった。また、発達支援サポーターは、平成２８年度に９３０人を養成し、これ

までの累計は６，７８８人となった。なお、小学校の教員向け研修の受講者は、平成２

８年度に７８４人が受講し、これまでの累計は４，７０７人となっている。 

 

高齢者福祉課長 

３ 介護職員の離職理由については、平成２８年度の介護労働安定センターの調査による

と、全国では、職場の人間関係に問題があったため、結婚・出産・妊娠・育児のため、

法人や施設・事業所の理念や運営の在り方に不満があったための順となっている。また、

埼玉県では、ほかに良い仕事・職場があったため、職場の人間関係に問題があったため、

法人や施設・事業所の理念や運営の在り方に不満があったための順となっている。なお、

離職者数についてのデータはない。離職率については、同じく平成２８年度の介護労働

安定センターの調査によると、全国が１６．７パーセント、埼玉県が２２．１パーセン

トとなっている。 

 

吉良委員 

 介護職と全職種の離職率を比較するとどうなっているか。 

 

高齢者福祉課長 

 全職種の離職率については、全国が１５．０パーセント、埼玉県が１３．４パーセント

となっている。介護職は、全職種と比較して高い離職率となっている。 

 

岡委員 

 行政報告書１６２ページの「（９）介護人材確保対策の推進」について、平成２８年度

の介護職員の充足率はどのようになっているのか。 

 

高齢者福祉課長 

平成２７年６月の国の公表によると、平成２５年１０月１日時点で、埼玉県の介護職員

数は約７万１，０００人と推計されている。３対１の職員の配置基準は満たしており、そ

の意味では介護職員は充足していることになるが、現場には、不足感があるものと認識し

ている。 

 

岡委員 

 埼玉県の介護職員の離職理由として、職場の人間関係に問題があるとの理由があったが、

実際は、介護の仕事は重労働の割に報酬が低いため辞めるという話をよく聞く。離職理由

の把握について、現場の職員の認識とギャップがあるのではないか。 

 

高齢者福祉課長 

 介護労働安定センターの調査によると、６２．６パーセントの介護事業所が、職員が不
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足していると回答していることから、報酬が低いことも理由であろうという認識は持って

いる。なお、職場の人間関係を理由とする離職が多いため、平成２８年度から、新任１年

未満ないし３年未満の介護職員を対象に、研修や、川越を散策するなどの交流イベントを

行うことにより、人間関係を構築する事業を行っている。また、介護の仕事は重労働であ

ることから、介護従事者の負担軽減を図るため、介護ロボットの導入を支援する事業を平

成２８年度から始めた。 

 

岡委員 

 報酬が低いままでは、介護人材は先細りである。介護職員の報酬は国の制度に基づいて

おり、加算の制度はあるが、１万円から２万円程度であると思う。更なる処遇改善を国に

対して要望すべきではないか。 

 

高齢者福祉課長 

 県としても、介護職員の確保・定着を促進する施策を継続できるように、平成３０年度

以降も財政的措置を引き続き図ること、処遇改善加算の対象を介護現場で働く全ての職員

に拡大するとともに、他業種との賃金格差を解消するために介護職員給与の大幅な引上げ

ができるよう介護報酬とは別に措置することを、国に対して要望している。 

 

岡委員 

 社会福祉法人は非課税であるが、医療法人は課税される。介護報酬が下がってきている

中、同じ介護報酬では医療法人の経営の悪化が懸念される。この差の是正について国に要

望する考えはないのか。 

 

高齢者福祉課長 

 老人福祉施設協議会と介護老人保健施設協会の意見を聴いて、必要なことを国に要望し

ていく。 

 

日下部委員 

１ 資料１１「埼玉県総合リハビリテーションセンターの運営状況について」を見ると、

過去１０年間において、病床利用率は９３パーセントから６７パーセント、延べ入院患

者数は４万８５６人から２万９，１４９人、延べ外来患者数は３万２，０７７人から２

万２，１６６人、手術件数は３２１件から１０３件と、収入に関連する数値が全て激減

しているが、その理由と講じた対策はどうなっているのか。 

２ 資料１１を見ると、過去１０年間において、常勤医の数は１８人から１７人に減少し

ているにもかかわらず、人件費は１５億８，８１１万２，０００円から１６億６，０８

２万５，０００円に増加している。人件費率は、９２パーセントから１１５パーセント

に増加しており、１００パーセントを超過している。これは何の職種が増員されている

のか。民間であれば、１００パーセントを超過していることはあり得ない。この１１５

パーセントの人件費率について、どう考えているのか。 

３ 資料１１を見ると、過去１０年間において、医業収益は１７億１，９３１万６，００

０円から１４億３，８４８万１，０００円に減少しているにもかかわらず、人件費が増

加しているため、医業費用は、２３億６，７０７万２，０００円から２５億８，１７９

万円に増加している。当然、一般会計からの運営費赤字補てん相当額は、７億３，４６

２万３，０００円から１２億１，９２４万５，０００円へと５億円増加している。病院
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局では、昨年度に独立行政法人化の議論があり、今年度は地方独立行政法人化について

前向きに検討し、来年度は外部委員を入れて検討委員会を設置するとのことである。平

成２８年度に、総合リハビリテーションセンターの病院部門の運営改善を行う中で、地

方独立行政法人化は検討されたのか。 

４ 資料１２「生活保護行政について」に関して、平成２８年と平成９年の数値を比較す

ると、景気の動向等に関係なく、この２０年間で、被保護世帯数、被保護人員数、保護

率が全て増加し続けている。扶助費についても、４０７億から１，６５７億へと４倍に

増加している。保護率の１位は大阪府の３．３１パーセントであり、それに比べれば、

埼玉県の１．３４パーセントは少ないとはいえ、施策の効果が出ているとはいえない状

況ではないのか。 

５ 平成２８年度において、生活保護の受給から自立した世帯数と人数はどれくらいなの

か。 

６ 資料１２の２ページを見ると、外国人の生活保護の受給について、１０年前と比べる

と約２倍に増えている。この状況についてどのように考えるか。また、平成２８年度に

おいて、外国人に対する生活保護について講じた対策はどのようなものか。 

７ 生活保護法の第１条において、保護の対象は国民であると明確に定められており、外

国人は対象になっていない。よって現状は、人道的見地から、地方自治体の判断で生活

保護を実施していると私は解釈しているが、その理解でよいのか。また、その場合、資

料１２の２ページによると、多数の韓国人、朝鮮人、中国人が生活保護を受給している

が、その受給を認める際に、反日的な政治行動はしないという誓約書を提出させている

のか。 

８ 全国の合計特殊出生率は、平成２７年の１．４５から平成２８年の１．４４に０．０

１ポイント減少している。本県の合計特殊出生率は、平成２７年の１．３９から平成２

８年の１．３７に０．０２ポイント減少している。本県の出生率が全国の２倍の減少幅

になっている理由を把握しているのか。また、合計特殊出生率が行政報告書に掲載され

ていないが、重要な指標であることから掲載すべきと考えるがどうか。 

９ 行政報告書１５２ページの（２）の「オ 多子世帯への支援」によると、第３子以降

の児童の保育料を補助しているとのことだが、この事業はいつ開始したのか。また、こ

の事業が始まった翌年度以降、第３子の出生数はどのように推移しているのか。 

 

障害者福祉推進課長 

１ 手術数等の減少については、民間の整形外科の充実が背景にある。それを踏まえ、現

在、県医師会から推薦された医師、運営状況の良好な千葉県リハビリテーションセンタ

ー管理者を外部委員としている在り方検討委員会において、今後の対応について検討し

ている。利用率等が低迷している状況を各職員に周知し、意識改革を促したところ、患

者等にセンターの有利性をＰＲすることなどに取り組み、徐々に利用率が向上してきた。

平成２８年度の利用率は６７パーセントであるが、平成２９年度は上半期で７４パーセ

ントとなった。８月単月では７９．９パーセントであった。手術数が減少しているのは、

著名な医師が退職したことが大きく影響している。ほかにも、整形外科では関節や側弯

症など各医師の専門分野があるが、これがセンターの特徴というものが出せていないこ

とも原因ではないかと考えている。また、手術数は医師の人数に左右される。現在、欠

員がある状況なので、特に脊髄等が専門の医師の確保に努めることにより解消を図る。 

２ 人件費率が１００パーセントを超過している状況は、改善が必要だと考えている。患

者数の減少に伴い、診療報酬も減少した影響が大きい。センターの在り方、果たすべき
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役割を見直した上で、患者に選ばれる施設にしたい。リハビリを充実させるため、現在、

理学療法士、作業療法士、言語療法士の人数を増員している。なお、一般会計からの繰

入相当額は約１２億円であるが、高度な医療、不採算の医療については、県の役割とし

て確実に実施しなければならないと考えている。 

３ 総合リハビリテーションセンターは、現在、一般会計を適用しているが、病院局の病

院と同じ県立病院である。今後は、病院局の動向を見ながら、地方独立行政法人化につ

いて検討していきたい。 

 

社会福祉課長 

４ 本県は人口が増加し続けているため、保護率は横ばいでも被保護世帯数は増加し続け

る。この１０数年の動向を見ると、非正規雇用者の増加による低賃金化の進行や超高齢

化が、被保護世帯増加の背景になっている。現在の被保護世帯を類型別に見ると、その

他世帯、母子世帯、障害・傷病者世帯は減少傾向にあるのに対して、高齢者世帯が著し

く増加している。被保護世帯の増加が続けば、財政的な負担が非常に増加する。一般会

計に占める保護費の割合が１０パーセントを超過している市もあるため、対応が必要な

のは御指摘のとおりである。取るべき対応策は、必要な方には確実に保護を実施すると

いう基本的な考え方を維持した上で、保護を適正に実施することに尽きると考えている。

資産の保有状況や収入状況を適切に把握することにより、不正受給を防止した上で、適

正な保護を図っていくことが大切である。そのためには、ケースワーカーの標準数をき

ちんと満たしてもらうことが重要である。現在、市の福祉事務所においては、さいたま

市を除く１８の市でケースワーカーが標準数に比べて不足している。不足している市に

は、標準数を満たすように生活保護の監査で指導を行っている。特に、２人以上不足し

ている市には、県の職員が直接訪問して、人事担当部長に増員要請を行っている。また、

経験年数が比較的短いケースワーカーが多く、平成２９年４月１日現在では平均２．２

年となっている。このような場合、生活保護業務を遂行するための能力が不足している

ことも考えられるため、ケースワーカーの能力養成、資質向上を図っていくことが重要

である。市でもＯＪＴなどを実施して、ケースワーカーの能力の向上に努めているが、

県としても、県内の福祉事務所全てを対象とした研修を実施している。平成２８年度は、

研修を１４回開催して、延べ２，１２８人の参加があった。引き続き、研修の充実とケ

ースワーカーの能力の向上に努めていきたいと考えている。 

５ 平成２８年度は、８，９８６世帯が生活保護廃止となっている。人数については把握

していない。 

６ 外国人については、昭和２９年の国の通知に基づき、在留許可のある外国人のうち、

定住者、永住者、日本人の配偶者等に限り、生活保護に準じて取り扱うことになってい

る。外国人と結婚する日本人も増加しており、子供のいる世帯が離婚した場合、保護の

対象になるケースが非常に多い。現在の制度においては、保護の必要な方から申請があ

れば、受けざるを得ない。しかしながら、本来、生活保護は、日本国民を対象としてい

る制度である。本県としては、生活保護制度で外国人を保護することは不適切と考えて

いる。平成２２年度から、国に対しては、独自の制度を創設して国が支援を行うように

要望している。今後も、引き続き要望していく。 

７ 定住者、永住者などに誓約書等は提出させていない。 

 

少子政策課長 

８ 合計特殊出生率は、１人の女性が生涯に出産する子供の数である。全国の人口構造と
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本県の人口構造が違う以上、単純な比較は適切ではなく、様々な要因が関係するため、

精緻な分析は困難である。なお、平成２４年から平成２８年までの直近５年間で比較す

ると、全国の合計特殊出生率は０．０３ポイントの増加、本県は０．０８ポイントの増

加と２倍以上の差となっている。なお、行政報告書に合計特殊出生率を掲載することに

ついては対応したい。 

９ 多子世帯への保育料軽減事業は、平成２７年度から実施している。平成２７年と平成

２８年の第３子以降の出生数を比較すると、全国では約３，０００人の減少なのに対し

て、本県では８，２０９人から８，２０８人へと１人の減少にとどまっている。また、

平成２７年と平成２８年の出生数のうち第３子以降の子供の占める割合で比較した場

合でも、全国では１６．５パーセントから１６．７パーセントへの増加なのに対して、

本県では１４．６パーセントから１５．１パーセントへの増加と全国を上回っている。 

 

日下部委員 

１ 手術数が３分の１に減少したのは医師の不足が原因とのことだが、脊髄専門の医師が

いるはずである。また、私が勤務する病院から手術後の患者を総合リハビリテーション

センターに紹介しても、受入れの条件が厳しく、診療してもらえない。患者が少ないの

は、受診の条件が厳しいこともあるのではないか。こうした実態をどのように考えてい

るのか。 

２ 医師として勤務していると、生活保護世帯の患者を診療することが相当数ある。生活

保護の受給については、親を借家に居住させて保護世帯とし、自分で扶養しない者、協

議離婚後、子供が２人いる母子世帯が手取り２０数万円を受給し、そこに元夫が通って

いる世帯、保護を受けながら、高級車に乗りゴルフに行っている者がいる世帯などのケ

ースがある。こうした世帯を相手にして、生活保護の適正な実施を図っていくと、職員

はストレスにさらされて精神的なダメージを負うことがある。ついては、警察ＯＢなど

を雇用して従事させないと保護率の抑制は難しいのではないか。どのように考えている

のか伺う。 

 

障害者福祉推進課長 

１ 手術数の減少については、著名な医師が退職したためと考えている。今後は、整形外

科の特徴を打ち出しながら、欠員の医師もしっかりと確保することにより改善していく。

また、脊髄の医師はいるが、専門は側弯症である。在り方検討会委員会では、総合リハ

ビリテーションセンターが受け入れる患者の条件が分かりにくいとの意見があった。今

後、こうした点についても、在り方検討委員会の中で検討されると考えている。 

 

社会福祉課長 

２ 生活保護を適正に実施するためには、生活保護を認定する段階で、まず、収入や資産

の状況を把握し、その上で保護認定を行った後も、定期的に家庭訪問を実施して実態を

把握する必要がある。そのためには、市にケースワーカーの配置標準数を満たしてもら

うことが重要である。１８市において、全体で５４名のケースワーカーが不足している

ため、その充足に努めるよう、各市に対して引き続き要請していく。また、ケースワー

カーの資質の向上を図る研修については、警察官を講師に招き、暴力団への対応策、面

接の技術、訪問を行った際に確認すべき事項などの内容としている。引き続き研修を実

施し、ケースワーカーの資質向上に努めていく。また、平成２９年度においては、２０

市が、全体では５１名の警察ＯＢ職員を雇用している。そのうち、福祉部に所属してい
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る警察ＯＢ職員は、９市で１７名おり、中でも草加市の警察ＯＢ職員については、不正

受給の調査に専任で携わっている。なお、草加市以外の８市においても、不正受給の情

報等があった場合は、警察ＯＢ職員が対応している。 

 

前原委員 

１ 平成２８年度の生活保護の申請件数と開始件数はどうなっているか。 

２ 資料１５「保育所について」２ページを見ると、待機児童数が平成２８年４月１日現

在の１，０２６人から平成２８年１０月１日現在の２，５４１人に増加している。申込

者のうち、保育所に入れなかった年齢別の児童数はどうなっているか。 

３ 保育士の処遇は、ほかの業種に比べて悪いと言われている。保育士の確保の取組とそ

の効果について、平成２８年度の状況を伺う。 

４ 資料１５の４ページを見ると、長時間保育の実態が示されている。保育士は、早朝か

ら深夜までの過酷な勤務状況にあるのではないか。それに対する支援はないのか。 

５ 特別養護老人ホームの入所者が要介護度３以上の方に制限されたが、特別養護老人ホ

ームの入所待機者数は何人なのか。また、特別養護老人ホームの介護報酬の加算の一つ

である、要介護度が４以上の入所者の割合が高い施設が対象となる日常生活継続支援加

算について、対象施設数はどれくらいか。 

６ 資料２２「障害者施策について」によると、障害者入所施設の待機者数は１，４９７

人である。障害者の入所待機者の場合、４０歳の障害者の面倒を７０歳の親が見て、５

０歳の障害者の面倒を８０歳の親が見ているなどの現状がある。また、入所を希望して

いても、どうせ入れないと諦めてしまい、入所の申請をしない人もいると聞いている。

県は、入所希望者の実態調査を行っているのか。また、入所待機者からは、どのような

要望があるのか。 

７ 資料２８「重症心身障害児者の地域生活支援モデル事業の現状及び全国の取組状況」

によると、平成２８年度は、重症心身障害児者の地域生活支援モデル事業については、

国のモデル事業のため実施しなかったとある。国に申請したが認められずに実施できな

かったのか、それとも、県の判断で実施しなかったのか。 

 

社会福祉課長 

１ 平成２８年度は、申請件数が１万１，５３５件、保護開始に至った件数が１万４２１

件であった。 

 

少子政策課長 

２ 保育所に入れなかった年齢別の児童数は、データが手元にないので回答できない。 

３ 全産業との比較では、保育士の給与が非常に低いことは認識している。処遇改善につ

いて、国へ強く働き掛けるとともに、保育士の確保についても取り組んでいきたい。平

成２８年度については、採用数と離職数の差引きで９３７人増加している。こうした背

景の下に、保育士資格取得者への就職支援、保育士・保育所支援センターにおけるマッ

チング支援等の復職支援、就職支援、復職支援、定着支援などに取り組んでいる。これ

らの事業に取り組んだ結果の就職者数は４０７人となっている。 

４ 延長保育に対しての給与費補助は行っているが、さらに、保育の周辺をサポートする

体制も必要だと考えている。保育補助者の配置について補助する取組を実施しており、

平成２８年度は６２人分の補助を行った。 
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高齢者福祉課長 

５ 平成２９年４月１日現在の特別養護老人ホームの入所希望者は９，０４７人で、年々

減少傾向にある。これは、入所要件が要介護度３以上に制限されたこともあるが、特別

養護老人ホームの整備が進んだことに加え、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け

住宅の整備が進んだためである。また、日常生活継続支援加算を取得している施設数に

ついては、手持ちデータがないため回答できない。重度の方を積極的に受け入れるとと

もに、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置している施設を評価するものであるこ

とは、認識している。 

 

障害者支援課長 

６ 入所申請をしていない人の数については、調査を行っていない。また、入所待機者に

ついては、関係団体から入所施設の整備についての要望を頂いている。 

７ 国への申請は行っていない。関係団体や事業者との調整ができず、十分な準備が整わ

なかったため実施しなかったと推測する。 

 

前原委員 

１ 保育所に入れなかった年齢別の児童数については、後ほど、資料を頂きたい。 

２ 保育補助者の配置についての補助実績が６２人分というのは余りにも少ないが、平成

２８年度の過酷な勤務状態の解消に対応できたと考えているのか。 

３ 重症心身障害児者の地域生活支援モデル事業を実施しなかったことは、必要とする

方々についての現状把握が不十分であったからであると考える。医療的ケア児の家族か

ら声を聴くよう努力してほしいが、どうか。 

 

少子政策課長 

１ 年齢別までは把握していないため、資料の提供はできない。 

２ この事業は、市町村の負担が４分の１となっている。県としては、市町村から申請が

あった案件にはしっかりと対応していることから、６２人という実績の是非については、

答弁を差し控える。 

 

障害者支援課長 

３ 今後、医療的ケア児の保護者や事業者から様々な声を聴いて、施策を進めていく。 

 

  



 

- 143 - 

平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１１月２日（木）警察本部関係） 

 

【説明者】 

鈴木三男警察本部長、後藤秀明総務部長、鈴木幹男財務局長、 

平山毅会計課長、菊地道博警備部長、布川賢二刑事部長、千装次男生活安全部長、 

杉内由美子警務部長、尾前健三地域部長、遊馬宏志交通部長、 

松村雅彦運転免許本部長兼交通部参事官、福島謙治警備部参事官、 

古田土等刑事部参事官（統括）、近藤勝彦刑事部参事官兼組織犯罪対策局長、 

新井共実刑事部参事官、坪信孝生活安全部参事官、野口保祐総務課長、 

佐伯保忠警務部参事官兼監察官室長、丹下浩之警務部参事官兼警務課長、 

大熊衛地域部参事官、市村知孝地域課長、佐久間忠善交通部参事官、 

松本晃彦交通企画課長、大塚健滋警備部参事官兼公安第一課長、田中秀樹警備課長、 

川上博和刑事総務課長、倉林修身組織犯罪対策課長、長嶋浩之子ども女性安全対策課長、

近藤佑一生活安全企画課長、関田幸春情報管理課長、山田雅樹通信指令課長、 

山口正人運転免許課長、永谷邦夫交通捜査課長、小倉悦男交通指導課長、 

結城弘交通規制課長、塚本英吉危機管理課長、真野益夫薬物銃器対策課長、 

鎌田政由喜保安課長、逆井剛人生活経済課長、大村正幸サイバー犯罪対策課長、 

齋藤正士少年課長、一條信幸施設課長 

 

【発言】 

吉良委員 

１ 行政報告書３３４ページの「（２）人的基盤の整備」によると、平成２８年度は、６

４人の警察官が増員されたとのことだが、どのような部門に増員したのか。 

２ 行政報告書３３４ページの「（４）装備の充実強化」について、警察車両は全部で何

台保有しているのか。また、保有台数は他県と比較してどうか。 

３ 行政報告書３４７ページの「８ 犯罪被害者支援の推進」について、犯罪被害者相談

センターの平成２８年度の体制について伺いたい。また、課題等があれば伺いたい。 

４ 行政報告書３３５ページの「（１）振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺対策の推進」

について、平成２８年中の振り込め詐欺等の被害は、前年と比べて減少しているが、引

き続き高い水準であると承知している。コールセンター事業の具体的な成果事例につい

て伺いたい。 

５ 行政報告書３３５ページの「（２）サイバー犯罪対策の推進」によると、サイバー犯

罪対処能力の向上と捜査官の体系的な育成を図ったとのことだが、人材の確保や具体的

な取組について伺いたい。 

 

警務課長 

１ 増員の趣旨を踏まえ、警察官６４人については、ストーカー・ＤＶ等の人身安全関連

事案対策の強化に３４人、振り込め詐欺等の特殊詐欺対策の強化に１０人、国際テロや

東京オリンピック等に向けた事態対処能力の強化を担当する関係部門に２０人を配置

した。 

３ 平成２３年５月２日から、被害者の支援に携わる県民生活部防犯・交通安全課分室、

警察本部の警務課犯罪被害者支援室及び民間団体の犯罪被害者援助センターを武蔵浦

和合同庁舎に集約し、相互が緊密に連携して、被害者が必要とする支援を総合的に行え
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るワンストップサービスの提供を行っている。課題については、この三者の連携を更に

緊密にして被害者の支援を行っていくことである。 

 

財務局長 

２ 平成２９年４月１日現在、四輪車が２，３１７台、二輪車が１，３９７台の合計３，

７１４台を保有している。他県との比較であるが、本県では四輪車数が警察官５．０人

に１台となっており、同規模県の千葉県では５．３人に1台、神奈川県では６．５人に

１台である。 

 

生活安全部参事官 

４ 平成２８年度は、約１１０万７，０００件の電話をかけ、そのうち約３６万６，００

０件については、直接、県民に対して最新の手口の説明や具体的予防策についての案内

を行った。その結果、１６６件の被害を防止できたと把握をしている。内訳は、被害者

宅に電話案内を行ったところ、被害者がだまされたことに初めて気が付き、警察本部に

即報したことにより被害を未然に防止した事例が２件、金融機関に対して、周辺地域に

おいて、だましの予兆電話が多数かかってきていることを通報したことにより、だまさ

れて来店した顧客の現金引出しの水際防止が図られた事例が８７件、コールセンターか

らの注意喚起の電話を聞いていたため、被害に遭わずに済んだと感謝された事例が７７

件であった。 

 

サイバー犯罪対策課長 

５ 県警察では、平成２６年４月１日からサイバー犯罪捜査官等制度を運用している。同

制度では、捜査経験、知識、資質により、捜査員をサイバー犯罪特別捜査官、サイバー

犯罪主任捜査官、サイバー犯罪捜査官の３つに分類している。捜査官に対しては、各人

の能力に合わせた教養を実施している。部内における研修のほか、民間企業に委託して

の講習や、情報セキュリティ大学院大学、民間企業へ派遣しての研修等の部外研修を実

施し、サイバー犯罪の対処能力の向上と捜査官の体系的な育成に取り組んでいる。人材

の確保については、情報通信技術に素養のある者を警察官として採用するため、今年度

から新たな採用区分として「サイバー犯罪捜査Ⅰ類」という試験区分を設けた。本年度

に試験を実施して、来年度から３名の採用を予定している。 

 

吉良委員 

１ 警察車両は足りているのか。 

２ サイバー犯罪捜査官等を全警察署に配置したとのことだが、サイバー犯罪捜査官は何

人いるのか。 

 

財務局長 

１ 平成２９年４月１日現在、本県の四輪車数は警察官５．０人に１台であり、それに対

して全国平均は４．４人に１台となっている。このことからも、警察車両はまだ不足し

ている実態があるので、国に対して増強要望を行っているところである。 

 

サイバー犯罪対策課長 

２ サイバー犯罪捜査官等については、サイバー犯罪特別捜査官を６人、サイバー犯罪主

任捜査官を１９人、サイバー犯罪捜査官を４３２人の合計４５７人を指定しており、警
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察本部の各所属のほか、小鹿野警察署を除く３８警察署に配置している。 

 

安藤委員 

１ 行政報告書３４５ページの（７）の「オ 信号機の増設」によると、平成２８年度は、

信号機を３０基設置したとのことだが、事故が発生したことを受けて設置した箇所数と、

それ以外の理由で設置した箇所数を伺いたい。 

２ 平成２８年度の横断歩道の設置について、事故が発生したことを受けて設置した箇所

数と、それ以外の理由で設置した箇所数を伺いたい。 

 

交通規制課長 

１ 既設道路の安全対策として設置した箇所が１６基、事故が発生する前の新設道路に設

置した箇所が１４基、合計３０基を設置した。 

２ 既設道路における設置数については３，２００か所、事故のない新設道路については

８５０か所の、合計で４，０５０か所の横断歩道を設置したところである。 

 

安藤委員  

信号機については、これまでは年間でおおむね１市町村に１基が設置される印象であっ

た。平成２８年度の設置数は全体で３０基であるが、どう評価しているか。 

 

交通規制課長 

平成２５年度の８７基と比較すると減少している。なお、信号機の設置要望のあった交

差点の交通環境、交通事故発生状況、住民要望、設置箇所の状況、これらを全て勘案し、

設置環境が整った中から優先度を検討の上、設置している。 

 

飯塚委員 

１ 行政報告書３３４ページの「（３）施設の整備」によると、交番４か所を移転改築す

るなどの整備を図ったとあるが、その理由について伺いたい。 

２ 行政報告書３３５ページの「（１）振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺対策の推進」

によると、犯行拠点の摘発を強力に推進したとあるが、犯行拠点摘発状況はどうだった

のか。また、犯行拠点発見のための情報収集にどのように取り組んだのか。 

３ 行政報告書３３７ページの（１）の「ウ 暴力団取締り活動の推進」について、県内

の暴力団取締りの状況を伺いたい。 

４ 行政報告書３４５ページの（６）の「ア 違法駐車に対する交通指導取締りの推進」

によると、放置違反金の未納者に対する督促、催促及び滞納処分等を積極的かつ効果的

に推進したとのことだが、事項別明細書説明調書４８６ページにあるとおり、１億９，

５２１万８，０００円と多額の収入未済がある。これを縮減するための方策について伺

いたい。 

５ 行政報告書３４７ページの「（１）初動対応能力の向上」について、ラグビーワール

ドカップ２０１９や２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けてテ

ロ対策は極めて重要であると考えるが、県警察の取組を伺う。 

６ 行政報告書３４７ページの「（２）自然災害への対応」について伺う。近年、ゲリラ

豪雨等による災害が頻繁に起こっている。大雨、洪水、大雪等に対して、県警察ではど

のような対策を取っているのか。 
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地域課長 

１ 平成２８年度は、都市整備計画に伴う改築交番２か所、著しく狭いことによる改築交

番１か所、著しい老朽化による改築交番１か所の合計４か所の交番を移転改築した。 

 

刑事部参事官 

２ 平成２８年中は、県内及び都内の合計６か所を摘発し、５つのグループを壊滅させ、

かけ子等の被疑者３０名を検挙している。本年も９月末までに、都内４か所、県内１か

所のアジトを摘発し、２０名の被疑者を検挙している。犯行拠点の捜査については、様々

な警察活動を通じて情報収集をしながら、浮上した情報を基に視察内偵捜査を繰り返し、

摘発に結び付けているが、この中で、一般の方からの情報を貴重な端緒として摘発した

事例もある。県警では、賃貸マンションや貸事務所の契約を取り扱う不動産業者等に対

して、情報提供を行うようお願いしたり、県警ホームページで情報提供を呼び掛けるな

どしているところである。広く情報を収集し、今後も摘発に力を入れていきたい。 

 

組織犯罪対策局長 

３ 平成２８年度における県内の暴力団検挙については、検挙人員が前年度比６８人減の

１，０６６人で、検挙件数が前年度比１９件増の２，７９０件となっている。現在、六

代目山口組と神戸山口組が対立抗争の状態にあり、本県では、平成２８年３月８日、六

代目山口組・神戸山口組対立抗争集中取締本部を設置したところである。平成２８年２

月から３月にかけて県内で発生した拳銃発砲事件をはじめとする対立抗争関連の３事

件については、いずれも同年６月に検挙している。本年に入ってからは、組織の幹部や

資金源に的を絞った取締りを展開し、９月末現在で検挙人員７８１人、検挙件数１，４

４２件となっている。今後も対立抗争関連事案の防あつ、犯罪組織の弱体化・壊滅に向

けて、警察の総力を挙げ、検挙・警戒活動を強力に推進していく。 

 

交通指導課長 

４ 本県では、放置違反金の未納者に対して、債権の消滅時効を迎える５年間のスパンの

中で、最も効果的な時期を捉えながら電話催促、訪問催促、あるいは滞納処分を一体的

に行っている。特に、滞納処分では預貯金や給与、車両の差押え等、あらゆる手法を駆

使して収入未済額の減少を図っている。個別的な取組としては、平成２３年度から臨時

職員を雇用して、主に電話催促や滞納処分の補助業務を担当させて放置違反金の徴収を

行っている。また、平成２９年３月から、放置違反金の納付機会の拡大を目的として、

コンビニエンスストア収納を開始し、現在は、３６５日２４時間納付が可能となってい

る。これらの取組により、５年前の平成２３年度の未収金３億６，３４７万２，１０９

円が平成２８年度では１億９，５２１万８，０００円とほぼ半減している。 

 

警備部長 

５ 平成２８年４月１日付けで、室長以下１３名からなる東京オリンピック・パラリンピ

ック警備対策室を設置して体制の強化を図り、その上で「２０２０オリンピック・パラ

リンピック／ラグビーワールドカップ２０１９テロ対策『彩の国』ネットワーク」の協

議会を開催した。７月には熊谷ラグビー場における官民合同のテロ対処訓練を実施した。

また、各競技場やその他ソフトターゲットに対する警戒強化を図り、大会の安全な開催

に向けた取組を実施した。 

６ 大規模災害に備えて、災害警備計画の見直し、装備資機材の計画的な整備及び訓練を
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実施した。また、九都県市合同防災訓練等への参加等、関係機関との連携強化により、

災害対策の一層の強化に努めている。さらに、救助用ボートを未整備であった６警察署

に整備したほか、除雪機を秩父警察署に追加整備し、これらを使用した救助訓練等を実

施することにより、対応能力の強化を図っている。 

 

飯塚委員 

１ 交番４か所の移転改築については、事案事件が多かったから新たに整備したというわ

けではなく、地域の整備状況に応じたものだったのか。また、交番の設置条件はどのよ

うなものか。 

２ 暴力団取締り活動において、暴力団員の逮捕等の際に警察官が怪我をしたり、危害を

加えられたりすることはあったのか。 

 

地域課長 

１ 交番の設置については、基本的に、交番の設置要望地域における警察事象や治安環境

等の変化等から必要性を判断している。その上で、付近の交番等の設置状況等から、既

存交番の移転改築や統廃合などを総合的に検討して実施している。 

 

組織犯罪対策局長 

２ 暴力団取締り活動における警察官の受傷事故については、平成２８年度中の発生はな

い。暴力団事務所等の捜索・差押え時には、万全の体制を期すとともに、拳銃や防弾チ

ョッキ等の装備資機材を活用し、受傷事故防止に努めている。 

 

田並委員 

１ 行政報告書３３９ページの（２）の「イ 捜査支援・通訳センターの運用開始」につ

いて、センターの運用開始により、休日夜間の通訳の人員確保もスムーズに行われるよ

うになったのか。また、課題はあるのか。 

２ 犯罪被害者相談センターにおけるカウンセリング件数が４０３件とのことだが、カウ

ンセラーは足りているのか。この４０３件は、カウンセリングが必要な方全員が受ける

ことができたのか。それとも、人員の関係でこの件数になったのか。 

 

刑事総務課長 

１ 現在、刑事総務課捜査支援・通訳センターに２２名の通訳運用係を整備し、中国語、

英語、タガログ語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、韓国語、

フランス語の９言語に対応可能な職員を２１名配備して、２４時間体制で通訳要請に対

応している。さらに、希少言語に対応するため、５２言語１９９名の民間通訳人の部外

通訳人を登録して運用している。課題としては、希少言語の部外通訳人の確保、取扱件

数の多い言語の通訳人の更なる確保がある。 

 

警務課長 

２ 犯罪被害者相談センターにおいて、受理した相談・カウンセリングには、現在のとこ

ろ対応できている。今後、被害者支援の充実を更に推進した場合、被害者からの相談・

カウンセリング等の要望は増加していくと考えられるので、体制の充実等は情勢をみな

がら検討していく。相談・カウンセリングの希望者は、日時の若干の調整はあるが、全

員受けている。 
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山根委員 

１ 行政報告書３３４ページの「（１）組織体制の整備」によると、２０２０年東京オリ

ンピック・パラリンピック等に向けて警備対策室を新設したとあるが、平成２８年度は

どのような活動をしたのか。また、来県する外国人選手の対応や事前キャンプの対応は

どうか。 

２ 振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の県内の発生状況は全国と比較してどうか。ま

た、市町村別の発生状況はどうか。 

３ 特殊詐欺の被害件数は減少し検挙率は上がっているが、再犯率はどうか。 

４ 女性警察官の増員や幹部登用に対してどのように取り組んだのか。 

 

警備部長 

１ 関係機関との連絡調整をはじめ、警備や交通等の諸対策を推進しているほか、テロの

未然防止に資する資機材の計画的な整備、部隊の対処能力の向上、官民が連携した諸対

策の推進等を実施している。 

 

警備課長 

１ 来日する外国人選手が宿泊するキャンプ地等の対策としては、オリンピックを管轄す

る７警察署と吉川市等のホストタウンとして登録している市町を管轄する個別の警察

署において、官民一体となった警察署版の彩の国ネットワークを設立し、外国人選手に

対する各種対応及びパトロール等の警備を強化するなど、安全を確保する対策を講じて

いく。 

 

刑事部参事官 

２ 全国的には右肩上がりの増加となっている中、埼玉県の平成２８年中の認知件数は９

７２件であり、前年に比較して２０９件減少した。しかしながら、平成２９年に入り増

加に転じ、９月末現在で８７３件と前年同期比で１７２件、約２５パーセントの増加と

なっている。今年は全国的にも増加しており、危機感を持って抑止及び検挙対策に努め

ている。 

３ 平成２８年の特殊詐欺の再犯率については、検挙した本犯被疑者１６１人のうち再犯

者が２９人で約１８パーセントであった。平成２９年は、９月末現在で、検挙した本犯

１３２人のうち再犯者が１３人で約９．８パーセントであった。特殊詐欺は、多額の現

金を手に入れることができるため、再び犯行に加担する者がいる。 

 

生活安全部参事官 

２ 振り込め詐欺等の特殊詐欺については、市町村別の統計は取っていない。警察署別で

見ると、平成２８年の場合は、所沢警察、草加警察、川口警察、狭山警察、川越警察等

が発生の多い警察署の管内となっている。これらの管内で発生件数が多い理由としては、

管内人口及び駅数が多いことや、他県への逃走がしやすいことなどが考えられる。 

 

警務課長 

４ 退職者や育児休業者の人数、警察学校の受入れ態勢等を勘案し、平成２５年から２７

年までの３年間において、平均して年間約８０名の女性警察官を採用している。なお、

平成２８年は採用人員を更に拡大して９０人、平成２９年は採用人員を１００名予定し

ているところである。県警察において、管理職とされる警視級の女性警察官の割合は、
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平成２９年４月１日現在、２．１パーセントとなっている。女性警察官の幹部登用のた

めの各種取組を進めているところであり、例えば、平成２８年度の昇任試験から育児休

業期間を受験資格の勤務経歴として算入する取組を実施したところである。能力や意欲

の向上に資する研修会等の取組を進め、引き続き女性警察官の登用を推進していく。 

 

山根委員 

振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺対策の推進について、犯人の再犯を防止するため

の対策はどのようなものか。 

 

刑事部参事官 

取調べ官を中心に犯罪を再び起こさないように指導している。 

 

少年課長 

少年が受け子となって犯罪に加担するケースがあるので、非行防止教室などを通じて、

犯罪に加担しない規範意識を醸成するなどの対策を講じている。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書３３７ページの（１）の「ウ 暴力団取締り活動の推進」について、県内

の暴力団勢力数の推移を伺いたい。 

２ 県内における暴力団情勢や、六代目山口組と神戸山口組との対立抗争等の現状等につ

いて伺いたい。 

３ 行政報告書３４１ページの「（２）暴力団排除対策の推進」の「イ 埼玉県暴力団排

除条例の効果的運用」について、暴力団排除条例制定後の取組やその効果を伺いたい。 

４ 行政報告書３４４ページの「（５）暴走族対策の推進」について、昔は、地域の中学

生や高校生が暴走族に加入すると、将来的に暴力団とつながりを持って構成員になって

しまうとよく言われていた。現在の傾向としても、そのような状況に変わりはないか。 

５ 資料２５「悪質商法事犯（特定商取引に関する法律違反）の検挙件数・検挙人員」に

よると、平成２８年の悪質商法の検挙は３件４人とのことだが、被害や相談はもっと多

いのではないか。悪質商法の相談はどのくらいあるのか。また、検挙に至らない事案に

ついてその背景を伺いたい。 

 

組織犯罪対策局長 

１ 埼玉県暴力団排除条例が施行された平成２３年には、県内の暴力団員及び準構成員等

の暴力団勢力は約２，７９０人であったが、暴力団対策法や暴力団排除条例の効果によ

り年々減少し、平成２８年には約１，５９０人となった。全国においても同様に減少し

ている。条例の施行等により、県民や事業者等社会全体の暴力団排除機運が醸成され、

一定の成果が上がっている。 

２ 県内では、住吉会及び稲川会の活動が活発であったが、平成１７年に山口組が國粹会

を傘下に納め、稲川会を抜いて県内第二の勢力となるなど、山口組の県内進出が活発化

している。平成２７年には山口組が分裂し、現在は神戸山口組と対立抗争中である。さ

らに、神戸山口組が内部対立状態にあり、小さな動きであっても対立抗争に発展しかね

ず、山口組の情勢は県内においても予断を許さない状況にある。引き続き、暴力団情勢

に関する情報を収集し、取締り等の対策を推進していく。 

３ 地域、職域で積極的な暴力団排除活動を行ってもらうための暴力団排除協議会の設立
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を支援し、今年に入り新たに県内でラグビーワールドカップ２０１９埼玉暴力排除連絡

協議会等の５団体が設立され、現在７４団体が加入している。また、企業や自治体に対

する働き掛けにより、契約書等へ暴力団を排除するための条項を導入する団体が大幅に

増加している。さらには、平成２８年４月に地域住民、市、暴力追放センター等と連携

し、草加市内にある指定暴力団住吉会系傘下組織の暴力団事務所を撤去させている。以

上のように、暴力団排除対策を強力に推進し、県民の安心安全の確保に努めているとこ

ろである。 

 

交通捜査課長 

４ 暴走族は、以前は上下関係により組織化されたものであったが、現在は、同級生等の

友人関係により組織化されることが多く、また、追跡されるのを楽しむゲーム感覚の暴

走行為が目立っている。１１０番通報件数は、平成２９年８月現在で４１７件であり、

前年同期比２２パーセントの減少となった。平成２８年度における共同危険行為につい

ては、３３人検挙しており、暴力団関係者は認められなかった。なお、以前には暴力団

が後ろ盾になっている場合も認められたので、現在でも認知時には情報を共有し、適切

に対応している。今後とも、暴走行為追放の気運を高めながら、取締りの強化などの根

絶対策を推進していく。 

 

生活経済課長 

５ 平成２８年の特定商取引に関する法律違反の検挙は３件４人であるが、悪質商法には

ほかに金融関係取引に関することや知的所有権に関することなどが含まれており、平成

２８年中は相談１，０６３件を受理している。相談の中には、違反の認定や立証ができ

ないものがあることから、相談件数に比して検挙件数が少なくなっている。悪質商法の

検挙に向けて努力していきたい。 

 

美田委員 

１ 資料１５「交通信号機整備費の推移」によると、平成２５年度から平成２７年度にか

けて、交通信号機の整備費が激減しているが、その理由について伺いたい。 

２ 資料３２「障害者に対する配慮（施設面、窓口面）、外国人（言語）に対する対応」

に関して、外国語の通訳は２１名とのことだが、何名から２１名に増えたのか。また、

民間の部外通訳人は何名増員になったのか。 

 

交通規制課長 

１ 交通信号機の整備費は、主に信号機の新設、改良、更新事業に係る予算である。平成

２５年度に大きく増加している理由は、平成２５年２月の補正予算において、防災対策

及び交通安全対策事業として、自動起動式発動発電機の整備１２７基、信号灯器のＬＥ

Ｄ化２７９式及び信号柱の交換２，２５９本の総額１８億７，０３３万８，０００円の

事業が認められたためである。 

 

刑事総務課長 

２ 刑事総務課捜査支援・通訳センターの人員は昨年から変わっていない。県警察全体で

の部内通訳人については、平成２８年中は１５言語１５６名である。現在は１６０名と

なり、微増であるが４名増加している。希少言語に対応するための部外通訳人について

は、５２言語１９９名であり、毎年ほぼ横ばい状態で推移している。 



 

- 151 - 

美田委員 

 信号機設置数の推移を見ると、平成２４年度と平成２５年度は８０基台で、平成２６年

度は６０基、その後は半減しているが、予算の問題なのか伺いたい。 

 

交通規制課長 

 信号機については、安全対策として既設道路に設置する場合と新設道路に設置する場合

がある。新設道路の距離が大きく延びると信号機の設置が増えるため、年度によって整備

費の金額が大きく変動することになる。 

 

日下部委員 

１ 事項別明細書説明調書４８１ページの「諸収入」の「１ 延滞金、加算金及び過料等」

には、交通法令違反の罰金も含まれているのか伺いたい。また、項目として、交通法令

違反過料収入は分けた方が分かりやすいと思うが、見解を伺いたい。 

２ 資料１２「刑法犯認知件数・検挙件数」によると、警察官１００人当たりの全刑法犯

検挙件数は全国８位だが、検挙率になると４６位になる。殺人についても、警察官１０

０人当たりの検挙件数は全国２位だが、検挙率になると４１位になる。ほかの罪種もそ

のような傾向にある。埼玉県の人口が多いことや警察官１人当たりの負担率が高いこと

が理由と考えるが、検挙率がここまで下がる理由は何か。 

３ 窃盗犯、知能犯等の検挙が減っている原因は何か。 

４ 資料１２「刑法犯認知件数・検挙件数」にある特殊詐欺の検挙率と、資料３３「振り

込め詐欺等の件数と被害額及び検挙率の推移」にある振り込め詐欺の検挙率にかなり差

があるが、その理由は何か。 

５ 外国人の窃盗の検挙件数が多い状況にあるが、その対処方法としての外国人の強制送

還状況について伺いたい。 

６ 中国人の知能犯の検挙件数が前年と比較して急増しているが、その理由について伺い

たい。 

 

会計課長 

１ 交通違反の反則金については、全て国庫に納付される。よって、県の歳入ではないの

で、ここには計上されない。 

 

刑事総務課長 

２ １００人当たり検挙の数は、警察官１００人当たりの検挙件数で順位を算出したもの

である。一方、検挙率は、検挙件数を認知件数で割ったものである。埼玉県では、検挙

件数が全国５位であるものの、認知件数が全国４位ということで負担が高くなり、検挙

率では低調となっている状況である。窃盗、知能犯等についても認知件数が高い数値を

示しており、それぞれ検挙率では低調となっているが、検挙件数では高い数値を示して

いる。 

 

刑事部参事官 

３ 近年、被疑者が否認、黙秘をする傾向が強いため、余罪の検挙が減少している状況で

ある。窃盗犯、知能犯等も余罪を検挙できないことが、検挙数が減少している原因と考

えられる。 

４ 検挙率の違いは計上方法の違いによるものである。特殊詐欺には振り込め詐欺と振り
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込め詐欺以外の特殊詐欺というカテゴリーがある。資料１２の特殊詐欺は、振り込め詐

欺と振り込め詐欺以外の特殊詐欺を合わせた検挙率であり、資料３３の振り込め詐欺は

振り込め詐欺のみの検挙率である。 

 

組織犯罪対策局長 

５ 一般的に、警察が外国人被疑者を検挙して検察庁に送致し、起訴されれば裁判の手続

に移行する。警察では強制送還に関する統計資料はない。 

６ 中国人の知能犯の検挙件数の増加については、偽造クレジットカードによる店舗等に

おける商品詐欺事案の増加によるものである。警察としては、引き続き中国人犯罪グル

ープ等に関する情報収集や証拠収集等の初動捜査を徹底し、検挙に努めていく。 

 

日下部委員 

１ 平成２８年度の交通法令違反の過料収入の総額は幾らなのか。 

２ 資料１２にある平成２７年の特殊詐欺被害件数は１，１８１件で、資料３３にある平

成２７年の振り込め詐欺被害件数は１，１４１件と４０件の差であるが、検挙件数では

特殊詐欺が３２６件で、振り込め詐欺が２２４件と１００件以上の差が出ている。検挙

率がこれほど変わる理由は何か。 

３ 窃盗犯、知能犯、特殊詐欺の検挙率が全国平均と比較して低調であるが、その理由は

何か。 

 

会計課長 

１ 平成２８年度の交通反則金の徴収額は、３０億３，２０６万６，８９２円である。 

 

刑事部参事官 

２ 平成２７年の検挙件数の３２６件は、振り込め詐欺以外の特殊詐欺の検挙を含んでい

る。平成２７年は、振り込め詐欺以外の特殊詐欺の検挙が多く、３２６件のうち１０２

件であったためである。 

 

刑事部長 

３ 全国平均は、埼玉県警察のような１万２，０００人規模から１，０００人規模の県ま

での平均値であることを御理解いただきたい。認知件数の多い県では検挙が追い付かず、

埼玉、千葉、神奈川県等の同規模県でも同じような状況となっている。逆に、認知件数

の少ない小規模県では検挙率が高い傾向である。埼玉県警察の体制規模は、全国７位、

刑法犯認知件数は４位で、体制規模以上の認知があり、検挙件数を上げるだけでは検挙

率は上がらないことから、抑止と検挙を合わせた対策を講じて検挙率も上げていきたい。

また、認知件数を押し上げている罪種は、街頭犯罪である自転車盗やバイク盗であるが、

県警察では、県民に大きな不安を与える重要犯罪や重要窃盗犯に重点を置いて検挙に当

たっており、自転車盗全般までは手が回っていない現状がある。重要犯罪、重要窃盗犯

の検挙件数では高い数値を示しており、警察官１人当たりの検挙件数でも全国で高い数

値を示していることから、一定の成果を収めていると考える。 

 

岡委員 

 平成２８年度における、運転免許高齢者講習の対象者となる、年齢７０歳以上の運転免

許自主返納者数について伺いたい。 
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運転免許課長 

 平成２８年度の自主返納者数については、１万８，５８５人である。 

 

岡委員 

 運転免許返納後の買物や通院の際の移動手段の確保について、警察はどのように指導し

ているのか。 

 

交通企画課長 

 運転免許を返納された方の移動手段の確保策については、平成２８年度末で２１６事業

者の協力を得て実施している、シルバーサポーター制度がある。事業者には、コミュニテ

ィバスやタクシーの運営会社が含まれており、割引制度を行ってもらっている。また、県

下市町村との会議の場において、移動手段の確保につながるコミュニティバス運行等の働

き掛けを、積極的に実施している｡例として、平成２８年度には、深谷市にコミュニティバ

スの割引制度を導入してもらっている。川越警察署においては、地元自治体に働き掛け、

運転免許窓口にチラシを置いて案内することにより、移動手段を含め、地域包括支援セン

ターに相談しやすい環境づくりを行っている。今後も、継続して働き掛けを実施していく。 

 

前原委員 

１ 行政報告書３３４ページの「（２）人的基盤の整備」によると、平成２８年度に６４

人の警察官の増員が図られているが、警察官１人当たりの人口負担は全国ワースト１位

のままである。警察官数は十分なのか。 

２ 資料１５「交通信号機整備費の推移」によると、要望数が９６基のところ、設置数は

３０基であった。信号機については、設置環境が整ったら設置するとのことだが、この

差は何か。要望数に応えるために必要な体制は整っていたのか。 

３ 資料１６「歩車分離式信号の設置状況」を見ると、平成２４年度と平成２５年度が３

０か所、平成２６年度が１４か所、平成２７年度と平成２８年度が２か所となっている。

２か所では余りにも少ないのではないか。設置要望数と２か所になった背景について伺

いたい。 

４ 資料１７「警察署別交番・駐在所数の推移」を見ると、交番・駐在所の設置数は、平

成２６年度から平成２８年度まで変化がないが、新設についての要望はなかったのか。

また、老朽化等で改築が必要であるが、平成２８年度中の改築を見送った交番・駐在所

はあるのか。さらに、２５０交番の中で夜間不在になる交番数、日中一定の時間不在に

なる交番数について伺いたい。 

５ 性犯罪被害者については、犯罪の性質上、泣き寝入りしている人が多いと考える。性

犯罪被害者のため、犯罪被害者援助センターとどのように連携を取ったのか。また、相

談窓口の充実と相談支援の体制について伺いたい。 

 

警務課長 

１ 本県警では、平成１３年度以降、全国一の警察官増員により刑法犯認知件数や検挙率

の向上等の成果が現れているが、依然として、警察官１人当たりの負担は極めて加重な

状況にある。本県の人口規模と類似する神奈川県や愛知県と同じ程度の負担とするには、

あと１，０００人から１，７００人程度の増員が必要となる。県警察としては、今後も、

本県に一人でも多くの増員が措置されるよう、積極的に国に対して働き掛けを行いたい。 

５ 平成２５年に、県警察において県内の産婦人科医療施設を対象に実施したアンケート
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調査では、約２割の医療施設において、警察に被害申告する前の被害者を診察した経験

があることが判明した。性犯罪、性暴力被害を受けた被害者に対し、医療、相談などに

ついて総合的な支援を提供するために、埼玉県、県警、埼玉犯罪被害者援助センター、

埼玉県産婦人科医会の４者間で平成２５年９月に協定を締結し、ネットワークを構築し

た。産婦人科の９３施設と連携を図ることで、近くの病院で支援を受けられるというメ

リットがある。被害者等の精神的、経済的負担の軽減については、例えば公費負担とし

て検案書料、診断書料等の文書料の支出や初診料、緊急避妊費用等の予算を取っている。

また、３者の連携により情報を共有し、役割分担を明確にすることで、被害者の精神的・

金銭的負担軽減、二次被害防止についての早期援助体制を確立している。 

 

交通規制課長 

２ 信号機の設置については、警察署では交通規制の担当者が行っている。また、警察本

部では、交通規制課の担当者が行っている。人手が足りない場合は、ほかの係から人員

を転用するなどして対応しているため、人員の不足はないと認識している。各警察署か

ら警察本部に提出される信号機設置の要望申請には、設置が困難と思われるものの住民

の要望が特に強い場所や、本部の技術職員の専門的な知見による詳細な調査を希望する

箇所が数多く含まれている。最終的に設置可能な場所を調査すると、要望数と設置可能

数とに差が生じる。 

３ 平成２９年３月末現在、３６７基の歩車分離信号を整備している。設置については、

平成２３年４月１０日付けの警察庁通達を受け、都道府県ごとに平成２６年末までの整

備目標が示されている。その目標を達成したため、それ以降の設置は少なくなっている。

しかしながら、歩車分離信号は交差点の交通事故防止に効果的な信号機であると認識し

ているので、本年度以降は、本県独自で新たな計画を策定し、整備を推進していく。 

 

地域課長 

４ 平成２８年度の交番設置要望は２件あった。交番の設置要望に対しては、基本的には

要望地域における警察事象や治安環境の変化等を十分に勘案し、付近の交番等の設置状

況やスクラップアンドビルド、すなわち既存交番等の移転改築や統廃合などを総合的に

検討することにより対応している。交番の改築については、基準面積を下回る狭いもの、

耐用年数を超過し老朽化したもの、あるいは警察事象の増加、住民からの設置要望等を

総合的に勘案し、計画的に整備することとしている。現在、改築の必要性のある交番は

２８か所あるが、必要に応じて順次整備していく。夜間不在となる交番は４か所あるが、

これは日勤制交番である。その他の交番は、事件・事故等の扱いで一時的に不在になる

交番がある。日中一定の時間不在になる交番については、空き交番対策として全ての交

番に交番相談員を配置していることから、原則的にはない。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１１月２日（木）農林部関係） 

 

【説明者】 

篠崎豊農林部長、山崎達也農林部副部長、牧千瑞農林部副部長、 

松澤潤食品安全局長、前田幸永農業政策課長、小畑幹農業ビジネス支援課長、 

齊藤倫夫農産物安全課長、岩田信之畜産安全課長、石間戸芳朗農業支援課長、 

持田孝史生産振興課長、岡眞司森づくり課長、林淳一農村整備課長 

 

委員長 

 開会前に申し上げる。警察本部関係の審査の中で、執行部から、振り込め詐欺等の特殊

詐欺の市町村別の発生状況の統計はないとの答弁があったが、休憩中に統計があったこと

が確認された。資料を配布するので御確認願う。 

【発言】 

吉良委員 

１ 行政報告書２３９ページの（２）の「ア 明日の農業担い手育成塾推進事業」による

と、平成２８年度の新規就農者の確保・育成については順調であり、２９１人が新規に

就農したとある。資料１４「農業従事者数、新規学卒就農者数、新規就農者数の推移及

び新規就農への支援策」では、新規就農者２９１人のうち１３０人が新規参入者とある

が、その内訳を伺いたい。 

２ 行政報告書２４０ページの（２）の「エ 埼玉農業フロンティア育成事業」によると、

農業高校生の就農への動機づけを図るため、宿泊研修を実施したとあるが、平成２８年

度の農業高校８校の卒業生の就農率を伺いたい。また、農業大学校の学生向けのキャリ

アコンサルタントには誰が就任しているのか。さらに、埼玉農業フロンティア育成事業

の具体的な目標と成果はどのようなものか。 

３ 行政報告書２４１ページの（２）の「ア 農地活用促進事業」について、平成２８年

度の農地中間管理機構集積協力金の地域・個人への交付実績を伺いたい。 

４ 行政報告書２４２ページの（２）の「イ 農地中間管理機構運営事業」によると、１，

０１４ヘクタールの農地が担い手等へ集積・集約化されたとある。農地中間管理機構は

農地バンク的なものと考えているが、現在の登録面積はどのくらいあるのか。 

５ 行政報告書２４２ページの（３）の「ア 土地改良事業計画等調査」について、埼玉

型ほ場整備は従来のほ場整備と何が違い、どのようなメリットがあるのか。また、平成

２８年度の実施状況はどうか。 

６ 行政報告書２４５ページの（１）の「オ 畜産」によると、養豚農家の生産基盤を強

化するため、豚凍結精液による人工授精技術普及に必要な機器を整備し、１，７００本

の凍結精液を作成・保管したとあるが、平成２８年度には人工授精の実績はあったのか。 

７ 行政報告書２４６ページの（１）の「キ 水産」について、ブラックバス等の外来魚

をどれくらい駆除したのか。 

８ 行政報告書２４７ページの（２）の「ア 農林水産試験研究費」について、イチゴの

新品種の開発にかかった投資額はどのくらいか。 

９ 行政報告書２５０ページの（２）の「ア 農業の６次産業化支援事業」によると、６

次産業化事業により開発された新商品数は、平成２４年度末の９３品目から平成２８年

度末の３９１品目へと増加しているが、販売金額はどうなっているのか。 

10 行政報告書２５９ページの（１）の「ウ 農山村への移住促進ワンストップ体制整備
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事業」について、埼玉アグリライフサポートセンターの開設からしばらくたつが、その

成果はどうなっているのか。また、センターの運営費はどれくらいか。 

11 行政報告書２５９ページの（２）の「ア 多面的機能支援事業」について、平成２８

年度の助成件数と助成総額を伺いたい。 

12 行政報告書２６０ページの（２）の「エ 川の国埼玉はつらつプロジェクト（農業用

水）推進費」について、申請者は誰になるのか。また、県土整備部で行っている同プロ

ジェクトとの違いと採択の基準を伺いたい。 

 

農業支援課長 

１ 新規参入者１３０人の内訳は、自分で就農を始めたいわゆる自立経営が５６人で、農

業法人等への就職就農が７４人である。 

２ 農業高校の就農率については、教育局から、就職者全体の３．６パーセントと聞いて

いる。キャリアコンサルタントについては、平成２８年４月から国家資格となったもの

であり、農業分野に詳しいキャリアコンサルタントの資格を持っている人を１人招へい

して、学生の相談に対応してもらっている。また、埼玉農業フロンティア育成事業の狙

いは、農業高校と連携を強化して、やる気のある方の農業大学校への入学を促し、農業

を学んでもらうことで就農に結び付けることである。具体的な成果としては、宿泊研修

に参加した２９人のうち９人が今年４月に農業大学校に入学した。また、チャレンジフ

ァームでは、参加した１４人の学生のうち５人が既に就農し、ほかに４人が明日の農業

担い手育成塾で就農に向けた研修を行っている。こうしたことから、卒業後、早期に就

農につながっていると評価している。 

 

農業ビジネス支援課長 

３ 協力金交付の対象となった農家戸数は２１４戸、田畑の筆数は１，１９５筆、面積は

１９３ヘクタールである。交付額は９，５８５万４，４８９円である。 

４ 農地中間管理事業の平成２８年度の実績は１，０１４ヘクタールである。平成２６年

度からの合計では、１，７０８ヘクタールの実績となっている。 

９ 平成２８年度までに開発された商品の売上げのうち、把握している額の合計は、１５

億４，５０７万円となっている。 

10 平成２８年度の相談者数は１８０人で、このうち昨年度中に移住につながった実績は

１件で１家族４人である。また、平成２８年度のセンター運営費は６７１万円である。 

 

農村整備課長 

５ 従来型のほ場整備は換地を行い、所有権ごと変更する整備手法であるが、埼玉型ほ場

整備は現況の道路や水路を生かし、場合によってはあぜ道を撤去するだけで区画を広げ

る整備手法である。メリットとしては、簡易に実施できることで、従来型ほ場整備の約

７割の費用で短期間に整備を行える。平成２８年度については、４地区で埼玉型ほ場整

備を実施している。 

11 多面的機能支援事業については、金額では４億２，１６０万４，８５１円、件数では

県内４４市町村、３１３組織、面積では１万３，０４１ヘクタールの活動に対して交付

した。 

12 川の国埼玉はつらつプロジェクトの申請者は市町村であり、市町村からの提案に基づ

いて選定をしている。また、県土整備部のプロジェクトとの違いは、農林部で実施する

ことから、対象となる施設が農業用用水路、排水路であることである。なお、採択の基
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準は、市町村が実施する地域振興の取組について、川の再生と一体として取り組めるも

のであるか、多くの県民が参加して地域活動を育てる内容であるか、取組の内容が具体

的で実現の可能性が高いか、おおむね４年間で一定の成果が見込めるかなどである。 

 

畜産安全課長 

６ 凍結精液を用いた人工授精は、通常の人工授精とは異なる技術で高度な技術が必要で

あり、県内養豚農家の技術が充分ではないことから、平成２８年度の人工授精の実績は

ない。 

 

生産振興課長 

７ 平成２８年度は、埼玉県漁業協同組合連合会等を対象にした駆除実演講習会などを延

べ２１日間開催し、コクチバス１，４５０尾、オオクチバス２３尾、ブルーギル７１尾

の合計１，５４４尾を駆除した。 

 

農業政策課長 

８ イチゴの新品種の開発は平成２０年度から取り組んでおり、年間約１００万円程度の

研究費をかけているので、投資額は約９００万円程度と推定される。 

 

吉良委員 

１ 埼玉農業フロンティア育成事業について、農業高校の就農率が３．６パーセントと低

いが、現状、就農率は向上しているのか。また、キャリアコンサルタントは農業に詳し

い方という説明であったが、どのような方なのか。 

２ 埼玉型ほ場整備は従来型のほ場整備の約７割の費用で整備できるため有利とのことだ

が、一方で、従来型のほ場整備も実施している。なぜ使い分けているのか。 

３ 豚の凍結精液はまだ使えない状況にあるのか。今後はどのように普及させていくのか。 

４ 外来魚の駆除により、魚類資源はどれくらい保護されたのか。 

 

農業支援課長 

１ ３．６パーセントという数値は、農業高校の就職者に占める就農率である。農業高校

の就農率の伸びは、教育局の所管であるので承知していないが、非常に低く推移してい

ると聞いている。キャリアコンサルタントは、過去に埼玉県農業会議で詳細に農業経営

の分析等を行っていた方である。今回、その方がキャリアコンサルタントの資格を有し

たことから、招へいして学生の指導を依頼した。 

 

農村整備課長 

２ 換地を行わないのが埼玉型ほ場整備の特徴である。換地を行わないで実施できる箇所

については、埼玉型ほ場整備、現況が未整備で道路や水路が錯そうしている箇所では換

地が伴うため、従来型のほ場整備で実施するなどの使い分けをしている。 

 

畜産安全課長 

３ 平成２８年度には、関係団体の各種研修会を開催したほか、個別指導などを５戸の農

家で行った。引き続き、養豚農家への現地技術指導や実技を含めた研修会などにより、

技術の普及に取り組んでいきたいと考えている。今年８月に実技を含めた研修会を開催

したところ、１９戸２７人の参加があったので、これらの農場を中心に技術の普及を図
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っていく。 

 

生産振興課長 

４ 県水産研究所によると、体長３０センチメートルのコクチバスは、年間５キログラム

の魚を補食するとの調査結果があることから、コクチバスだけで計算しても年間約７，

０００キログラム、体長２０センチメートルのアユに換算すると年間１０万尾の資源が

保護されたことになる。 

 

山根委員 

１ 資料１９「学校給食用牛乳及び県産米による米飯学校給食の状況及び県産小麦、大豆

等の普及の実態」によると、学校給食米では県産米の割合が１００パーセントであるが、

パン用小麦は輸入小麦の割合の方が高い。また、県内で生産されている小麦は麺用と聞

いているが、麺用でも６６３トンを輸入に頼っている。学校給食において、輸入小麦を

混ぜて使用しなくてはならない理由は、県内産小麦の収穫量が少ないからなのか。 

２ 行政報告書２６０ページの（２）の「ウ 川のまるごと再生プロジェクト（農業用水）

推進費」を見ると、事業目的は、県民誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを実感できる「川

の国埼玉」の実現を目指すとなっている。そのためには、地域や自治体が農業用水を活

用するところまで協議していくべきだと思うが、現状はどうなっているのか。 

 

生産振興課長 

１ 県内産小麦はパンに向かないことから、輸入小麦を混ぜてパンを作らざるを得ず、資

料１９にあるような使用比率となってしまう。また、麺については、作る際の生地の関

係から、輸入小麦を混ぜないと良いものができないと学校給食会から聞いている。 

 

農村整備課長 

２ 計画の策定及び実施に当たっては、地域の関係者、市町村、県が参加する地域協議会

において協議している。また、行政が整備を実施し、整備後の維持管理やイベントの開

催などについては地域で行うこととなっている。 

 

安藤委員 

１ 平成２８年度は、農福連携による担い手の育成について、どのような取組を行ったの

か。 

２ 行政報告書２５０ページの（１）の「埼玉ブランド農産物『知って、買って、食べよ

う』事業」については、具体的にどのような成果があったのか。また、ＰＲ効果の検証

は行ったのか。 

 

農業支援課長 

１ 行政報告書２３８ページの（１）の「イ 農業法人雇用促進事業」において、農業法

人への高齢者や女性、障害者の雇用を拡大するために、平成２８年度は１１農業法人に

助成し、移動式トイレ等の施設整備の支援を行うとともに、マッチングの場を設けた。

なお、助成を受けた１１農業法人が平成２８年度に作成した雇用計画では、３年間で６

７人を雇用することになっており、障害者も一部ではあるが雇用されると見込んでいる。 
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農業ビジネス支援課長 

２ テレビ番組では、テレビ埼玉が梨、米、野菜、畜産物を紹介する「めぐみめぐり」と

いう３０分番組を４本制作・放送した。視聴率は１．８パーセントで、世帯数換算で１

４万６，０００世帯が視聴したことになる。放送後、農産物直売所、スーパー等の量販

店から、番組を見たことによる来客もあったと聞いている。ＰＲ動画としては、茶、梨、

米、野菜について、生産現場から消費に至るまでの一連の流れを各１分間の動画にまと

め、軽快なラップミュージックをＢＧＭにして農産物の特徴を表現したものを作成した。

この動画は、平成２９年２月から動画配信サイトのユーチューブ等で公開し、公開から

１か月間の３月末までに５，０００回の閲覧があった。以上から、相当数の県民に県産

農産物の魅力を伝えることができたと考えている。 

 

安藤委員 

 雇用計画の６７人のうち、障害者は何人なのか。また、事業者と障害者を持つ家族から

はどのような声があったのか。 

 

農業支援課長 

 障害者は２人雇用する計画である。今年８月末現在、１１農業法人において１２人が雇

用されているが、今のところ障害者の雇用はない。障害者の雇用については、福祉施設か

らの要望は強いが、農業法人側の受入れが進んでいない。今後は、受け入れる側の農業法

人のノウハウを高めるととともに、マッチングの機会を設けていきたい。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書２３８ページの（１）の「イ 農業法人雇用促進事業」について、１１農

業法人に助成したとのことだが、どのような効果があったのか具体的に伺いたい。 

２ 行政報告書２３８ページの（１）の「エ 普及活動推進事業」によると、１４１人の

普及指導員は国家資格を持つ都道府県職員とのことだが、どのような活動をしているの

か。 

 

農業支援課長 

１ １１事業者に助成を行い、女性、高齢者、障害者を雇用するための環境整備を行った。

具体的には、標準事業費１５０万円のうち、補助率を２分の１として、移動式トイレ、

更衣室、作業台等の整備を行ってもらった。環境整備に当たり、１１事業者には、３年

間で６７人の雇用を進める計画を立ててもらっている。今年の８月末現在では１２人の

雇用が行われているが、障害者の雇用はない。 

２ 普及指導員は８か所の農林振興センターに所属し、直接農業者に接して技術指導や経

営相談を行っている。年間の活動計画を立て、その目標達成に向け活動している。 

 

蒲生委員 

 雇用者の内訳を伺いたい。 

 

農業支援課長 

 １１事業主体の３年間の雇用計画は、６７人のうち高齢者が１９人、女性が４６人、障

害者が２人である。それに対し、今年の８月末現在で、高齢者４人、女性８人が雇用され

ている。 
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蒲生委員 

 ６７人が雇用される計画で事業がスタートしており、障害者の方も含めていろいろな方

が雇用されるよう対応してほしい。平成２８年度の状況を踏まえて、今後、どのように取

り組んでいくのか。 

 

農業支援課長 

 障害者も含めて、多様な人材が雇用されるよう進めていきたい。 

 

田並委員 

１ 行政報告書２３８ページの（１）の「ウ 経営体育成条件整備事業」について、助成

対象者はどのくらいの規模の農家なのか。また、農家の経営面にどのような効果が期待

できるのか。 

２ 行政報告書２５０ページの（２）の「ア 農業の６次産業化支援事業」によると、地

域ぐるみの６次産業化に取り組む市や農業者等に対して助成したとあるが、市や農業者

等はどのような取組を行っているのか。また、この事業はどのような効果が期待できる

のか。 

 

農業ビジネス支援課長 

１ 助成対象者８経営体のうち、４経営体は米を中心とした主穀作農家で、経営面積は小

さい経営体で４ヘクタール、大きい経営体は３２ヘクタールである。また、３経営体は

施設園芸農家で経営面積が小さい傾向にあり、０.２ヘクタール、０.５ヘクタール、１.

２ヘクタールである。残りの１経営体は新規就農者となっており、就農時点での経営面

積はゼロである。いずれも「人・農地プラン」に位置付けられた地域の中心的な担い手

農家である。事業の効果としては、経営面積の拡大や経営コストの縮減が可能となり、

農家の収益力の向上が期待できることである。例えば、加須市でコンバインを導入した

主穀作農家については、現在３２ヘクタールの経営規模だが、３年後には３７ヘクター

ルまで拡大する計画である。また、新規就農の方は、スタートはゼロだが、１９．５ヘ

クタールまで規模を拡大する計画である。 

２ 平成２８年度は、地域ぐるみで６次産業化に取り組む坂戸市と川口市の農業法人に対

して助成を行った。坂戸市では、乾燥野菜の新商品や介護食品の開発を行うことで、販

路の拡大や付加価値の向上につながり、販売額の増加が期待されている。また、川口市

の農業法人では、花木の栽培用ハウスと花木から香りの成分を抽出するための加工施設

及び機械の整備を行っており、新たな需要の拡大と販売期間の延長により、同じく販売

額の増加が期待できる。 

 

大嶋委員 

１ 資料２８「直売所の現状と国・県・市町村からの助成状況」について、直売所の設置

数をどのように分析しているのか。また、地産地消には直売所の効果が高く、道の駅花

園に隣接する直売所は売上額も大きく良い事例と思うが、どのように分析しているのか。

さらに、資料にはないが、平成２８年度の直売所の販売の傾向はどうか。 

２ 資料３０「農林業に対する鳥獣被害について」について、イノシシ被害はどのような

市町村で発生しているのか。また、その対策と効果はどうか。 

３ 行政報告書２５３ページの（１）の「ア 埼玉スマートＧＡＰ推進事業」について、

輸出やオリンピック・パラリンピック等に際してＧＡＰを求められることが増えている
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が、農家にはハードルが高く、取組農家数はなかなか増えないと思う。平成２８年度の

埼玉スマートＧＡＰの推進については、どのように総括しているのか。 

 

農業ビジネス支援課長 

１ 直売所の実績値は平成２７年度が最新となっており、平成２８年度は今のところ持っ

ていない。直売所は、本県の特性である消費と産地が近いことから非常に好評である。

ただし、直売所数は近年２７０前後と増減のない状況である。規模の小さい直売所が大

きい農協等が設置する直売所に集約されることもあるが、総数ではあまり変動がない。

また、売上げについては、２５０億円から２６０億円で推移しており、少しずつ上昇し

ている。 

 

農業支援課長 

２ イノシシ被害は飯能市、本庄市、日高市で多い。県農業技術研究センターが開発した

電気柵や、有害鳥獣捕獲などの対策を講じている。そのため、ここ数年は２０ヘクター

ル前後の被害面積となっており、対策効果が出ていると考えている。 

 

農産物安全課長 

３ 埼玉スマートＧＡＰは、平成２８年度に農家への周知や研修会等を盛んに行った結果、

５農場が実践農場になった。現時点でも、実践農場は８農場とまだ少ないが、県北地域

の野菜の生産法人や西部地域の茶農家が積極的に取り組んでおり、今年度中には３００

を超える農場が実践農場になると考えている。 

 

大嶋委員 

１ 道の駅隣接の直売所などから、販売面積を広げたいなどの相談もあると思うが、どの

ように支援しているのか。また、支援の方針があれば教えてほしい。 

２ 埼玉スマートＧＡＰについては、３年後のオリンピック・パラリンピックまでにどの

ような目標を設定しているのか。 

 

農業ビジネス支援課長 

１ 売上げが増えているので規模を拡大したいという声もあるが、直売所に対する資金的

な支援は今のところ行っていない。ただし、様々な直売所キャンペーンなどに対しては、

ソフト的な協力をしている。 

 

農産物安全課長 

２ 埼玉スマートＧＡＰは、埼玉農林業・農山村振興ビジョンにおいて、平成３２年度ま

でに実践農場数を１，６００にする目標を立てている。オリンピックだけを目標として

いるわけではないが、オリンピックに食材を提供したいという農家がいる。埼玉スマー

トＧＡＰ農場評価制度は、オリンピック・パラリンピックの組織委員会の食材調達基準

におそらく適合することから、そのような農家も支援していきたい。 

 

前原委員 

１ 資料１４「農業従事者数、新規学卒就農者数、新規就農者数の推移及び新規就農への

支援策」を見ると、新規就農者について、平成２７年度は２８６人、平成２８年度は２

９１人と若干増えており、また、５年間の推移も微増になっている。一方で、農業従事
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者数は５年間で約８，０００人減っている。農業従事者の減少のスピードに負けないよ

うに、新規就農者を増やす必要があると考える。平成２８年度の就農者支援の特徴を改

めて確認したい。 

２ 埼玉農業の理解を深めるために、「彩の国食と農林業の祭典」が行われているが、様々

な交流を深め、別の側面から農業に対する喜びを知ってもらうために、農業高校のブー

ス出展や生徒参加などは行われたのか。 

３ 資料２１「県花植木農家の戸数と生産実績」によると、植木等の生産農家の戸数は、

平成２６年の１，２３９戸から平成２７年の９３１戸へと激減している。また、資料２

２「畜産・養鶏農家の戸数、飼育頭羽数、生産実績の推移」によると、畜産農家数も減

少している。後継者不足や高齢化などの影響があると思うが、減少している背景は何か。 

４ 資料３５「林道の整備について」を見ると、平成２８年度の整備箇所は、開設８か所、

改良２５か所、舗装１３か所、防災１か所とある。林道整備の必要箇所数に対して、平

成２８年度は充分な対応ができたのか。また、四季折々の姿を見せてくれる自然は観光

資源としても重要であるが、整備が必要な箇所の調査などに対して、職員数をはじめ、

十分な体制が整えられていたのか。 

５ 資料３６「植林の取組について」について、平成２８年度におけるスギ、ヒノキなど

の森林管理の状況を伺いたい。 

６ 今年７月の豪雨により、福岡県や大分県では、大量の土砂と流木のため大きな被害が

あった。このような災害は埼玉県でも起こりかねない。スギは伐採に適した時期は４０

年であると聞いたことがあるが、伐期を過ぎると樹木が増えすぎてしまい、大雨が降っ

た際に地盤が緩み、大災害につながることがある。高齢化や後継者不足によって、管理

が不十分となった危険な場所が県内でも増加しており、早期の伐採が必要なのではない

か。県は状況をどのように把握しているのか。 

７ 行政報告書１８ページの「３ 事務事業の見直しの実施」のうち、「埼玉野菜もりも

り大作戦事業」について、事業効果を早期に実現させるために重点化地区を見直したと

あるが、これはどういうことか。 

 

農業支援課長 

１ 農業高校との連携を強化するため、県内９つの農業関係高校と関係機関との農業教育

連絡会議を開催したほか、農業大学校において農業高校生を対象にした宿泊研修を実施

した。また、農業大学校の教育を充実・強化するため、学生の進路をサポートするキャ

リアコンサルタントによる相談、指導を実施したほか、学生が自ら放課後や休日などを

活用し、農産物を生産するチャレンジファームを農業大学校内に設置した。 

 

農業ビジネス支援課長 

２ 「彩の国食と農林業の祭典」には、平成元年から県内農業関連高校として出展しても

らっており、農業関連高等学校全校の紹介パネルの展示や、学校案内の配布等を行って

いる。 

 

生産振興課長 

３ 植木農家の把握については、生産者団体を通じて国が調査を行っている。近年は、高

齢化や庭のない戸建住宅、マンションの増加等、住宅事情の変化などから造園の需要が

減少し、植木農家が団体活動をやめてしまう地域も多い。このため、実際に個々の農家

として植木生産を行っていても、国が植木生産の状況を把握できない状況が生じている。
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また、植木は出荷までに時間を要するため、併せて生産していた野菜や花などの短期間

で出荷できる作目への転換も見受けられる。 

７ 事業効果を高めるため、要望地区の中で、生産面積の増加がより多い地区や、生産額

により多く貢献できる地区に重点的に支援を行うことで、補助金が少なくても効果が変

わらないような形で見直しを行った。また、野菜については、これ以外にも県独自の事

業があり、それらを活用することで支援を手厚くしている。 

 

畜産安全課長 

３ 埼玉県では酪農家戸数の減少が一番大きく、次いで採卵鶏農家と養豚農家がほぼ同程

度の減少となっている。減少の理由としては、経営者の高齢化が約７割であり、ほかに

は、都市化の進展の中で飼育環境の悪化による廃業がある。 

 

森づくり課長 

４ 森林管理道の整備のうち、開設工事については、市町村等の要望を聴きながら、必要

な箇所から整備を進めている。また、改良工事等については、各地域機関において、毎

日のパトロールや台風後の一斉の災害調査等により、整備の必要な箇所を把握している。

実施に当たっては、現地の状況や要望の状況から優先度を決めて、必要な整備を行って

いる。調査については、毎日のパトロールや災害調査のほか、森林管理道を通行する際

に危険箇所の把握に努めている。そのほか、市町村から休日でも情報が入るように情報

収集体制を整備するとともに、今年３月には、コープみらいと協定を結び、宅配路線で

ある９路線について落石等の情報を受ける仕組みを作った。職員はもとより、各方面か

らの情報を得られる体制を作りながら、整備の必要な箇所の把握に努めていく。 

５ 平成２８年度は、２，４６９ヘクタールの森林を整備した。主な整備内容は、植栽が

広葉樹含めて１０８ヘクタール、下刈りが１１１ヘクタール、枝打ちが５４ヘクタール、

間伐等が１，２９１ヘクタールである。農林業・農山村振興ビジョンにおける平成２８

年度の森林整備の目標２，５００ヘクタールと比較して、９９パーセントの進捗状況で

あった。 

６ 立木は成長すると幹の重量が増大する一方、根の張りも大きくなり、土砂の崩壊や流

出防止機能も高まるとの報告もある。森林には水を蓄え洪水を防止し、土砂の崩壊を防

止する機能があり、これらの機能を高めるためには、まずは間伐等の適切な森林整備が

重要と考えている。今回の九州北部豪雨災害後に林野庁等が行った現地調査結果では、

崩壊と森林の状況、樹種、林齢、間伐の有無の関連は認められず、森林の有する機能の

限界を超えた記録的豪雨により災害が発生したものとされている。流木被害については、

現在、県内で対策が必要な箇所を調査しており、この結果を踏まえ、間伐等の森林整備

を適切に行い、土砂災害に強い森づくりを進めるとともに、治山対策を総合的に進める

ことにより、安心・安全の確保に努めていく。 

 

前原委員 

１ 「彩の国食と農林業の祭典」において、学校案内の配布等を行ったことは分かったが、

祭典に高校生が参加し、自らの農業に対する意識を深める形であったのか。また、参加

した高校生の感想をしっかりと受け止めているのか。 

２ 土砂災害対策について、木が大きくなりすぎてしまい、危険を感じて自ら間伐などを

している方もいる。根が張るから大丈夫ということではなく、個人の力では管理しきれ

ないことも踏まえ、現状の把握が必要ではないか。 
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農業ビジネス支援課長 

１ 農業関連高等学校のブースには、高校生は参加していない。農業の高校生の自主的な

活動としては、現在開催中の大宮タカシマヤでの「埼玉産『近いがうまい』フェア」で、

熊谷農業高校や杉戸農業高校、いずみ高校の各生徒が、農産物や学校で作成した加工品

を販売している。 

 

森づくり課長 

２ 現在、流木被害の対策が必要な箇所の調査を始めている。現地調査により対策が必要

な箇所をしっかり把握し、対応していきたい。 

 

宮崎委員 

 資料２８「直売所の現状と国・県・市町村からの助成状況」については、平成２８年３

月３１日現在の直売所調査結果となっているが、平成２９年３月３１日現在の調査結果を

用意できるのであれば、資料として提出願いたい。 

 

農業ビジネス支援課長 

 平成２８年度の農産物直売所実態調査については、現在、各農協などから提出されたデ

ータを集計中である。 

 

委員長 

 平成２８年度の農産物直売所の実態調査結果について、本委員会として資料を要求する

こととしたいが異議はないか。 

 

＜ 異議なし ＞ 

 

委員長 

 異議なしと認め、そのように決定した。執行部においては、後日資料を提出するよう願

う。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１１月２４日（金）産業労働部（含 労働委員会）関係） 

 

【説明者】 

渡辺充産業労働部長、石川英寛産業労働部副部長、江森光芳雇用労働局長、 

渡邉哲産業労働政策課長、堀井徹商業・サービス産業支援課長、増田文之産業支援課長、 

高橋利男先端産業課長、新里英男企業立地課長、竹中健司金融課長、浅見健二郎観光課長、 

山野隆子勤労者福祉課長、佐藤卓史就業支援課長、野尻一敏シニア活躍推進課長、 

犬飼典久ウーマノミクス課長、吉田雄一産業人材育成課長 

 

土田保浩労働委員会事務局長、發知和弘労働委員会副事務局長兼審査調整課長 

 

【発言】 

山根委員 

１ 行政報告書２０７ページの（５）の「ア 中小企業制度融資」について、利用基準は

どうなっているのか。また、平成２８年度の企業規模別の利用状況はどうか。 

２ 行政報告書２２７ページの（１）の「ク 勤労者向け制度融資の実施」に関して、働

くあなたの介護応援資金及びチャレンジ応援資金は実績０件が続いているが、どのよう

な内容の融資制度なのか。また、なぜ利用者がいないのか。 

 

金融課長 

１ 中小企業者又は中小企業組合であること、県内に事業所を有しており、引き続き１年

以上同一事業を営んでいること、信用保証の対象業種であること、また、事業税等を滞

納していないこと等となっている。なお、規模別の利用状況は、おおむね９割が小規模

事業者である。 

 

勤労者福祉課長 

２ 働くあなたの介護応援資金は、扶養する親族の介護費用や介護のための住宅改修費

を融資するものである。チャレンジ応援資金は、勤労者や失業中の方が厚生労働大臣

の指定する教育訓練を受講する際の費用を融資するものである。利用者がいない理由

は、現在は民間でも低利の融資を実施していること、そもそも介護や教育訓練のため

の融資を希望する人がいなかったことではないかと分析している。 

 

山根委員 

１ 零細企業に対する支援はどう考えているか。 

２ 働くあなたの介護応援資金及びチャレンジ応援資金は、平成２６年度から利用されて

いない状況が続いているが、制度設計についてはどのように考えているのか。 

 

金融課長 

１ 小規模事業者対象メニューとして、小規模事業資金を設けている。 

 

勤労者福祉課長 

２ 働くあなたの介護応援資金は見直しを行い、扶養する親族の医療費や遠隔地に居住す

る親族の転居費用も対象にした上で、平成２９年度から「子育て介護両立応援資金」と
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した。また、チャレンジ応援資金は、対象講座について、厚生労働省が指定する教育訓

練給付金の対象講座だけではなく、キャリアアップに係るそれ以外の講座も対象とする

こととした。 

 

安藤委員 

１ 行政報告書２２８ページの「８ 障害者の就労支援」について、前年度と比較して平

成２８年度に一番力を入れたことは何か。 

２ 行政報告書２２９ページの「（２）障害者の職場定着支援」は極めて重要である。平

成２８年度において、定着支援について力を入れたことは何か。また、その成果につい

て伺う。 

 

就業支援課長 

１ 平成２８年度においては、精神障害者の就職希望者が急増していることから、精神障

害者の雇用拡大に向けた支援に力を入れた。精神障害者雇用の知識を持つ精神障害者雇

用アドバイザーと精神保健福祉士のチームが、受入企業の開拓や職場環境の整備などの

アドバイスを行い、前年度を上回る２２５人の雇用につなげることができた。 

２ 職場定着支援については、障害者職場定着支援センターのジョブコーチが、障害者就

労支援センターと連携して、就労の継続が困難な事案に対して支援を行った。ジョブコ

ーチが企業の現場に赴き、雇用する企業、働く障害者、家族に対して、障害者の特性を

踏まえた延べ４７０件の支援を行い、職場定着につなげたところである。 

 

安藤委員 

１ 精神障害者の雇用については、目標を定めていたのか。また、その目標に対して成果

はどうであったのか。 

２ 職場定着支援センターのジョブコーチは何人体制なのか。また、支援に対する家族や

本人の声はどうであったか。 

 

就業支援課長 

１ 雇用者数２００人を目標としていたが、結果的に２２５人の雇用となり、目標を上回

ることができた。 

２ ジョブコーチは７人体制である。家族からは、職場での様子が分かり助かるなど、ま

た、本人からは、働き続ける意欲が湧いたなどの声があった。 

 

新井委員 

１ 行政報告書２０６ページの（４）の「ウ アセアン地域における現地支援」について、

タイサポートデスクの相談件数１５２件のうち、企業からの相談件数は何件か。また、

取引成約５件について取引金額は幾らか。さらに、サポートデスクの受託業者はどのよ

うな会社なのか。その受託業者は、埼玉県のほかの自治体のサポートデスクを請け負っ

ているのか。 

２ 行政報告書２０７ページの（５）の「ア 中小企業制度融資」について、平成２８年

度の融資実績の特徴は何か。また、近年の融資実績はどのように推移しているか。 

３ 行政報告書２０９ページの（１）の「ア 先端産業への参入支援」について、先端産

業創造プロジェクトはどのような成果が出ているのか。 

４ 行政報告書２１３ページの（１）の「エ 立地企業に対する支援」によると、産業立
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地促進助成費を約１３億円交付しているが、新規雇用や投資にどのようにつながったの

か。 

５ 行政報告書２１４ページの（１）の「イ 地域連携支援体制によるサービス産業事業

者の成長支援」によると、生産性向上を目指すサービス産業事業者の成長を促進したと

あるが、具体的に何を行ったのか。また、どのような成果があったのか。 

６ 行政報告書２１８ページの（３）の「ウ アジアなどからの教育旅行の受入促進」の

外国人観光客の教育旅行の受入促進について、アジアから４２校、１，４６１人とある

が、国の内訳について伺う。 

７ 行政報告書２１８ページの（３）の「カ おもてなし通訳案内士の養成」について、

おもてなし通訳案内士は、どのような職業の方が多いのか。また、どのような言語に対

応できる通訳案内士がいるのか。さらに、通訳案内士が有料の観光施設を案内する際の

入場料の負担については、配慮があるのか。 

８ 行政報告書２２４ページの（４）の「ア シニアの『働く場』の拡大」について、シ

ニア活躍推進宣言企業の認定基準はどのようなものか。 

９ 行政報告書２２５ページの（１）の「ア 多様な働き方の定着の促進」について、多

様な働き方実践企業の認定基準はどのようなものか。 

 

企業立地課長 

１ 相談件数１５２件は延べ企業数となっている。取引金額は成約５件で２，１５４万円

である。また、受託業者は、日本に本社があり、タイに現地法人があるコンサルティン

グ会社に委託している。なお、受託業者は、本県のほか２つの自治体の業務を請け負っ

ていると聞いている。 

４ 助成金を５５社に交付し、新規雇用数は９６８人、土地と建物等の投資額は約１，２

５１億１，０００万円となっている。 

 

金融課長 

２ 平成２８年度の制度融資実行額は１，１３９億円であり、前年度と比べて２パーセン

ト強の増と久しぶりに増加した。特徴としては、起業家育成資金等の創業系資金が増加

したことや、リーマンショックのときに借り入れた資金の借換えが増加した一方で、セ

ーフティー系の資金が減少したことが挙げられる。 

  融資実行額の推移については、リーマンショック直後の平成２１年度が４，１４４億

円とピークとなった。その後、平成２５年度は１，４９４億円、平成２６年度は１，２

８８億円、平成２７年度は１，１１４億円とやや減少傾向で推移してきた。 

 

先端産業課長 

３ 先端産業創造プロジェクトでは、県内中小企業が先端産業分野に参入しやすい環境を

作るため、セミナーや研究会、交流会を開催してきた。平成２８年度は、全分野合計で

４０回開催して、延べ２，５８２人の参加があった。また、企業が行う新技術・製品化

開発に対して、平成２８年度までに６６件の補助を行い、現在、そのうちの３１件が製

品化している。さらに、産学連携による研究開発は、大半が実用化に向けて研究・開発

中であるが、次世代住宅向けの地中熱ヒートポンプシステムのように既に製品化し、販

売を開始したものもあるなど、少しずつ成果が現れてきている。 
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商業・サービス産業支援課長 

５ 地域の商工団体や金融機関等が連携することにより、生産性を向上させる新サービ

ス・商品の開発、多店舗化等の支援を実施した。平成２７年度の支援企業を対象とし

たアンケートでは、売上が向上したと回答した企業が全体の６４パーセント、売上額

の平均伸び率が５．１パーセントであった。経済センサスによるサービス業の売上額

の伸び率の３．２３パーセントを上回っており、効果が出ていると考えている。 

 

観光課長 

６ 教育旅行の国別の内訳は、台湾が２９校１，１２６人、中国が６校２２３人、韓国が

２校４６人、その他ペルーや香港などから５校６６人である。 

７ 通訳案内士は、国家試験に合格して住居地の都道府県に登録を行う。県内では約１，

２００人登録されている。対応できる言語は、英語、中国語、仏語、独語、露語、韓国

語、タイ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語である。最多は英語であり、８５

０人の登録がある。また、職業については、ほとんどの方がフリーランスである。旅行

会社や個人からの依頼を受け、その都度、通訳案内をしている。まれに、旅行会社の専

属ガイドとして契約している場合もある。なお、通訳案内士が有料施設に入場する際の

料金負担については、旅行会社のツアーにおいてガイドを行う場合は旅行会社が負担し、

個人旅行のガイドを行う場合は請負料金の中から通訳案内士が負担することになる。 

 

シニア活躍推進課長 

８ 認定基準は７つある。１点目は、定年制度の廃止や見直しをすること、２点目は、シ

ニア限定求人を行うなどシニアの働く機会を増やすこと、３点目は、短時間勤務制度の

導入などシニアの特性に配慮して働ける環境を整えること、４点目は、若手とペアで就

労を行うなどシニアの技術・経験を生かすこと、５点目は、シニア向けに資格取得の支

援を行うなどシニアの能力を伸ばすこと、６点目は、法定外の健康診断の受診を勧める

など福利厚生を充実すること、７点目は、シニア活躍推進の取組を社外に情報発信する

ことである。この７つの基準のうち、３つ以上に該当する場合に認定している。 

 

ウーマノミクス課長 

９ 認定基準は６つある。１点目は、短時間勤務制度などの利用実績があること、２点目

は、法定義務を上回る短時間勤務制度が導入されており実績があること、３点目は、出

産後の就業継続率が５０パーセント以上あること、４点目は、女性管理職が１０パーセ

ント以上在職していること、５点目は、ノー残業デーの設定など男性の子育て支援を積

極的に行っていること、６点目は、このような取組を明確にしていることである。この

６つの基準のうち、２つ以上に該当する場合はシルバー、４つ以上に該当する場合はゴ

ールド、全て該当する場合はプラチナ企業として認定している。 

 

新井委員 

１ 埼玉県庁を多様な働き方実践企業認定制度に当てはめると、どのランクになるのか。 

２ 以前、タイに渡航した際、タイサポートデスクのあるビルを訪れたところ、ビルの玄

関に請負会社の看板はあったが、タイサポートデスクの看板はなかった。そこで、営業

時間内であったことから電話をかけたところ、応答はなく、留守番電話への切替えもな

かった。６回目でようやく相手が出たため、今から相談したいと伝えたところ、本日は

アポイントがいっぱいで対応不可能とのことであった。では見学したいと申し入れたと
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ころ、渋々了解を得たのだが、タイサポートデスクがある２階ではなく、３階に案内さ

れた。しばらくした後、２階から来たスタッフから準備が整ったと言われて、２階のサ

ポートデスクに案内された。サポートデスクの看板や埼玉県の旗、コバトン等が設置さ

れていたが、それらを準備する時間だったのである。また、埼玉県のサポートデスクと

同様の看板が５、６枚はあるのを見た。埼玉県のほかにも業務を請け負っていると考え

られる。タイサポートデスクの実態はどうなっているのか。あわせて、埼玉県専属のス

タッフは何人いるのか。見た印象では、ほかの自治体との兼任スタッフしかおらず、常

駐者もいないと思われる。１，７００万円以上の委託料に見合っているとは思えない。

以上のような状況を県は把握しているのか。 

 

ウーマノミクス課長 

１ 現在、県庁は５つの基準を見たし、ゴールドに該当している。なお、県庁の女性管理

職比率は９．１パーセントであり、認定基準の４点目に挙げた女性管理職の比率が１０

パーセント以上の基準を満たすまで、もう一歩の状況である。 

 

企業立地課長 

２ スタッフは、アドバイザー１人、ネットワーク推進員１人の２人体制の契約となって

いる。アドバイザーは、企業からの相談を受けている。ネットワーク推進員は、タイ国

内の本県進出企業を訪問し、企業の抱える課題やニーズのヒアリングを行って、マッチ

ング等を行うなど課題解決に結び付けている。なお、デスクの対応が不十分だった点は

おわび申し上げる。私は、ここ２年で３回デスクを訪問している。現在は、ビルの玄関

にデスクの案内看板をきちんと備え、スタッフは埼玉県専属として勤務している。フロ

アについては、委託先のコンサルティング会社の場所を利用しているため、本県専用の

フロアではないが、デスク機能は十分担えている。電話応答については、過去にデスク

に電話をかけた際、上海やベトナムなどのデスクよりも応答に時間を要したことがあっ

たため、厳重注意している。お国柄では済まない問題であり、これまで以上にしっかり

と指導していく。 

 

新井委員 

 私が見た状況から変わっているとのことだが、タイサポートデスクをいつ訪問したのか。 

 

企業立地課長 

 直近では、平成２９年７月に訪問した。 

 

神谷委員 

１ 行政報告書２０２ページの（１）の「イ 商工団体が行う経営革新推進への支援」に

ついては、中小企業の中でも小規模事業者が大きな割合を占めている中で、きめ細かい

支援がこれからますます重要である。商工会議所・商工会は、小規模事業者に対してど

のような支援を行なったのか。 

２ 行政報告書２０４ページの（１）の「ケ 県内経済の実態調査」は、何を調査したの

か。また、調査結果はどのように活用されているのか。あわせて、特別調査はどのよう

な視点でテーマを選定しているのか。 

３ 行政報告書２０８ページの（５）の「ア 中小企業制度融資」の融資実績とその推移

について、どのように評価と認識をしているのか。 
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４ 行政報告書２１７ページの（１）の「エ アニメの聖地化プロジェクトの推進」につ

いて、具体的にはどのように推進を図っているのか。 

５ 行政報告書２２６ページの（１）の「オ 県内中小企業新入社員合同入社式・合同研

修会の開催」については、平成２８年度の新規事業とのことだが、実施状況と効果につ

いて伺う。 

 

産業労働政策課長 

１ 商工会議所・商工会は、身近な経営相談の窓口として、経営指導員等の専門職員を配

置している。平成２８年度には、１５万６，０００件の相談指導を行い、小規模事業者

の税務、経理、労務管理、資金繰り等の円滑化に対して支援を行った。具体的な成果と

しては、経営革新計画については県全体で８３２件の承認を行ったが、９割以上は商工

会議所・商工会の支援により承認に至ったものである。そのほか、金融のあっせんも実

施しており、あっせん件数は１万６，７７５件、融資額は１，４１９億円である。 

２ 県内中小企業２，２００社を対象に四半期ごとに実施し、調査対象企業の属する業界

の景況感、企業の売上高、資金繰りなどの見通しについて調査している。この調査に基

づき、県内中小企業の経営実態を把握し、産業労働施策の企画立案の基礎資料としてい

るほか、商工団体にも情報提供し、中小企業の経営改善の取組に役立てている。また、

特別調査は、その時々の経済情勢に応じて必要な調査項目を選定して実施している。平

成２８年度は、雇用者数の過不足感や女性の活躍推進に関する取組状況などの調査を実

施し、調査結果を施策に反映させている。 

 

金融課長 

３ 低金利を背景に民間金融機関の貸出意欲は旺盛であり、ある程度の財務状況の中小企

業は、信用保証協会の保証を付ける制度融資よりも有利な条件で、民間金融機関のプロ

パー融資を受けられる状況にあると認識している。銀行貸出金残高の増加などから見て

も、県内中小企業の資金調達環境はおおむね問題ないと考えているが、個々の企業によ

っては民間のプロパー融資を受けることが難しいケースもある。特に、制度融資の利用

者の約９割は小規模事業者であり、有利な民間のプロパー融資を受けるには難しい点も

あるのではないかと推測している。県としては、こうした企業をしっかり支えていく。 

 

観光課長 

４ 一般的にアニメの聖地とは、アニメの舞台地となっているなど、作品にゆかりがあり、

多くのファンが訪れて、作品がその地域や街に浸透しているところを指している。埼玉

県には、アニメ・マンガの舞台地となっている地域がたくさんあり、訪れる人も増えて

いる。県内外、国内外のアニメファンを本県に呼び込むため、県全体でアニメ関連事業

を盛り上げて、「埼玉県＝アニメの聖地」というイメージの定着を図っている。具体的

には、今年で５回目となる「アニ玉祭」というアニメとマンガの総合イベントを毎年秋

にソニックシティで開催している。県内のアニメの舞台地をＰＲするほか、作者とのト

ークセッション、県内各地の舞台地のブース紹介など、全部で１００程度の関連企業・

団体の出展等があり、集客規模としては国内でも有数のアニメ・マンガの総合イベント

となっている。また、本県にゆかりのあるアニメ・マンガの舞台地を鉄道で巡る横断ラ

リーを毎年企画し、多くのアニメファンに舞台地の周遊を促している。毎年７月～１０

月をアニメ強化月間と定め、県だけでなく様々なアニメの資源を持つ市町村や民間事業

者と一体になり、集中的に全県でアニメイベントを行う期間を設けるなど、県全体でア
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ニメを盛り上げている。昨年、株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡが中心となり、アニメツーリ

ズム協会が設立された。同協会が、国内外から好きなアニメの投票募集を行い、聖地８

８か所を定め、埼玉県からは、秩父の「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」、

横瀬、秩父の「心が叫びたがってるんだ。」、飯能の「ヤマノススメ」、久喜市鷲宮の

「らき☆すた」、川越の「神様はじめました」の５か所がアニメの聖地として認められ

た。 

 

勤労者福祉課長 

５ 同期や同世代が少ない県内中小企業新入社員のために、人材の定着支援、仲間づくり、

スキルアップを図る目的で実施している。合同入社式は平成２８年４月２８日に開催し、

新入社員２３３人に加え、企業関係者７０人が参加した。合同研修会は、ビジネスマナ

ーなどを学ぶ基礎研修を７月に県内６会場で全８回を実施して、２１６人が参加した。

また、グループ討議などを行うフォローアップ研修は、１０月から１１月に実施して、

１４６人が参加した。効果については、企業や参加者に対して満足度や定着についての

アンケートを実施しており、合同入社式・合同研修会ともに８割から９割が満足との回

答であった。企業からは、合同入社式については、新入社員が社会人として成長した、

立派に入社式を行ってもらってよかったなどの声があり、合同研修会については、新入

社員の責任感が強くなった、前向きな姿勢が見られるようになったなどの声があった。

また、定着については、企業７８社から回答があった。新入社員２１５人のうち３０人

が離職したが、離職防止の効果について尋ねたところ、回答した参加企業のうち、効果

がないと回答した企業はなく、４５．９パーセントが効果的であると回答し、４７．５

パーセントが効果がないとはいえないとの回答であった。 

 

神谷委員 

 制度融資の利用促進に向けて、商工団体等にどのように働き掛けを行ったのか。 

 

金融課長 

 企業が資金調達する際に制度融資を選択するかどうかは、相談・受付けの窓口である商

工団体や金融機関の役割が非常に大きいと認識している。このため、金融ニーズの調査の

ため、商工団体を直接訪問し、制度融資について意見交換や働き掛けを行うとともに、金

融機関の本店・本部を直接訪問した。また、商工団体主催の制度融資説明会などの機会を

活用して、制度融資の利用について働き掛けを行った。 

 

吉良委員 

１ 行政報告書２２７ページの（２）の「イ 埼玉県女性キャリアセンターなどの機能の

充実」について伺う。女性キャリアセンターにおいて、利用者が就職したことの確認は

どのように行っているのか。また、利用者に対して就職確認者数が少ないのではないか。

成果をどのように評価しているのか。 

２ 行政報告書２２７ページの（３）の「ア ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎ 

フェスタの開催」については、会場がさいたまスーパーアリーナであったことから、開

催費用が高額だったのではないか。県の支出した金額を伺う。また、事業目的が消費拡

大や女性の就業拡大など幅広いが、具体的な事業の目的や成果は何か。 

３ 行政報告書２２８ページの「８ 障害者の就労支援」について全般的に伺う。平成２

８年度の障害者の離職者数はどのくらいか。 
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ウーマノミクス課長 

１ 利用者本人に、電話などで直接聞いて確認している。なお、女性キャリアセンターの

ターゲットは、子育てなどで一旦退職し、再就職を目指している人々である。いろいろ

なハードルを越える必要があるため、面談、相談、セミナーなどにじっくり取り組んで

もらっていることから、利用者数に対して就職確認者数が少ない状況である。極力、就

業につながるセミナーや職場体験などを組み入れながら、就職率を上げていきたい。 

 

産業支援課長 

２ 県の支出額は約１，１００万円で、総事業費は約３，６００万円である。その差額は

民間からの寄附などである。この事業は、ウーマノミクスプロジェクトの一環として実

施したもので、女性の働き方の提案や女性創業の促進を図ることが事業の目的である。

成果については、来場者アンケートによると８９パーセントの人が、仕事や子育ての参

考になったと回答している。また、創業ベンチャー支援センターを開設した当時は、創

業者のうち女性の割合は１２パーセントだったが、平成２８年度は３９．８パーセント

まで高まったことから、女性の働く機運醸成について一定の役割を達成したと考え、平

成２８年度で終了した。 

 

就業支援課長 

３ 離職者についてのデータはないが、埼玉労働局から発表されている平成２８年度の障

害者の新規就職者数３，９５８人と、平成２７年度から平成２８年度に増加した就業中

の障害者数２，１１５人との比較から、１，８４３人が離職していると推計される。 

 

吉良委員 

１ 障害者に対しては、ジョブコーチが支援しているようだが、企業に対してはどのよう

な支援をしているのか。 

２ 女性キャリアセンターの実績については、一定の成果があるということか。 

 

就業支援課長 

１ 障害者雇用についてのノウハウを持っていない企業もあるため、まず、障害者雇用開

拓員が企業を訪問し、経営者に直接障害者雇用の概要等を説明している。その後、実際

に雇用を進める段階では、障害者雇用サポートセンターが障害者の行う具体的な業務の

提案や支援内容についてアドバイスを行っている。就労後は、ジョブコーチが個々の障

害者の特性に応じた職場の環境整備等について企業に提案している。 

 

ウーマノミクス課長 

２ 利用者が十分満足するよう取り組んでいるが、今後もニーズがどこにあるのか把握し

ながら、更なる質的向上を図っていく。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書２０３ページの（１）の「ク 地場産業の振興」として行った、新製品開

発やブランド化、販路拡大支援に係る具体的内容は何か。また、どのくらいの事業者を

支援できたのか。 

２ 行政報告書２１５ページの（２）の「ア 商店街のにぎわいづくり支援」の全県一斉

商店街まつりを実施した成果は何か。また、商店街の個々の店の日常の売上などをどの



 

- 173 - 

ように把握しているのか。 

３ 行政報告書２２８ページの（１）の「イ 障害者雇用サポートセンターによる支援」

について、センターが、障害者雇用についての専門的な提案や助言を行っているとのこ

とだが、どのような提案や助言を行ったのか。また、その効果はどのようなものか。 

 

産業支援課長 

１ 例えば、越生梅を海外に売り込むため、海外のしこうの調査を実施し、梅シロップや

梅エキスを開発した。行田足袋については、ベスト足袋ニストコンテストの開催や、ニ

ーズのありそうなところへの売り込みを支援した。春日部桐箱工業協同組合については、

１００年桐箱の作製を支援するなど、９事業に対して助成を行った。 

 

商業・サービス産業支援課長 

２ 参加した商店街にアンケート調査を行ったところ、通常のイベントと比較し、集客数

が増えたとの回答が３３パーセント、売り上げが増えたとの回答が２７パーセントあっ

た。このイベントが一過性で終わらないよう、実施主体の埼玉県商店街振興組合連合会

を通じて、その後の仕掛けを考えていくべきだと促している。また、個々の店に対する

補助金制度の活用のアドバイスや専門家の派遣などの支援を行っている。こうした支援

を通じて、具体的な声を聴くとともに課題を把握し、個別具体的に対応している。 

 

就業支援課長 

３ 障害者の雇用を進める上でのノウハウがない企業に対して、様々な提案や助言を行っ

ている。具体的には、障害者に適した業務の提案や障害者が安心して働ける職場環境の

整備、さらに、障害者を雇用した場合に支給されるハローワークの助成金の活用などに

ついて、助言を行っている。全てのケースでうまくいくわけではないが、３日から５日

の短期の雇用体験なども行いながら、違う形で再チャレンジしてもらうなどの継続した

支援を実施することで、就職につながっている。 

 

蒲生委員 

２２市町の８５商店街が参加した、全県一斉商店街まつりについては、実施後の分析や

支援をしていくべきであるが、一過性で終わらせない工夫として、県はどのような取組を

行っているのか。 

 

商業・サービス産業支援課長 

全県一斉商店街まつりは、できる限り多くの商店街が参加の上、横並びで実施するべき

であると考え、スタンプラリーを実施するなど、商店街の回遊性を高めた。今年度は、商

店街ツアーを組み合わせて、寄居町や川越市、草加市で実施した。ほかの事業も組み合わ

せ、できるだけ多くの方に地域外の商店街を訪れてもらえる工夫を行っていく。 

 

田並委員 

１ 行政報告書２２８ページの（１）の「ア 障害者雇用開拓員による雇用の受け皿づく

り」における障害者の就労支援について、平成２８年度は、産業労働部、福祉部、教育

局など庁内部局間においてどのような連携を行ったのか。 

２ 行政報告書２３２ページの（２）の「イ 個別労使紛争のあっせん」は、具体的には、

誰がどのように行うのか。 
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就業支援課長 

１ 現場サイドである障害者雇用サポートセンターと障害者職場定着支援センターのみで

は解決できないこともあるため、地域の就労支援センターと日々情報交換を行い、企業

とのマッチングを図っている。また、教育局や福祉部、関係機関が参加している連絡協

議会について、毎年度、全体会を１回、ブロック会議を４回開催し、常に情報交換を行

って連携を図っている。 

 

審査調整課長 

２ 例えば、労働組合に入っていない労働者が、会社を辞職する気がないにもかかわらず

解雇されたため、賃金保障を要求するのに対し、会社側は適正に退職手続を取って本人

の意思で辞職したと考えている場合など、労使の主張がもつれた関係にある相談を受け

る。労働委員会は、公益を代表する委員５人、労働組合の役員経験者の委員５人、会社

の経営者の委員５人の合計１５人による公労使三者構成になっており、その中から、そ

れぞれ１人ずつ合計３人がチームを組んで、労使それぞれの主張を聴いて、それを双方

に交互に伝達しながら、最終的に合意書を締結して円満に解決する方向に導いている。 

 

田並委員 

 あっせんが必要な人は、どこに相談すればよいのか。 

 

審査調整課長 

 労働基準監督署、産業労働部の労働相談センター、市町村の労働相談窓口の３か所、さ

らには、弁護士会、社労士会などでも相談を受け付けている。労働委員会ではこれらの機

関にあっせん制度の周知を行っているので、どこに相談してもよい。 

 

大嶋委員 

１ 行政報告書２００ページの「５ 魅力ある観光の推進」を見ると、年間の観光客の増

加数について、平成２８年度の目標値を実績値が大幅に上回っているが、どのように分

析しているのか。また、この増加数のうち、スポーツ観戦者の状況についてはどうなっ

ているのか。 

２ 行政報告書２１３ページの（１）の「ウ 地域別の企業誘致件数」を見ると、県北部

の企業誘致について苦戦をしていると思われるが、どのように捉えているか。 

３ 県の産業団地を購入したにもかかわらず、しばらくの間、工場などを稼働しない企業

もあると聞いている。これらの企業に対して、どのようにフォローアップをしているか。 

 

観光課長 

１ 年間の観光客の増加数は、５か年計画の指標になっており、策定時の平成２３年の現

状値である約１億１，１６０万人からスタートして、過去の増加トレンドから年間５０

万人ずつ増やしていく計画であった。平成２８年の実績を見ると、約１億４，０００万

人の観光客が来県しており、増やすべき目標の２５０万人に対して３，０２０万人の増

加となったものである。また、スポーツ観戦者については、市町村が観測地点を設けて

おり、スーパーアリーナや市町村のスポーツ施設、スポーツイベントは、それらの地点

に含まれている。 
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企業立地課長 

２ 県北部地域は、分譲できる産業団地がないことで苦戦しているが、今年度は新たな産

業団地として、寄居スマートインターチェンジ美里地区産業団地の分譲が予定されてい

る。また、市町村による民間ベースの開発の検討のほか、企業局が産業団地造成の検討

を進めていることから、県北部地域の持つ可能性は高いと認識している。今後も、引き

続き市町村と一体となって、県北部地域の企業誘致に努めていく。 

３ 県としては、速やかに工場などを稼働してほしいと考えており、立地後もこまめに企

業訪問を行い、創業に向けた課題の整理に努めている。また、産業立地促進補助金の交

付要件として、土地取得後３年以内の操業を条件付けているが、最終的には企業の最高

経営判断となる部分がある。直近では、２０２０年東京オリンピックの影響で建築費等

が高騰しているため、操業を延期する企業もある。今後も、市町村と一体となって企業

訪問等を行い、課題を整理するとともに進捗状況の把握に努め、操業を促していく。 

 

宮崎委員 

 行政報告書２３０ページの（１）の「ア 高等技術専門校におけるものづくり分野など

の人材育成」の高等技術専門校では、ものづくり分野などの人材育成を行っているが、生

徒の就職率は６月速報値で８７．２パーセントとなっている。現時点での就職率はどうな

っているのか。 

 

産業人材育成課長 

 ８月末の確定値では、８９．４パーセントである。未就職者に対しては、引き続き、相

談、カウンセリング、求人情報の提供などを行っているため、最新値の手持ちデータはな

いが、更に上昇している。 

 

宮崎委員 

 現在の首都圏の雇用情勢を踏まえると、高等技術専門校生徒の就職率が平均を下回って

いるのではないか。原因について、求人が少ない、技術が伴っていないなど、どのように

捉えているか。 

 

産業人材育成課長 

 高等技術専門校の訓練コースには、若年者向けであるものづくり系の「二年コース」や

「一年コース」、中高年者向けであるビル管理や介護などの職業訓練を行う半年間の「短

期コース」がある。若年者が多い「二年コース」の就職率は１００パーセントであるが、

中高年者が多い「短期コース」の就職率は低く、全体の就職率を下げている状況である。

雇用情勢が改善している現在は、求人も多数あり就職しやすい状況であるが、「短期コー

ス」の中高年者の中で、精神・身体の不調や家庭などに課題を抱えている方の就職が難航

している。 

 

宮崎委員 

 就職率が平均よりも低い理由について、中高年者の就職難であると把握していることを

承知した。対策を進めることを期待する。若年者の就職率に問題がないことには安心した。

（意見） 
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前原委員 

１ 行政報告書２２７ページの（２）の「ア 女性に対する職業訓練の実施」の女性の就

業支援について、職業訓練の実績と女性キャリアセンターの実績とで重複している部分

はあるのか。 

２ 女性の就職者のうち正規・非正規の割合は把握しているのか。 

３ 子育て中の女性を対象とした職業訓練はどの程度実施しているのか。 

４ 障害者の就労支援について、就職に至った人のうち、正規と非正規の割合はどのくら

いなのか。また、就労支援を受けた人たちの意見と離職者への対応について伺いたい。 

５ 行政報告書２０１ページの「９ 時代のニーズに対応した人材の育成」について、介

護人材の育成人数の実績値が目標値を下回った理由は何か。 

６ 社員を海外研修に派遣した県内中小企業の割合は、５年前よりも低下し、目標に達し

なかったが、その原因と対策は何か。 

７ 行政報告書２０５ページの（３）の「イ 女性向け創業支援」で創業した２人の事業

種類は何か。また、女性創業スタートアップ塾の受講者はその後どうなったのか。 

８ 行政報告書２１６ページの（２）の「ウ 地域商業を担う人材育成の支援」は、まち

づくりの担い手を育成する観点においても重要であるが、どのような支援を行っている

のか。また、草加市でリノベーションまちづくりを行っていると聞いているが、県では

同等の事業を行っているのか。 

９ 行政報告書２１６ページの（２）の「エ 商店街経営実態調査」により把握した現状

や課題等について伺いたい。また、調査結果をどのように活用していくのか。 

 

産業人材育成課長 

１ 職業訓練の実績と女性キャリアセンターの実績は重複していない。 

２ 女性就職者のうち正規・非正規の割合は把握していない。 

３ 子育て中の女性を対象として託児サービス付き職業訓練を実施しており、平成２８年

度は受講者延べ９５人が利用し、利用児童数は延べ１０７人であった。実施した３００

講座のうち、約７割が託児サービス付き職業訓練である。 

５ 景気回復により雇用情勢が改善しており、就職しやすくなっている。介護職は賃金が

低く、体力的・精神的にきつい仕事というマイナスイメージが広がっており、介護の仕

事を希望する人が減っている。そのため職業訓練を受ける人も減っている。 

 

就業支援課長 

４ ５年ごとに厚労省が行っている障害者雇用実態調査によれば、正規が１８．８パーセ

ント、正規以外が８１．３パーセントというデータがある。就労支援を受けた人が離職

する場合については、業務内容や職場環境、給料などの勤務条件などが希望と合致しな

かったと考えている。離職後も就労意欲のある障害者に対しては、状況に応じて更なる

マッチングを行うとともに、今後も企業と障害者の双方に対して支援を行っていく。 

 

産業労働政策課長 

６ 多くの中小企業の実情は、人材や資金などの経営資源が十分ではなく、継続的に海外

研修を実施することが困難であると考えられる。また、海外情勢の変化や進出先の政情

不安、円安により国内での操業に回帰したことなども影響したと考えている。対策とし

ては、海外研修を実施した社員の成果をまとめた報告書を中小企業に配布したほか、セ

ミナー等において直接、事業者に説明を行うとともに、その内容を様々な媒体に掲載し
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て広報を実施した。また、研修生の派遣に関する本県の制度の見直しを行った。その結

果、平成２８年度の実績は３．１パーセントとなった。目標値の１０パーセントには届

いていないが、今後は幅広く県内企業の海外展開支援を行い、人材の確保・育成につな

げていく。 

 

産業支援課長 

７ １人は教育学習支援のセミナーやコンサルティングの事業、もう１人はキャリアカウ

ンセリングの事業である。スタートアップ塾の受講者に対しては、創業ベンチャー支援

センター埼玉からセミナー開催の連絡を行うなど、同センターが引き続き支援している。 

 

商業・サービス産業支援課長 

８ 全国各地の地域商業の担い手を講師にした、地域での取組や商業活性化の手法等に関

する講座を、県内の地域商業のリーダー候補を対象に実施することで、地域の枠を超え

たネットワーク作りとリーダー育成の支援を行っている。その結果、地域のトップリー

ダーの連携も深まり、イベントへの出展等の成果につながった。また、草加市のリノベ

ーションまちづくりは、空き店舗を活用して地域のにぎわいづくりを行うものであり、

本県では、空き店舗ゼロプロジェクトをスタートした。空き店舗対策は、地元の市町村

と地域の方々が中心となって取り組んでいくべきであることから、県は、地域の空き店

舗対策チームの体制づくりを支援している。 

９ 現状は大変厳しく、課題は、後継者不足、空き店舗の増加、会員の無関心や非協力な

どである。また、調査については中小企業診断士による分析も行い、各商店街に調査結

果を情報提供している。なお、調査結果を踏まえると、若手の起用を行うべきであるた

め、今年度から実施している空き店舗ゼロプロジェクト事業の中で実践していく。 

 

前原委員 

１ 女性の就職の正規雇用数を把握して、今後の施策に生かす考えはあるのか。 

２ ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎ フェスタが終了した理由は何か。 

 

産業人材育成課長 

１ 重要なデータであり、把握した上で対応していきたい。 

 

産業支援課長 

２ 同フェスタは、女性の働く意欲を高め、働こうという気運を醸成するために実施して

いた。創業ベンチャー支援センターを設置した平成１６年当時、創業者のうち女性の割

合は１２パーセントであったが、昨年度は３９．８パーセントまで高まり、機運は醸成

されたことから、昨年度で終了することとした。 

 

日下部委員 

１ 行政報告書２０７ページの（５）の「ア 中小企業制度融資」について、この制度は

いつから始まったのか。また、これまでの融資総額と平成２８年度の貸倒れ金額を伺い

たい。 

２ 行政報告書２１２ページの「（３）ＳＫＩＰシティを活用した映像関連産業の振興」

について、映画産業は斜陽産業であるのに、この振興策が「２ 新たな成長を導く次世

代ビジネスの振興」の項目に入っているのはなぜか。 
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３ 行政報告書２０９ページの「２ 新たな成長を導く次世代ビジネスの振興」の決算額

は約３０億円になっているが、「（３）ＳＫＩＰシティを活用した映像関連産業の振興」

の関連を除いた、次世代産業・先端産業への参入支援や新技術・新商品の研究開発支援

に係る決算額を伺いたい。また、神奈川県や千葉県は、同様の施策にどのくらい投資し

ているのか。 

 

金融課長 

１ 予算資料上は昭和２９年からとなっている。これまでの融資総額についてはデータが

なく、把握していない。なお、県が損失補償した金額は、平成２８年度は４億１，５０

０万円である。平成２７年度は４億２，８００万円であり、近年の過去最高は平成２２

年度の約１０億円である。 

 

商業・サービス産業支援課長 

２ 国内の映画産業は２千億円規模で推移している。一方で、映像技術はＶＲやＡＲ等の

新技術も開発されており、様々なビジネス展開の可能性があるため、次世代産業と位置

付けている。 

 

先端産業課長 

３ １５億４４８万２，０００円である。また、近隣都県の詳細なデータはないが、企業

に対する補助額の上限２，０００万円、補助率１０分の１０という補助金は、地方自治

体としては破格の予算であると認識している。 
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平成２９年１０月・１１月閉会中 決算特別委員会における説明者、発言 

（平成２９年１１月２４日（金）教育局関係） 

 

【説明者】 

小松弥生教育長、小島康雄副教育長、柚木博教育総務部長、古川治夫県立学校部長、 

松本浩市町村支援部長、小澤健史教育総務部副部長、渡邉亮県立学校部副部長、 

佐藤裕之県立学校部副部長、関口睦市町村支援部副部長、藤田栄二市町村支援部副部長、 

古垣玲総務課長、岡部年男教育政策課長、浪江治魅力ある高校づくり課長、 

清水匠財務課長、栗原正則教職員課長、横松伸二福利課長、 

高岡豊県立学校人事課長、羽田邦弘県立学校部参事兼高校教育指導課長、 

小谷野幸也生徒指導課長、高橋和治県立学校部参事兼教職員採用課長、 

加藤健次保健体育課長、金子功特別支援教育課長、日吉亨県立学校人事課学校評価幹、 

石井宏明小中学校人事課長、大根田頼尚義務教育指導課長、橋本強家庭地域連携課長、 

芋川修市町村支援部参事兼生涯学習文化財課長、吉野雅彦人権教育課長、 

塩崎豊市町村支援部副参事 

 

【発言】 

安藤委員 

１ 行政報告書２９９ページの「１ 確かな学力と自立する力の育成」について、平成２

８年度は、アクティブ・ラーニングに取り組む学校は何校増えたのか。また、アクティ

ブ・ラーニングについてはどのような効果が出ているのか。 

２ 行政報告書３０１ページの「４ 家庭・地域の教育力の向上」によると、「子ども大

学」の開校と自立した運営を支援したとあるが、どのような支援を行ったのか。 

３ 行政報告書３１１ページの（２）の「ア いじめ・非行防止学校支援推進事業」によ

ると、いじめ・非行防止ネットワークを編成して問題行動の未然防止を図ったとあるが、

防止できたかどうかをどのように把握しているのか。また、具体的な事例があれば伺い

たい。 

４ 行政報告書３２６ページの（２）の「ウ コミュニティ・スクールの推進」について、

平成２８年度は、コミュニティ・スクールは何校増えたのか。また、コミュニティ・ス

クールは教員と地域の密接なつながりが重要であるが、それに対してどのような声があ

るのか。 

 

義務教育指導課長 

１ 全国学力・学習状況調査によると、授業で課題の解決に向けて話し合いや表現するな

どの学習活動を行ったかとの調査に対して、「よく行った」又は「どちらかといえば行

った」と回答したのは、小学校で７０８校、中学校で３６４校である。また、自分の考

えがうまく伝わるように話の組立てを工夫して発言や発表を行うことができているか

との調査に対して、「そのとおりだと思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答

したのは、小学校で５８６校、中学校で２９９校である。児童生徒からは、話合いを行

う中で、一人では気付かなかったことに気付くことができたという意見があった。一方

で、全ての児童生徒が意見を言えるわけではなく自分の考えがなかなか発言できなかっ

たという課題を指摘する児童生徒もいた。 
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生涯学習文化財課長 

２ 開校と自立した運営のため、様々な支援を行っている。まず、１点目は、財政的支援

である。子ども大学の実行委員会に対して、開校年度から自立した運営に至るまでの３

年間を限度として補助金を交付した。２点目は、人的支援である。開校３年目までを限

度として、本課の職員と教育事務所の職員の２名が実行委員会の委員として加わり、助

言や運営の協力を行ってきた。３点目は、子ども大学推進会議の開催である。東西南北

の地区ごとに年２回ずつ開催し、子ども大学同士の情報交換や県教育委員会からの情報

提供の実施により、講座プログラムの充実や運営面での行き詰まりが生じないよう支援

を行ってきた。４点目は、子ども大学への個別訪問である。本課職員が主に開校４年目

以降の子ども大学の実行委員会を訪問し、課題や成果を聴いて助言するなどの支援を行

ってきた。そのほか、子ども大学のモデル事業でも、財政的支援と人的支援を行ってい

る。 

 

生徒指導課長 

３ 暴力行為やいじめ、不登校等の状況について、学校全体といじめ・非行防止ネットワ

ークを編成している学校をそれぞれ前年度と比較すると、暴力行為は学校全体では微増

である一方で、ネットワーク編成校は３割程度減っている状況である。また、いじめの

認知や不登校については、学校全体、ネットワーク編成校ともに増加傾向であるが、ネ

ットワーク編成校の伸び率の方がやや小さい状況である。未然防止できているかを数値

で把握するのは難しいが、ネットワークの編成による効果は出ていると認識している。 

 

小中学校人事課長 

４ 平成２８年４月１日現在では、コミュニティ・スクールの導入校は９校であったが、

平成２９年４月１日現在では１０５校となっている。教員の声としては、あるコミュニ

ティ・スクールの導入校の教職員を対象とした意識調査の回答であるが、「地域との連

携が進む」が９５．５パーセント、「学校が活性化する」が６８．２パーセント、「地

域が非常に協力的になる」が８６．４パーセントという結果であった。また、地域の声

としては、コミュニティ・スクールの導入校の校長から聴取したところ、学校運営協議

会の委員として学校に行く回数が増えた、子供たちの元気な挨拶や笑顔から元気をもら

っている、おらが学校という気持ちでやっている、学校を良くすることは地域を良くす

ることだと思って精一杯やっていきたいなどの声があるとのことであった。 

 

安藤委員 

１ 子ども大学同士の情報交換により、運営面で行き詰まらないよう支援を行ってきたと

のことであるが、以前はあった子ども大学が一堂に会してＰＲする場がいつの間にかな

くなっている。今年度は実施したのか。 

２ 多くの学校がアクティブ・ラーニングを実施しているとの調査結果だが、回答は教員

の主観に基づくものであり、実施内容が伴っていない場合もあるのではないか。アクテ

ィブ・ラーニングの実施に本格的に取り組んでいる学校を、ほかの学校の教員に視察さ

せるなどの取組は行われているのか。 

 

生涯学習文化財課長 

１ 平成２２年度から平成２７年度までは、「子ども大学交流・連携事業」として、子ど

も大学の子供たちが一堂に会して成果発表などを行う取組を実施していた。平成２８年
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度は、事業を変更し、モデル事業を実施した子ども大学の実行委員会による成果発表会

を開催した。しかしながら、幾つかの子ども大学からは、平成２７年度までのように子

供たちが一堂に会する機会が欲しいとの声があった。そこで、今年度は、モデル事業の

実践発表会、５年以上自立運営している子ども大学に対する感謝状贈呈、埼玉応援団で

ある林家たい平氏による講演などを行う実践発表交流会を、平成３０年２月１０日に開

催する予定である。 

 

義務教育指導課長 

２ 教員同士の学び合いは非常に重要であることから、「『考え、話し合い、学び合う学

習』推進事業」においては、実践協力校に指定している学校の授業発表を、ほかの学校

の教員が視察する取組を全県で行っている。また、県の学力・学習状況調査においては、

受けた授業がアクティブ・ラーニングの授業であったのかどうかを、児童生徒に回答さ

せる調査を実施している。その調査結果を基に、アクティブ・ラーニングを行っている

教員を把握している。各学校においては、アクティブ・ラーニングをより積極的に行っ

ている教員から、ほかの教員が学ぶことも必要であると考えている。教員同士の学び合

いを進めていく。 

 

山根委員 

 行政報告書３１１ページの（２）の「イ ネット問題対策教育推進事業」によると、中

学校３校、高等学校１校を研究校に指定し、生徒自身がネットトラブルやネットいじめな

どの防止に主体的に取り組む「スマホ安全利用私たちのルール」づくりを実施したとある

が、その内容と成果を伺いたい。また、成果の周知や共有をどのように行っているのか。 

 

生徒指導課長 

 取組内容は、各研究校において、スマートフォンを使用するに当たってのルールを、生

徒自身が決めるものである。成果としては、学校からの報告や聴取内容などによると、ル

ールづくりに際しては深く議論して真剣に取り組み、自ら作ったルールであることから遵

守する意欲が醸成されたことや、スマートフォンの利用方法について深い理解が得られた

ことが挙げられる。成果の周知については、学校ごとに報告書を作成し、校内で発表する

ことはもとより、ホームページなどに掲載している。また、研究校のうち高等学校は、近

隣の小中学校や地域のＰＴＡの集会に赴き、成果を発表している。こうした生徒自身によ

るルールづくりを、県内に広げていきたいと考えている。 

 

山根委員 

 児童生徒のスマートフォン利用に関する問題については、県や市町村の取組、ＰＴＡに

おける研修などにより、保護者にも危険性などが広く理解されてきた。ＳＮＳに写真を掲

載することの危険性や、依存による学力への影響などは家庭内において指導が進んでいる

と考える。しかしながら、児童生徒は、ＳＮＳの新しい利用方法を流行により次々に駆使

するため、保護者がついていけなくなっている。ついては、保護者に向け、児童生徒によ

る新しい利用方法を常に情報提供することが必要と考えるが、どのように取り組んできた

のか。 

 

生徒指導課長 

 県立学校の児童生徒に関するサイトについては、業者に監視業務を委託している。こう
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したサイト監視の取組などにより取得した情報を集約し、「ネットトラブル注意報」とし

て、各学校に毎月配信している。各学校では、この情報に基づいて、児童生徒や保護者へ

の周知を行っている。 

 

美田委員 

１ 行政報告書３０２ページの（１）の「ア 学力・学習状況調査実施事業」について、

県の学力・学習状況調査と全国学力・学習状況調査の違いは何か。また、調査を活用し

てどのように学力向上に取り組んでいるのか。 

２ 行政報告書３０２ページの（２）の「ア 埼玉県学力・学習状況調査のデータ活用事

業」によると、データを専門的研究機関に提供して分析しているとのことだが、活用方

法についてどう考えているのか。 

３ 行政報告書３０２ページの（２）の「ウ 小・中学校９年間を一貫した教育の推進」

について、一貫教育を導入している学校における、いじめなどのトラブルの認知件数と

学力の伸びの傾向はどうなっているのか。 

４ 行政報告書３１２ページの（２）の「オ 課題を抱える生徒の自立を支援する共助プ

ラン」のうち、「（イ）自立支援に係る取組の普及・啓発」によると、全ての定時制高

校による意見交換会を開催したとのことだが、自立支援に係る取組とは、具体的にはど

のような取組なのか。 

５ 行政報告書３１３ページの（２）の「オ 課題を抱える生徒の自立を支援する共助プ

ラン」のうち、「（ウ）生徒を学校へ導くための環境整備」によると、スクールカウン

セラーとスクールソーシャルワーカーについて、要請に応じて全ての定時制高校に派遣

可能な体制を整えたとあるが、どのような成果があったのか。 

６ 行政報告書３１７ページの（６）の「ウ 運動部活動の充実」のうち、「（オ）運動

部活動支援員活用事業」について、運動部活動支援員の活動内容と成果はどのようなも

のか。また、運動部活動支援員と外部指導者の違いは何か。 

７ 行政報告書３２０ページの（１）の「コ 教職員の健康管理の充実」について伺う。

資料１６「教員の健康状況について」によると、精神疾患で病気休暇を取得した小学校

教員の数は、平成２６年度の４７人から平成２８年度の７５人と大幅に増加しているが、

この要因は何か。また、どのような対策を行っているのか。 

８ 行政報告書３２０ページの（１）の「サ 教職員の福利の増進」によると、２６の教

職員住宅において維持管理を行ったとあるが、建物の棟数と、維持管理の内容を伺いた

い。また、県では多子世帯向けの施策を推進しているが、多子世帯向けの改修などは行

ったのか。 

９ 資料５２「各特別支援学校の通学バスについて」について、通学バスの台数はどのよ

うに決定しているのか。 

 

義務教育指導課長 

１ 埼玉県学力・学習状況調査は、一人一人の学力が伸びたのかどうかを把握するもので

ある。一方、全国学力・学習状況調査は、全国における状況が相対的に把握できるもの

であって、一人一人の学力の伸びは把握できない。各学校や市町村は、埼玉県学力・学

習状況調査の結果から、より学力を伸ばしたクラス及び授業を担当した教員を把握し、

その事例を学校内や市町村内で共有することを通じて、学力を伸ばす取組を進めている。 

２ 専門的研究機関の分析の結果、アクティブ・ラーニングにより学力が向上しているこ

とや、自制心や勤勉性などを身に付けるのに併せて学力が向上していることが明らかに
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なった。こうした状況もクラスごとに把握できており、各学校や市町村は分析結果を活

用して学力向上に取り組んでいる。 

３ データはないが、小中一貫教育を行ってきた学校の実感としては、いわゆる中１ギャ

ップの改善が図れているとのことである。また、学力との関係については、県の学力調

査から中学１年次の１年間の伸びが課題であると判明している。そのため、生徒指導だ

けではなく、教科指導の面においても、今後は小学校と中学校の連携が必要になると考

えており、市町村には説明及び指導を行っている。 

 

生徒指導課長 

４ 平成２８年８月に、定時制高校の副校長、教頭を集め、スクールソーシャルワーカー

から、その活動内容や役割について説明する機会を設けた。今まで周知できていなかっ

た、スクールソーシャルワーカーが家庭に入って支援を行うことができることなどを各

学校に周知できた。また、この場では各学校の意見交換も行い、具体的な事例への対応

について情報共有もできた。 

５ 定時制高校は、これまで中途退学の率が高かったが、その数値が改善してきている。

スクールカウンセラーが生徒本人だけではなく親へのカウンセリングも行うことや、ス

クールソーシャルワーカーが家庭に入って支援を行うことなどの認知が進み、うまく活

用されるようになったことが理由であると考えている。 

 

保健体育課長 

６ 運動部活動支援員は、実技指導、学校外での大会や練習試合への引率、部活動の会計

管理のほか、事件が発生した場合の現場対応など、部活動の顧問教員と同じ活動内容で

ある。外部指導者は、あくまでも顧問教員の下で活動をする必要があるが、運動部活動

支援員は、顧問教員が活動場所にいなくても単独指導ができるほか、大会や練習試合へ

単独で引率できる。効果としては、校長や顧問教諭からは、顧問教員が今までに部活動

に充てていた時間を、教材研究や生徒の教育相談、打合せに充てることができ、業務の

負担軽減につながっているとの報告を受けている。また、生徒や保護者からは、専門的

な知識に基づく技術面での指導を受けることができたとの声を聴いている。 

 

小中学校人事課長 

７ 精神疾患の要因には様々なものがある。職務上に起因するものもあれば、家庭の事情

等に起因するものがあり、また、それらが複合的に合わさっている場合もある。一概に

要因を特定することができない。対応としては、小・中学校において、管理職が教職員

の心身の健康を損なうことがないように職場環境を改善することや、相談しやすい職場

づくりを推進するよう働き掛けを行っている。例えば、面談などにより教職員の状況を

把握することや、コミュニケーションを密に取ることなど、具体的な取組によりメンタ

ルヘルス対策を進めている。 

 

福利課長 

８ 建物としては３２棟の維持管理を行った。内容としては、通常の火災報知機の点検や

樹木のせん定などである。また、教職員住宅では多子世帯住宅向けの対応はしていない。 

 

特別支援教育課長 

９ 児童生徒の乗車の希望や運行ルートなどの状況を踏まえて、学校ごとに台数を決めて
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いる。 

 

美田委員 

 小中一貫教育を行っている学校について、中１ギャップの改善が図れているとの答弁が

あったが、いじめなどのトラブルの認知件数の状況はどうなっているのか。 

 

生徒指導課長 

 小中一貫校だけに特化したいじめの認知件数のデータはない。 

 

岡委員 

１ 行政報告書３０２ページの（２）の「オ 高等学校における確かな学力の育成」によ

ると、東京大学「大学発教育支援コンソーシアム推進機構」との連携を図ったとあるが、

具体的には何を行い、どのような成果があったのか。 

２ 行政報告書３０７ページの（６）の「ウ 小１問題対応非常勤講師の配置」によると、

非常勤講師を１３８人配置したとあるが、教員と非常勤講師との役割分担はどうなって

いるのか。また、非常勤講師を配置したことで落ち着いて授業が受けられるような環境

整備が図られたとあるが、非常勤講師はどのような役割を果たしたのか。 

３ 行政報告書３１１ページの（２）の「イ ネット問題対策教育推進事業」によると、

平成２８年度は、中学校３校、高等学校１校を研究校に指定して、スマートフォンの安

全利用について生徒自身によるルールづくりを実施したとあるが、その成果はどうだっ

たのか。また、ルールづくりを始める時期は、早めに中学生からがよいか、又は高校生

からでよいかについてはどう考えるか。 

 

高校教育指導課長 

１ インターネット上の掲示板サイトにおいて、学習指導案の計画や教材の作成などにつ

いて様々な助言を得ている。また、年２回開催する全体の研修会では、講演の実施や演

習への参加で協力を得ている。さらに、県内で行う研究授業において、指導助言を得る

などの連携を行っている。連携の成果としては、授業を改善する視点や、改善のポイン

トが明らかになることで、高等学校の教員が積極的に自分の授業を改善しようとする機

運が生まれたことが挙げられる。 

 

小中学校人事課長 

２ 小１問題対応非常勤講師は、基本的な生活習慣が身に付いていない、落ち着いて授業

が受けられないなどの子供が在席する１年生の学級に配置している。役割分担としては、

担任は学級の児童に対して授業を行い、非常勤講師は課題のある児童に対して個別に指

導を行っている。指導の例としては、児童に寄り添って座り授業に取り組む姿勢を作る、

教師の指示を繰り返し伝える、身の回りの整頓ができない児童と一緒に整頓を行う、ほ

かの児童に迷惑を掛ける行為をその場で注意するなどが挙げられる。 

 

生徒指導課長 

３ 成果としては、自ら作ったルールであることから遵守する意識が生徒に醸成されたこ

とや、一連の授業の中でスマートフォンの利用方法に関する理解が深まったことがある。

例えば、ネットに一度掲載すると一生残ってしまう怖さがあることや、ネットは使用者

の意識次第で良くも悪くもなる道具であることの理解が深まった。教員の側からは、生
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徒へのアンケート調査によって、自分の学校の生徒のスマートフォンや携帯電話の所

有・普及の状況が実感できたと聞いている。また、ルールづくりは、中学生と高校生の

発達段階に応じてそれぞれで行っていることから、どちらから始めた方がよいかは、一

概には言えないと考える。なお、中学校の方は小学校との連携が取れるため、小学校か

らの視点も反映できるのではないかと感じている。 

 

岡委員 

１ スマートフォン安全利用の自主的なルールづくりについて、研究校の指定が高校から

中学校に広がったことは非常に良いことだと思っている。研究の成果は、ほかの学校に

も普及させることが必要だが、平成２８年度はどのような対応を行ったのか。 

２ 学校で作ったネットについてのルールを保護者に見せた結果、保護者もルールづくり

の重要性を改めて認識したという生徒の感想もある。児童生徒が家庭で保護者とルール

について話し合うようにする必要があると考えるが、どのような取組を行ったのか。 

 

生徒指導課長 

１ 研究成果の普及については、中学校から校区内の小学校への普及の事例はあるが、全

市内への普及はまだできていない状況であり、課題であると認識している。 

２ 家庭におけるネットルールの普及の仕方については、それぞれの学校ができる範囲で

取り組んでいる部分でもある。県としても、今後の課題として取り組んでいきたい。 

 

蒲生委員 

１ 行政報告書３０７ページの（６）の「ウ 小１問題対応非常勤講師の配置」について、

１３８人の非常勤講師は何校に配置したのか。また、複数の教員による指導が必要と認

められる学校に配置したとのことだが、どのような基準で判断したのか。それとも、学

校からの要請に基づいて配置しているのか。 

２ 行政報告書３０９ページの（７）の「ウ 特別支援学校就労支援総合推進事業」によ

ると、就職支援アドバイザーについて、高等部を置く全ての特別支援学校に配置してい

るとのことだが、どのような人がアドバイザーになっているのか。また、活動内容と成

果はどのようなものか。 

３ 「チームぴかぴか」事業を南部と北部の２拠点で実施したとのことだが、どのような

成果が出たのか。 

４ 障害者の就労支援については、企業やハローワークなどの関係機関との連携、職場と

のマッチングが非常に重要になっていくと思う。教育局としてはどのように考えている

のか。 

５ 行政報告書３１１ページの（２）の「ウ いじめ・不登校対策相談事業」について伺

う。ネットによるいじめの発生やネット犯罪の深刻化などを踏まえ、スクールカウンセ

ラーを対象にした、ネットに関する新しい知識についての研修の実施やスキルアップ支

援についてどう考えるか。また、スクールカウンセラーが的確な対応を行うには、様々

な機関と連携する必要があるが、どのような仕組みになっているのか。 

 

小中学校人事課長 

１ 配置校数は１３８校である。配置については、県教育委員会が、各市町村教育委員会

からの申請を受けるとともに連絡を取りながら決定している。各市町村教育委員会は、

前年度末に申請書を提出するが、その内容に含まれる、就学時の健康診断、幼稚園や保
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育園との連絡会、就学前の相談などの情報から、基本的生活習慣がなく、非常勤講師の

措置が必要な子供を洗い出して反映している。 

 

特別支援教育課長 

２ 就職支援アドバイザーは、障害者の就労に精通している障害者雇用の特例子会社の幹

部などに依頼している。就職支援アドバイザーは、年に４回程度、各特別支援学校を訪

問して、企業のニーズを踏まえた作業学習や教育課程の見直しなどについて具体的な指

導や助言を行っている。生徒に対しては、社会人としての心構え、卒業後の生活や余暇

活動、採用を考える上で企業が重視すること、面接の狙いなどを助言している。就職支

援アドバイザーによる成果としては、作業学習のマニュアルを作成するなど学習の進め

方を改善したこと、教育課程の複数化などを実施したこと、個別の面接指導により生徒

の意識が高まったこと、様々な助言を受けて生徒や保護者が企業で働くイメージを持て

るようになったことなどが挙げられる。 

３ チームぴかぴか事業は、特別支援学校卒業時に一般就労できなかった生徒を主な対象

としている。平成２８年度からは、新たに北部拠点を設け、清掃や環境整備などを中心

とした取組を開始した。これにより職域開拓が更に進み、就労先の開拓も進んできてい

る。平成２６年度からの３年間では、延べ５４人を雇用し、４１人が一般就労に結び付

いた。 

４ 各特別支援学校では、企業における実習に取り組んでいる。また、企業向けの学校公

開、労働福祉関係機関と一緒になった進路指導連絡会、企業・生徒・保護者・学校によ

る４者面談などを実施し、関係機関との連携やマッチングを進めている。チームぴかぴ

かでは、卒業した特別支援学校とも連携を取り、継続した支援が行えるように本人の課

題や特性をしっかりと引き継ぎしている。また、関係機関と連携して就労先を開拓して

いる。なお、メンバーは、自分自身と向き合い、就労に向けて課題の克服にしっかり取

り組み、学び、成長していけるように頑張っている。 

 

生徒指導課長 

５ いじめやネット社会については様々な情報がある。スクールカウンセラーは、様々な

情報を得て業務に生かしていくことが必要である。いじめについては、一義的には教員

が学校全体として対応することが重要である。その中で、一員であるスクールカウンセ

ラーも、心理の専門家としての役割をしっかり果たしてほしいと考えている。その意味

においても、スクールカウンセラーに対する研修やスキルアップ支援は必要だと思って

いる。 

 

吉良委員 

１ 行政報告書３２６ページの（２）の「エ 『子ども大学』の推進」の全体の傾向とし

て、運営の継続が難しい、閉校せざるを得ないなどの状況はあるのか。 

２ 行政報告書３１１ページの（２）の「イ ネット問題対策教育推進事業」のスマート

フォン安全利用の自主的なルールづくりの取組について、研究校は４校しかない一方で、

全体の小学校数は約８００校、中学校は約４００校もある。各学校へのルールづくりの

普及を急ぐ必要がある。平成２８年度の結果を踏まえて、今後、どのような考え方で普

及させていくのか。 

３ 行政報告書３１７ページの（６）の「ウ 運動部活動の充実」のうち、「（オ）運動

部活動支援員活用事業」について、運動部活動支援員を県内で１２人派遣しているとの
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ことだが、一人の支援員では対応できる学校や種目に限りがある。平成２８年度の実績

を踏まえ、今後の人数の拡大についてはどう考えているのか。 

４ 行政報告書３０２ページの（２）の「ア 埼玉県学力・学習状況調査のデータ活用事

業」については、学力の伸び率が把握できることが特色とのことであった。成績であれ

ば成績順位、伸び率であれば伸び率順位になるが、伸び率順位を活用しているのか。 

５ 行政報告書３０２ページの（２）の「ウ 小・中学校９年間を一貫した教育の推進」

について、平成２８年度に新たに小中一貫教育を導入した学校はどれくらいあるのか。 

６ 行政報告書３２０ページの（１）の「コ 教職員の健康管理の充実」について、教職

員からの相談は何件あったのか。また、欠勤している職員はどれくらいいるのか。 

７ 行政報告書３２１ページの（２）の「カ 魅力ある県立学校づくり推進事業」による

と、平成２８年度に全ての学校が「学校の活性化・特色化方針」を策定しているが、今

後、方針をどのように生かして魅力ある県立学校づくりを進めていくのか。また、策定

後の次の段階についてはどう考えているのか。 

８ 行政報告書３０７ページの（６）の「イ 幼稚園教育振興・充実事業」について伺う。

近年は保育ニーズが高まり、保育所が中心になってきている。幼稚園教育振興・充実事

業の規模は、社会のニーズに沿って縮小してきているのか。 

９ 行政報告書３２４ページの（４）の「キ 高等学校等奨学金の貸与」によると、貸与

額の合計は約２３億円であるが、このうちどのくらいの額の返済を見込んでいるのか。 

 

生涯学習文化財課長 

１ 子ども大学は、平成２８年度は５１校が開校し、平成２９年度は５４校が開校する予

定である。子ども大学実行委員会を訪問すると、実行委員からは講座内容を充実したい、

もっと多くの子供に参加してもらいたいとの前向きな意見を聴く。ほとんどの子ども大

学は継続の意向であるが、仮に継続が困難な子ども大学が生じた場合は、個別訪問を行

い、実行委員と今後の在り方を考えていきたい。 

 

生徒指導課長 

２ こうした取組を全ての学校に普及できればいいが、難しい部分もある。県教育委員会

としては、これまで十数校の県立高校で取り組んできた成果を市町村教育委員会に周知

して、取組を促していきたい。また、県立高校に対しても、工夫しながら取組を拡大し

ていきたい。 

 

保健体育課長 

３ 平成２８年度はモデル事業として１２人で始めており、今年度も１２人を派遣してい

る。この取組を県内に広げていきたいと考えているが、この事業は国庫事業であるため、

国の予算状況を踏まえて拡大を検討していく。 

 

義務教育指導課長 

４ 埼玉県学力・学習状況調査については、市町村ごと、学年ごとに伸び率を５段階で公

開している。 

５ 小学校と中学校の連携を図る何らかの取り組みを行っていた学校数は、平成２８年度

は小学校で６９９校である。 
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福利課長 

６ 保健師による健康相談は、平成２８年度は２，５９１件であった。教職員の休職者数

は、平成２８年度は３４５人で、そのうち精神疾患に起因する休職者数は２１３人であ

る。 

 

魅力ある高校づくり課長 

７ これからの県立学校は、時代や社会の要請、ニーズに応える教育活動を展開していく

ことが大切だと認識している。平成２８年３月に策定した「魅力ある県立学校づくりの

方針」に基づき、平成２８年度は全ての県立学校が「学校の活性化・特色化方針」を策

定した。この方針を活用し、各県立学校の持つ強みや特色を、教職員や生徒、保護者、

地域の方が共有することで、学校の教育力が高まり、社会のニーズに応える魅力ある学

校となっていくものと考えている。「学校の活性化・特色化方針」の実現に向けて、各

学校は主体的に特色ある学校づくりのための取組を始めたところである。県教育委員会

としては、学校訪問などの機会に課題や要望をしっかり聴き、学校が必要とする支援を

行うことで魅力ある学校づくりに努めていきたい。 

 

家庭地域連携課長 

８ 幼稚園教諭を対象として、法定研修である新規採用職員研修、採用１０年目研修、採

用２０年目研修を行っている。それ以外には、採用３年目、５年目の職員を対象とした

研修をそれぞれ行っている。なお、新規採用教員研修の第１日目については、全埼玉私

立幼稚園連合会との共催で実施している。また、主任等を対象とした研修については、

私立幼稚園からの参加も募り、県全体の幼稚園教諭の資質向上を図っている。 

 

財務課長 

９ 返済の据え置き期間が高校卒業後４年半となっているため、現時点では、まだ返済は

ない。 

 

山根委員 

 先ほどのＳＮＳについて質問への答弁は、サイトの監視に関する内容であったため、再

度質問する。子供は、大人の想定を超えたＳＮＳの使い方をしていることがある。例えば、

無料通信アプリのラインにおいては、子供はホーム画面のステータスで会話をしており、

そこでいじめが発生していることもある。こうした流行についての研究や保護者への情報

発信については、どのように取り組んでいるのか。 

 

生徒指導課長 

 ネットについては、日進月歩で技術が進んでいる。県教育委員会では、専門家の方々と

の協議会を毎年開催しており、その中で最新動向や知識の提供を受けている。ついては、

市町村や学校にできるだけ情報提供していきたいと考えている。 

 

日下部委員 

１ 昨年度の文教委員会では、教科書採択をめぐって教員が接待や金品の提供を受けるこ

とが問題になっているとの議論があり、教科書会社に対する接し方のガイドラインが策

定された。平成２８年度には、教科書採択をめぐって接待や金品の提供を受けた事案は

あったのか。 
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２ 埼玉県独自の学力・学習状況調査について、東京都内の中高一貫校に進学した、埼玉

県に住民票がある中学生は調査の対象になっているのか。対象になっていない場合、経

年の調査に抜けが出ることになる。また、県内の私立中学校に進学する生徒は調査の対

象になっているのか。 

３ 平成２８年度に中学校に進学した埼玉県民の生徒は何人いるのか。また、そのうち都

内の中高一貫校に進学した生徒は何人いるのか。 

４ 行政報告書３１３ページの「（４）人権を尊重した教育の推進」について伺う。人権

については、いじめや虐待などに注目しがちであるが、参政権の行使の状況に注目する

必要がある。自由と権利は義務と責任を伴うものであり、参政権の行使が重要である。

日本での女性参政権の実現は戦後のことであった。全世界では、参政権を有するのは長

い間、白人男性だけであった。例えば、アメリカにおいて黒人が参政権を得たのは１９

７１年である。人類は、参政権を獲得するために大変な血を流してきたと言える。参政

権は白票でも行使できるが、本県においては知事選ですら投票率が低く、人権教育が浸

透していないと考えざるを得ない。人権教育の成果について、どのように評価している

のか。 

５ 行政報告書３３０ページの（２）の「オ 文化財保存管理の充実」について伺う。私

は、昨年度の文教委員会において、地元にある大塚古墳の所有者が高齢で維持管理がで

きなくなったため、文化財指定を外した上で競売を行いたいとの意見があると発言して

いる。そこで、県指定文化財の維持管理にはどれだけ支出しているのか、平成２６年度

から平成２８年度までの３年間の決算額を伺いたい。 

 

義務教育指導課長 

１ 平成２８年度は、事案は発生していない。 

２ 埼玉県に在住し、東京都の私立中学校に通学する児童生徒は、埼玉県の学力・学習状

況調査の対象となっていない。ただし、平成２８年度は、私立の２校から要望があり、

埼玉県の学力・学習状況調査を実施している。 

 

教育政策課長 

３ 県内の小学校から私立中学校などの公立中学校以外の学校への進学状況は、調査して

いないため、詳細な人数は把握していない。ただし、平成２８年度の公立小学校６年生

の児童数と、平成２９年度の公立中学校１年生の生徒数を比較すると、全県で３，７４

０人減少している。この生徒全てが都内の中学校に進学したわけではないが、大部分の

生徒は県内外の私立中学校など公立中学校以外の学校へ進学したものと推測される。 

 

人権教育課長 

４ 人権教育においては、人権教育そのものの教科や教科書はない。県教育委員会では、

人権感覚育成プログラムという資料を平成２０年に発行しており、各学校では当該プロ

グラムを使った授業の実践を進めている。そのプログラムの活用度を、人権教育がどの

程度行われているかの指標の一つとしている。また、参政権を行使すべきであるとの御

指摘については、今後とも、人権には権利と責任の両方が伴うものだということをしっ

かりと教えていきたい。 

 

生涯学習文化財課長 

５ 県指定文化財の通常の維持管理に係る費用は、所有者や管理責任者が負担しているた
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め、県の負担はない。修理や整備のための県の補助金の決算額は、平成２６年度は３，

７７５万６，０００円、平成２７年度は４，１３０万３，０００円、平成２８年度は４，

６０２万２，０００円である。 

 

日下部委員 

１ 埼玉県学力・学習状況調査について答弁漏れがあった。さいたま市内の私立中学校の

生徒は調査の対象になっているのか。 

２ 県指定文化財の維持管理に係る決算額はゼロということか。 

 

義務教育指導課長 

１ さいたま市内の私立中学校も調査の対象となっていないが、私立栄東中学校は、平成

２８年度の調査について参加要望があり、実施している。 

 

生涯学習文化財課長 

２ 県が所有している国指定文化財については、県が維持管理を行っているが、個人所有

等の県指定文化財の日常の維持管理に関する経費については、県は費用を負担していな

い。 

 

田並委員 

１ 行政報告書３０８ページの（７）の「イ 特別支援学校の教育条件の整備」を見ると、

肢体不自由児及び知的障害の区分において、小学部から中学部になると学級数が減って

いるが、その理由は何か。 

２ 児童生徒の安全な通学手段を確保するため、スクールバスを運行したとあるが、肢体

不自由の生徒の場合などにはルート変更が可能なのか。 

３ 行政報告書３１４ページの（４）の「カ 同和問題を解消するための教育の推進」に

よると、研修会に４４人が参加したとあるが、この参加者数をどのように評価している

のか。また、研修会はどのように授業に反映されているのか。 

４ 行政報告書３２０ページの（１）の「シ 学校トラブル解決支援の取組」によると、

個別相談を６件実施したとのことだが、具体的にどのような案件だったのか。 

５ 行政報告書３２２ページの（３）の「エ 高校生自転車交通事故防止対策事業」によ

ると、各学校の代表生徒が講習会に参加し、自校で伝達する方法を取っているが、本当

にルールの遵守やマナーアップにつながっているのか。また、自転車事故の数が減るな

どの効果があったのか。 

 

特別支援教育課長 

１ 小学部は６年制、中学部は３年制に応じた学級編成となっている。 

２ 肢体不自由特別支援学校では、一人一人の障害の特性を考慮しながら、毎年度、バス

ルートの見直しを行い、児童生徒の通学の負担軽減に努めている。 

 

人権教育課長 

３ 社会教育担当者を対象とした研修に４４人が参加したことは、さいたま市を除いた６

２市町村のうち、約７１パーセントが参加したことになる。全市町村が研修会に参加す

るよう、今後もしっかりと働き掛けていく。また、社会教育担当者を対象とした研修以

外に、市町村教育委員会の学校教育担当者向け、各小学校・中学校・高校・特別支援学
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校の校長向け及び人権教育担当者向けの研修会をそれぞれ開催している。これらの研修

の内容が、それぞれの学校の授業に反映されていると捉えている。 

 

県立学校人事課長 

４ 平成２８年度は、専門家による個別相談を６件実施した。その内訳は、保護者に対す

る対応が３件、教職員間のパワーハラスメントに関することが２件、いじめに関するこ

とが１件であった。 

 

保健体育課長 

５ この事業は、東西南北４地区で、自動車教習所を会場として全県立高校の代表生徒が

参加するものである。講習会では、講義のほかに、保険会社と連携して制作したＤＶＤ

の視聴や、最も効果的なものとして、スタントマンによる交通事故の再現を見せるスケ

アードストレイト形式の講習を実施した。スマートフォンを操作しながらの自転車運転、

傘を差したままの運転、二人乗り、左折トラックの巻き込みなどの仮想事故を見ること

は、生徒にとってインパクトがあり、非常に効果的な取組である。こうした体験により、

代表生徒が学校に戻って伝達講習の講師役を務める際、実感がこもることになり、マナ

ーアップにつながっていると考えている。その成果として、高校生の自転車事故の発生

状況は、この事業を始めた平成２４年度から数年は２０件台で推移していたが、平成２

８年度は１３件、平成２９年度は現時点で９件と減少傾向となっている。学校独自の取

組の充実に加えて、この事業の実施も減少の要因になっていると考えている。 

 

田並委員 

１ 学校トラブル解決支援の取組について、保護者への対応や教職員間のパワハラについ

ても専門家に相談しているが、こうしたことを自分たちで解決する能力がない人が教員

になっているのかと不安になる。教育現場は、トラブルを自力で解決できない状態にな

っているのか。その理由は何か。 

２ 高校生の自転車事故が減少したのは、高校生自転車交通事故防止対策事業の効果だけ

ではなく、自転車道の拡充なども要因であると考える。代表生徒が講習に参加して、ほ

かの生徒に教えるやり方では、各学校において伝達内容が異なってしまう懸念がある。

今のやり方がベストの方法だと考えているのか。 

 

県立学校人事課長 

１ 本来は、教員と学校がしっかりと問題解決に当たるのが基本であると考えている。ほ

とんどの場合はその形で問題解決しているが、昨今、保護者や地域住民などとのトラブ

ルについて、学校や教育委員会の担当だけではどうしても解決が困難な事案も生じてい

る。そうした事案については、弁護士などの専門家に相談して対応の方向性の示唆を受

けている。保護者への対応にも様々なものがあるが、中には訴訟に発展するケースもあ

り、専門家に早い段階から相談することも必要である。パワハラについても同様であり、

法的な観点から指導を受けている。 

 

保健体育課長 

２ スケアードストレイト形式の講習には、できる限り多くの生徒を参加させたいと考え

ている。県立高校のうち８校では学校において実習を行っているが、より多くの生徒を

参加させるには規模的に難しい面もある。代表生徒による各学校への伝達内容について
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は、異なることがないよう、今後、工夫を重ねていきたい。 

 

前原委員 

１ 少人数学級の推進として、３５人学級を実現してほしいとの声があるが、全学年の３

５人学級を実現した場合、県単独の負担額はどれくらいになるか試算しているのか。 

２ 臨時的任用教員の待遇改善について伺う。１年ごとに学校が替わることで教育の持続

性が育たないとの現場の声がある。平成２８年度に、現場において、教員の不足が生じ

た、産休代替教員が見つからないなど、教育に穴が空くような事態はあったのか。 

３ 臨時的任用教員が増えているが、平成２８年度は正規の教員を増やす、市町村間の不

均衡を改善するなどの努力は行ったのか。 

４ 特別支援学校には臨時的任用教員が多いが、その理由は何か。 

５ 教員の働き方改革のため、平成２８年６月に教員の勤務状況の調査を行っているが、

その結果によると、勤務時間外の在校時間やその間に行っている業務の内容はどのよう

なものだったのか。 

６ 資料１８「不登校児童生徒の実態と推移及び教育相談内容・件数」について伺う。平

成２８年９月１４日に、国から不登校児童生徒への支援の在り方について通知が発出さ

れている。その内容は、不登校を問題行動と判断してはならず、不登校への支援は学校

に戻すことだけにとらわれることなく、学校を休むことが悪いという根強い偏見を払拭

することも重要だというものである。また、不登校は休養や自分を見直すなど積極的な

意味を持つこともあると付記されている。この通知が周知徹底されていなかったと現場

関係者から聞くが、県ではどのように周知徹底を図り、保護者や関係者の要望に応えて

きたのか。 

７ 資料３３「県立図書館について」を見ると、県立図書館の司書職の職員が減少傾向に

ある。司書を適切に配置すべきであると考えるが、減少している背景は何か。 

８ 資料４６「市町村立学校及び県立学校普通教室のエアコンの整備状況並びに国・県の

補助制度について」によると、県立高校のエアコン設置率は９３．５パーセントである

が、設置の財源は大半が保護者からの寄附である。県としての目標や役割をどう認識し

ているのか。 

９ 資料５６「『県立特別支援学校医療的ケア実施ガイドライン』の実施状況について」

について伺う。医療的ケアが必要なことから、保護者が児童生徒に一日中付き添う必要

がある状況は、保護者の負担だけではなく、子供が集団の中で育ち、内面を発達させて

いく上でも課題となっているとの声もある。検討委員会における検討内容はどのような

ものか。 

 

小中学校人事課長 

１ 小学校全学年を３５人学級にした場合は約５７億円、中学校全学年を３５人学級にし

た場合は３５億円が必要である。 

２ 臨時的任用教員の配置については、市町村教育委員会や学校からの要望に基づいて同

一学校配置も進めている。臨時的任用教員が配置できない状況について、平成２８年度

の状況は手元に資料がないが、平成２９年４月１０日現在では、小学校で１９人、中学

校で８人が未配置の状況である。未配置の学校については、しっかりと配置していかな

ければならないと考えており、各教育事務所、各市町村教育委員会、大学等とも連携を

図っていく。 

３ 小中学校では、児童生徒が１人の場合でも特別支援学級の設置を進めている状況にあ
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る。そのような背景から、臨時的任用教員の比率が高くなっていることもある。特別支

援学級の担任に新規採用教員の配置を進めていく努力もしている。 

５ 小中学校教職員の１日当たりの勤務時間を除く在校時間は、平均すると小学校で２時

間４８分、中学校で３時間２分である。これに勤務時間である８時間３０分をプラスす

ると、小学校で１１時間１８分、中学校で１１時間３２分となる。この要因としては、

小中学校ともに授業準備や教材研究のために在校していたという結果が出ている。中学

校については、部活動指導のために在校していたという結果も出ている。 

 

県立学校人事課長 

１ 県立高校の全日制、定時制の全学年の学級を３０人学級にした場合の試算であるが、

年間約２００億円を超える費用がかかると試算している。 

２ 各学校の状況を校長からヒアリングし、その状況を踏まえ、需要に応じて再採用とい

う形で同一校に勤務してもらうこともある。また、育児休業等による教員の不足につい

ては、平成２８年度の県立学校においては、ほぼ代替措置が行われている。しかしなが

ら、配置するまでに若干の時間を要するケースもあるため、適正に配置ができるよう努

めていきたい。 

４ 特別支援学校については、正規採用も増やしており、臨時的任用教員の割合は低下傾

向にあるが、まだ高い状況である。生徒数が大幅な増加傾向にあることも要因である。 

５ 勤務時間の開始前の状況としては、最も多い出勤時刻は勤務時間開始の２９分前まで

であり、最も多い執務内容は授業準備である。平成２４年度の勤務状況調査と比較する

と、出勤時刻は早い時間にシフトしてきている。また、勤務時間終了後は、最も多い退

勤時刻は２９分後までであった。一方で、３時間以上、あるいはそれ以上遅い時間まで

在校している教員が増加しており、在校時間の二極化の傾向がある。勤務時間終了後の

執務内容は、最も多いのが授業準備、その次が部活動という結果であった。 

 

生徒指導課長 

６ 平成２８年９月に文部科学省から通知が発出された後、直ちに各市町村教育委員会に

通知の周知徹底を図るとともに、１０月には各市町村教育委員会の生徒指導事務の主管

課長会議を開き内容を周知した。教員の初任者研修などの様々な研修の中でも、内容に

ついて説明した。また、当課では保護者や教員を対象とした不登校セミナーを開催して

いるが、その中でも同趣旨の説明を行った。 

 

市町村支援部副参事 

７ 平成２７年度は１０４人であった職員が、平成２８年度は９５人になっている。これ

は、県立浦和図書館が平成２７年３月３１日で閉館となった後、浦和図書館にあった資

料を熊谷図書館に移す作業を平成２７年度に行ったが、その作業に携わっていた分の人

数が減ったということである。 

 

財務課長 

８ エアコンについては、厳しい財政状況であることからＰＴＡ等に設置をお願いしてい

る。 

 

特別支援教育課長 

９ 医療的ケアについては、保護者以外による実施の可能性を、専門員や校長、看護教員
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等から成る医療的ケア運営協議会で検討した。運営協議会では、人工呼吸器管理が必要

な児童生徒のケアが課題として挙げられた。人工呼吸器の管理は生命に直結するため、

現状の体制では特別支援学校の看護教員が実施することは難しいとの判断になったが、

一方で、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアについては、健康状態が安定し、継続

的に登校できているなどの条件が整えば、個別に判断した上で看護教員がケアを行う方

向で進めているところである。今後も、安全性に配慮しながら、生徒の自立、保護者の

負担軽減といった観点からも医療的ケアの実施について検討していきたい。 

 

前原委員 

１ 県立高校教員の通常の１日の勤務時間は何時間なのか。 

２ 勤務状況調査の対象人数はどれくらいか。また、どのような方法で調査を行ったのか。 

３ 勤務状況調査により、勤務時間後の部活動指導が負担となっていることが判明した。

この点は新聞報道もされているが、今後、調査の結果をどのように生かしていくのか。 

４ 国の通知の周知徹底が図られていることは分かったが、国の通知を受け、現場からは

どのような意見や要望が寄せられているのか。 

５ 特別支援学校の送迎バスに看護師を乗せて、医療的ケアが必要な子供が同乗できるよ

うにしてほしいという要望をよく聴く。対応が難しいのは分かるが、送迎バスの後ろに、

保護者が自家用車に子供を乗せてついていかなければならない状況では、何のための学

校であり、通学なのかという声もある。送迎バスに看護師を配置して、医療的ケアが必

要な子供を受け入れることはできないのか。 

 

小中学校人事課長 

２ 小中学校の調査の対象は、市町村ごとに小学校１校、中学校１校で、そこに在籍する

全教職員である。つまり、小学校６２校、中学校６２校を対象とした。教職員の負担軽

減については、会議や行事の見直しなどの業務改善と教職員の意識改革の２つを進めて

いくことが大事である。そのため、各市町村教育委員会には、負担軽減検討委員会を設

置し、実態に合わせた負担軽減対策に取り組むよう依頼している。県としては、各学校

への調査や報告を求める事務の削減に努めている。また、教職員の意識改革とワークラ

イフバランスを推進するために、毎月定時退勤を推進する「ふれあいデー」を設置した

ほか、市町村教育委員会の教育長や担当者、校長を対象とした働き方の見直しに係る講

演会も実施した。さらに、今年度から、伊奈町をモデル地域として業務改善についての

研究実践を進めている。 

 

県立学校人事課長 

１ 勤務時間は７時間４５分である。 

２ 県立学校については、全ての教職員を対象として調査を実施した。 

３ 特に県立学校においては、校長のリーダーシップの下に意識改革を図ることが重要で

あると認識していることから、校長を対象にワークライフバランス研修会を行っている。

引き続きこのような研修を実施して、意識改革を図っていく。 

 

保健体育課長 

３ 県では、文化部も含めて、原則として平日の活動時間は２時間以内、週休日はどちら

か１日を休みとするように指導している。現場でそれが徹底されていない状況もあるの

で、管理職対象の会議や市町村教育委員会対象の会議などで適切な部活動指導を徹底し
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ていく。あわせて、活動時間が突出している学校や市町村教育委員会に直接訪問し、部

活動の適正化に向けた指導、助言を行っている。今後、国から活動時間や休養日につい

てのガイドラインが示される予定であり、それを踏まえて対応していきたい。 

 

生徒指導課長 

４ 学校からは、対応についての疑問が多くあり、誠心誠意対応した。また、不登校セミ

ナーの中では、保護者から我が子のことを心配する声も多く聞かれたので、しっかりと

受け止め、市町村教育委員会と連携して対応を行っていきたい。 

 

特別支援教育課長 

５ スクールバスの乗車中にたんの吸引などの医療的ケアを実施することは、安全面や衛

生面での適切な環境を確保できないことから、実施は困難であると考えている。ただし、

医療的ケアが必要な児童生徒であっても、保護者の要望や主治医などの指導助言も踏ま

え、バス乗車中のケアが必要ないと判断される場合は、スクールバスで通学しているケ

ースもある。今後も、医療的ケアが必要な児童生徒の通学手段の確保について、一人一

人の生徒の状況や保護者の要望に対応していきたい。 

 

大嶋委員 

 行政報告書３０４ページの（４）の「イ 近未来学校教育創造プロジェクト」によると、

アクティブ・ラーニングなどにおけるタブレット端末の活用方法や学習効果について、モ

デル校１０校で研究を行ったとあるが、どのような課題の取組や成果があったのか。 

 

高校教育指導課長 

 モデル校では、タブレット端末を４０人の教室で使った場合の通信速度などの技術面や、

どのようなタイミングでタブレット端末を使うと効果的なのかについて検証した。具体的

には、教員から生徒に動画や教材を瞬時に配信すること、授業の中でインターネットを活

用して生徒自身が調べること、簡単な確認テストを配信して瞬時に理解度を確認すること

などの活用を少しずつ始めているところである。 

 


